




� �第3節 � 良好な景観形成等美しい国づくり

良好な景観の形成�
（１）景観法等を活用したまちづくりの推進
「景観法」に基づく景観行政団体は令和5年
3月末時点で806団体に増加し、景観計画は
655団体で策定、景観計画に基づく重点的な取
組みは393団体で進められるなど、良好な景
観形成の取組みが推進されている。また、「屋
外広告物法」に基づく条例を制定している景観
行政団体は、同年4月1日時点で231団体に増
加し、総合的な景観まちづくりが進められてい
る。

（２）無電柱化の推進
良好な景観の形成や観光振興、安全で快適な

通行空間の確保、道路の防災性の向上等の観点
から、新設電柱の抑制、低コスト手法の普及、
事業期間の短縮等により、無電柱化推進計画に
基づき無電柱化を推進している。

（３）「日本風景街道」の推進
多様な主体による協働の下、道を舞台に、地

域資源を活かした修景・緑化を進め、観光立国
の実現や地域の活性化に寄与することを目的
に「日本風景街道」を推進している。令和5年
3月末現在145ルートが日本風景街道として登
録されており、「道の駅」との連携を図りつつ、
道路を活用した美しい景観形成や地域の魅力向
上に資する活動を支援している。

（４）水辺空間等の整備の推進
地域の景観、歴史、文化、観光基盤などの「資

源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、
市町村、民間事業者及び地元住民と河川管理者
の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良
好な空間の形成を目指す「かわまちづくり」や
河川空間をオープン化する「河川敷地占用許可
準則の緩和措置」、ダムを活用した水源地域活
性化を図る「水源地域ビジョン」、広く一般に
向けて川の価値を見いだす機会を提供する「ミ
ズベリングプロジェクト」等により、水辺空間
を活用した賑わいの創出を推進している。
また、下水処理水のせせらぎ水路としての活

用等を推進し、水辺の再生・創出に取り組んで
いる。さらに、汚水処理の適切な実施により、
良好な水環境を保全・創出している。

 図表Ⅱ-2-3-1 　盛岡地区かわまちづくり
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脱・電柱社会 キーワードは低コスト化！
URL：https://www.youtube.com/watch?v=w0sJdcjKIh4動　画

【関連データ】
欧米やアジアの主要都市と日本の無電柱化の現状　
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/fi le000010.html
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自然・歴史や文化を活かした地域づくり
（１）�我が国固有の文化的資産の保存・活用等

に資する国営公園等の整備
我が国固有の優れた文化的資産の保存及び
活用等を図るため、国営公園等（22箇所）の
整備及び維持管理を行っている。令和4年度に
は、首里城正殿の復元整備工事（本体工事を同
年11月着工）等を実施した。

（２）歴史的な公共建造物等の保存・活用
地域のまちづくりに寄与するために、長く地
域に親しまれてきた歴史的な官庁施設の保存・
活用を推進している。歴史的砂防関係施設（令
和4年12月31日現在、重要文化財3件、登録
有形文化財204件）については、土砂災害を
防止する施設及びその周辺環境一帯を地域の観
光資源として位置付け、環境整備を行うなどの
取組みを推進している。

（３）歴史文化を活かしたまちづくりの推進
地域の歴史や伝統文化を活かしたまちづくり

を推進するため、「地域における歴史的風致の
維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり
法）」に基づき、90市町（令和5年3月31日現
在）の歴史的風致維持向上計画を認定し、計画
に基づく取組みを支援している。また、良好な
景観や歴史的風致の形成を推進するため、景観・
歴史資源となる建造物の改修等の支援を行った。

（４）グリーンインフラの推進
社会資本整備や士地利用等のハード・ソフト

両面において、自然環境が有する多様な機能を
活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域
づくりを進める「グリーンインフラ」の社会実
装を推進している。令和4年度は、グリーンイ
ンフラの導入を目指す地域を対象に技術的•財
政的支援を実施するとともに、グリーンインフ
ラ官民連携プラットフォームの活動を通じて、
グリーンインフラの社会的な普及等に取り組ん
でいる。

2

【関連リンク】
～我が国の歴史的な砂防施設を紹介します～　
URL：https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/sabo01_fr_000014.html

【関連リンク】
グリーンインフラ官民連携プラットフォーム　
URL：https://gi-platform.com/
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第3章 地域活性化の推進

� �第1節 � 地方創生・地域活性化に向けた取組み
少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減

少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口
の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住み
よい環境を確保して、将来にわたって活力ある
日本社会を維持していくため、政府は、平成
26年11月に成立した「まち・ひと・しごと創
生法」に基づき、地方創生の取組みを推進して
きた。
令和4年においては、仕事・交通・教育・医

療をはじめとする地方が抱える課題をデジタル
実装を通じて解決し、地域の個性を生かした地
方活性化を図る、「デジタル田園都市国家構想」
の具体化を進めるため、「デジタル田園都市国
家構想総合戦略」を策定した。同構想を通じて、
全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会
を目指し、施策を展開していくこととし、国土
交通省においては、主に以下の取組みを行う。
・ 地域公共交通について、法制度や予算・税制

措置などあらゆる政策ツールを総動員し、交
通 DX・GX の活用や、地域の関係者の連携・
協働（共創）を通じ、利便性・持続可能性・
生産性の高い地域公共交通ネットワークへの

「リ・デザイン」（再構築）を進める。
・ 多様な暮らし方を支える人間中心のまちづく

りを実現し、持続可能な都市を形成するため、
コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづ
くりを進めるとともに、地方都市と大都市
の交流・連携や、3D 都市モデルと建築・不

動産分野との連携を図るなど、まちづくりの
DX を推進する。

・ 観光分野の DX を推進し、観光消費の拡大、
観光産業の生産性向上等を図り、稼ぐ地域を
創出するとともに、事業者間・地域間のデー
タ連携により、旅行者の周遊エリアの拡大に
よる滞在期間の長期化を図るなど、広域で収
益の最大化を図る。

・ 「流域治水」の取組みをソフト面から推進す
るため、例えば、一級水系において、本川・
支川が一体となった洪水予測の高度化を図
り、早期の災害対応や避難を支援しつつ、浸
水範囲と浸水頻度の関係を示した水害リスク
マップを新たに整備して、防災まちづくり等
での活用を促進する。

・ コンテナ物流全体の生産性向上につながる
港湾における DX、生産性向上に資する道路
ネットワークの整備等、国土の状況把握・見
える化などの国土利用・管理 DX などを推
進する。
以上の取組みを令和５年夏に策定予定の新た

な国土形成計画にも位置付けて、デジタルとリ
アルが融合した地域生活圏の形成を進める。
都市再生については、民間活力を中心とした

都市の国際競争力の強化や地方都市と大都市の
連携促進等を図るとともに、「居心地が良く歩
きたくなる」まちなかの創出等による都市再生
の推進に取り組んでいる。
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� �第2節 � 地域活性化を支える施策の推進

地域や民間の自主性・裁量性を高めるための取組み�
（１）�地方における地方創生・地域活性化の取

組み支援
地域間の交流・連携による地域づくり活動の
奨励を目的に、創意工夫を活かした自主的かつ
広域的な優れた地域づくり活動に対し、各団体
と協働し「地域づくり表彰（国土交通大臣表彰
等）」を昭和59年度より実施している。令和4
年度は、全国より32件の推薦があり、計8件
を表彰した。財政面の支援としては、デジタル
田園都市国家構想交付金や、地方創生応援税制
（企業版ふるさと納税）等により、地方が地方
創生に中長期的見地から安定的に取り組めるよ
う、支援を行っている。
国土交通省においても、全国各地の個性的で
魅力ある地域づくりに向けた取組みを一層推進
するため、社会インフラと関わりのある地域活
性化の取組みを「手づくり郷土賞（国土交通大
臣表彰）」として昭和61年度より表彰している。
37回目となる令和4年度は17件（一般部門16
件、大賞部門1件）が同賞を受賞した。

（２）民間のノウハウ・資金の活用促進
地方都市の成長力・競争力の強化を図るため、
地方公共団体が行う都市再生整備計画事業と連
携した民間都市開発事業で国土交通大臣認定を
受けた優良な民間都市開発事業等に対し、一般
財団法人民間都市開発推進機構による出資等の
支援を行った。あわせて、同機構が地域金融機

関や地方公共団体等との間で設立するまちづく
りファンドを通じて、一定のエリア内において
連鎖的に行われるリノベーション事業、クラウ
ドファンディングを活用した事業、老朽ストッ
クを活用したテレワーク拠点等の整備を含む事
業を出資等により支援した。
また、まちの魅力・活力の維持・向上を通じ

た地域参加型の持続可能なまちづくりの実現と
定着を図るため、民間まちづくり活動における
先進団体が持つ、活動を行う中で一定の収益を
継続的に得ることができるノウハウ等を、これ
から活動に取り組もうとする他団体に水平展開
するための普及啓発に関する事業や、「都市再
生特別措置法」の都市利便増進協定に基づく施
設整備等を含む先進的な民間まちづくり活動に
関する実験的な取組み等への支援を行っている。
さらに、まちなかにおける道路、公園、広場

等の官民空間の一体的な利活用等による「居心
地が良く歩きたくなる」まちなかの創出を推進
する観点から、官民が連携して賑わい空間を創
出する取組みを市町村のまちづくり計画に位置
づけることなどの措置を講ずる「都市再生特別
措置法」等に基づき、引き続き法律・予算・税
制のパッケージで支援した。
加えて、首都高速道路日本橋地区の地下化の

取組みでは、老朽化対策のみならず、その機能
向上を図るとともに、日本橋川周辺の水辺空間
の再生や都心のビジネス拠点の整備などの民間
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1

【関連リンク】
手づくり郷土賞ウェブサイト　
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/

【関連リンク】
国土交通省「地域づくり表彰」ウェブサイト　
URL：https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/crd_chisei_tk_000020.html

【関連リンク】
官民連携まちづくりポータルサイト　
URL：https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000047.html
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再開発プロジェクトと連携している。さらに、
地域の賑わい・交流の場の創出や道路の質の維
持・向上を図るため、道路を有効活用した官民
連携による取組みを推進している。このほか、

平成27年度に改正「構造改革特別区域法」が
施行され、民間事業者による公社管理有料道路
の運営が可能となった。

コンパクトシティの実現に向けた総合的取組み
都市のコンパクト化と公共交通網の再構築を

はじめとする都市の周辺等の交通ネットワーク
形成は、居住や都市機能の集積を図ることによ
り、住民の生活利便性の維持・向上、サービス
産業の生産性の向上等による地域経済の活性
化、行政サービスの効率化等による行政コスト
の削減などの具体的な行政目的を実現するため
の有効な政策手段であり、中長期的な視野を
もって継続的に取り組む必要がある。
コンパクトシティの実現に向けた市町村の取

組みを促進するため、経済的インセンティブに
よって居住と都市機能の立地誘導を進める「立
地適正化計画制度」を創設した。令和4年度末
時点において、立地適正化計画の作成につい
ては、675市町村が具体的な取組みを行ってお
り、そのうち、504市町村が立地適正化計画を
作成・公表済みとなった。地域公共交通計画に
ついては、835団体が公表済みとなった。
また、こうした市町村の取組みが、医療・福

祉、住宅、公共施設再編、国公有財産の最適利
用等のまちづくりに関わる様々な関係施策との
連携による総合的な取組みとして推進されるよ
う、関係府省庁で構成する「コンパクトシティ
形成支援チーム」（事務局：国土交通省）を通じ、
現場ニーズに即した支援施策の充実、モデル都
市の形成・横展開、取組み成果の「見える化」
等に取り組んでいる。
さらに、頻発・激甚化する自然災害に対応し

た安全なまちづくりを推進するため、災害ハ
ザードエリアにおける開発抑制、災害ハザード
エリアからの移転の促進、立地適正化計画と防
災との連携強化を進めるとともに、まちづくり
の将来像の実現に必要な都市の骨格となる基幹
的な公共交通軸を形成し、そのような公共交通
軸で結ばれる拠点内の回遊性や滞在快適性を向
上させ、多極連携型のまちづくりの取組みを推
進していく。

地域特性を活かしたまちづくり・基盤整備
（１）�民間投資誘発効果の高い都市計画道路の

緊急整備
市街地における都市計画道路の整備は、沿道
の建替え等を誘発することで、都市再生に大き
な役割を果たしている。このため、残りわずか
な用地買収が事業進捗の隘路となっている路線
について、地方公共団体（事業主体）が一定期
間内の完了を公表する取組み（完了期間宣言路

線（令和4年4月現在56事業主体143路線）
を通じ、事業効果の早期発現に努めている。

（２）交通結節点の整備
鉄道駅やバスターミナル等の交通結節点に

は、様々な交通施設が集中し、大勢の人が集ま
るため、都市再生の核として高い利便性と可能
性を有する。このため、品川駅及びその西口や

2

3

【関連リンク】
品川駅西口駅前広場の将来イメージ　
URL：https://www.ktr.mlit.go.jp/toukoku/toukoku00018.html
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神戸三宮駅、虎ノ門ヒルズ駅等の交通結節点及
びその周辺において、社会資本整備総合交付金
や国際競争拠点都市整備事業、都市・地域交通
戦略推進事業、鉄道駅総合改善事業等を活用し、
交通機関相互の乗換え利便性の向上や鉄道等に
より分断された市街地の一体化、駅機能の改善
等を実施し、都市交通の円滑化や交通拠点とし
ての機能強化等を推進している。

（３）�交通モード間の接続（モーダルコネクト）
の強化

バスタ新宿をはじめとする集約型公共交通
ターミナル「バスタプロジェクト』について、
官民連携を強化しながら戦略的に展開して、多
様な交通モードが選択可能で利用しやすい環境
を創出し、人とモノの流れの促進や生産性の向
上、地域の活性化や災害対応の強化などのため、
バスを中心とした交通モード間の接続（モーダ
ルコネクト）の強化を推進している。
また、民間と連携した新たな交通結節点づく
りの推進に向けて、交通混雑の緩和や物流の円
滑化のため、バス・タクシー・トラック等の事
業者専用の停留施設（特定車両停留施設）を道
路附属物として位置づけるとともに、施設運営
については、民間の技術やノウハウを最大限に
活用するため、コンセッション制度の活用を可
能とする事業スキームの構築等を内容とする
「道路法」等の改正法が令和2年5月に成立し、
11月に施行された。
このほか、カーシェアリングやシェアサイク
ルといった新たな交通モードについて、道路空
間を有効活用しながら、公共交通との連携を強
化させる取組みを推進している。東京都におい
ては、地下鉄大手町駅及び新橋駅付近に、カー
シェアリングステーションを設置し、公共交通
の利用促進の可能性を検証する社会実験を実施
している。今後は、この社会実験の結果を踏ま

えながら、道路空間の有効活用による道路利用
者の利便性向上に向けた検討を進めていく。

（４）企業立地を呼び込む広域的な基盤整備等
各地域が国際競争力の高い成長型産業を呼び

込み集積させることは、東アジアにおける競
争・連携及び地域活性化の観点から大きな効果
がある。このため、空港、港湾、鉄道や広域的
な高速道路ネットワーク等、地域の特色ある取
組みのために真に必要なインフラへ集中投資を
行い、地域の雇用拡大・経済の活性化を支える
施策を推進している。

①空港整備
国内外の各地を結ぶ航空ネットワークは、地

域における観光振興や企業の経済活動を支え、
地域活性化に大きな効果がある。アジア等の世
界経済の成長を我が国に取り込み、経済成長の
呼び水となる役割が航空に期待される中、我が
国全体の国際競争力や空港後背地域の地域競争
力強化のため、空港の処理能力向上や空港ター
ミナル地域再編による利便性向上等を図ってい
る。

②港湾整備
四方を海に囲まれている我が国においては、

海外との貿易の大部分を海上輸送が担ってお
り、国内においても、地域間の物流・交流等に
海上輸送が重要な役割を担っている。こうした
中で、港湾インフラは海外との貿易の玄関口で
あるとともに、企業活動の場として日本の産業
を支えている。物流効率化等による我が国の産
業の国際競争力の強化、雇用と所得の維持・創
出を図るため、地域の基幹産業を支える港湾に
おいて、国際物流ターミナルの整備等を行って
いる。

【関連リンク】
バスタプロジェクト　
URL：https://www.mlit.go.jp/road/busterminal/

第2節　地域活性化を支える施策の推進 　

第
3
章

地
域
活
性
化
の
推
進

Ⅱ

国土交通白書　2023144



③鉄道整備
全国に張り巡らされた幹線鉄道網は、旅客・

貨物輸送の大動脈としてブロック間・地域間の
交流を促進するとともに、産業立地を促し、地
域経済を活性化させることで、地域の暮らしに
活力を与えている。特に全国一元的なサービス
を提供する貨物鉄道輸送は、カーボンニュート
ラルの達成やトラックドライバー不足の中で、
環境に優しく効率の高い大量輸送手段として大
きな役割が期待されている。

④道路整備
迅速かつ円滑な物流の実現等により国際競争

力を強化するとともに、地域活性化の観点から、
高規格道路等の幹線道路ネットワークの形成を
進めている。

（５）地域に密着した各種事業・制度の推進
①道の駅
「道の駅」は道路の沿線にあり、駐車場、ト
イレ等の「休憩機能」、道路情報や地域情報の「情
報発信機能」、地域と道路利用者や地域間の交
流を促進する「地域の連携機能」の3つを併せ
持つ施設で、令和５年２月28日現在1,204か
所が登録されている。
近年、地元の名物や観光資源を活かして、多

くの人々を迎え、地域の雇用創出や経済の活性
化、住民サービスの向上にも貢献するなど、全
国各地で「道の駅」を地域活性化の拠点とする
だけではなく、災害時の防災拠点としての活用
や子育て応援施設の整備などの取組みも進展し
ている。
『地方創生・観光を加速する拠点』及び『ネッ
トワーク化で活力ある地域デザインにも貢献』
というコンセプトを実現するための取組みを推

注 1　令和元年の『「道の駅」第３ステージの提言』に示されたもので、令和２年からを「道の駅」第３ステージとして位置
づけている。

進していく注1。

②高速道路の休憩施設の活用による拠点の作成
高速道路利用者だけの使用を前提とした「高

速道路の休憩施設」は、近年、ウェルカムゲー
トやハイウェイオアシス等により、沿道地域へ
の開放による地域活性化が図られており、その
促進のため、関係機関が連携の上、進捗状況に
応じた支援を実施している。

③官民連携による道路管理の充実
道路管理にあたっては、これまでも地域と協

働した取組みとして、ボランティア・サポート・
プログラム（VSP）などにより民間団体等の
協力を得てきている。「道路法」に基づき指定
した道路協力団体は、道路の魅力向上のための
活動の実施や、その活動により得られた収益に
より道路管理の活動を充実させることが可能で
あり、令和5年3月末までに直轄国道において
40団体を指定している。また、道路協力団体
が行う道路に関する工事や維持及び道路の占用
について、行政手続を円滑、柔軟化する措置を
講じている。

④「かわまちづくり」支援制度
河口から水源地まで様々な姿を見せる河川と

それにつながるまちを活性化するため、地域の
景観、歴史、文化、観光基盤などの「資源」や
地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、
民間事業者及び地元住民と河川管理者の連携の
下、「かわまちづくり」計画を作成し、河川空
間とまち空間が融合した良好な空間形成を推進
している。令和4年8月末までに252か所が「か
わまちづくり」支援制度に登録している。

【関連リンク】
道の駅　
URL：https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/index.html

【関連リンク】
海の駅　
URL：https://www.umi-eki.jp/
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⑤地域住民等の参加による地域特性に応じた河
川管理
河川環境について専門的知識を有し、豊かな

川づくりに熱意を持った人を河川環境保全モニ
ターとして委嘱し、河川環境の保全、創出及び
秩序ある利用のための啓発活動等をきめ細かく
行っている。
また、河川に接する機会が多く、河川愛護に

関心を有する人を河川愛護モニターとして委嘱
し、河川へのごみの不法投棄や河川施設の異常
といった河川管理に関する情報の把握及び河川
管理者への連絡や河川愛護思想の普及啓発に努
めている。

⑥海岸における地域の特色を活かした取組みへ
の支援
海岸利用を活性化し、観光資源としての魅力

を向上させることを目的に、砂浜確保のための
養浜や海岸保全施設等の整備を行う海岸環境整
備事業の支援を行っている。海岸保全に資する
清掃、植栽、希少な動植物の保護、防災・環境
教育等の様々な活動を自発的に行う法人・団体
を海岸協力団体に指定することにより、地域と
の連携強化を図り、地域の実情に応じた海岸管
理の充実を推進しており、令和4年11月末時
点で25団体が指定されている。

⑦港湾を核とした地域振興
地域住民の交流や観光の振興を通じた地域の

活性化に資する「みなと」を核としたまちづく
りを促進するため、住民参加による地域振興の
取組みが継続的に行われる施設を港湾局長が
「みなとオアシス」として登録している（令和
5年3月31日時点、157か所）。
「みなとオアシス」は、「みなとオアシス全国
協議会」等が主催する「みなとオアシスSea級

グルメ全国大会」などの様々な活動を通じ、地
域の賑わい創出に寄与している。
近年では、クルーズ船寄港時のおもてなしな

ど港湾の多様化するニーズに対応するため、官
民連携による港湾の管理等を促進するなどの目
的で、港湾管理者が適正な民間団体等を指定す
る「港湾協力団体」制度を活用し、みなとを核
とした地域の更なる活性化を図ることとしてい
る（令和5年3月31日時点、42団体）。

⑧プレジャーボートの利用振興
ボートの利用振興や市場拡大を目的に、既存

のマリーナや漁港等の施設を活用して、ボート
利用者がクルージング時に気軽に寄港して憩え
る「海の駅」の設置を推進しており、令和5年
3月末時点で177駅が登録されている。コロナ
禍において屋外レジャーが見直されている中
で、ボート免許の取得者も増えており、利用拡
大が期待されている。

（６）地籍整備の積極的な推進
災害後の迅速な復旧・復興、インフラ整備の

円滑化等に資する地籍整備を円滑かつ迅速に推
進するため、第7次国土調査事業十箇年計画（令
和2年5月26日閣議決定）に基づき、地籍調
査を行う市町村等への財政支援のほか、新たな
調査手続や効率的な調査手法の活用促進、国が
実施する基本調査による効率的な調査手法の事
例の蓄積・普及、地籍調査以外の測量成果の活
用を推進している。

（７）大深度地下の利用
大深度地下の利用については、大深度地下使

用制度に関する内容をウェブサイトに掲載する
等、大深度地下の適正かつ合理的な利用を図っ
ている。

【関連リンク】
「みなとオアシス」の概要　
URL：https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk1_000001.html
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広域ブロックの自立・活性化と地域・国土づくり
（１）�対流促進型国土形成のための国土・地域

づくり
①広域的地域活性化のための基盤整備の推進
自立的な広域ブロックの形成に向け、広域に
わたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた
地域の活性化を図るため、令和4年度において
は、38府県が、2～ 4府県ごとに協働して36
の共通目標を掲げ、延べ86の府県別の広域的
地域活性化基盤整備計画を作成しており、同計
画に基づくハード・ソフト事業に対して、交付
金を交付した。

②官民連携による地域活性化のための基盤整備
推進支援事業
官民が連携して策定した広域的な地域戦略に
資する事業について、民間の意思決定のタイミ
ングに合わせ、機を逸することなく基盤整備の
構想段階から事業実施段階への円滑かつ速やか
な移行を図るため、令和4年度においては、地
方公共団体が行う概略設計やPPP/PFI導入可
能性検討といった事業化に向けた検討に対し
て、25件の支援を行った。

③連携中枢都市圏等による活力ある経済・生活
圏の形成
地方圏の政令指定都市・中核市等を中心とす
る一定規模以上の人口・経済を擁する都市圏に
おいては、経済成長のけん引、高次都市機能の
集積・強化及び生活関連機能サービスの向上の
実現を目指す「連携中枢都市圏」の形成を促進

しており、令和4年4月1日時点で合わせて37
圏域が形成されている。国土交通省では、地域
公共交通確保維持改善事業等について、連携中
枢都市圏で策定された都市圏ビジョンに基づき
実施される事業に対して一定程度配慮するなど
の支援を行っている。

（２）地域の拠点形成の促進等
①多様な広域ブロックの自立的発展のための拠
点整備
「多極分散型国土形成促進法」に基づく業務
核都市において、引き続き、業務施設の立地や
諸機能の集積の核として円滑に整備が実施され
るよう、必要な協力を行っている。さらに、「関
西文化学術研究都市建設促進法」に基づき、文
化・学術・研究の拠点形成を目指すため、地元
関係機関等と連携し、関西文化学術研究都市の
建設を推進している。

②集落地域における「小さな拠点」づくりの推進
人口減少や高齢化の進む中山間地域等では、

買物、医療等の生活サービス機能やコミュニ
ティ機能が維持できなくなりつつある地域があ
る。このため、小学校区等複数の集落を包含す
る地域において、必要な機能や地域活動の拠点
を歩いて動ける範囲に集め、周辺の集落との交
通ネットワークを確保した「小さな拠点」の形
成を推進しており、関係府省と連携して普及・
啓発に取り組んでいる。

地域の連携・交流の促進
（１）地域を支える生活幹線ネットワークの形成
医療や教育等の都市機能を有する中心地域へ

の安全で快適な移動を実現するため、日常の暮
らしを支える道路網の整備や現道拡幅等による
隘路の解消を支援している。また、合併市町村

の一体化を促進するため、合併市町村内の中心
地や公共施設等の拠点を結ぶ道路、橋梁等の整
備について、社会資本整備総合交付金等により
推進している。

4

5
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（２）都市と農山漁村の交流の推進
幹線道路網の整備による広域的な交流・連携

軸の形成、農山村地域、都市の近郊等における
優良な住宅の建設を促進するための住宅・宅地
供給、交流の拠点となる港湾の整備等を実施し
ている。

（３）二地域居住等の推進
二地域居住等を推進するため、地方公共団体

等からなる全国二地域居住等促進協議会と連携
し、地方公共団体向けガイドラインを作成する
など、関連する支援策や先駆的な取組みの情報
提供等に取り組んでいる。また、若者の地方圏
での交流拡大を推進するため、国土交通省ウェ
ブサイトに地方公共団体等が実施する体験交流
プログラムの情報を集約して掲載している。

（４）図柄ナンバーの導入について
地域・観光振興の促進を目的に「走る広告塔」

として、平成30年10月より、地域の観光資源
等を施した地方版図柄入りナンバープレートを
導入した。令和5年10月には新たに10地域を
追加し、全国68地域で交付予定である。
同ナンバープレートの申込時には地域を支援

する取組みへの寄付が可能であり、集まった寄
付金は各地域の交通改善や地域・観光振興等の
取組みに充てられる。
また、「2025年日本国際博覧会（大阪・関

西万博）」の開催機運の醸成を図ることを目的
に、大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート
を令和4年10月から7年12月まで交付する。
同ナンバープレートの申込時には大阪・関西万
博の開催を支援する取組みへの寄付が可能であ
り、集まった寄付金は大阪・関西万博の開催に
関連した交通サービスの充実等に充てられる。

地域の移動手段の確保
（１）地域の生活交通の確保・維持・改善
地域社会の活性化を図るため、日常生活等に

必要不可欠な交通手段の確保は重要な課題であ
る。
このため、地域公共交通確保維持改善事業に

おいて、多様な関係者の連携により、地方バス
路線、離島航路・航空路などの生活交通の確保・
維持を図るとともに、地域鉄道の安全性向上に
資する設備の整備、バリアフリー化等、快適で
安全な公共交通の構築に向けた取組みを支援し
ている。また、地方自治体における交通施策の
立案に当たって参考となるよう、デジタル技術
の活用事例等、地域交通体系を支えるために必

要な調査を行い、今後の地域交通のあり方を検
討した。

（２）地域鉄道の活性化、安全確保等への支援
中小民鉄や第三セクターが運営する地域鉄道

は、通勤や通学の足として沿線住民の暮らしを
支えるとともに、観光等地域間の交流を支える
基幹的な公共交通として、重要な役割を果たし
ているが、その経営は極めて厳しい状況にある。
このため、鉄道施設総合安全対策事業費補助や
地域公共交通確保維持改善事業等及び税制特例
により、安全設備の整備等に対して支援してい
る。

6

【関連リンク】
地域公共交通確保維持改善事業　
URL：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000041.html
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（３）地域バス路線への補助
地域の需要規模や人口特性に応じた最適な生

活交通ネットワークの確保・維持が可能となる
よう、地域をまたがる地域間幹線バスや地域内
のバス交通・デマンド交通等への補助や、バス
車両の更新への支援を行うとともに、バス事業
者によるデジタル化等の経営効率化・経営力強
化を図る取組みや、観光と連携した取組み等に
対して支援を行い、利便性・持続可能性・生産
性が向上する形で地域交通の再構築を促進する。

（４）地方航空路線の維持・活性化
人口減少に伴う利用者の減少が見込まれるな

か、地域航空の路線を持続可能なものとするた
め、「持続可能な地域航空のあり方に関する研
究会」及び「地域航空の担い手のあり方に係る
実務者協議会」において検討を行い、平成30
年12月に報告書を公表した。

（５）離島との交通への支援
離島航路は、離島住民が日常生活を行う上

で必要不可欠な交通手段である。令和3年度は
290航路で輸送人員需要は28.5百万人（ここ
5年で約34％減少）となっているが、その多
くは本土より深刻な人口減少、高齢化により、
航路の運営は極めて厳しい状況である。このた
め、唯一かつ赤字が見込まれる航路に対し、地
域公共交通確保維持改善事業により運営費への
補助、離島住民向け運賃割引への補助、運航効
率の良い船舶建造への補助を行っている（令和
5年3月末現在の補助対象航路：127航路）。
離島航空路については、地域の医療の確保を

はじめ、離島の生活を支えるのに欠かせない交
通手段であることから、安定的な輸送の確保を
図るため、離島に就航する航空運送事業者に対
して、総合的な支援（予算：機体購入費補助、
運航費補助等　公租公課：着陸料の軽減、航空
機燃料税の軽減措置等）を講じている。なお、
令和4年度の離島航空路線の数は65路線、う

平成23年7月新潟・福島豪雨により大きな被害を受
け、長らく不通となっていたJR只見線の只見駅～会津
川口駅の復旧工事が完了し、令和4年10月1日に全線
での運転が再開されました。只見駅～会津川口駅は、被
災前から利用状況が非常に厳しく、バスへの転換も含め
て復旧のあり方が検討されましたが、地域の振興のため
には只見線が必要不可欠であるとの沿線自治体の強い
意思を踏まえ、平成29年6月、福島県とJR東日本は運
行と鉄道施設等の保有を分離する上下分離方式を導入
し、鉄道により復旧することで合意しました。

また、平成30年7月には議員立法により鉄道軌道整
備法が改正され、黒字事業者の赤字路線も国の災害復旧
補助の対象に追加され、全国で初めて只見線に適用され
ました。

只見線の復旧に向けた取組みは、鉄道事業者と沿線自
治体が協働し、将来のまちづくりや観光振興など大きな
ビジョンの中で、鉄道の役割や意義、活用方策について
丁寧な検討を行った上で、関係者が適切に役割分担をし
ながら地域の公共交通の再構築を図る先駆的な事例と
言えます。

第 5 只見川橋りょう（左：被災直後、右：復旧後） 只見線の列車

Column コラム
JR 只見線　豪雨災害からの全線運転再開
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ち国庫補助対象は15路線となっている。

注 2　 公共施設の整備を伴う優良な民間都市開発事業のうち、国土交通大臣の認定を受けたものに対して、一般財団法人民間
都市開発推進機構がミドルリスク資金（金融機関が提供するシニアローンと民間事業者等が拠出するエクイティとの間
に位置し、一般的に調達が難しいとされる資金）を提供する事業をいう。

� �第3節 � 民間都市開発等の推進

民間都市開発の推進�
（１）�特定都市再生緊急整備地域制度等による

民間都市開発の推進
都市の再生の拠点として都市開発事業等を通
じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべ
き地域として、全国52地域（令和5年3月末
現在）が「都市再生緊急整備地域」に政令指定
され、各地域で様々な都市開発事業が着々と進
行している。また、昨今の成長が著しいアジア
諸国の都市と比較し、我が国都市の国際競争力
が相対的に低下している中、国全体の成長をけ
ん引する大都市について、官民が連携して市街
地の整備を強力に推進し、海外から企業・人等
を呼び込むことができるような魅力ある都市拠
点を形成することが、重要な課題になっている。
このため、特に都市の国際競争力の強化を図る
地域として、15地域（令和5年3月末現在）
が「特定都市再生緊急整備地域」に政令指定さ
れ、多くの地域において、官民連携による協議
会により整備計画が作成されている。整備計画
に基づき、地域の拠点や基盤となる都市拠点イ
ンフラの整備を重点的かつ集中的に支援する補
助制度として、「国際競争拠点都市整備事業」
を設けている。

（２）�都市再生事業に対する支援措置の適用状
況

①都市再生特別地区の都市計画決定
既存の用途地域等に基づく規制を適用除外と

した上で、自由度の高い新たな都市計画を定
める「都市再生特別地区」は、令和5年3月末
現在で118地区の都市計画決定がなされ、う
ち83地区が民間事業者等の提案によるものと
なっている。

②民間都市再生事業計画の認定
国土交通大臣認定（令和5年3月末現在154

件）を受けた民間都市再生事業計画については、
一般財団法人民間都市開発推進機構による金融
支援（メザニン支援事業注2）や税制上の特例措
置が講じられている。

（３）大街区化の推進
我が国の主要都市中心部の多くは、戦災復興

土地区画整理事業等により街区が形成されてお
り、現在の土地利用や交通基盤、防災機能に対
するニーズ等に対して、街区の規模や区画道路
の構造が十分には対応できていない。大都市の
国際競争力の強化や地方都市の活性化、今日の
土地利用ニーズを踏まえた土地の有効高度利用
等を図るため、複数の街区に細分化された土地
を集約し、敷地の一体的利用と公共施設の再編
を推進している。

� �第3節 � 民間都市開発等の推進� 民間都市開発等の推進

1

【関連リンク】
都市再生緊急整備地域　
URL：https://www.chisou.go.jp/tiiki/toshisaisei/kinkyuseibi_list/index.html
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� �第4節 � 特定地域振興対策の推進

豪雪地帯対策
毎年の恒常的な降積雪により、住民の生活水

準の向上や産業の発展が阻害されてきた地域の
経済の発展と住民生活の向上に寄与するため、
令和4年3月に改正された「豪雪地帯対策特別
措置法」及び同年12月に変更（閣議決定）さ
れた「豪雪地帯対策基本計画」に基づき、交通
の確保、生活環境・国土保全関連施設の整備、
除排雪の担い手の確保及び親雪・利雪の取組み

の促進等の豪雪地帯対策を推進している。特に、
除排雪時の死傷事故が多発していることを踏ま
え、「豪雪地帯安全確保緊急対策交付金」により、
将来を見据えた戦略的な方針の策定と、持続可
能な除排雪体制の整備等に取り組む自治体を支
援している。なお、豪雪地帯に指定されている
市町村数は532市町村、国土の51％に及ぶ広
大な面積を占めている。

離島振興
「離島振興法」に基づき、都道県が策定した
離島振興計画による離島振興事業を支援するた
め、公共事業予算の一括計上に加え、「離島活
性化交付金」により、離島における産業の育成
による雇用拡大等の定住促進、観光の推進等に
よる交流の拡大促進等の取組みへの支援を行っ
ている。また、「離島広域活性化事業」により、

移住者受入れのための空家の改修やシェアオ
フィスの整備、安全な定住環境のための避難施
設の整備等への支援を行っている。加えて、
ICTやドローン等の新技術を離島の課題解決
に役立てる「スマートアイランド推進実証調査」
を行っているほか、離島と都市との交流事業「ア
イランダー」を開催している。

奄美群島・小笠原諸島の振興開発
世界自然遺産に登録された自然環境をはじめ

とする様々な魅力を有する奄美群島や小笠原諸
島について、自立的で持続可能な発展や定住の
促進を図るため、「奄美群島振興開発特別措置
法」、「小笠原諸島振興開発特別措置法」に基づ

く振興開発事業等により社会資本の整備等を実
施しているほか、交付金等により地域の特性に
応じた産業振興等の地域の取組みを支援してい
る。

半島振興
「半島振興法」に基づき、道府県が作成した
半島振興計画による半島振興施策を支援するた
め、半島振興対策実施地域（令和4年4月現在
23地域（22道府県194市町村））を対象として、
「半島振興広域連携促進事業」により、半島地

域における資源や特性を活かした交流促進、産
業振興、定住促進に資する取組みへの補助を行
うとともに、「半島税制」による産業の振興等や、
半島循環道路等の整備を図っている。

� �第4節 � 特定地域振興対策の推進� 特定地域振興対策の推進

1

2

3

4
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� �第5節 � 北海道総合開発の推進

北海道総合開発計画の推進

注 3　令和４年３月以降、国土審議会北海道開発分科会計画部会において検討。
注 4　 主として農業・漁業に係る生産の場（特に市街地ではない領域）を指す。生産空間は、生産のみならず、観光その他の

多面的・公益的機能を提供している。

（１）北海道総合開発計画について
我が国は、北海道の豊富な資源や広大な国土

を利用し、国全体の安定と発展に寄与するた
め、明治2年の開拓使設置以降、特別な開発政
策の下、積極的に北海道開発を推進してきた。
「北海道開発法」（昭和25年法律第126号）制
定後は、同法に基づき北海道総合開発計画を策
定し、国民経済の復興や人口問題の解決、産業
の適正配置、さらには食料やエネルギーの供給
など、その時々の国の課題の解決に貢献すると
ともに、地域の活力ある発展に寄与してきた。
現在は、計画期間をおおむね令和7年度までと
する第8期の北海道総合開発計画（平成28年
3月閣議決定）を推進している。

（２）新たな北海道総合開発計画の策定について
新型コロナウイルス感染症の拡大やカーボン
ニュートラルの実現に向けた取組みの加速等、

近年の社会経済情勢の変化を受け、新たな北海
道総合開発計画の策定に向けた検討注3が進めら
れており、令和5年3月には、その中間整理が
取りまとめられた。
中間整理においては、2050年における北海

道の将来像を見据えた上で、北海道が我が国に
貢献するための土台を固め、北海道の価値を更
に高めるため、「我が国の豊かな暮らしを支え
る北海道」と「北海道の価値を生み出す北海道
型地域構造」の2つの目標が設定されるととも
に、食料安全保障を支え、観光立国を先導し、
さらには脱炭素化についても高いポテンシャル
を持つ北海道の生産空間注4の維持・発展と強靱
な国土づくりに資する施策等が整理された。
新たな北海道総合開発計画については、令和

5年度中の策定を目指し、継続的な調査審議が
進められている。

特色ある地域・文化の振興
（１）アイヌ文化の振興等
アイヌ文化の復興・創造等の拠点であるウポ

ポイ（民族共生象徴空間）においては、国内外
から多くの人々が訪れ、アイヌ文化の素晴らし

さを体験し、民族共生の理念に共感してもらえ
るよう、年間来場者数100万人を目指し、コ
ンテンツの充実、誘客促進に向けた広報活動等
を行っている。このほか「アイヌの人々の誇り

� �第5節 � 北海道総合開発の推進� 北海道総合開発の推進

1

【関連リンク】
第 8 期北海道総合開発計画の概要　
URL：https://www.mlit.go.jp/hkb/hkb_tk7_000059.html

2

【関連リンク】
ウポポイ（民族共生象徴空間）　
URL：https://ainu-upopoy.jp/

【関連リンク】
計画部会における中間整理　
URL：https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/hok01_sg_000114.html

アイヌ文化に出会う旅　
URL：https://www.youtube.com/watch?v=X18o6t6QBDk動　画
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が尊重される社会を実現するための施策の推進
に関する法律」（平成31年法律第16号）に基
づき、アイヌ文化等に関する知識の普及啓発等
を推進している。

（２）北方領土隣接地域の振興
領土問題が未解決であることから、望ましい

地域社会の発展が阻害されている北方領土隣接
地域注5を対象に、「北方領土問題等の解決の促

注 5　根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町（１市４町）

進のための特別措置に関する法律」に基づく第
8期北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の
安定に関する計画（平成30年度～令和4年度）
の下、必要な施策を総合的に推進してきた。令
和5年3月には、第9期計画（令和5年度～令
和9年度）が新たに作成されたところであり、
引き続き、同計画の下、必要な施策を推進して
いる。

【関連リンク】
北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する施策　
URL：https://www.mlit.go.jp/hkb/hoppo.html
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第4章 心地よい生活空間の創生

� �第1節 � 豊かな住生活の実現

住生活の安定の確保及び向上の促進
令和3年3月に閣議決定した、3年度から12
年度を計画期間とする住生活基本計画（全国計
画）において、社会環境の大きな変化や人々の
価値観の多様化に対応した豊かな住生活の実現
に向けて、施策を推進している。

（１）目標と基本的施策
①「新たな日常」やDXの進展等に対応した新
しい住まい方の実現
働き方改革の進展やコロナ禍を契機として、
多様な住まい方、新しい住まい方への関心が高
まる中、地方、郊外、複数地域での居住など、
国民の新たな生活観をかなえる居住の場の多様
化を推進している。また、家族構成、生活状
況、健康状況等に応じて住まいを柔軟に選択で
きるよう、既存住宅市場・賃貸住宅市場の整備
を推進している。さらに、社会経済のDXの進
展等を踏まえ、住宅分野においても、契約・取
引プロセスのDXや生産・管理プロセスにおけ
るDXを推進している。

②頻発・激甚化する災害新ステージにおける安
全な住宅・住宅地の形成と被災者の住まいの
確保
安全な住宅・住宅地の形成に向けて、ハザー
ドマップの整備・周知をはじめとする災害リス
ク情報の提供、防災・まちづくりと連携し、ハー
ド・ソフト組み合わせた住宅・住宅地の浸水対

策の推進とともに、地震時等に著しく危険な密
集市街地の解消、住宅・住宅地のレジリエンス
機能の向上等に取り組んでいる。また、災害発
生時には、今ある既存住宅ストックの活用を重
視して被災者の住まいを早急に確保することと
している。

③子どもを産み育てやすい住まいの実現
子どもを産み育てやすく良質な住宅が確保さ

れるよう、子育てしやすく家事負担の軽減に資
するリフォームの促進とともに、若年世帯・子
育て世帯のニーズにあわせた住宅取得の推進、
子どもの人数、生活状況等に応じた柔軟な住替
えの推進に取り組んでいる。また、良質で長期
に使用できる民間賃貸住宅ストックの形成と賃
貸住宅市場の整備を推進している。あわせて、
子育てしやすい居住環境の実現とまちづくりに
向けて、住宅団地の建替えや再開発等における
子育て支援施設・公園・緑地、コワーキングス
ペースの整備など、職住・職育が近接する環境
の整備とともに、地域のまちづくり方針と調和
したコンパクトシティの推進等を行っている。

④多様な世代が支え合い、高齢者等が健康で安
心して暮らせるコミュニティの形成とまちづ
くり
高齢者、障害者等が健康で安心して暮らせる

住まいの確保に向けて、バリアフリー性能や良

� �第1節 � 豊かな住生活の実現� 豊かな住生活の実現

1

【関連リンク】
住生活基本計画
URL：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_mn2_000011.html
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好な温熱環境を備えた住宅の整備・リフォーム
を促進するとともに、サービス付き高齢者向け
住宅等について、地方公共団体の適切な関与を
通じての整備・情報開示を推進している。また、
三世代同居や近居、身体・生活状況に応じた円
滑な住替えが行われるとともに、家族やひとの
支え合いで高齢者が健康で暮らし、多様な世代
がつながり交流するミクストコミュニティの形
成等を推進している。

⑤住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフ
ティネット機能の整備
住宅確保要配慮者（低額所得者、高齢者、障

害者、外国人等）の住まいの確保に向けて、公
営住宅の計画的な建替え等やストック改善を推
進するとともに、住宅確保要配慮者の入居を拒
まないセーフティネット登録住宅（令和4年度
末時点で848,846戸登録）の活用を進め、地
方公共団体のニーズに応じて家賃低廉化等の支
援を行っている。
また、住宅確保要配慮者の入居・生活支援と

して、地方公共団体の住宅・福祉・再犯防止関
係部局、居住支援協議会（令和4年度末時点で
129協議会（47都道府県、87市区町村）が設
立）、居住支援法人（4年度末時点で668法人
を指定）等が連携して、住宅確保要配慮者に対
する入居時のマッチング・相談、入居中の見守
り・緊急時対応や就労支援等を行っている。

⑥脱炭素社会に向けた住宅循環システムの構築
と良質な住宅ストックの形成

（ア）既存住宅流通の活性化
既存住宅流通の活性化に向けて、基礎的な性

能や優良な性能が確保された既存住宅の情報が
購入者に分かりやすく提示される仕組みを改善
し、購入物件の安心感を高めていく。具体的に
は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」
に基づき、住宅の構造や設備について、一定以
上の耐久性、維持管理容易性等の性能を備えた
住宅（長期優良住宅）の普及を図ってきたとこ

ろである（認定長期優良住宅のストック数（令
和3年度末時点）：135万戸）。また、既存住宅
に関する瑕疵保険の充実、既存住宅状況調査や
安心R住宅制度の普及、紛争処理体制の拡充等
により、購入後の安心感を高めるための環境整
備に取り組んでいる。
こうした中、長期優良住宅の普及促進、既存

住宅に係る紛争処理機能の強化等を通じ、優良
なストックの形成と住宅の円滑な取引環境の整
備を図ることにより、質の高い既存住宅の流通
を促進するため、「住宅の質の向上及び円滑な
取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の
促進に関する法律等の一部を改正する法律」が
令和3年5月28日に公布され、令和4年10月
1日に全面施行された。
加えて、既存住宅流通の活性化には、良質な

既存住宅が適正に評価される環境を整備するこ
とも重要である。そのため、宅地建物取引業者
や不動産鑑定士の適正な評価手法の普及・定着
を進め、建物の性能やリフォームの状況が評価
に適切に反映されるよう取り組んでいる。また、
住宅ストックの維持向上・評価・流通・金融等
の仕組みを一体的に開発・普及等する取組みに
対し支援を行っている。

（イ）長寿命化に向けた適切な維持管理・修繕、
老朽化マンションの再生円滑化

適切な維持管理・修繕がなされるよう、住宅
の計画的な点検・修繕と履歴情報の保存を推進
している。加えて、耐震性・省エネルギー性能・
バリアフリー性能等を向上させるリフォームや
建替えに対して補助・税制面での支援を行い、
安全・安心で良好な温熱環境を備えた良質な住
宅ストックへの更新を図っている。また、「マ
ンションの管理の適正化の推進に関する法律」
に基づく管理計画認定制度等により、マンショ
ン管理の適正化や長寿命化、再生の円滑化を推
進している。
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（ウ）世代をこえて既存住宅として取引されう
るストックの形成

2050年カーボンニュートラルの実現に向け
て、既存住宅の省エネ改修への支援や、長期優
良住宅ストック及びZEHストックの拡充等と
ともに、住宅の省エネルギー基準の義務づけを
含めた更なる対策の強化に取り組んでいる。
また、炭素貯蔵効果の高い木造住宅等の普及
や、CLT等を活用した中高層住宅等の木造化
等により、まちにおける炭素の貯蔵を促進して
いる。

⑦空き家の状況に応じた適切な管理・除却・利
活用の一体的推進
平成27年5月に全面施行された「空家等対
策の推進に関する特別措置法」に基づき、周辺
の居住環境に悪影響を及ぼす空き家（特定空家
等）の除却等や、立地・管理状況の良好な空き
家の多様な利活用の推進等、着実に取組みは進
展してきた。
しかし、更に空き家の増加が見込まれる中、
特定空家等となってからの対応は限界に近付い
ており、より早い段階での対応が必要であった。
また、地域の需要に応じた空き家活用を進める
ことで、地域経済の活性化等に繋げていく視点
も必要であった。　
そこで、令和4年10月に社会資本整備審議
会の下に設置した「空き家対策小委員会」にお
いて、空き家の利活用・流通の拡大を含めた更
なる対策の強化を検討し、空き家の除却等の取
組みの促進に加え、発生抑制や活用の拡大、適
切な管理を総合的に強化する施策の方向性を定
めた「社会資本整備審議会 住宅宅地分科会 空
き家対策小委員会とりまとめ～今後の空き家対
策のあり方について～」を5年2月に策定した。
これを踏まえ、空き家の除却等の更なる促進
に加え、空き家が周囲に悪影響を及ぼす前の段

注 1　所有する住宅及び土地を担保に融資を受け、毎月利息のみを支払い、利用者（高齢者等）の死亡等で契約が終了したと
きに、担保不動産の処分等によって元金を一括して返済する金融商品。住宅金融支援機構の住宅融資保険制度を活用す
る場合は、住宅の建設・購入等に関する融資に限られる。

階から有効活用や適切な管理を確保するなど対
策を総合的に強化するため「空家等対策の推進
に関する特別措置法の一部を改正する法律案」
を令和5年通常国会において提出している。

⑧居住者の利便性や豊かさを向上させる住生活
産業の発展
居住者の利便性や豊かさを向上させるために

欠かせない住生活産業については、その担い手
の確保・育成を図るとともに、更なる成長に向
けて新技術の開発や新分野への進出等による生
産性向上や海外展開しやすい環境の整備に取り
組んでいる。

（２）施策の総合的かつ計画的な推進
①住宅金融
消費者が、市場を通じて適切に住宅を選択・

確保するためには、金利や家賃等に関する理解
を深め、短期・変動型や長期・固定型といった
多様な住宅ローンが安定的に供給されることが
重要である。
民間金融機関による相対的に低利な長期・固

定金利住宅ローンの供給を支援するため、独立
行政法人住宅金融支援機構では証券化支援業務
（フラット35）を行っている。証券化支援業務
の対象となる住宅については、耐久性等の技術
基準を定め、物件検査を行うことで住宅の質の
確保を図るとともに、耐震性、省エネルギー性、
バリアフリー性及び耐久性・可変性の4つの性
能のうち、いずれかの基準を満たした住宅の取
得に係る当初5年間（長期優良住宅等について
は当初10年間）の融資金利を引き下げるフラッ
ト35Sを実施している。
また、同機構は、高齢者が安心して暮らすこ

とができる住まいを確保するため、住宅融資保
険を活用したリバースモーゲージ注1型住宅ロー
ンの供給の支援（リ・バース60）を行っている。
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さらに、災害復興住宅融資や既存住宅の省エ
ネ改修工事に対するリフォーム融資（グリーン
リフォームローン）等、政策的に重要でかつ民
間金融機関では対応が困難な分野について、直
接融資業務を行っている。

②住宅税制
令和5年度税制改正において、管理計画の認

定を受けたマンション等において、長寿命化に
資する大規模修繕工事が実施された場合に、当

該マンションに係る固定資産税額を減額する特
例措置を創設した。空き家の発生を抑制するた
めの特例措置（空き家3,000万円控除）につい
ては、適用期間を4年間延長するとともに、相
続人が相続又は遺贈により取得した被相続人居
住用家屋の譲渡等をした場合、その譲渡後一定
の期間内にその被相続人居住用家屋につき耐震
改修工事又は除却工事が実施される場合も適用
対象となる等の措置を講じた。

良好な宅地の供給及び活用
（１）地価の動向
令和5年地価公示（令和5年1月1日時点）

によると、全国の地価動向は、全用途平均・住
宅地・商業地のいずれも2年連続で上昇し、上
昇率が拡大した。
住宅地については、都市中心部や生活利便性

に優れた地域では、住宅需要は堅調であり、地
価上昇が継続し、生活スタイルの変化による需
要者のニーズの多様化により、郊外部にも上昇
範囲が拡大している。
商業地については、都市部を中心に、店舗需

要は回復傾向にあり、堅調なオフィス需要やマ
ンション用地需要等から地価の回復傾向がより
進み、国内来訪客が戻りつつある観光地や、人
流が回復しつつある繁華街では、店舗等の需要
の回復が見られており、多くの地域で地価は回
復傾向にある。
ウィズコロナの下で景気が緩やかに持ち直し

ている中、新型コロナの影響で弱含んでいた地
価は、コロナ前への回復傾向が顕著となった。

（２）宅地供給の現状
良好な居住環境を備えた宅地の供給を促進す

るため、宅地開発に関連して必要となる公共施
設の整備に対する支援等を実施している。

（３）ニュータウンの再生
高度成長期等において大都市圏の郊外部を中

心に計画的に開発された大規模な住宅市街地
（ニュータウン）は、急速な高齢化及び人口減
少の進展を背景に地域の活力の低下等の課題を
抱えており、老朽化した住宅・公共施設の更新
や生活を支える機能の充実等を通じて、誰もが
暮らしやすい街へと再生を進めていく必要があ
る。また、ニュータウンの再生に資するための、
住民・事業主・地権者等による主体的な取組み
を推進するため、地方公共団体、民間事業者等
からなる「住宅団地再生」連絡会議を開催し、
推進の手法や取組み事例に関する情報提供及び
意見交換等を行っている。

2
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� �第2節 � 快適な生活環境の実現

緑豊かな都市環境の形成

令和3年度末現在の都市公園等整備状況は、
113,828箇所、約130,352haとなっており、

一人当たり都市公園等面積は約10.8m2となっ
ている。

歩行者・自転車優先の道づくりの推進
①人優先の安全・安心な歩行空間の形成
安全・安心な社会の実現を図るためには、歩

行者の安全を確保し、人優先の安全・安心な歩
行空間を形成することが重要である。幹線道路
等において安全性を一層高めつつ自動車交通を
生活道路から転換するとともに、生活道路にお
いて速度抑制や通過交通の進入抑制を図る面的
対策等を実施することにより、人優先の安全・
安心な歩行空間の形成を推進している。

②安全で快適な自転車利用環境の創出
過去10年間で自転車が関係する事故件数は、

概ね半減しているが、自転車対歩行者の事故件
数はほぼ横ばいにとどまっている状況であり、
また、「道路交通法」の改正等（令和4年4月
27日公布）により新たなモビリティも自転車

通行空間を走行することなどを踏まえ、より一
層安全で快適な自転車の利用環境整備が求めら
れている。このため、自転車の交通ルール遵守
の効果的な啓発や、警察庁と共同で「安全で快
適な自転車利用環境創出ガイドライン」の見直
し・周知を図っている。

③多様なニーズに応える道路空間の実現
賑わいのある道路を構築するため、令和2年

度に歩行者利便増進道路（ほこみち）制度を創
設した。また、社会情勢の変化に伴い多様化す
る道路へのニーズに対応するため、道路空間の
柔軟な利活用や、「人中心の道路空間」の実現
に取り組んでいる。

昭和40年代に開発された郊外の戸建住宅団地では、
居住者の高齢化が進んでいます。神奈川にある「上郷
ネオポリス」では、人口約2,000人のおよそ半数が高
齢者となる中で、自治会や有識者、協力団体、企業な
どで構成される「上郷ネオポリスまちづくり協議会」
が発足し、郊外住宅地の再生の仕組みや手法を探り、
研究を重ねてきました。まちの拠点としてコンビニ併

設コミュニティ施設が整備され、住民団体が立ち上げ
た法人が、地域住民のボランティアにより、施設内外
の美観整備やイベントの企画・運営を実施しています。
住み続けられるまちづくりのために、高齢期の住まい
に関する情報提供なども実施し、住宅団地の再活性化
に取り組んでいます。

【関連リンク】
上郷ネオポリス｜リブネスタウンプロジェクト｜大和ハウス工業　
URL：https://www.daiwahouse.co.jp/about/community/livnesstown/kamigo/

Column コラム
住宅団地の再活性化の取組み
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④わかりやすい道案内の推進
地図を用いた案内標識（地図標識）を交通結

節点や観光地へ設置するなど、訪日外国人等の
公共交通機関の乗り換えやまちあるき等の支援
を進めている。

⑤柔軟な道路管理制度の構築
自動車交通の一層の円滑化と安全に加え、安

全な歩行空間としての機能や地域のにぎわい・
交流の場としての機能等の道路が有する多様な
機能を発揮し、沿道住民等のニーズに即した柔

軟な道路管理ができるよう、（ア）指定市以外
の市町村による国道又は都道府県道の歩道の新
設等の特例、（イ）市町村による歩行安全改築
の要請制度、（ウ）NPO等が設置する並木、
街灯等に係る道路占用の特例、（エ）道路と沿
道施設を一体的に管理するための道路外利便施
設の管理の特例、（オ）道路協力団体が設置す
る施設等に係る道路占用の特例、（カ）道を活
用した地域活動における道路占用許可の弾力的
な運用等を実施している。

� �第3節 � 自転車活用政策の推進

自転車活用推進法に基づく自転車活用推進計画の推進
自転車は、環境に優しい交通手段であり、災

害時の移動・輸送や国民の健康の増進、交通の
混雑の緩和等に資するものであることから、環
境、交通、健康増進等が重要な課題となってい
る我が国においては、自転車の活用の推進に関
する施策の充実が一層重要となっている。
このため、平成29年5月1日に「自転車活

用推進法」（平成28年法律第113号）が施行
され、同法に基づく「自転車活用推進計画」に
ついて、第1次計画が30年6月8日に閣議決
定された。
これまで、第1次計画に基づいて、関係府省

庁・官民が連携しながら取り組んできたが、持
続可能な社会の実現に向けた自転車の活用の
推進を一層図るため、令和3年5月28日に第2

次計画が閣議決定された。第2次自転車活用推
進計画に基づき、自転車交通の役割拡大による
良好な都市環境の形成のため、地方公共団体に
おける自転車活用推進計画の策定を促進すると
ともに、歩行者、自転車及び自動車が適切に分
離された自転車通行空間の計画的な整備の推進
に取り組んでいる。また、自転車通勤導入に関
する手引きの周知や「『自転車通勤推進企業』
宣言プロジェクト」等の展開により自転車通勤
の拡大を図るとともに、都道府県等による自転
車損害賠償責任保険等への加入を義務付ける条
例の制定を促進するほか、利用者等に対する情
報提供の強化等により、自転車損害賠償責任保
険等への加入を促進している。

� �第3節 � 自転車活用政策の推進� 自転車活用政策の推進

1

【関連リンク】
自転車活用推進官民連携協議会　
URL：https://www.jitensha-kyogikai.jp/

【関連リンク】
GOOD CYCLE JAPAN　
URL：https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/good-cycle-japan/index.html

【関連リンク】
「第 2 次自転車活用推進計画を閣議決定しました！」　
URL：https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/torikumi.html
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� �第4節 � 利便性の高い交通の実現

注 2　 Light Rail Transit の略で、低床式車両（LRV）の活用や軌道・電停の改良による乗降の容易性、定時性、速達性、快適
性などの面で優れた特徴を有する次世代の軌道系交通システム

（１）都市・地域における総合交通戦略の推進
安全で円滑な交通が確保された集約型のまち

づくりを実現するためには、自転車、鉄道、バ
ス等の輸送モード別、事業者別ではなく、利用
者の立場でモードを横断的にとらえる必要があ
る。このため、地方公共団体が公共交通事業者
等の関係者からなる協議会を設立し、協議会に
おいて目指すべき都市・地域の将来像と提供す
べき交通サービス等を明確にした上で、必要と
なる交通施策やまちづくり施策、実施プログラ
ム等を内容とする「都市・地域総合交通戦略」
を策定（令和5年3月末現在121都市で策定・
策定中）し、関係者がそれぞれの責任の下、施
策・事業を実行する仕組みを構築することが必
要である。国は、同戦略に基づき実施される
LRT注2等の整備等、交通事業とまちづくりが
連携した総合的かつ戦略的な交通施策の推進を
支援することとしている。

（２）公共交通の利用環境改善に向けた取組み
地域公共交通の利用環境改善や訪日外国人旅
行者の受入環境整備を促進するために、LRT、
BRT、キャッシュレス決済手段の導入等を支
援している。

（３）都市鉄道ネットワークの充実
既存の都市鉄道ネットワークを有効活用しつ
つ速達性の向上を図ること等を目的とする都市
鉄道等利便増進法を活用し、神奈川東部方面線
（相鉄～ JR・東急直通線）の整備を進めてきた
結果、相鉄・JR直通線先行開業に続き、令和5
年3月18日には相鉄・東急直通線が開業した。
加えて、3年7月15日に取りまとめられた交
通政策審議会答申「東京圏における今後の地下
鉄ネットワークのあり方等について」を踏まえ、

東京メトロ有楽町線（豊洲～住吉）及び南北線
（品川～白金高輪）の延伸について、4年3月
28日に鉄道事業許可を行った。また、利用者
サービスの向上等を図るための東京メトロの完
全民営化の促進等に向け、関係者とも連携して
必要な取組みを推進する。
また、これまで大都市圏の鉄道において慢性

的に続いていた通勤混雑は、新型コロナウイル
ス感染症の影響による生活様式の変化等によっ
て緩和された状態が続いている。今後は、鉄道
の利用状況を継続的に把握するとともに、ポス
トコロナの利用状況を十分に検証の上、必要な
施策を検討する。これらの取組みの推進により、
国際競争力の強化に資する都市鉄道や豊かな国
民生活に資する都市鉄道等、我が国の都市鉄道
が目指すべき姿の実現に向けた取組みを推進し
ていく。

（４）�都市モノレール・新交通システム・LRT
の整備

少子高齢化に対応した交通弱者のモビリティ
の確保を図るとともに、都市内交通の円滑化、
環境負荷の軽減、中心市街地の活性化の観点か
ら公共交通機関への利用転換を促進するため、
LRT等の整備を推進している。令和4年度は、
各都市において都市モノレール・新交通システ
ムの延伸事業や路面電車のバリアフリー化が進
められるなど、公共交通ネットワークの再構築
等が進められている。5年度は、8月に新規路
線として、芳賀・宇都宮LRT全線開業が予定
されており、着実な開業に向け、事業の進捗に
あわせた各種手続き等を進める。

（５）バス・タクシーの利便性の向上
人口減少により利用者も減少する中、バス・

� �第4節 � 利便性の高い交通の実現� 利便性の高い交通の実現
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タクシーを積極的に利用してもらうためには、
利便性の向上が重要であり、バスの位置情報を
提供するバスロケーションシステム、円滑な乗
降を可能とするキャッシュレス決済等のシステ
ム導入や、電気自動車の導入等によるクリーン
かつ快適な利用環境の提供を促進している。
また、高齢者や障害者等の移動制約者や大き

な荷物を持った外国人旅行者等も含め、誰もが
利用しやすいバス・タクシーの利用環境を整備
するため、地域公共交通確保維持改善事業補助
金や税制特例等を活用し、ノンステップバス・
ユニバーサルデザインタクシー・福祉タクシー
等の導入を促進している。

第4節　利便性の高い交通の実現
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第5章 競争力のある経済社会の構築

� �第1節 � 交通ネットワークの整備

幹線道路ネットワークの整備
（１）幹線道路ネットワークの整備
幹線道路の整備は、昭和29年に策定された

第1次道路整備五箇年計画以来、現在に至るま
で着実に進められてきた。例えば、高速道路等
の幹線道路ネットワークの整備は、高速道路の
インターチェンジ周辺での工場の立地を促すな
ど、地域経済の活性化に大きく寄与するととも
に、地方部における広域的な医療サービスの享
受、災害等で幹線道路が途絶した場合の広域的
な迂回ルートの確保等が可能となるなど、国民

生活の質や安全の向上にも大きく貢献してきた。
例えば、東京外かく環状道路（三郷南IC～

高谷JCT）は平成30年6月2日に15.5kmが
開通し、東京外かく環状道路の全体で約6割が
つながった。これにより、中央環状内側の首都
高（中央環状含む）の渋滞損失時間が約3割減
少した。
このようなストック効果が最大限発揮される

よう、幹線道路ネットワークの整備を引き続き
推進する。特に、全国物流ネットワークの核と

� �第1節 � 交通ネットワークの整備� 交通ネットワークの整備

1

 図表Ⅱ-5-1-1 　高規格道路ネットワーク図　 

能越自動車道
　のと三井～のと里山空港　5km

中部縦貫自動車道
　勝原～九頭竜　10km

上信自動車道
　吾妻西バイパス　7km

日本海沿岸東北自動車道
　遊佐比子～遊佐鳥海　7km

新潟山形南部連絡道路
　梨郷道路　7km

銚子連絡道路
　山武東総道路二期　5km

茂原・一宮・大原道路
　茂原一宮道路　3km

松山外環状道路
　松山外環状道路空港線　2km ※１

阿南安芸自動車道
　北川道路２－２工区　3km

中津日田道路　三光本耶馬溪道路
　田口～青の洞門・羅漢寺　5km

島原道路　森山拡幅
　森山東～森山西　3km

九州横断自動車道延岡線
　山都中島西～山都通潤橋　10km

山陰自動車道に並行
　一般国道9号　
　大田・静間道路　5km
　静間・仁摩道路　8km

高知松山自動車道
　越知道路（２工区）　2km

凡　例

調 査 中

事 業 中

供 用 中

注2. 事業中区間のIC、JCT名称には仮称を含む
注1. ※１開通時期については、令和6年春頃

6車線　4車線　2車線

注3. 首都圏、中部圏、近畿圏、札幌、仙台、広島、北九州、福岡都市圏については、一部の路線を図示していない
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都城

小林

鹿屋串良鹿屋串良

薩摩川内水引薩摩川内水引

中津

日田

伊万里中佐世保中央

今治

長浜

尾鷲北
南紀田辺

新宮南

大野神戸

高山

魚津

高岡

七尾

茂原長南

水戸南

宇都宮
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前橋

沼田
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江
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三瓶山

気仙沼中央

大田中央・
三瓶山

宇和島
朝日

）令和４年度末時点のネットワーク図に、
令和５年度新規開通箇所を旗揚げ（
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なる大都市圏環状道路等については、現下の低
金利状況を活かし、財政投融資を活用した整備
加速による生産性向上を図る。
一方で、全国においては未だ高速道路等の幹

線道路ネットワークが繋がっていない地域があ
ることから、計画的に整備を推進していく。

（２）�道路のネットワークの機能を最大限発揮
する取組みの推進

生産性の向上による経済成長の実現や交通安
全確保の観点から、必要なネットワークの整備
と合わせ、今ある道路の運用改善や小規模な改
良等により、道路ネットワーク全体の機能を最
大限に発揮する取組みを推進している。特に
平成27年8月より本格的な導入が開始された
ETC2.0がその取組みを支えている。

①道路ネットワーク全体の機能を最大限に発揮
する取組みを支える ETC2.0
ETC2.0とは、全国の高速道路上に約1,800
箇所設置された路側機と走行車両が双方向で情
報通信を行うことにより、これまでのETCと
比べて、（ア）大量の情報の送受信が可能となる、
（イ）ICの出入り情報だけでなく、経路情報の

把握が可能となるなど、格段と進化した機能を
有し、ITS推進に大きく寄与するシステムであ
る。

②賢い料金
平成28年4月及び令和4年4月に首都圏で、

平成29年6月に近畿圏で、令和3年5月から
は中京圏で新たな高速道路料金を導入し、外側
の環状道路への交通の転換や、都心流入の分散
化などの効果が発揮されている。

③賢い投資
今あるネットワークの効果を、最小コストで

最大限発揮させる取組みとして、上り坂やトン
ネルなどの構造上の要因で、速度の低下や交通
の集中が発生する箇所を、ETC2.0等により収
集したきめ細かい旅行速度データや加減速デー
タ等のビッグデータにより特定し、効果的に対
策するピンポイント渋滞対策を実施している。
これまで、関越自動車道の大泉JCT付近等12
箇所で、既存の道路幅員の中で、付加車線等を
設置する運用を開始している。現在、関越自動
車道の高坂SA付近等12箇所で、ピンポイン
ト渋滞対策を実施している。

幹線鉄道ネットワークの整備
（１）新幹線鉄道の整備
新幹線は、我が国の基幹的な高速輸送体系で

あり、地域間の移動時間を大幅に短縮させ、地
域社会の振興や経済活性化に大きな効果をもた
らす。また、新幹線は安全（昭和39年の東海
道新幹線の開業以来、鉄道事業者の過失による
乗客の死亡事故はゼロ）かつ環境にもやさしい
（鉄道のCO2排出原単位（g-CO2 /人キロ）は
航空機の1/5、自家用車の1/6）という優れた
特性を持っている。「全国新幹線鉄道整備法」
に基づき、昭和48年に整備計画が定められた、
いわゆる整備新幹線については、平成9年10
月の北陸新幹線（高崎・長野間）の開業を皮切

りに、東北新幹線、九州新幹線、北陸新幹線、
北海道新幹線と順次開業してきており、令和4
年9月には九州新幹線（武雄温泉・長崎間）が
開業した。
北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）につい

ては、北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）
の整備に関する有識者会議において、令和4年
12月に、事業費が6,445億円増加するとの試
算を含めた取りまとめがなされたところであ
り、引き続き、必要な財源を確保し、着実に整
備を進める。青函共用走行区間のうち、青函ト
ンネル内では、2年より、貨物列車の本数が少
ない特定時期において、新幹線列車と貨物列車

2
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の走行時間帯を区分し、新幹線の210km/h高
速走行を実施している。引き続き、安全の確保
に万全を期しつつ、新幹線の高速化と鉄道貨物
輸送との両立について、検討を進める。北陸新
幹線（金沢・敦賀間）については、工期・事業
費ともに見直し後の計画の範囲内で順調に進捗
しており、引き続き着実に整備を進める。
未着工区間である北陸新幹線（敦賀・新大阪

間）については、従来、工事実施計画の認可後
に行っていた調査も含め、施工上の課題を解決
するための調査を、先行的・集中的に実施して
いく。
また、九州新幹線（西九州ルート）について

は、九州地域、西日本地域の未来にとってどの
ような整備のあり方が望ましいか議論を積み重
ねることが重要と考えており、今後も関係者と
の協議を引き続き進める。
「全国新幹線鉄道整備法」では、四国新幹線、
四国横断新幹線等の計11路線が、いわゆる基
本計画路線に位置づけられている。平成29年
度よりこれら基本計画路線を含む「幹線鉄道
ネットワーク等のあり方に関する調査」を行っ
ており、具体的には、新幹線整備が社会・経済
に与える効果の検証や、効果的・効率的な新幹
線の整備・運行手法の研究等に取り組んでいる。
中央新幹線は、東京・名古屋間を約40分、

東京・大阪間を約1時間で結び、全線が開業す
ることで三大都市が1時間圏内となり、人口7
千万人を超える巨大な都市圏が形成されること

となる。
これにより、我が国の国土構造が大きく変革

され、国際競争力の向上が図られるとともに、
その成長力が全国に波及し、日本経済全体を発
展させるものである。全線開業の時期について
は、平成28年に「独立行政法人鉄道建設・運
輸施設整備支援機構法」の改正を行い、財政投
融資（3兆円）を活用することにより、当初令
和27年であった大阪までの全線開業を最大8
年間前倒すことを可能としたところである。現
在、国土交通大臣が認可した「中央新幹線品川・
名古屋駅間工事実施計画（その1）及び（その
2）」に従い、JR東海において、品川・名古屋
間の早期開業に向け、工事を進めているところ
である。

（２）技術開発の促進
①超電導磁気浮上式鉄道（超電導リニア）
超電導リニアの技術開発については、超電導

磁気浮上方式鉄道技術開発基本計画に基づき、
既に確立している実用技術のより一層の保守の
効率化、高温超電導磁石の運用安定性の確保を
目指した技術開発を推進する。

②軌間可変電車（フリーゲージトレイン）
フリーゲージトレインについては、軌間の異

なる在来線間での直通運転を想定し、技術開発
を行う。

航空ネットワークの整備
（１）航空ネットワークの拡充
①首都圏空港の機能強化等
訪日外国人旅行者の受入拡大、我が国の国際

競争力の強化の観点から、首都圏空港（東京国
際空港（羽田空港）、成田国際空港（成田空港））

の機能強化は必要不可欠であり、両空港で年間
約100万回の発着容量とするための取組みを
進めているところである。
具体的には、羽田空港において、令和2年3

月から新飛行経路の運用を開始し、国際線の発

【関連リンク】
全国の新幹線鉄道網の現状
URL：https://www.mlit.go.jp/common/001292353.pdf
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着容量を年間約4万回拡大しているところであ
り、引き続き、騒音対策・落下物対策や、地域
への丁寧な情報提供に努めるとともに、新飛行
経路の固定化回避に向けた取組みを進める。ま
た、引き続き空港アクセス鉄道の基盤施設整備、
国内線・国際線間の乗り継ぎ利便性向上のため

の人工地盤の整備、旧整備場地区の再編整備等
を実施する。成田空港においては、地域との共
生・共栄の考え方のもと、C滑走路新設等の年
間発着容量を50万回に拡大する取組みを進め
ていくこととしている。

 図表Ⅱ-5-1-2 　羽田空港の概要  図表Ⅱ-5-1-3 　成田空港の概要

②関西国際空港・中部国際空港の機能強化
関西国際空港については運営権者において、

民間の創意工夫を生かした機能強化が図られて
おり、令和4年10月には新国内線エリアがオー
プンする等、引き続き、国際線キャパシティー
を向上させるため第1ターミナルにおける国際
線/国内線エリアの配置の見直しによる施設配

置の再編等を含む第1ターミナル改修等による
同空港の機能強化を推進し、関西3空港におけ
る年間発着容量50万回の実現を目指す。
中部国際空港においては、国際線キャパシ

ティーの向上を目的に、第1ターミナル改修等
を引き続き行うとともに、完全24時間運用の
実現などの機能強化の取組みを推進する。

 図表Ⅱ-5-1-4 　関西国際空港における第1ターミナル改修
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③地方空港の機能強化
福岡空港については、滑走路処理能力の向上

を図るため、滑走路増設事業を実施するととも
に、空港の利便性向上を図るため、那覇空港に
おいては国際線ターミナル地域再編事業、新千
歳空港においては誘導路複線化等を実施してい
る。
その他の地方空港においては、航空機の増便

や新規就航等に対応するため、エプロンの拡張
やCIQ施設の整備等を実施している。
また、航空機の安全運航を確保するため、老

朽化が進んでいる施設について戦略的維持管理
を踏まえた空港の老朽化対策を実施するととも
に、地震災害時における空港機能の確保を図る
ため、滑走路等の耐震対策を進めている。

④航空自由化の戦略的推進による我が国の国際
航空網の拡充
国際航空網の拡充を図るため、我が国では航

空自由化（オープンスカイ）注1を推進している。
首都圏空港の厳しい容量制約を背景に、羽田空
港を自由化の対象外とするなど一部制約が残る
が、我が国を発着する国際旅客便数は、成田空
港における二国間輸送を自由化の対象に追加し
た平成22年時点（2,649便/週注2）と比べて、
令和元年時点（5,516便/週注2）で2倍強に増
加した。
その後、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大により、国際旅客便数は一時激減したが、水
際措置が大幅に見直された令和4年10月以降、
徐々に回復の傾向にある（4年10月末時点：
1,920便/週）。

注 1　航空会社の新規参入や増便、航空会社間の競争促進による運賃低下等のサービス水準の向上を図るため、国際航空輸送
における企業数、路線及び便数に係る制約を二か国間で相互に撤廃すること。

注 2　いずれも各年の夏期スケジュールの第１週目の事業計画便数（期首時点での数値、往復で１便とカウント）。

⑤航空機操縦士等の養成・確保
我が国の航空業界においては、操縦士・整

備士共に50代あたりを中心とした年齢構成の
ピークがあり、将来の大量退職が見込まれてい
る。新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
り航空需要は一時的に減退しているものの、今
後予想される航空需要の回復・増加に対応する
とともに、操縦士等として第一線で活躍するま
でに長い時間を要することから、中長期的な視
点で計画的に操縦士等の養成を継続する必要が
ある。
これらを踏まえ、効率的な操縦士養成手法の

導入に向けた調査の実施、国家資格についての
より合理的で利便性の高い試験方式の導入及び
航空大学校における操縦士の着実な養成、新た
な在留資格（特定技能）による航空機整備分野
での外国人材の受け入れ、航空業界を志望する
若年者の裾野拡大に向けたイベントの開催等に
取り組む。

（２）空港運営の充実・効率化
①空港経営改革の推進
国管理空港等において、「民間の能力を活用

した国管理空港等の運営等に関する法律（民活
空港運営法）」を活用し、地域の実情を踏まえ
つつ民間の能力の活用や航空系事業と非航空系
事業の一体的経営等を通じた空港経営改革を推
進し、空港を活用した内外の交流人口拡大等に
よる地域活性化を図っていくこととしている。
具体的には、国管理空港について、平成28年
7月に仙台空港、30年4月に高松空港、31年4
月に福岡空港、令和2年4月に熊本空港、2年
6月より順次北海道内7空港（うち3空港は地
方管理空港）、3年7月に広島空港の運営委託

【関連リンク】
我が国主要航空会社の操縦士の年齢構成
URL：https://safetyp.cab.mlit.go.jp/

【関連リンク】
我が国主要航空会社の整備士の年齢構成
URL：https://safetyp.cab.mlit.go.jp/
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が開始された。

② LCCの持続的な成長に向けた取組み
平成24年3月に本邦初となるLCCが就航し

た。以降令和4年冬ダイヤ当初計画時点で、ピー
チ・アビエーションは国内31路線、国際7路線、
ジェットスター・ジャパンは国内17路線、国
際1路線、スプリング・ジャパンは国内3路線、
国際6路線、ジップエアは国際6路線へネット
ワークを展開している。
政府は、国内各地域における、LCCを含む

国際線就航を通じた訪日外国人旅行客の増大や
国内観光の拡大等、新たな需要を創出するため
「令和7年の地方空港における国際線就航都市
数130都市」を目標とし、我が国及び各空港
において様々な施策を行っている。
国の施策としては、主に①着陸料軽減措置、

②空港経営改革、③受入環境整備の3つの観点
から実施している。

③ビジネスジェットの受入れ推進
ビジネスジェットとは、数人から十数人程度

を定員とする小型の航空機であり、利用者のス
ケジュールに応じた時間設定や、プライバシー
が確保されるため搭乗中に商談等が可能など、
時間価値の高いビジネスマン等が利用の対象と
なっている。
欧米では既にビジネスジェットがグローバル

な企業活動の手段となっている。我が国におい
ても経済のグローバル化に伴い、従来より、東
京国際空港・成田国際空港の両空港を中心にア
ジア地域における経済成長の取り込みの観点か
ら、その振興は重要な課題であったが、近年は
富裕層旅客の取込み等インバウンド振興の観点
からも重要性が増している。そこで、我が国で
はビジネスや高付加価値旅行者の観光需要に応
えるべく、ビジネスジェットの利用環境の改善

を図っている。例えば、富山空港において、
令和4年度にビジネスジェット専用動線を整備
し、一般旅客と動線を分離して利便性の向上を
図るなど、ビジネスジェットの利用環境改善を
着実に進めている。

④地方空港における国際線の就航促進
平成28年3月に策定された「明日の日本を

支える観光ビジョン」において掲げられている、
令和12年に訪日外国人旅行者数6,000万人と
いう目標の実現に向けては、国際線就航による
地方イン・地方アウトの誘客促進が重要である。
各地域における国際線就航を通じた訪日客誘致
の促進のため、東京国際空港以外の国管理空港・
共用空港について、国際線の着陸料を定期便は
7/10、チャーター便は1/2に軽減しており、
平成28年度より、地方空港において国際旅客
便の新規就航又は増便等があった場合に、路線
誘致等にかかる地域の取組みと協調して、更に
着陸料を1/2又は全額を軽減する措置を行って
いる。更に、平成29年度より、国土交通省が
認定した「訪日誘客支援空港」等に対して、着
陸料やグランドハンドリング経費等の新規就
航・増便等への支援やボーディングブリッジや
CIQ施設の整備等の旅客の受入環境高度化へ
の支援等を実施し、各地における国際線就航に
向けた取組みを促進している。

（３）航空交通システムの整備
長期的な航空交通需要の増加やニーズの多

様化に対応するとともに、国際民間航空機関
（ICAO）や欧米等の動向も踏まえた世界的に
相互運用性のある航空交通システムの実現のた
め、平成22年に「将来の航空交通システムに
関する長期ビジョン（CARATS）」を産学官の
航空関係者により策定し、ICAOの「世界航空
交通計画（GANP）」と協調しつつ、その実現

【関連データ】
我が国の LCC 旅客数の推移
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html
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に向けた検討を進めている。今後、準天頂衛星
システム7機体制が確立されることを踏まえ、
その静止衛星3機を用いた衛星航法補強システ
ム（SBAS）の測位精度の向上により、高度化
したサービスの提供を開始し、視界不良時にお
ける航空機の着陸機会の増加等を図っていく。

（４）航空インフラの海外展開の戦略的推進
アジア・太平洋地域における航空旅客数及び

貨物取扱量は近年、世界最大であり注3、同地域
の航空市場は今後も更なる成長が見込まれる。
このため、同地域の航空ネットワークの強化に
貢献するとともに、数多くの航空インフラプロ

注 3　出典 : ACI World Airport Traffic Dataset, 2022 Edition（2021 data）

ジェクトが進行中である新興国の成長を我が国
に積極的に取り込むことが、成長戦略として重
要な課題である。
令和4年度においては、日本企業連合とパラ

オ政府による空港運営会社により建設が進めら
れていたパラオ国際空港のターミナル供用式典
が開催された（4年5月）。「自由で開かれたイ
ンド太平洋（FOIP）」の戦略的要所であるパ
ラオにおいて、新ターミナルが新たな玄関口と
して、地域の連結性向上の要となることが期待
される。また、タイにおいては、スワンナプー
ム国際空港の地上直接送信型衛星航法補強シス
テム（GBAS）の推進が引き続き行われた。

空港への交通アクセス強化
空港への鉄道アクセスの更なる改善のため、
国際拠点空港等へのアクセス線の整備等に向け
た取組みを推進している。
東京圏では、平成28年4月に取りまとめら
れた交通政策審議会答申「東京圏における今後
の都市鉄道のあり方について」を踏まえ、羽田
空港と多方面とを結ぶJR東日本の羽田空港ア
クセス線については令和5年3月に工事の施行
の認可を行っており、羽田空港発着列車の増発
のための京急空港線羽田空港第1・第2ターミ
ナル駅引上線（京急空港線引上線）については
4年3月に鉄道施設の変更を認可した。また、
羽田空港内においては、空港整備事業として、
京急空港線引上線の鉄道基盤施設整備に必要な
歩行者通路の切回し工事に着手したほか、JR

東日本の羽田空港アクセス線についても準備工
事に着手した。そして、京浜急行電鉄品川駅に
おいて、線路の増設やホームドア設置、昇降施
設の増設工事を進める等、空港アクセス乗換駅
等の利便性向上やバリアフリー化の推進を図っ
た。
大阪圏では、令和13年春の開業に向けて、

関西国際空港と新大阪駅・大阪都心部とのアク
セス改善に資するなにわ筋線の整備を引き続き
推進していく。
また、福岡空港と天神地区とのアクセスの改

善に寄与する福岡市地下鉄七隈線の延伸（天神
南～博多）については、令和5年3月27日に
開業した。
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� �第2節 � 総合的・一体的な物流施策の推進
「総合物流施策大綱（2021年度～2025年度）」
に基づき、関係省庁・官民で連携しながら物流

施策を総合的・一体的に推進している。

�物流 DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した
最適化

総合物流施策大綱の1つ目の柱として、「①
物流DXや物流標準化の推進によるサプライ
チェーン全体の徹底した最適化（簡素で滑らか
な物流）」を掲げている。これまで生産性向上
等の観点からその必要性が認識されながらもな
かなか進捗してこなかった、物流の機械化やデ

ジタル化、そしてそれらの前提となる伝票や
データ、外装やパレットなど、物流を構成する
各種要素の標準化の推進を通じて物流分野にお
けるデジタルトランスフォーメーション（物流
DX）の実現を目指していくこととしている。

�時間外労働の上限規制の適用を見据えた労働力不足対策の加速と物流
構造改革の推進

大綱の2つ目の柱である、「②労働力不足対
策と物流構造改革の推進（担い手にやさしい物
流）」については、生産年齢人口の減少や、令
和6年4月に迫ったトラックドライバーへの時
間外労働の上限規制の適用を踏まえ、トラック
ドライバーや船員の働き方改革や、労働生産性
の改善に向けた革新的な取組みの推進等を図っ
ていくこととしている。

（１）物流分野における働き方改革
少子高齢化や人口減少を背景として、物流分

野においても、特にトラック業界、内航海運業
界を中心として高齢化が進んでおり、大量退職
や、生産年齢人口の減少に伴う人材確保が困難
になることへの対応が引き続き必要となる。
人口減少に伴う労働力不足に加え、トラック

ドライバーの時間外労働時間規制、カーボン
ニュートラルへの対応、燃料高・物価高の影響

を踏まえ、令和4年9月より「持続可能な物流
の実現に向けた検討会」を設置した。
トラック運送事業については、平成30年12

月に成立した改正「貨物自動車運送事業法」に
基づき、令和2年4月に告示した「標準的な運
賃」の浸透を図るなど各種施策に取り組むとと
もに、「自動車運送事業の働き方改革の実現に
向けた政府行動計画」に基づき、物流の効率化、
取引環境の適正化等を推進している。
内航海運業については、令和3年5月に成立

した「海事産業の基盤強化のための海上運送法
等の一部を改正する法律」に基づき、労務管理
責任者の選任制度の創設等により船員の労務管
理の適正化を推進するとともに、オペレーター
に対して船員の労働時間を考慮した適切な運航
計画の作成を義務付けること等により、船員の
働き方改革を推進した。

� �第2節 � 総合的・一体的な物流施策の推進� 総合的・一体的な物流施策の推進

【関連リンク】
総合物流施策大綱
URL：https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk1_000179.html
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（２）�高度化・総合化・効率化した物流サービ
ス実現に向けた更なる取組み

物流分野における労働力不足、多頻度小口輸
送の進展等に対応し、物流事業の省力化及び環
境負荷低減を推進するため、関係者が連携した
物流の総合化・効率化に関する幅広い取組みを
支援することを旨とした「物流総合効率化法」
に基づき、共同輸配送、モーダルシフト、輸送
網の集約等を内容とする合計367件（令和5年
3月31日現在）の総合効率化計画を認定し、
運行経費等補助や税制特例措置等の支援を行っ
た。また、物流事業者や荷主等の連携による物
量の平準化及び荷姿やデータ仕様の標準化等を
推進することにより、積載効率の向上や事業者
間連携の円滑化等を図ることとしている。また、
我が国における物流のあるべき将来像を検討す
るため「フィジカルインターネット実現会議」
を3年10月から開催し、4年3月に、22年ま
でのロードマップを策定した。

（３）地域間物流の効率化
複合一貫輸送等の推進に向け、港湾・貨物駅
等の物流結節点の整備等を進めている。貨物鉄
道輸送については、他の輸送モードとの連携
（モーダルミックス）が不可避であり、誰でも
いつでも利用できる体制づくり、貨物駅の高度
利用、貨物鉄道のスマート化の推進等を促進し
ていくこととしている。また、船舶大型化等に
応じた複合一貫輸送ターミナルの整備や次世代
高規格ユニットロードターミナルの形成に向け
た取組みを推進している。

（４）都市・過疎地等の地域内物流の効率化
「流通業務市街地の整備に関する法律」に基
づき令和4年3月末までに20都市、29箇所の
流通業務市街地注4の整備が行われ（うち27箇

注 4　トラックターミナル、倉庫等の物流関連施設が集約的に立地した大規模物流拠点として、高速道路インターチェンジ周
辺部等の適地に建設された市街地。

所が稼働中）、流通業務施設の適切かつ集約的
な立地により都市の流通機能の向上及び道路交
通の円滑化を図っている。
路上荷さばき駐車を削減するため、駐車場法

に基づく駐車場附置義務条例に荷さばき駐車施
設を位置付けるよう地方公共団体に促してい
る。令和4年3月末現在で、88都市において、
一定規模以上の商業施設等への荷さばき駐車施
設の設置を義務付ける条例が適用されている。
また、大規模建築物が物流を考慮した設計と

なるよう、物流を考慮した建築物の設計・運用
の手引きを周知し、その活用を促進している。
トラックドライバー不足が深刻化する中、再

配達の削減に向けては、これまで国や関係事業
者等が連携し開催してきた「宅配事業とEC事
業の生産性向上連絡会」や「置き配検討会」に
おける検討なども踏まえ、オープン型宅配ボッ
クスや置き配などの推奨を図っている。令和4
年4月には、「多様なライフスタイルをささえ
る持続可能な宅配の実現に向けた手引き」を公
表し、宅配ロッカーの活用を含む、多様な受取
方法や関係者の連携等により再配達を削減する
取組みを紹介し、普及に向けたポイントを整理
した。今後もこうした多様な受取方法を推進す
る。
無人航空機（いわゆるドローン等）は、離島

や山間部等における物流網の維持や買物におけ
る不便を解消するなど、地域課題の解決手段と
して期待されている。令和2年度には「過疎地
域等における無人航空機を活用した物流実用化
事業」を創設し、4年度までの3箇年において、
全国46地域の事業を採択するとともに、同年
3月に公表した「ドローンを活用した荷物等配
送に関するガイドラインVer.3.0」も活用しな
がらドローン物流の社会実装を推進した。
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強靱性と持続可能性を確保した物流ネットワークの構築　

注 5　穀物、鉄鉱石、石炭、油類、木材等のように、包装されずにそのまま船積みされる貨物の総称。

3つ目の柱である、「③強靱で持続可能な物
流ネットワークの構築（強くてしなやかな物
流）」においては、昨今激甚化・頻発化してい
る自然災害や今般の新型コロナウイルス感染症
の流行によるサプライチェーンの途絶などを踏
まえ、物流ネットワークの強靱性・持続可能性
の確保を喫緊の課題として捉えて、我が国産業
の国際競争力強化などに資する物流ネットワー
クの構築のほか、脱炭素社会の実現という目標
達成に向けた取組みを推進することとされてい
る。

（１）�物流上重要な道路ネットワークの戦略的
な整備・活用

国内輸送の約9割を担う貨物自動車による輸
送における効率的な物流ネットワークの構築は
極めて重要であり、三大都市圏環状道路や空港・
港湾へのアクセス道路等の整備を進めている。
平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保
するため、国土交通大臣が物流上重要な道路輸
送網を「重要物流道路」として指定し、トラッ
クの大型化に対応した道路構造の強化や災害時
の道路の啓開・復旧の迅速化等の機能強化及び
重点支援を実施している。令和4年4月1日に
は、重要物流道路に追加指定し、4年7月1日
には、重要物流道路のうち国際海上コンテナ車
（40ft背高）の通行に道路構造等の観点から支
障のない区間を、特車許可不要区間として追加
指定した。
また、車両運行管理支援サービス等の、
ETC2.0を活用した取組みを推進しているほ
か、令和2年5月27日に公布された改正「道
路法」により創設された特殊車両通行確認制度
を4年4月1日に運用を開始した。また、道路
情報の電子化の多頻度化、特に利用が多い経路
の国による道路情報の電子化の代行、確認シス

テム利用マニュアルの作成等の確認制度の利用
促進を行った。
さらに、トラック輸送の省人化を促進し、生

産性向上を図るため、一台で大型トラック2台
分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」を、
特車許可基準の車両長を緩和し、平成31年1
月より新東名を中心に本格導入した。令和4年
11月には、事業者の要望を踏まえ、北陸・四国・
九州等で更なる対象路線の拡充を行った。
加えて、高速道路と民間施設を直結する民間

施設直結スマートIC制度の活用を推進すると
ともに、引き続き、スマートICの整備を進め
るなど、既存の道路ネットワークの有効活用・
機能強化を図っていく。

（２）�国際海上貨物輸送ネットワークの機能強化
経済のグローバル化が進展する中、世界的な

海上輸送量は年々増加してきており、大量一括
輸送による海上輸送の効率化の観点から、コン
テナ及びバルク貨物輸送船舶の大型化等が進展
している。
コンテナ貨物については、日本の港湾は、釜

山港や上海港といったアジア主要港に比較して
相対的に貨物量が少ないことなどにより、船舶
の大型化が進む、北米・欧州等と日本とを結ぶ
国際基幹航路の寄港数が減少傾向にある。さら
に、新型コロナウイルス感染症拡大を契機とし
て、北米西岸を中心とする港湾混雑等により船
舶の運航スケジュールに乱れが生じ、外航コン
テナ船社による、運航スケジュールの正常化に
向けた更なる寄港地の絞り込みが行われた結
果、国際基幹航路の日本への寄港数が減少して
いる。
また、バルク貨物注5については大型船への対
応が遅れており、相対的に不利な事業環境によ
る国内立地産業の競争力低下等が懸念されてい

3
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る。
このような状況を踏まえ、サプライチェーン

の安定化等に向けて、国際基幹航路の維持・拡
大に、より一層取り組む必要があるほか、主要
な資源・エネルギー等の輸入の効率化・安定化
に向けた取組みを行っている。
また、このような取組みとともに、引き続き、

国際・国内一体となった効率的な海上輸送ネッ
トワークを実現するための取組みを推進すると
ともに、施策の更なる充実・深化を図ることと
している。

①国際コンテナ戦略港湾の機能強化
我が国への国際基幹航路の寄港を維持・拡大

し、日本に立地する企業のサプライチェーンの
安定化等を通じて我が国産業の国際競争力強化
を図るべく、国際コンテナ戦略港湾である京浜
港・阪神港に、国内外から貨物を集約する「集
貨」、港湾背後への産業集積による「創貨」、大
水深コンテナターミナル等の整備の推進等によ
るコストや利便性の面での「競争力強化」の3
本柱の施策に加え、世界に選ばれる港湾の形成
を目指し、港湾の脱炭素化や港湾におけるデジ
タル・トランスフォーメーション等の取組みを
進めている。
「集貨」については、港湾運営会社が実施す
る集貨事業に対して国が補助する「国際戦略港
湾競争力強化対策事業」により、国内及び東南
アジア等からの集貨のためのフィーダー航路網
の充実等に取り組んだ。さらに、既存ストック
を最大限に活用しつつ、集貨を促進するため、
国際コンテナ戦略港湾における実証事業を通じ
て、複数のターミナル間における国際基幹航路
と国内外のフィーダー輸送網等との円滑な接
続・積み替え等に関する課題を検証し、ターミ
ナルの一体利用に向けた機能強化を推進する。
「創貨」については、多様な物流ニーズに対

応するロジスティクス・ハブを形成し、新たな
貨物需要を創出するため、流通加工機能を有す
る物流施設のコンテナターミナル近傍への立地
の促進を図った。「競争力強化」については、
国際基幹航路に就航する大型船の入港を可能と
するため、国際コンテナ戦略港湾において、国
際標準の水深、広さを有するコンテナターミナ
ル等の整備を推進した。
さらに、「ヒトを支援するAIターミナル」の

実現に向けた取組みを深化させて、コンテナ
ターミナルの更なる生産性向上や労働環境改善
に資する技術開発を推進するため、技術開発
テーマを国において設定し、具体の技術開発案
件の実施を支援する。また、情報通信技術を活
用し、ゲート処理の迅速化を図るために開発し
た新・港湾情報システム「CONPAS」につい
ては、阪神港における令和5年度中の本格運用
開始に向け、引き続き取組みを進めていく。加
えて、民間事業者間の港湾物流手続（港湾物流
分野）、港湾管理者の行政手続や調査・統計業
務（港湾管理分野）及び港湾の計画から維持管
理までのインフラ情報（港湾インフラ分野）を
電子化し、これらをデータ連携により一体的に
取扱うデータプラットフォームである「サイ
バーポート」について、機能改善、利用拡大を
進めるとともに、5年度中の三分野一体での運
用を実現する。

 図表Ⅱ-5-2-1 　大型船の入港

【関連リンク】
サイバーポート
URL：https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_00002.html
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②資源・エネルギー等の安定的かつ効率的な海
上輸送ネットワークの形成
我が国産業や国民生活に不可欠な資源・エネ

ルギー・食糧の安定的かつ安価な輸入を実現す
るため、企業間連携による大型船を活用した共
同輸送に対応可能となるよう、徳山下松港、水
島港、志布志港において岸壁等の整備を進めた。

③国際・国内一体となった効率的な海上輸送
ネットワークの構築
国際海上輸送ネットワークや地域の拠点とな

る港湾において、地域の基幹産業の競争力強化
等のため、国際物流ターミナル等の整備を行う
とともに、ふ頭再編による国際ターミナルと内
貿ユニットロードターミナルの近接化、港湾と
背後の道路等とのシームレスな接続、船舶大型
化への対応等を推進している。

④海上交通環境の整備
国際幹線航路のうち、浅瀬等の存在により、

湾内航行に支障のある箇所の改良等を行うとと
もに、航路標識の整備等を行うことにより、船
舶航行の安全性と海上輸送の効率性を両立させ
た海上交通環境の整備を行っている。

（３）�国際競争力の強化に向けた航空物流機能
の高度化

我が国の国際航空貨物輸送については、今後
も伸びが期待されるアジア発着貨物を積極的に
取り込むため、首都圏空港の機能強化や関西国
際空港の貨物ハブ化の推進、中部国際空港の利
活用の促進に向けた取組み等を進めている。

（４）�農林水産物・食品の輸出拡大に向けた物
流の改善

農林水産物・食品の輸出拡大に向けて、輸配
送の共同化や輸送網の集約等による物流の効率
化、輸出拠点となる港湾・空港における温度・
衛生管理が可能な荷さばき施設の整備への支援
等に取り組むとともに、我が国の質の高いコー

ルドチェーン物流サービスの国際標準化を推進
している。

（５）我が国物流システムの海外展開の推進
サプライチェーンのグローバル化が深化する

中、我が国の産業の国際競争力を維持・向上さ
せていくためには、質の高い国際物流システム
の構築が求められている。しかし、我が国の物
流システムのアジア地域への展開に当たって
は、相手国の制度上・慣習上等の課題が存在し
ている。
このため、物流パイロット事業、政府間での

政策対話、㈱海外交通・都市開発事業支援機構
（JOIN）による物流関連インフラ整備への資金
支援、人材育成事業、物流システムの国際標準
化の推進等を通じ、官民連携により物流システ
ムの海外展開に向けた環境整備を図っている。

（６）国際物流機能強化に資するその他の施策
大都市圏における国際物流の結節地域である

国際港湾等周辺及び物流・産業の拠点である港
湾において物流拠点及び物流施設の整備・再整
備を推進することにより、大規模災害時におけ
る防災機能の向上を図りつつ、都市環境の改善
とあわせた国際競争力の強化及び効率的な物流
網の形成を図る。
国際海上コンテナ輸送については、令和2年

後半以降、北米西岸港湾の混雑に端を発する世
界的なコンテナ輸送の需給逼迫により、海上輸
送運賃の高騰や運航スケジュールの乱れが発生
した。
また、令和4年以降、ロシアによるウクライ

ナ侵略により、ロシアに対する経済制裁やロシ
ア領空の飛行禁止措置が実施され、ロシア・ウ
クライナ向け海上輸送に係る貨物引受けの原則
停止や、欧州向け航空輸送に係る輸送時間・コ
ストの増加等の影響が生じた。その他、新型コ
ロナウイルスの感染拡大により中国・上海等の
物流機能が停滞するなど、国際物流を取り巻く
状況は大きく変化している。
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このため、国土交通省は、船社・物流事業者・
荷主団体等が一堂に会した情報共有会合を関係
省庁と共同で開催するなど、現状や今後の見通
し等に関して随時情報共有を行うとともに、外
国政府に対する物流改善の働きかけを実施して

いる。また、我が国企業にとって代替的な輸送
オプションを確保し、強靱なサプライチェーン
の構築を図るため、従来の輸送手段・ルートを
代替又は補完する輸送手段・ルートについて実
態調査や実証輸送を実施している。

� �第3節 � 産業の活性化

鉄道関連産業の動向と施策
（１）鉄道事業の現況
鉄道の旅客輸送量は、1980年代後半にかけ

て大きく伸び、近年は人ベース、人キロベース
ともに緩やかな増加傾向にあったが、令和２年
度は新型コロナウイルス感染症の影響により、
減少している。
令和２年度の鉄道の旅客輸送量は、人ベース

では対前年度比約30％減の約177億人、人キ
ロベースでは対前年度比約40％減の約2,631
億人キロとなっている。全国に217社ある事
業者をカテゴリ別に分けて旅客輸送量を見る
と、人ベースでは、都市部に通勤路線等を多く
持つ大手民鉄（16社）やJR（６社）がそれぞ
れ約４割前後で多く、次に地方交通（174社）、
都市部で地下鉄や路面電車を運営する公営（11
社）である。一方、人キロベースでは、新幹線
をはじめ幹線輸送網を有するJRが５割を超え、
大手民鉄の約1.8倍以上となっている。

（２）鉄道事業
①鉄道分野の生産性向上に向けた取組み
将来的な人材不足に対応し、特に経営の厳し

い地方鉄道におけるコスト削減等を図るため、
踏切がある等の一般的な路線での自動運転の導
入に向けた検討、無線通信技術の活用により信
号機等の地上設備の削減を可能とする地方鉄道
向けの無線式列車制御システムや、VR空間上
での軌道検査や工事・作業の計画策定支援シス
テムの開発等鉄道分野における生産性向上に資
する取組みを推進する。

② JRの完全民営化に向けた取組み
かつての国鉄は、公社制度の下、全国一元的

な組織であったため、適切な経営管理や地域の
実情に即した運営がなされなかったことなどか
ら、巨額の長期債務を抱え経営が破綻した。こ
のため、昭和62年4月に国鉄を分割民営化し、
鉄道事業の再生が行われたところである。
令和4年4月には、JR各社の発足から35年

を迎えた。国鉄の分割民営化によって、効率的
で責任のある経営ができる体制が整えられた結
果、全体として鉄道サービスの信頼性や快適性
が格段に向上し、経営面でも、JR東日本、JR
西日本及びJR東海に続いてJR九州も完全民営
化されるなど、国鉄改革の所期の目的を果たし
つつある。一方で、JR北海道、JR四国及びJR
貨物については、未だ上場が可能となるような
安定的利益を計上できる段階には至っていない
ため、国としても、設備投資に対する助成や無
利子貸付など、経営自立に向けた様々な支援を
行ってきた。しかしながら、JR北海道及びJR
四国については、地域の人口減少や他の交通手
段の発達、低金利による経営安定基金の運用益
の低下等に加え、新型コロナウイルスの感染拡
大の影響により、その経営環境はより一層厳し
さを増している。また、JR貨物については、
近年は経常黒字を計上しているものの、災害等
の影響を受けやすいなど安定的な事業運営には
なお課題が残されている。
こうした背景を踏まえ、令和3年度以降も各

社の経営状況に応じた適切な支援を講じ、各社

� �第3節 � 産業の活性化� 産業の活性化
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の完全民営化に向けた経営自立を図っていくこ
とを目的に、令和3年3月に「日本国有鉄道清
算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部
を改正する法律」（令和3年法律第17号）が可
決・成立し、各社への支援の期限が延長された。
これに基づき、3年度より、各社に対して経営
安定基金の下支え、安全に資する設備投資や修
繕費に対する助成金の交付、省力化・省人化に
資する設備投資のための出資、DES（債務の
株式化）など、経営自立に向けた支援を順次実
施している。

（３）鉄道車両工業
鉄道新造車両の生産金額は、国内向けは平成

28年度から増加傾向である一方、輸出向けは

その年の受注状況によって波がある。令和3年
度の生産金額は2,619億円（1,936両）であっ
た。生産金額の構成比は国内向け85.6％（2,241
億円）、輸出向け14.4％（377億円）であり、
前年度比は国内向け13.5％増加、輸出向け
21.0％増加であった。
また、鉄道車両部品（動力発生装置、台車等）

の生産金額は4,077億円（前年度比3.6％減）、
信号保安装置（列車自動制御装置用品、電気連
動装置等）の生産金額は1,148億円（前年度比
12.2％減）となっている。車両メーカー等は、
鉄道事業者と連携し、高速化、安全性・快適性
等の向上、低騒音・バリアフリーといった様々
な社会的ニーズを満たす車両の開発を進めてい
る。

自動車運送事業等の動向と施策
（１）旅客自動車運送事業
バス事業（乗合・貸切）、タクシー事業につ

いては、新型コロナウイルス感染症の拡大等に
より、輸送人員・運送収入が大きく減少し、厳
しい経営状況が続いている。
また、長引くコロナ禍において全国的に運転

者が不足しており、バス・タクシー合わせて2
年で約4万人の運転者が減少した。このままで
は、今後需要が回復する中で供給が追いつかな
くなるおそれがある。
こうした運転者不足を解消するため、令和4

年度補正予算において、二種免許取得支援を含
む人材確保支援を実施することとした。これま
でも氷河期世代を対象とした二種免許取得支援
は存在したが、運転者不足に正面から取り組む
ために国土交通省が事業者に対して二種免許取
得にかかる費用を直接支援するのは今回が初め
てである。具体的には、事業者が負担する二種
免許取得費用に加え、人材確保セミナーの開催

経費やPR資料の作成等の広報業務等について
も補助対象としており、不足する人員を事業者
が確保するために必要な支援を行うこととして
いる。
また、自動車運送事業の給与水準は他産業に

比べて低く、職業としての魅力を高めるために
も賃金を上げていくことが重要である。令和4
年において、バスについては7事業者で、タク
シーについては8地域で運賃改定を実施し、賃
金引上げに向けた取組みを進めている。特にタ
クシーでは、東京特別区・武三（武蔵野市・三
鷹市）地区において約15年ぶりに運賃改定が
実施され、運送収入が増加し、運転者の賃金引
上げや利用者の利便性を高めるための投資余力
の確保につながっている。

（２）自動車運転代行業
自動車運転代行業は、飲酒時の代替交通手段

として活用されており、令和4年12月末現在、

2

【関連データ】・乗合バスの輸送人員、営業収入の推移
　　　　　　・貸切バス事業の概況
　　　　　　・タクシー事業の現状
　　　　　　URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html
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総事業者数7,836者となっている。近年の動向
としては、利用料金について、各都道府県に対
して条例で最低利用料金を設定することが可能
である旨の通知を発出したところである。

（３）貨物自動車運送事業（トラック事業）
トラック事業者数は長期にわたり増加してい

たが、平成20年度以降は約62,000者とほぼ
横ばいで推移している。中小企業が99％を占
めるトラック運送事業では、荷主都合の長時間
の荷待ち等によるドライバーの長時間労働、荷
主に対して立場が弱く適正な運賃が収受できな
いなどの課題がある。このため、29年7月から、
荷待ち時間の削減に向けその実態を把握するこ
と等を目的として、荷主都合による荷待ち時間
を記録することをトラック事業者に義務付ける
措置を講じたほか、運送の対価である「運賃」
と運送以外の役務の対価である「料金」の範囲
を明確化するため、同年8月に標準貨物自動車
運送約款等の改正を行い同年11月に施行し、
取引環境の適正化等に向けた取組みを推進して
いる。
また、平成30年12月に成立した改正「貨物

自動車運送事業法」に基づき、①規制の適正化、
②荷主対策の深度化、③標準的な運賃の告示制

度の導入等の所要の措置を講じているところで
あり、引き続きトラック運送業の魅力的な労働
環境の整備に向けた取組みを推進する。

（４）自動車運送事業等の担い手確保・育成
ヒト・モノの輸送を担っている自動車運送事

業等は、日本経済及び地域の移動手段として重
要な社会基盤産業であるが、担い手不足が深刻
化している。
自動車運送事業においては、職場環境改善に

向けた各事業者の取組みを「見える化」するた
めの運転者職場環境良好度認証制度の普及を推
進しているほか、業種別にさまざまな対策に取
り組んでいる。バス・タクシーについては、運
転者不足への対応が喫緊の課題であり、賃金引
上げ実現に向けた運賃改定の円滑な実施や二種
免許取得支援の導入等により、人材確保に取り
組んでいる。トラックについては、荷主や消費
者等も巻き込んだ「ホワイト物流」推進運動
や「標準的な運賃」の更なる普及浸透等に取り
組んでいる。自動車整備については、「自動車
整備の高度化に対応する人材確保に係る検討
WG」を設置し、産学官が協力して人材確保・
育成に取り組んでいる。

【関連データ】・トラック事業者数の推移
　　　　　　・自動車運送事業等の就業構造　　　　　　　　　　　　
　　　　　　URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html

海事産業の動向と施策
（１）海事産業の競争力強化に向けた取組み
四面を海に囲まれる我が国において、海上輸

送は、我が国の貿易量の99.5％、国内の貨物
輸送量の約４割を担っており、我が国の国民生
活や経済活動を支える社会インフラであり、海
運とその物的基盤である造船業及び人的基盤で
ある船員の3分野が一体となって支えている。

新型コロナウイルス感染症による影響など、
近年、海事産業全体が直面している様々な課題
に一体的に対応するため、令和3年5月に成立
した「海事産業の基盤強化のための海上運送法
等の一部を改正する法律」に基づき、各種支援
を行っている。
具体的には、造船業・舶用工業の事業基盤強

3

【関連リンク】
「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案」を閣議決定　
URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji01_hh_000512.html
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化のため、造船・舶用事業者が生産性向上等に
取り組む「事業基盤強化計画」について、23
件（39社）、海運業の競争力強化を図るため、
事業基盤強化計画の認定を受けた造船事業者が
建造し、安全・低環境負荷で船員の省力化に資
する高品質な船舶を海運事業者が導入する「特
定船舶導入計画」について12件（13隻）をそ
れぞれ認定した。認定事業者に対しては、税制
特例及び政府系金融機関からの長期・低利融資
等の支援措置が必要に応じて講じられるほか、
同法に基づき、船員の労務管理の適正化を図る
ため、令和4年4月に船舶所有者に労務管理責
任者の選任を義務付ける等の制度を創設した。

（２）造船・舶用工業
①造船・舶用工業の現状
貿易を海上輸送に依存している我が国におい

て、造船・舶用工業は、経済安全保障上不可欠
であるとともに、地域経済・雇用に貢献してい
る。また、艦艇・巡視船をすべて国内で建造・
修繕しており、我が国の安全保障を支える重要
な産業である。
船舶は我が国と中国・韓国で世界需要の9割

以上を建造しており、世界単一の船舶市場にお
いて、し烈な国際競争を繰り広げている。鋼材
等の原材料費の高騰等、我が国造船業を取り巻
く環境は依然として厳しい状況が続いており、
我が国造船業の事業基盤強化が急務である。ま
た、世界の海上輸送の荷動き量の増加に伴い、
船舶市場の拡大も見込まれる中、海運分野の
カーボンニュートラル化（CN化）の加速、船
舶の省人化・自動化の進展等の世界的な潮流に
対応しつつ市場の成長を取り込めるよう国際競
争力の強化を図る必要がある。

②経済安全保障の確保に関する取組み
安定的な海上輸送を確保するためには、船舶

及びこれを構成する舶用機器の安定的な調達が
不可欠である。政府全体の重要テーマである経
済安全保障確保の観点から、令和4年5月に成

立した「経済施策を一体的に講ずることによる
安全保障の確保の推進に関する法律（経済安全
保障推進法）」に基づき、同年12月に船舶の運
航に欠かせない船舶用機関（エンジン）・航海
用具（ソナー）・推進器（プロペラ）を特定重
要物資に指定するとともに、安定的な供給体制
の確保のため、設備投資の支援に必要な予算を
令和４年度補正予算で措置した。当該制度の適
切な運用を通じて、舶用機器製造事業者の取組
みを支援していく。

③造船・舶用工業の国際競争力強化のための取
組み
国土交通省は、海事産業強化法に基づく事業

基盤強化計画等の支援措置と併せて、令和4年
度に引き続き、船舶産業全体の生産性向上及び
国際競争力強化を図るため、造船事業者間の連
携や造船・舶用業界の垣根を越えたサプライ
チェーン全体の最適化を推進している。加えて、
造船業において抜本的な生産性向上やビジネス
モデルの変革を図るため、造船所のデジタル・
トランスフォーメーション（DX）の実現に向
けた技術開発や実証事業を支援している。
我が国の造船業がDXを実現し、成長力のあ

る産業となるためには、現場で船づくりを支え
る技能者と、技術開発や設計を支える技術者の
確保に加え、CN化や自動運航技術の実装に必
要な高度な技術の習得に向けた人材育成も重要
である。日本人技術者・技能者については、持
続的な人材確保・育成のため、産学官連携の取
組みを後押ししつつ、次世代の造船人材のあり
方や働き方改革に向けた検討等を進める。また、
現場を支える技能者の安定的な確保に向け、外
国人材の適正な受入れを進める。
さらに、造船・舶用工業の維持発展のために

は、国内における原材料費、労務費などのコス
トの適正な転嫁などの取引適正化も重要であ
り、国土交通省として「船舶産業取引適正化ガ
イドライン」を令和4年12月に策定・公表した。
これを踏まえて業界において自主行動計画が策
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定されており、官民で連携して、海事産業全体
の健全な発展に向け引き続き取り組むこととし
ている。
また、造船分野における世界的な供給能力過

剰問題が長期化する中、一部の国において市場
を歪曲するような公的支援が行われており、我
が国はWTO紛争解決手続を用いて、その是
正が図られるよう取り組むとともに、経済協力
開発機構（OECD）造船部会では、新たに合
意された船価モニタリングや公的支援通報制度
に基づき、コストを船価に適切に反映しないよ
うな不等廉価の抑止や市場歪曲的な公的支援の
抑制に取り組んでいる。引き続き、これらの取
組みを推進し、公正な競争条件の確保に努める。

（３）海上輸送産業
①外航海運
外航海運は、経済安全保障の確保に重要な役

割を果たしていることから、日本船舶・日本人
船員を確保することは極めて重要である。この
課題に対処するため、「海上運送法」に基づき、
日本船舶・船員確保計画の認定を受けた本邦対
外船舶運航事業者が確保する日本船舶等（航海
命令発令時に日本籍化が可能である外国船舶
（準日本船舶）や、本邦船主の子会社が保有す
る一定の要件を満たした外国船舶を含む）につ
いて、トン数標準税制注6を適用し、安定的な海
上輸送の早期確保を図っている。
さらに、外航船舶確保等計画の認定制度を盛
り込んだ「海上運送法等の一部を改正する法律」
が令和5年4月に成立した。認定を受けた上記
の計画に基づき導入する一定の船舶について、
特別償却率を最大32%まで引き上げ、経済安
全保障に資する外航船舶の日本船主による計画
的な導入・確保を促進している。

注 6　毎年の利益に応じた法人税額の算出に代わり、船舶のトン数に応じた一定のみなし利益に基づいて法人税額を算出する
税制。世界の主要海運国においては、同様の税制が導入されている。

②国内旅客船事業
国内旅客船事業は地域住民の移動や生活物資

の輸送手段として重要な役割を担う一方、令
和3年度の国内旅客船事業の輸送需要は49.1
百万人（前年度比8.5%増）と、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響を受けており、燃油価
格高騰も相まって、経営環境は厳しい状況にあ
る。このため、独立行政法人鉄道・運輸機構の
船舶共有建造制度や税制特例措置により省エネ
性能の高い船舶の建造等を支援している。さら
に、海運へのモーダルシフトを一層推進するた
め、モーダルシフトに最も貢献度の高かったと
認められる事業者を表彰する「海運モーダルシ
フト大賞」を令和元年度に創設し、表彰を実施
している。

③内航海運
令和3年度の内航海運の輸送量は1,618億ト

ンキロであり、国内物流の約4割、産業基礎物
資輸送の約8割を担っており、モーダルシフト
の受け皿としても重要である。
内航船舶については、船齢が法定耐用年数

（14年）以上の船舶が全体の約7割を占めてい
る。船員については、50歳以上が半数近くを
占めており、若手船員の定着率の向上が課題と
なっている。
令和3年8月には内航海運暫定措置事業が終

了し、船舶の供給に関する規制が解除されたこ
とで、代替建造の促進や事業者間の競争促進等、
内航海運を取り巻く環境は変化している。
これらの内航海運を巡る課題や環境の変化に

対応するため、令和4年4月に施行された改正
内航海運業法では、内航海運業に係る契約の書
面交付を義務化し、契約書に盛り込むべき事項
を法定化することで、契約内容の「見える化」

【関連データ】
国内旅客船事業者数及び旅客輸送人員の推移
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html
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を図るとともに、内航海運業者による法令違反
が荷主の要求に起因する場合の「荷主に対する
勧告・公表制度」や、「船舶管理業の登録制度」
等を創設した。また、内航海運業者と荷主との
連携強化のためのガイドラインの周知や、荷主
業界と内航海運業界との意見交換の場である
「安定・効率輸送協議会」等の開催を通じて、
取引環境の改善や内航海運の生産性向上等を図
ることとしている。

④港湾運送事業
港湾運送事業は、海上輸送と陸上輸送の結節

点として、我が国の経済や国民の生活を支える
重要な役割を果たしている。令和4年3月末現
在、「港湾運送事業法」の対象となる全国93港
の指定港における一般港湾運送事業等の事業者
数は854者（前年度より4者減）となっている。
また、令和3年度の船舶積卸量は、全国で13
億8,905万トン（前年度比7.1%増）となって
いる。

（４）船員
船員の確保、育成は我が国経済の発展や国民

生活の維持・向上に必要不可欠であり、国土交
通省では我が国最大の船員養成機関として独立
行政法人海技教育機構（JMETS）を活用し優
秀な船員を育成している。外航船員について、
経済安全保障等の観点から、一定数の日本人船
員の確保・育成に取り組んでいる。内航船員に
ついて、近年、船員教育機関を卒業していない
者を対象とした短期養成課程の支援や新人船員
を計画的に雇用して育成する事業者への支援な
ど、若手船員確保に取組んでおり、業界関係者
の努力も相まって、新規就職者数が増加し、若

手船員の割合も増加傾向にある。
一方、厳しい労働環境等を背景に若手船員の

定着が課題となっていることから、労務管理責
任者制度の創設や労働時間管理の電子化の推進
等を通じて船員の労務管理の適正化を図るな
ど、船員の働き方改革の実現に取り組んでいる。

（５）海洋産業
海底からの石油・天然ガスの生産に代表され

る海洋開発分野は中長期的な成長が見込まれ、
我が国の海事産業（海運業、造船業、舶用工業）
にとって重要な市場である。しかしながら、国
内に海洋資源開発のフィールドが少なく、我が
国の海洋開発産業は未成熟である。このため、
国土交通省生産性革命プロジェクトのひとつと
して位置づけた「j-Ocean」や関係省庁とも連
携したプログラムを通して自律型無人潜水機
（AUV）の技術開発支援を行うなど、海洋開発
市場への進出を目指す取組みを推進している。

（６）海事思想普及、海事振興の推進
海洋立国である我が国において、国民の海洋

に対する理解や関心の増進や、暮らしや経済を
支える海事産業の認知度向上は、安定的な海上
輸送及びそれを支える人材の確保のために重要
な取り組みである。このため、国土交通省は、
海事関連団体等と連携して、海事振興事業及び
海洋教育事業を全国で展開している。令和4年
度には、海事振興事業として、海を楽しく知る
ことができるオンラインイベント「海の日プロ
ジェクト2022」を開催。海洋教育事業では「海
洋教育プログラム（学習指導案）」や「ウェブ
授業動画」の周知・広報など海洋教育を行う環
境整備を実施した。

【関連データ】
日本人船員数の推移、内航船員新規就業者数の推移
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html
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航空事業の動向と施策

注 7　貨物の集荷から配達までの Door to Door の複合一貫輸送の担い手として、実運送事業者（自ら運送を行う者）の輸
送手段（貨物自動車、鉄道、航空機、船舶）を利用して貨物の輸送サービスを行う事業。

航空産業を取り巻く状況は、LCCの路線拡
充や訪日外国人の増加等もあり、航空旅客数は
国内・国際ともに7年連続で増加していたが、
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和
元年度から減少へと転じた。我が国航空企業の
輸送実績についてみると、3年度の国内旅客は

4,969万人（前年度比47.2％増）、国際旅客は
176万人（前年度比約120.6％増）となり、2
年度より増加しているが、いずれも比較的新型
コロナウイルス感染症の影響が軽微であった元
年度から著しく減少している。

貨物利用運送事業の動向と施策
貨物利用運送事業注7は、複数の輸送機関を組
み合わせることで、多様な利用者のニーズに対
応したサービスの提供を行っている。近年は、
荷主企業のグローバル化のニーズを反映し、国
際輸送に関する利用運送事業への参入が増えて
いる。また、国際貿易の重要性が一層高まり、

その迅速性が求められる一方で、輸送の安全確
保も重要である。国土交通省では監査等を通じ
て事業者のコンプライアンスの徹底を図るな
ど、安全で確実な物流サービスの確保に取り組
んでいる。

倉庫業の動向と施策
倉庫業は、物流の結節点として生産者と消費
者を結ぶ中核的な役割を担っている。近年の倉
庫においては、電気料金の高騰や労働力不足、
CNへの対応等が課題となっており、国土交通
省においては、総合物流施策大綱を踏まえ、物

流のDX・GXを推進するとともに、省人化機
器と太陽光発電設備等の導入支援や脱炭素型自
然冷媒機器の導入支援を関係省庁と連携して取
り組んでいる。

トラックターミナル事業の動向と施策
トラックターミナル事業は、幹線と端末のト
ラック輸送の結節点として、輸送の効率化等に
重要な役割を果たしている。近年は、高度化・

多様化する物流ニーズに対応するため、配送セ
ンター機能（仕分け・流通加工等）も有する施
設の整備が進んでいる。

4

【関連リンク】
航空輸送統計調査
URL: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00600360&metadata=1&data=1

5

6

7

第3節　産業の活性化 　

第
5
章

競
争
力
の
あ
る
経
済
社
会
の
構
築

Ⅱ

国土交通白書　2023180



不動産業の動向と施策

注 8　国民経済計算をもとに建物、構築物及び土地の資産額を合計
注 9　J リート、私募リート、不動産特定共同事業
注 10　不動産特定共同事業については、令和３年度末時点の数値を使用

（１）不動産業の動向
不動産業は、全産業の売上高の3.4％、法人

数の12.8％（令和3年度）を占める重要な産
業の1つである。令和5年地価公示（令和5年
1月1日時点）によると、全国の地価動向は、
全用途平均・住宅地・商業地のいずれも2年連
続で上昇し、上昇率が拡大した。住宅地では、
都市中心部や生活利便性に優れた地域で、住宅
需要は堅調であり、地価上昇が継続している。
商業地では、都市部を中心に、店舗需要は回復
傾向にあり、堅調なオフィス需要やマンション
用地需要等から地価の回復傾向がより進んでい
る。既存住宅の流通市場については、指定流通
機構（レインズ）における令和4年度の成約件
数が17.4万件（前年度比6.5％減）となった。

（２）不動産業の現状
宅地建物取引に係る消費者利益の保護と流通

の円滑化を図るため、「宅地建物取引業法」の
的確な運用に努めている。宅地建物取引業者数
は、令和3年度末において128,597業者となっ
ている。国土交通省及び都道府県は、関係機関
と連携しながら苦情・紛争の未然防止に努める
とともに、同法に違反した業者には、厳正な監
督処分を行っており、3年度の監督処分件数は
162件（免許取消93件、業務停止27件、指示
42件）となっている。
不動産管理業については、マンション管理業・

住宅宿泊管理業・賃貸住宅管理業それぞれ法律
に基づき管理業を営む者に係る登録制度を設
け、適正な業務運営を確保するための措置を実
施している。マンション管理業は、立入検査や
指導監督を行い管理の適正化を図るとともに、
令和4年度から標準管理委託契約書の見直しを
行っている。また、住宅宿泊管理業は、地方部

における担い手確保を目的とした講習制度の創
設を図るとともに、関係法令等の遵守徹底等を
図っている。さらに、賃貸住宅管理業は、登録
の義務化（令和3年6月施行）により、法施行
前の任意登録制度での登録数5,104件を上回る
9,031件の登録（令和5年5月末日時点）を行
うとともに、サブリース事業に関する法律の解
釈・運用の考え方の改正等により、管理業やサ
ブリース事業の適正な運営の確保に努めている。

（３）市場の活性化のための環境整備
①不動産投資市場の現状
我が国における不動産の資産額は、令和3年

末現在で約2,956兆円となっている注8。
国土交通省では、令和12年までにリート

等注9の資産総額を約40兆円にするという目標
を新たに設定したところ、不動産投資市場の
中心的存在であるJリートについては、5年3
月末現在、60銘柄が東京証券取引所に上場さ
れており、対象不動産の総額は約22.2兆円、
私募リートと不動産特定共同事業と併せて約
28.4兆円注10となっている。
Jリート市場全体の値動きを示す東証REIT

指数は、欧米の金融引き締め強化への警戒感か
ら令和4年6月に一時1,900ポイントを下回る
ことがあったものの、同年4月から9月までの
上半期は概ね1,900ポイント台から2,000ポイ
ント台を推移した。同年10月から令和5年3
月の下半期は、令和4年12月の日銀による金
融政策の一部見直しや、令和5年3月の米銀行
の経営破綻や欧州金融機関の信用不安等を経て
下落し、同年3月末時点で1,700ポイント台と
なった。
また、Jリートにおける令和４年の１年間に

おける資産取得額は、約0.9兆円となった。

8
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②不動産特定共同事業の推進
不動産特定共同事業の意義・活用のメリット

や好事例、成功のポイントをまとめた「不動産
特定共同事業（FTK）の利活用促進ハンドブッ
ク」を更新・周知した。また、不動産特定共同
事業等の不動産証券化を活用したモデル事業の
支援等、民間の資金・アイデアを活用した老朽・
遊休不動産の再生の推進に向けた取組みを実施
した。

③ ESG投資等による良好な不動産の形成促進
我が国不動産へのESG投資を促進するため、

不動産のE（環境課題）分野について気候関連
財務情報開示タスクフォース（TCFD）対応ガ
イダンスの周知と改訂に向けた課題整理を行う
とともに、S（社会課題）分野における基本的
な考え方と評価項目や指標例について検討する
有識者会議を開催し、ガイダンスを策定した。
また、環境不動産等の良質な不動産の形成を促
進するため、耐震・環境不動産形成促進事業に
おいては、令和4年度には約20億円の出資を
決定した。

④不動産に係る情報の環境整備
国土交通省では、不動産市場の透明化、不動

産取引の円滑化・活性化等を図るため、以下の
通り、不動産に係る情報を公表している。

（ア）不動産取引価格情報
全国の不動産の取引価格等の調査を行ってい

る。調査によって得られた情報は、個別の物件
が特定できないよう配慮した上で、国土交通省
ホームページ（土地総合情報システム）で、取
引された不動産の所在、面積、価格等を四半期
ごとに公表している（令和5年3月末現在の提
供件数は、約488万件）。
また、不動産取引価格情報を他の土地・不動

産関連情報と重ね合わせて表示することが出来

る新システム（土地・不動産情報ライブラリ）
を令和6年度から公開できるようにするため、
当該システムの開発を進めている。

（イ）不動産価格指数
国際通貨基金（IMF）等の国際機関が作成し

た基準に基づき、不動産価格指数（住宅）を毎
月、不動産価格指数（商業用不動産・試験運用）
を四半期毎に公表している。即時的な動向把握
を可能とするため、令和2年6月より、季節調
整を加えた指数の公表を開始した。

（ウ）既存住宅販売量指数
令和2年4月より、建物の売買を原因とした

所有権移転登記個数をもとに、個人が購入した
既存住宅の販売量に係る動向を指数化した「既
存住宅販売量指数」の公表（試験運用）を開始
した。

（エ）法人取引量指数
令和4年3月より、建物の売買を原因とした

所有権移転登記件数をもとに、法人が購入した
既存建物の取引量に係る動向を指数化した「法
人取引量指数」の公表（試験運用）を開始した。

⑤安心・安全な不動産取引環境の整備
既存住宅の流通促進を図るため、「安心R住

宅」制度の運用や、インスペクション（建物状
況調査等）の活用促進など、消費者が安心して
既存住宅を取引できる市場環境整備の推進を
図っている。さらに、地方公共団体が把握・提
供している空き家・空き地の情報について、横
断的に簡単に検索することを可能とする「全国
版空き家・空き地バンク」の活用促進を通じて、
空き家等に係るマッチング機能の強化を図って
いる。加えて、不動産取引における書面の電磁
的方法による提供を可能とする改正「宅地建物

【関連リンク】
土地総合情報システム
URL：https://www.land.mlit.go.jp/webland/
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取引業法」の施行（令和4年5月18日）に併
せ「重要事項説明書等の電磁的方法による提供
及びITを活用した重要事項説明実施マニュア
ル」を公表するなど、不動産取引のオンライン
化を推進した。

⑥土地税制の活用
令和5年度税制改正においては低未利用地の

適切な利用・管理を促進するための特例措置に
ついて、適用期限を3年間延長するとともに、
①市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち
用途地域設定区域に所在する土地、②所有者不
明土地対策計画を策定した自治体に所在する土
地については、土地等の譲渡対価に係る要件を
500万円以下から800万円以下に引き上げる
等の措置を講じた。これによって、今後、人口
減少や世帯数減少等の影響によりさらに多くの
低未利用地が発生する可能性があるところ、低
未利用地が新たな利用意向のあるものに譲渡さ
れ、活用されることを促すとともに、本特例措
置の活用などを通じた地域活性化の実現や、所
有者不明土地の発生予防が期待される。
また、特例事業者等が不動産特定共同事業契

約に基づき不動産を取得した場合の所有権の移
転登記等に係る税率の特例措置については、適
用期限を延長するとともに、不動産取得税の軽
減対象となる建物用途に保育所を追加すること
とした。

このほか、長期保有土地等に係る事業用資産
の買換え等の場合の課税の特例措置について
は、本社の買換についてのみ圧縮率を見直した
うえで、優良住宅地の造成等のために土地等を
譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例につ
いては、対象事業の一部見直しを行ったうえで、
適用期限を延長した。
土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の

特例措置、土地等の譲渡益に対する追加課税制
度（重課）の停止措置、Jリート及び特定目的
会社に係る登録免許税の特例措置、地域福利増
進事業に係る課税標準の特例措置についても、
それぞれ適用期限の延長を行った。

⑦「不動産 ID」の活用による不動産関連情報
の連携・活用促進
我が国の不動産については、土地・建物いず

れも、幅広い主体で共通で用いられている番
号（ID）が存在せず、現状、住居表示の表記
ゆれ等により、物件情報の照合やデータ連携が
困難となっている。このため、国土交通省にお
いて、令和4年3月に「不動産IDルールガイ
ドライン」を策定・公表し、不動産を一意に特
定することができ情報連携のキーとなる「不動
産ID」のルールを整備するとともに、「不動産
ID」を情報連携のキーとした官民のデータ連
携の促進に取り組んでいる。

公共工事の品質確保
国土交通省では、「公共工事の品質確保の促

進に関する法律（公共工事品確法）」、「公共工
事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
（入札契約適正化法）」、「建設業法」を改正する
「新・担い手3法」が令和元年6月に成立した
ことを踏まえて、市町村をはじめとするすべて
の公共工事の発注者が具体的な取組みを進める
よう求めている。

（１）発注者責務を果たすための取組み
国土交通省では、「公共工事の入札及び契約

の適正化を図るための措置に関する指針」（適
正化指針）や「発注関係事務の運用に関する指
針」（運用指針）を踏まえた発注関係事務の適
切な運用に向けて様々な取組みを行っている。
また、各発注者においてこれらの指針を踏まえ
た発注関係事務が適切に実施されているかにつ
いて、毎年、「入札契約適正化法に基づく実態

9
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調査」等を行うとともに、その結果を取りまと
め、公表している。

①適正な予定価格の設定
公共工事の品質確保と担い手の育成・確保に

必要な適正な利潤の確保のため、国土交通省直
轄工事では、予定価格の設定に当たっては、適
切に作成された仕様書及び設計図書に基づき、
賃金の上昇や資機材価格の高騰などを含む市場
における労務・資材等の最新の実勢価格を適切
に反映しており、地方公共団体に対しても適正
な予定価格の設定について様々な機会を通じて
働きかけを行っている。また、公共建築工事積
算基準とその運用に係る各種取組みをとりまと
めた「営繕積算方式活用マニュアル」の普及を
図るなど、積算に係る最新の各種基準・マニュ
アル類の整備・周知にも努めている。

②ダンピング対策
ダンピング受注は建設業の健全な発達を阻害

することから、地方公共団体に対して低入札価
格調査制度及び最低制限価格制度の適切な活用
を徹底することによりダンピング受注を排除す
るよう、あらゆる機会を通じて求めてきた。こ
の結果、令和元年11月時点で95団体あった未
導入団体は、4年10月時点で73団体まで減少
した。また、地方公共団体に対して調査基準価
格及び最低制限価格の見直しなどダンピング対
策の実効性の確保を要請するとともに、各市区
町村における工事・業務に関するダンピング対
策の取組状況を把握・公表する「見える化」等
により、取組みの適切な見直しを求めている。

③適切な設計変更
国土交通省直轄工事では、設計図書に施工条

件を適切に明示するとともに、必要があると認
められたときは、適切に設計図書を変更してい
る。また、令和4年5月に閣議決定にて一部変
更した「適正化指針」において、「設計変更ガ
イドライン」の策定・公表及びこれに基づいた

適正な手続の実施に努めることを明記するとと
もに、地方公共団体に対して適切な設計変更が
実施されるよう、様々な機会を通じて働きかけ
を行っている。

④施工時期の平準化
繰越明許費や国庫債務負担行為の適切な活用

により、翌年度にわたる工期設定等の取組みに
ついて国土交通省の事業において実施するとと
もに、地方公共団体における平準化の進捗・取
組状況を把握・公表する「見える化」を実施す
るなどして、平準化の促進を図っている。

⑤適正な工期設定
新・担い手3法では、適正な工期設定が発注

者の責務とされるとともに、著しく短い工期で
の契約締結の禁止が規定されている。国土交通
省では、直轄工事において適正な工期を設定す
るための具体的かつ定量的な工期設定指針を策
定している。また、令和2年7月に中央建設業
審議会が作成・勧告した「工期に関する基準」
においては、週休2日の確保等、適正な工期設
定にあたって考慮すべき事項が記載されてい
る。建設業において６年度から罰則付き時間外
労働規制が適用されることも見据え、「工期に
関する基準」の周知徹底等、工期の適正化に向
けて発注者等に働きかけを行っている。

⑥多様な入札契約方式の活用
「公共工事品確法」では、多様な入札契約方
式の選択・活用、段階的選抜方式、技術提案・
交渉方式、地域における社会資本の維持管理に
資する方式（複数年契約、包括発注、共同受注
による方式）等が規定されている。国土交通省
では、事業の特性等に応じた入札契約方式を各
発注者が選定できるよう、「公共工事の入札契
約方式の適用に関するガイドライン」を策定し
ている。
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（２）発注者間の連携・支援
国土交通省では、公共工事の品質確保等に資

する各種取組みについて、「地域発注者協議会」、
「国土交通省公共工事等発注機関連絡会」、「地
方公共工事契約業務連絡協議会」等を通じて、
情報共有を実施し、発注者間の一層の連携に努
めている。また、都道府県公共工事契約連絡協
議会との更なる連携体制の強化を通じて、市町

注 11　建設工事における安全衛生経費の適切な支払いに向けて（提言）、令和 4 年 6 月 27 日第 7 回建設工事における安全
衛生経費の確保に関する実務者検討会

村等に対して直接入札制度の改善の働きかけを
行っている。

（３）受発注者間の意思疎通の緊密化等
「防災・減災、国土強靱化のための5か年加
速化対策」等による公共工事の円滑な施工確保
を図るため、地域の受発注者間の連携・意思疎
通を促している。

 図表Ⅱ-5-3-1 　「発注関係事務の運用に関する指針」の主なポイント 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針：令和２年１月改正）」 改正の主なポイント
運用指針とは：品確法第22条に基づき、地方公共団体、学識経験者、民間事業者等の意見を聴いて、国が作成（令和２年）

各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、体系的にとりまとめ
国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて毎年調査を行い、その結果をとりまとめ、公表

必
ず
実
施
す
べ
き
事
項

実
施
に
努
め
る
事
項

①予定価格の適正な設定
②歩切りの根絶
③低入札価格調査基準又は最低制限価格の

設定・活用の徹底等
④施工時期の平準化【新】
⑤適正な工期設定【新】
⑥適切な設計変更
⑦発注者間の連携体制の構築

①ICTを活用した生産性向上【新】
②入札契約方式の選択・活用
③総合評価落札方式の改善【新】
④見積りの活用
⑤余裕期間制度の活用
⑥工事中の施工状況の確認【新】
⑦受注者との情報共有、協議の迅速化

工事 測量、調査及び設計【新】

①予定価格の適正な設定
②低入札価格調査基準又は最低制限価格の

設定・活用の徹底等
③履行期間の平準化
④適正な履行期間の設定
⑤適切な設計変更
⑥発注者間の連携体制の構築

①ICTを活用した生産性向上

②入札契約方式の選択・活用

③プロポーザル方式・総合評価落札方式の積極的

な活用

④履行状況の確認

⑤受注者との情報共有、協議の迅速化

災
害
対
応

①随意契約等の適切な入札契約方式の活用
②現地の状況等を踏まえた積算の導入
③災害協定の締結等建設業者団体等や、他の発注者との連携

持続可能な建設産業の構築
（１）建設産業を取り巻く現状と課題
建設産業は、社会資本の整備を支える不可欠

の存在であり、都市再生や地方創生など、我が
国の活力ある未来を築く上で大きな役割を果た
すとともに、震災復興、防災・減災、老朽化対
策など「地域の守り手」としても極めて重要な
役割を担っている。一方、建設業の現場では担
い手の高齢化が進んでおり、将来的な担い手の

確保が課題となっており、新・担い手3法に基
づき、働き方改革の推進、生産性向上、処遇改
善等を推進するための取組みを進めていく必要
がある。また、平成28年12月に成立した「建
設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関
する法律」及び同法に基づく基本計画に基づき、
安全衛生経費が下請まで適切に支払われるよう
な施策の検討を進めてきた検討会の提言注11を

10

第3節　産業の活性化

第
5
章

競
争
力
の
あ
る
経
済
社
会
の
構
築

Ⅱ

国土交通白書　2023 185



踏まえ、安全衛生対策項目の確認表及び安全衛
生経費を内訳として明示するための標準見積書
の作成・普及等の取組を進める。

（２）建設産業の担い手確保・育成
建設産業は、多くの「人」で成り立つ産業で

ある。建設業就業者数は近年、横ばいで推移し
ているが、今後、高齢者の大量離職が見込まれ
ており、建設産業が地域の守り手として持続的
に役割を果たしていくためには、引き続き、若
者をはじめとする担い手の確保・育成を図ると
ともに、建設業において令和６年度から罰則付
き時間外労働規制が適用されることも見据え、
働き方改革に取り組んでいくことが重要である。
このため、令和元年6月に成立した新・担い

手3法も踏まえ、長時間労働の是正を図るとと
もに、賃金引き上げに向けた取組みや社会保険
への加入徹底、建設キャリアアップシステムの
活用等による処遇改善に加え、教育訓練の着実
な実施による円滑な技能承継に取り組む。また、
将来の労働力人口の減少を踏まえ、建設プロセ
ス全体におけるICT活用、インフラ分野全体
のDX、技術者制度の合理化、重層下請構造の
改善、書類作成等の現場管理の効率化等による
生産性の向上も図っていく。
また、現下の建設資材の高騰等を反映した請

負代金や工期の設定が図られるよう、取組みを
進めていく。
こうした取組みを官民一体となって推進し、

建設業への入職を促進し、誇りを持って仕事に
打ち込めるような環境整備に取り組んでいく。
また、将来的に生産性向上や国内人材確保の

取組みを行ってもなお不足すると考えられる労
働力を、外国人材の受入れによって中長期的に
確保する必要がある。現在、平成31年度より
開始された新たな在留資格「特定技能」（建設
分野）による外国人材12,776人（令和4年12

月末時点）が在留しており、その数は着実に増
加している。引き続き外国人材の適正な受入れ
環境の確保に取り組んでいくとともに、我が国
が外国人材から「選ばれる国」であり続けるた
めの施策の実施、円滑な受入れを促進すること
で建設業の担い手の確保を図る。

（３）建設キャリアアップシステムの推進
建設産業における中長期的な担い手の確保・

育成を図るためには、技能労働者がキャリアパ
スや処遇について将来の見通しを持ちながら、
働きがいや希望をもって働くことができる環境
を構築するとともに、ダンピング受注が起こり
にくい市場構造を構築し、業界全体として人材
への投資や賃金設定が適切に行われる好循環を
生み出すことが重要である。
このため、担い手の技能・経験の見える化や

適正な能力評価を業界横断的に進めるための建
設キャリアアップシステム（CCUS）について、
建設産業の持続的な発展のための業界共通の制
度インフラとして普及を促進するとともに、更
なる処遇改善などのメリットを技能労働者が実
感できる環境づくりを目指す。また、公共工事
において率先してCCUSの活用を促す見地か
ら、国や地方公共団体等が発注する工事におい
て、CCUSの活用状況を評価するモデル工事
の実施や総合評価落札方式における加点等の取
組みの促進を図る。
加えて、技能労働者の処遇改善に資する観点

から、技能労働者の技能と経験に応じた能力評
価制度の活用を更に進めるとともに、能力評価
制度と連動した専門工事業者の施工能力の見え
る化を推進する。
技能労働者の処遇改善を着実に進めるため、

技能・経験に応じてレベル別に賃金目安を示し、
職種ごとに、レベルにあわせて賃金が上昇して
いくよう促すとともに、能力評価を技能労働者

【関連データ】
建設投資、許可業者及び就業者数の推移
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html
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の手当につなげるなどの個々の元請建設企業の
取組みについて水平展開を行う。また、CCUS
は、施工体制台帳の作成機能の活用等により、
事務の効率化や書類削減などにも資するもので
あり、その普及を通じて、建設産業の生産性向
上への寄与を図る。

（４）公正な競争基盤の確立
建設産業においては、「技術力・施工力・経

営力に優れた企業」が成長していけるよう、建
設業者の法令遵守の徹底をはじめとする公正な
競争基盤の確立が重要である。そのため、従前
より下請取引等実態調査や立入検査等の実施、
建設工事の請負契約を巡るトラブル等の相談窓
口である「建設業取引適正化センター」の設置、
「建設業取引適正化推進月間（期間）」の取組み、
また請負代金や工期などの契約締結の状況に関
するモニタリング調査の実施等により、元請・
下請間の取引の適正化に取り組んでいる。

（５）建設企業の支援施策
①地域建設業経営強化融資制度
地域建設業経営強化融資制度は、元請建設企

業が工事請負代金債権を担保に融資事業者（事
業協同組合等）から工事の出来高に応じて融資
を受けることを可能とするものであり、これに
より元請建設企業の資金繰りの円滑化を推進し
ている。本制度では、融資事業者が融資を行う
にあたって金融機関から借り入れる転貸融資資
金に対して債務保証を付すことにより、融資資
金の確保と調達金利等の軽減を図っている。

②下請債権保全支援事業
下請債権保全支援事業は、ファクタリング会

社注12が、下請建設企業等が元請建設企業に対
して有する工事請負代金等債権の支払保証又は
買取を行う場合に、保証、買取時における下請

注 12　他人が有する売掛債権の保証や債権の買取りを行い、その債権の回収を行う金融事業会社のこと。現在、銀行子会社系、
前払保証会社系、リース会社系等８社のファクタリング会社が、当事業を運営している。

建設企業等の保証料、買取料負担を軽減すると
ともに、保証債務履行時等のファクタリング会
社の損失の一部を補償することにより、下請建
設企業等の資金繰りの改善、連鎖倒産の防止を
図る事業である。なお、本事業は令和4年度末
を期限としていたが、5年度においても引き続
き実施することとした。

③建設産業の担い手確保に向けた女性・若者の
入職・定着の促進事業
他産業を上回る高齢化が進行する建設業に

とって将来の担い手確保が喫緊の課題であり、
多様な人材が入職し、かつ、働きつづけられる
業界とする取組が必要である。女性の就業継続
の観点から働き方改革を推進するため、中小建
設企業でも取り入れられる取組みを収集、課題
別に整理し解決策としてまとめ展開するととも
に、未だ進路が固まっていない中学生を中心に
出前教室・体験教室を通じた魅力発信を実施し
ていく。

（６）建設関連業の振興
社会資本整備・管理を行う上で、工事の上流

に当たる測量や調査設計の品質確保が重要であ
ることから、令和元年6月の改正で新たに、広
く公共工事品確法の対象として位置付けられた
ところであり、建設業だけでなく、建設関連業
（測量業、建設コンサルタント、地質調査業）
も重要な役割が求められている。
国土交通省では、建設関連業全体の登録業者

情報を毎月、その情報を基にした業種ごとの経
営状況の分析を翌年度末に公表しており、また
関連団体と協力し就職前の学生を対象に建設関
連業の説明会を開催するなど、建設関連業の健
全な発展と登録制度の有効な活用に努めている。
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（７）建設機械の現状と建設生産技術の発展
我が国における主要建設機械の保有台数は、

令和元年度で約103万台であり、建設機械の
購入台数における業種別シェアは、建設機械器
具賃貸業が約49％、建設業が約27％となって
おり、建設業とともに、建設機械器具賃貸業が
欠かせないものとなっている。i-Construction
の取組みの一環として、ICT施工の普及促進を
推進しており、3次元データを活用した建設機
械の自動制御等により高精度かつ効率的な施工
を実現するマシンコントロール/マシンガイダ
ンス技術等の積極的な活用を図っている。ICT

施工の普及促進のためには、ICT建設機械等
の普及が必要である。

（８）建設工事における紛争処理
建設工事の請負契約に関する紛争を迅速に処

理するため、建設工事紛争審査会において紛争
処理手続を行っている。令和3年度の申請実績
は、中央建設工事紛争審査会では35件（仲裁
10件、調停21件、あっせん4件）、都道府県
建設工事紛争審査会では87件（仲裁18件、調
停51件、あっせん18件）である。
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第6章 安全・安心社会の構築

� �第1節 � ユニバーサル社会の実現

ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー化の実現
「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」
というユニバーサルデザインの考え方を踏まえ
た「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律（バリアフリー法）」に基づき、
旅客施設等（旅客施設、車両等、道路、路外駐
車場、都市公園、建築物等）の新設等の際の「移
動等円滑化基準」への適合義務、既存の旅客施
設等に対する適合努力義務を定めている。バリ
アフリー法により、令和３年４月には、東京
2020 大会のレガシーとしての共生社会の実現
に向け、国・地方公共団体・国民・施設設置管
理者の障害者高齢者施設等の適正利用の責務や
公共交通事業者等の役務の提供方法に関する遵
守義務の創設など、移動等円滑化にかかる「心
のバリアフリー」の観点からの施策の充実など
ソフト対策を強化する改正「バリアフリー法」
が全面施行された。
この「バリアフリー法」に基づき、令和３年

度から７年度までを目標期間としたバリアフ
リー整備目標を策定し、地方部を含めたバリア
フリー化、聴覚障害及び知的・精神発達障害に
係るバリアフリーや心のバリアフリーの推進等
をはじめハード・ソフト両面での一層のバリア
フリー化に取り組んでいる。

（１）公共交通機関のバリアフリー化
「バリアフリー法」に基づき、公共交通事業
者等に対して、旅客施設の新設・大規模な改良

及び車両等の新規導入の際に公共交通移動等円
滑化基準に適合させることを義務付け、既存施
設については同基準への適合努力義務が課され
ているとともに、その職員に対し、バリアフリー
化を図るために必要な教育訓練を行うよう努力
義務を定めている。また、平成30年の「バリ
アフリー法」改正により、公共交通事業者等に
よるハード・ソフト一体的な取組みを推進する
ため、一定の要件を満たす公共交通事業者等が、
施設整備、旅客支援等を盛り込んだハード・
ソフト取組計画を毎年度作成し、国土交通大臣
に提出するとともに、その取組状況の報告・公
表を行うよう義務付ける制度を新たに設けるな
ど、既存の設備を含む更なるハード対策、旅客
支援等のソフト対策を一体的に推進している。
さらに、旅客船、鉄道駅等の旅客ターミナルの
バリアフリー化やノンステップバス、リフト付
きバス、福祉タクシー等の車両の導入等に対す
る支援措置を実施している。

（２）居住・生活環境のバリアフリー化
①住宅・建築物のバリアフリー化
高齢者、障害者等が地域の中で安全・安心で

快適な住生活を営むことができるよう、一定の
バリアフリー性を満たした住宅を取得する際の
独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35S
における融資金利の引き下げ、バリアフリー改
修工事に対する支援等によって住宅のバリアフ

� �第1節 � ユニバーサル社会の実現� ユニバーサル社会の実現

1

【関連データ】
公共交通機関のバリアフリー化の現状
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/fi le000010.html
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リー化を促進しているほか、公営住宅や建替え
事業によって新たに供給する都市再生機構賃貸
住宅については、バリアフリー化を標準仕様と
するとともに、民間事業者等によるサービス付
き高齢者向け住宅の整備に対する支援等を実施
している。
また、公共施設や店舗等については、「バリ

アフリー法」に基づく義務付け制度や容積率の
特例措置のほか、「高齢者、障害者等の円滑な
移動等に配慮した建築設計標準」の周知等を通
じてバリアフリー化を促進している。官庁施設
については、不特定かつ多数の者が利用する施
設について「バリアフリー法」に基づく建築物
移動等円滑化誘導基準を満たした整備を推進し
ている。

注 1　令和２年３月 30 日に、東京オリンピックは令和３年７月 23 日から開催されることが決定された。

②歩行空間のバリアフリー化
駅、官公庁施設、病院等を結ぶ道路や駅前広

場等において、高齢者・障害者をはじめとする
誰もが安心して通行できるよう、幅の広い歩道
の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電
柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等によ
る歩行空間のユニバーサルデザイン化を推進し
ている。

③都市公園等におけるバリアフリー化
都市公園等において、出入口や園路の段差解

消、高齢者や障害者等が利用しやすいトイレの
設置等のバリアフリー化を推進するため、「バ
リアフリー法」に基づく基準やガイドラインを
定めるとともに、それに基づく公園施設の整備
を支援している。

少子化社会の子育て環境づくり
（１）仕事と育児との両立の支援
①子育て世帯に適した住宅確保等の支援
子育て世帯に適した住宅・居住環境を確保す

るため、高齢者等が有する比較的広い住宅を子
育て世帯等向けの賃貸住宅として活用する取組
みを支援している。また、子育て世帯向けの賃
貸住宅（地域優良賃貸住宅）の整備及び家賃低
廉化や、公的賃貸住宅と子育て支援施設等との
一体的整備に対して、地方公共団体を通じて支
援している。
さらに、子どもの安全・安心の確保や、子育

て期の親同士の交流機会の創出に資する共同住
宅の整備に対し支援している。

②テレワークの推進
令和3年12月24日に閣議決定された「デジ

タル社会の実現に向けた重点計画」等において、

テレワークの推進が位置づけられており、新型
コロナウイルス感染症拡大防止と社会経済活動
の維持の両立を持続的に可能とするためにも、
テレワークの推進は必要である。
国土交通省では、総務省、厚生労働省、経済

産業省や関係者団体等とともに、東京2020大
会の開会式が予定されていた7月24日注1を「テ
レワーク・デイ」と定め、東京2020大会が開
催された令和3年は、大会期間を含む7月19
日～ 9月5日を「テレワーク・デイズ2021」
としてテレワークの実施を呼びかけ、1,531団
体、約92.2万人が参加した。
また、新たな働き方・住まい方への対応とし

て、職住近接・一体の生活圏の形成に向け、テ
レワーク拠点整備等の推進を行ったほか、テレ
ワークによる働き方の実態やテレワーク人口の
定量的な把握を行った。

【関連データ】
「バリアフリー法」に基づく特定建築物の建築等の計画の認定実績
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html

2
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（２）�子どもがのびのびと安全に成長できる環
境づくり

子どもをはじめとした公園利用者の安全・安
心を確保するため、「都市公園における遊具の
安全確保に関する指針（改訂第2版）」等の指針
について周知を行うとともに、地方公共団体に
おける公園施設の長寿命化計画の策定や、当該
計画に基づく公園施設の改築等を支援している。

（３）�高速道路のサービスエリアや「道の駅」
における子育て応援

全国の高速道路のサービスエリア及び国が整
備した「道の駅」において、子育て応援の目的
から24時間利用可能なベビーコーナーの設置、
屋根付きの優先駐車スペースの確保等を実施し
ており、高速道路のサービスエリアについては
整備が完了した。

高齢社会への対応
（１）�高齢者が安心して暮らせる生活環境の整備
バリアフリー化された公営住宅等の供給とラ

イフサポートアドバイザーによる日常の生活相
談、緊急対応等のサービスを併せて提供するシ
ルバーハウジング・プロジェクトを実施してい
る。また、高齢者や子育て世帯等の多様な世帯
が安心して健康に暮らすことができる住環境
（スマートウェルネス住宅）を実現するため、
スマートウェルネス住宅等推進事業等におい
て、サービス付き高齢者向け住宅の整備、住宅
セーフティネット制度に基づく住宅確保要配慮
者専用賃貸住宅への改修、先導的な高齢者等向
けの住まいづくり・まちづくり及び高齢者や子

育て世帯等の生活支援施設等を導入する再開発
事業に関する取組み等を支援している。

（２）高齢社会に対応した輸送サービスの提供
市町村やNPO等による自家用車を使用した

有償運送を可能とする自家用有償旅客運送が、
令和3年度末現在3,140団体において実施され
ている。自家用有償旅客運送は、営利事業とし
て行われているバス・タクシー事業者による輸
送サービスの提供が困難であり、かつ、地域の
旅客輸送の確保に必要な輸送であることについ
て地域の関係者間で協議が調っている場合に、
実施できることとなっている。

歩行者移動支援の推進
バリアフリー情報等の新たな需要が見込まれ

る自動走行ロボット等の普及など社会環境が変
化しているため、「ICTを活用した歩行者移動
支援の普及促進検討委員会」において新たに提
言を取りまとめた。また、ロボット実証を通し
て、バリアフリー情報等と自動走行ロボットと
の親和性を確認するとともに、アイデアコンテ
ストやシンボジウムを通して移動支援サービス
の普及を促進した。

3

 図表Ⅱ-6-1-1 　自動走行ロボット走行実証の様子4
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� �第2節 � 自然災害対策
我が国の国土は、気象、地形、地質等が極め
て厳しい状況下にあり、毎年のように地震、津
波、風水害・土砂災害等の自然災害が発生して
いる。令和4年も、8月の大雨や9月の台風第
14号及び台風第15号等により、全国各地で河
川の氾濫及び内水等による浸水被害や土砂災害

による被害等が生じた。また、気候変動の影響
による水害・土砂災害の頻発・激甚化、南海ト
ラフ巨大地震・首都直下地震等の巨大地震の発
生等も懸念されることから、自然災害対策の重
要性はますます高まっている。

防災減災が主流となる社会の実現
（１）総力戦で挑む防災・減災プロジェクト
近年、毎年のように全国各地で地震災害や水

災害、火山災害などあらゆる自然災害が頻発し、
甚大な被害が発生しており、今後も気候変動の
影響によって水災害の更なる激甚化・頻発化が
懸念される中、国民の命と暮らしを守り、我が
国の経済成長を確保するためには、防災・減災、
国土強靱化等の取組をさらに強化する必要があ
る。
こうした状況を踏まえ、これまでの災害を教

訓とし、あらゆる自然災害に対し、国土交通省
として総力を挙げて防災・減災に取り組むべく、
国土交通大臣を本部長とする「国土交通省防災・
減災対策本部」を設置した。「国民目線」と「連
携」をキーワードとして施策の検討を進め、令
和2年7月に「総力戦で挑む防災・減災プロジェ
クト」として主要10施策を取りまとめた。
その後、令和3年6月にも、「住民避難」と「輸

送確保」のための対策を中心にプロジェクトを
とりまとめた。
これまで、プロジェクトのPDCAサイクル

を回しながら、施策の実行に必要な予算要求や
制度改正を行い、プロジェクトに盛り込んだ防
災・減災対策を着実に推進するとともに災害対
応等を踏まえ、プロジェクトの充実・強化を図
るなど、継続的に取組を推進し、施策の進捗状
況等を踏まえ、防災業務計画等への反映を図っ
ている。
令和4年6月に、3年7月の熱海市の土砂災

害や4年3月の福島県沖を震源とする地震など
の災害の教訓も踏まえ、プロジェクト全体の充
実・強化を図った「令和4年度　総力戦で挑む
防災・減災プロジェクト」をとりまとめた。本
プロジェクトでは、特に、3年度災害対応で明
らかになった課題等を踏まえ、強化すべきテー
マとして激甚化・頻発化する災害等に対し、同
様の被害を繰り返し発生させないという観点か
ら「再度災害の防止」と、一刻も早く、被災地
の状況を把握し、通常の平穏な暮らしを取り戻
すことができるようにという観点から「初動対
応の迅速化・適正化」の2つを設定した。
また、施策の充実・強化に当たっては、関係

省庁や企業等も含めた更なる連携促進、リスク
コミュニケーション、デジタルトランスフォー
メーション（DX）の3つのツールを積極的に
活用することとした。
引き続き、災害対応を踏まえ、プロジェクト

について不断の見直しや改善を行い、防災・減
災に関する取組の更なる充実・強化を図ってい
く。

（２）�気候変動を踏まえた水災害対策「流域治水」
の推進

気候変動による災害の激甚化・頻発化を踏ま
え、これに対応した治水計画への見直しを行い、
施設管理者が主体となって行う河川整備等の事
前防災対策を加速化させることに加え、あらゆ
る関係者が協働して流域全体で行う「流域治水」

� �第2節 � 自然災害対策� 自然災害対策
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への転換を推進し、総合的かつ多層的な対策を
行っている。

（ア）気候変動を踏まえた計画の見直し
気候変動の影響による将来の降雨量の増加等

を考慮して治水計画を見直すことが重要である。
河川・下水道分野では、計画的に事前防災対

策を進めるために、堤防整備や河道掘削、ダム、
遊水地等の整備を加速化するとともに、現況施
設能力や河川の整備の基本となる洪水の規模を
超える洪水に対しても氾濫被害をできるだけ軽
減するよう、降雨量の増加等を踏まえた計画へ
の見直しを順次進めている。
海岸分野では、平均海面水位の上昇や台風の

強大化等を踏まえ、「海岸保全基本方針」の変
更（令和2年）や海岸保全施設の技術上の基準
の見直し（令和3年）を実施した。今後は、気
候変動の影響を明示的に考慮した海岸保全対策
へと転換していく。
また、砂防分野では、土砂災害発生数の増加

等の課題・解決の方向性をまとめた「気候変動
を踏まえた砂防技術検討会中間とりまとめ」を
受け、これに基づいた適応策を検討している。

（イ）流域治水の推進
河川管理者等が主体となって行う治水事業等

を強力に推進するとともにあらゆる関係者が協
働して、流域全体で治水対策に取り組む「流域
治水」を推進する。流域治水では、集水域と河
川区域のみならず、氾濫域も含めて一つの流域
として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をでき
るだけ防ぐ・減らすための対策、②被害対象を
減少させるための対策、③被害の軽減、早期復
旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で

総合的、かつ、多層的に進めることとしている。
具体的には、全国109の全ての一級水系で

策定・公表された「流域治水プロジェクト」に
基づくハード・ソフト一体となった事前防災対
策に取り組むとともに、令和3年11月に全面
施行された、流域治水関連法の中核をなす改正
「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく特定
都市河川を全国の河川に拡大し、ハード整備の
加速に加え、国・都道府県・市町村・企業等の
あらゆる関係者の協働による水害リスクを踏ま
えたまちづくり・住まいづくり、流域における
貯留・浸透機能の向上等を推進している。

（３）�南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本
海溝・千島海溝周辺海溝型地震への対応

南海トラフ巨大地震が発生した場合、地震発
生後数分から数十分で巨大な津波が関東から九
州の太平洋側に押し寄せ、沿岸部を中心に広域
かつ甚大な被害の発生が想定される。
また、首都直下地震が発生した場合、強い揺

れに伴う建物の倒壊や火災により、特に密集市
街地で甚大な被害の発生が想定される。
さらに、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震

が発生した場合、巨大な津波が、北海道から千
葉県にかけての太平洋沿岸に襲来し、甚大な被
害の発生が想定される。特に、冬季には積雪寒
冷地特有の対応が必要となる。また、南海トラ
フ及び日本海溝・千島海溝沿いでは、M7クラ
ス以上の地震が発生した後に続けてM8クラス
以上の大規模地震が発生する可能性があり、被
害が拡大する恐れがある。
これらの切迫する地震に対し国土交通省で

は、「応急活動計画」と「発生に備え推進する
対策」の2本柱で構成される「国土交通省南海

【関連リンク】
「流域治水」の基本的な考え方
URL: https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/pdf/01_kangaekata.pdf

【関連リンク】
気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言 改訂版【概要】
URL: https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/chisui_kentoukai/pdf/r0304/00_gaiyou.pdf
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トラフ巨大地震対策計画」及び「国土交通省首
都直下地震対策計画」について、近年の地震に
おける知見等を踏まえ、適宜計画を見直しなが
ら、地震防災対策を推進している。
日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策につ

いては、令和4年5月に「日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関

する特別特措法」が改正されたことを受け、同
年11月に「国土交通省日本海溝・千島海溝周
辺海溝型地震対策計画」の改定を行った。この
計画では、積雪寒冷地特有の課題を考慮した避
難路・避難場所の整備や後発地震への注意を促
す情報の発信の実施などを位置付けており、今
後、対策を推進していく。

災害に強い安全な国土づくり・危機管理に備えた体制の充実強化
（１）水害対策
我が国の大都市の多くは洪水時の河川水位よ

り低い低平地に位置しており、洪水氾濫に対す
る潜在的な危険性が極めて高い。これまで、洪
水を安全に流下させるための河道拡幅、築堤、
ダム等の治水対策により、治水安全度は着実に
向上してきている。しかしながら、令和4年8
月の大雨や9月の台風第14号及び台風第15号
等、近年毎年のように水害が発生している。今
後の気候変動による水害の頻発化・激甚化も踏
まえ、河道掘削、築堤、ダムや遊水地などの河
川整備等の加速化を図るとともに、流域全体を
俯瞰し、国・都道府県・市町村、地元企業や住
民などあらゆる関係者が協働してハード・ソフ
ト対策に取り組む「流域治水」の取組を強力に
推進する必要がある。

①計画的に実施する治水対策
気候変動等に伴う水害の頻発・激甚化を踏ま

えて、事前防災対策を計画的に実施することが
重要である。このため、築堤、河道掘削、遊水
地、放水路、ダム等の整備を計画的に推進して
いる。そのうち、既存ストックの有効活用とし
て、ダムの貯水容量を増加させるためのかさ上
げや放流設備の増設による機能向上等のダム再
生、大雨が見込まれる場合に利水容量の一部を
事前に放流して空き容量を確保する事前放流等
に取り組んでいる。
また、人口・資産が高密度に集積している首
都圏・近畿圏のゼロメートル地帯等の低平地に

おいて、堤防決壊による甚大な被害を回避する
ため高規格堤防の整備を実施している。高規格
堤防はまちづくりと一体となって整備を行い、幅
を広くなだらかな勾配で堤防を整備することに
より、堤防の決壊を防ぐとともに、高台の避難
場所としての機能や良好な住環境・都市空間が
提供されるなど多様な効果の発揮が期待される。

②水害の再度災害防止対策
激甚な水害の発生や床上浸水の頻発により、

人命被害や国民生活に大きな支障が生じた地域
等において、再度災害の防止を図るため、河川
の流下能力を向上させるための河道掘削や築堤
等を短期集中的に実施している。

③流域の特性等を踏まえた様々な治水対策　
（ア）流域関係者が連携した流域での取組み
集水域においては、公共に加え、民間による

雨水貯留浸透施設の整備促進や水田貯留（田ん
ぼダム）、ため池の活用、また特定都市河川流
域における貯留機能保全区域の指定等により流
域での貯留を強化し、河川への雨水の流出を抑
制することで氾濫をできるだけ防ぐ・減らすた
めの対策を推進する。また、氾濫域における土
地利用や住まい方についての対応も重要であ
る。例えば、災害危険区域や特定都市河川流域
における浸水被害防止区域の指定等による災害
リスクを抱えた地域において発災前の段階から
より安全なエリアへの住居や施設の移転、人口
動態や土地利用等を踏まえた居住誘導、立地適
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正化計画の防災指針に基づく居住の安全性強化
等の防災対策を推進し、安全なまちづくりを促
進していく。

（イ）内水対策
近年、計画規模を上回る局地的な大雨等の多

発、都市化の進展による雨水流出量の増大等に
おける内水氾濫の被害リスクが増大している。
このため、河道掘削等の水位を下げる取組みや、
下水道浸水被害軽減総合事業等を活用し、地方
公共団体、関係住民、民間の事業者等が一体と
なって、雨水流出抑制施設を積極的に取り入れ
るなどの効率的なハード対策に加え、特定都市
河川制度を活用した浸水リスクが高い区域にお
ける土地利用規制、内水ハザードマップの作成
等のソフト対策、止水板や土のう等の設置、避
難活動といった自助の取組みを組み合わせた総
合的な浸水対策を推進している。

④水防体制の強化
水防管理団体等と連携し、出水期前に洪水に

対しリスクの高い区間の共同点検を実施すると
ともに、水防技術講習会、水防演習等を実施し、
水防技術の普及を図るなど、水害による被害を
最小限にするための水防体制の強化に向けた支
援を行っている。
また、市町村地域防災計画に位置づけられた

浸水想定区域内の地下街等（建設予定・建設中
のものを含む。）、要配慮者利用施設、大規模工
場等における避難確保・浸水防止計画作成等の
取組みを支援している。

⑤自衛水防の取組みの推進
市町村地域防災計画に定められた高齢者施設

等の要配慮者利用施設については、「水防法」
及び「土砂災害防止法」により、当該施設管理
者等に洪水等に対する避難確保計画の作成及び
避難訓練の実施が義務付けられている。また、
令和3年の「水防法」及び「土砂災害防止法」
の改正により、要配慮者利用施設における避難

の実効性確保のため、避難確保計画や避難訓練
の結果報告を受けた市町村長が施設管理者等に
対して必要な助言・勧告を行うことができる制
度が創設された。
国土交通省としては、水災害の防止・軽減を

図るため、こうした自衛水防の取組みを推進し
ている。

⑥洪水時の予報・警報の発表や河川情報の提供
国土交通大臣又は都道府県知事は、流域面積

が大きい河川で洪水によって国民経済上重大又
は相当な損害が生じるおそれのある河川を洪水
予報河川として指定し、気象庁長官と共同して
水位又は流量を示した洪水予報を発表してい
る。すべての国の洪水予報では、令和4年6月
から想定を上回る降水による急激な水位上昇に
対応できるよう運用方法を改善した。また、洪
水予報河川以外の主要な河川を水位周知河川と
して指定し、洪水時に氾濫危険水位（洪水特別
警戒水位）への到達情報を発表している。4年
3月末現在、洪水予報河川は428河川、水位周
知河川は1,756河川が指定されている。さらに、
現在国が管理する洪水予報河川の全109水系
を対象に洪水情報のプッシュ型配信も運用開始
している。このような河川を対象にした情報の
ほか、気象庁からは、洪水によって災害が起こ
るおそれがある場合に、国土交通省令で定める
予報区を対象に洪水警報等を発表している。
雨量観測については、適切な施設管理や防災

活動等に役立てるために、高分解能・高頻度に
集中豪雨や局地的な大雨を的確に把握できる
XRAIN（国土交通省高性能レーダ雨量計ネッ
トワーク）での観測を行っており、インターネッ
ト上でも雨量情報の提供を行っている。
また、国管理河川においては、災害の切迫感

をわかりやすく伝えるため、雨量や観測水位を
もとに、河川の上下流連続的な水位を推定し、
堤防等の高さとの比較により危険度を表示す
る、洪水の危険度分布（水害リスクライン）を
公表している。また、洪水予報河川以外の河川
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を対象に、河川の上流域の降雨が地表面や地中
を通って河川を流れ下る流量を指数化し、過去
の災害時の指数値と比較して洪水危険度を表し
た「洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）」
を公表しており、洪水危険度を同一画面上でひ
とめで確認できるよう、令和5年2月から気象
庁ウェブサイトにおいてこれらの一体的な表示
を開始した。なお、この「洪水キキクル（洪水
警報の危険度分布）」においても、危険度が上
昇したときに、希望者向けのプッシュ型通知を
民間事業者と協力して実施している。
河川の水位、河川カメラ、洪水予報、水防警

報等の河川情報や、河川の水位に影響を及ぼす
雨量等の気象データや気象警報等の発表状況に
ついては、国土交通省「川の防災情報」ウェブ
サイトより、リアルタイムで河川管理者、市町
村、住民等に提供を行っており、洪水時の警戒
や避難等に役立てられている。
また、河川の水位等の河川情報をデータ配信

し、民間企業によりウェブサイトやアプリを通
じて配信する等、メディア等と連携した防災情
報の発信を推進するとともに、アプリ等により
プッシュ型で離れて暮らす家族の住む地域の防
災情報を入手し、直接電話をかけて避難を呼び
かける「逃げなきゃコール」等により、住民の
適切な避難行動等を支援する取組みの高度化を
図っている。

⑦水害リスク情報の充実
令和3年の水防法改正により、住宅等の防護

対象のある全ての一級・二級河川について、想
定最大規模の降雨に対応した洪水浸水想定区域
の指定・公表の対象に追加された。
都道府県が実施する洪水浸水想定区域の指

定・公表及び市町村が実施する洪水ハザード
マップの作成・公表について、防災・安全交付
金により支援する。

注 2　令和４年３月末現在
注 3　令和４年３月末現在

洪水浸水想定区域については、洪水予報河
川及び水位周知河川の約100％注2において指
定・公表済みであり、洪水ハザードマップにつ
いては、この浸水想定区域を含む市町村の約
99％注3で作成済みである。
ハザードマップは、住民の避難に役立つこと

が期待されている一方、情報の理解には一定の
ハードルがあるとともに、利用者の多様な特性
に対応できていないため、ハザードマップのユ
ニバーサルデザインに関する検討会において
「わかる・伝わる」ハザードマップのあり方に
ついて検討を行っている。この取組の一環とし
て重ねるハザードマップを改良し、誰でも簡単
に災害リスクと災害時に取るべき行動が分かる
ようにすることとしている。
また、浸水範囲と浸水頻度の関係をわかりや

すく図示した「水害リスクマップ（浸水頻度図）」
の整備を推進し、水害リスク情報の充実を図り、
防災・減災のための土地利用等の促進を図る。
さらに、このような水害リスク情報等の提供

を通じて、民間企業における「気候関連財務情
報開示タスクフォース」（TCFD）への対応等
の気候変動リスク開示の取組を支援する。

⑧河川の戦略的な維持管理
樋門、水門、排水機場等の河川管理施設が洪

水時等に所要の機能を発揮できるよう、施設の
状態を把握し、適切な維持管理を行う必要があ
る。河川整備の推進により管理対象施設が増加
してきたことに加え、今後はそれら施設の老朽
化が加速的に進行する中、「河川法」では、管
理者が施設を良好な状態に保つように維持・修
繕し、施設の点検を適切な頻度で行うことが明
確化されている。
このことから、河川管理施設等の維持管理は、

機能に支障が生じてから対策を行う従来の事後
保全型から、点検等により状態を把握して適切
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な時期に対策を行う予防保全型への転換を図り
つつ、主要な河川構造物については長寿命化計
画を策定し、計画的に施設の修繕や更新等を行
うこととしている。あわせて、長寿命化のため
に必要な技術開発等を進めるとともに、中小河
川についても適切な維持管理が進むよう、維持
管理に関する技術基準等の検討を都道府県等と
連携して進めている他、各地方整備局等に相談
窓口を設け、技術支援等を行っている。

⑨河川における不法係留船対策
河川において不法係留船は、河川管理上の支

障（河川工事実施の支障、洪水時の流下阻害、
河川管理施設の損傷、燃料漏出による水質汚濁、
河川利用の支障等）となるため、その所有者等
に対し、適法な係留・保管施設への移動を指導
するとともに、必要に応じて所有者に代わり行
政代執行等を実施して、不法係留船の解消に取
り組んでいる。
なお、平成25年5月に「プレジャーボート

の適正管理及び利用環境改善のための総合的対
策に関する推進計画」を策定し、令和元年9月
には、対策の効果を検証するため、三水域（港
湾・河川・漁港）合同による「プレジャーボー
ト全国実態調査」の結果を公表した。また、3
年3月には放置艇解消に向けた対策の実効性を
高めるための方策を「プレジャーボートの放置
艇対策の今後の対応について」としてとりまと
め取組みを推進しているところである。

⑩道路における洪水・冠水対策
道路においては、近年の豪雨被害を踏まえ、

渡河部の橋梁や河川に隣接する道路構造物の流
失防止対策を行うとともに、各道路管理者、警
察、消防等とアンダーパス等の冠水危険箇所に
関する情報を共有し、情報連絡及び通行止め体
制を構築するとともに、冠水の警報装置や監視

注 4　「道路防災情報ウェブマップ」ウェブサイト：
https://www.mlit.go.jp/road/bosai/doro_bosaijoho_webmap/index.html

施設の整備、ウェブサイト注4による冠水危険箇
所の公開等を推進している。

⑪下水道の耐水化
令和元年東日本台風や令和2年7月豪雨にお

いて、河川からの氾濫や内水氾濫の発生により、
下水処理場、ポンプ場の浸水に伴う機能停止等
の被害が発生したことを踏まえ、耐水化を検討
する上での浸水深の設定方法や効率的・効果的
な対策手法などを通知するとともに、令和3年
度までに耐水化計画を策定し、早期にポンプ設
備等の耐水化を目指すとともに、浸水への備え
を盛り込むなどのBCP（業務継続計画）の見
直しを実施している。

（２）土砂災害対策
我が国は、平地が少なく急峻な地形と脆弱な

地質が広く分布しており、さらに経済の発展・
人口の増加に伴い、丘陵地や山麓斜面にまで宅
地開発等が進展している。その結果、土砂災害
のおそれのある箇所は令和4年3月末時点で約
68万か所存在することが明らかとなっており、
多くの人々が土砂災害の危険に曝されている。
また、豪雨や地震等に伴う土砂災害は、過去
10年（平成25年～令和4年）の平均で、1年
間に約1,440件発生しており、4年も795件の
土砂災害が発生し、死者が4名となるなど、多
大な被害が生じている。
今後の気候変動に伴う降雨の増加による土砂

災害の頻発化・激甚化を踏まえ、従来の土砂災
害防止施設整備による事前防災対策や、土砂災
害警戒区域等の指定及び標識の設置等による土
砂災害リスクに関する周知に加えて、林野部局
と連携した流木対策や、まちづくりの計画と一
体的に実施する土砂災害対策等、関係部局と連
携した効率的・効果的な土砂災害対策を推進し
ている。

第2節　自然災害対策

第
6
章

安
全
・
安
心
社
会
の
構
築

Ⅱ

国土交通白書　2023 197



また、人工衛星等を活
用した土砂災害状況等の
把握も強化しており、
令和4年8月の大雨等で
は、宇宙航空研究開発機
構（JAXA）との協定に
基づいて人工衛星による
被災地域の緊急観測を実
施し、土砂移動等が発生
したと推定される箇所を
早期に把握し、地方整備
局による迅速な被災状況
調査を実施した。

①根幹的な土砂災害対策
近年の大規模な土砂災
害では、人命だけでなく道路やライフライン等
の公共インフラが被災し、応急対策や生活再建
に時間を要する事例が多数生じている。土石流
や土砂・洪水氾濫等の大規模な土砂災害から、
人命はもちろん地域の社会・経済活動を支える
公共インフラを保全するため、土砂災害防止施
設の整備を推進している。

②土砂災害発生地域における緊急的な土砂災害
対策
土砂災害により人命被害や国民の生活に大き
な支障が生じた地域において、安全・安心を確
保し、社会経済の活力を維持・増進していくた
め、再度災害防止を目的とした土砂災害防止施
設の集中的な整備を推進している。

③要配慮者を守る土砂災害対策
自力避難が困難な高齢者や幼児等は、日本の

人口の約3割（総務省統計局『人口推計（2021
年（令和3年）10月1日現在）』より算出）に
も関わらず過去20年間の土砂災害による死者
行方不明者の約半分を占めている。このため「土
砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の
推進に関する法律」（土砂災害防止法）に基づき、
土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施
設のうち、市町村地域防災計画に名称及び所在
地等を定められた施設の管理者等に対し避難確
保計画の作成及び計画に基づく訓練の実施・報
告を義務づけている。また、それらの報告を受
けた市町村長が施設管理者等に対して必要な助
言・勧告を行うことができる制度とすることで、
施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図ら
れるよう支援を行っている。

【関連リンク】
砂防設備の効果事例
URL：https://www.mlit.go.jp/river/sabo/shisetsu_kouka/koukajirei/index.html

【関連データ】
土砂災害による死者・行方不明者に占める高齢者、幼児等の割合（平成 15 年～令和 4 年）
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html

 図表Ⅱ-6-2-1 　いのちとくらしを守る土砂災害対策の推進

いのちとくらしを守る土砂災害対策の推進

○確実に「いのち」を守ることに加え、物流ネットワークや電力、水道、通信、学校、病院など「くら
し」に直結する基礎的なインフラを集中的に保全

○林野部局と連携した流木対策や、砂防事業の計画とまちづくりの計画の一体的な検討を踏まえ
た、土砂災害対策を推進

流木による被害

■ 令和４年８月豪雨によるの土砂災害 ■居住、公共公益施設の誘導を図る区域や
基礎的インフラを保全

国道

土砂災害によるﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾌﾗの被災

JR線
重要交通網

の保全
浄水場等基礎的
インフラの保全

居住誘導区域や地域
生活拠点の保全

土砂災害
警戒区域

砂防堰堤の整備 流木捕捉施設の整備
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④市街地に隣接する山麓斜面における土砂災害
対策
山麓斜面に市街地が接している都市におい

て、土砂災害に対する安全性を高め緑豊かな都
市環境と景観を保全・創出するために、市街地
に隣接する山麓斜面にグリーンベルトとして一
連の樹林帯の形成を図っている。

⑤道路の法面・盛土の土砂災害防止対策
高度化された点検手法等により把握した災害

リスク等に対し、法面・盛土対策を実施している。

⑥地域防災力向上に資する土砂災害対策
土砂災害リスクが高く、土砂災害の発生によ

る地域住民の暮らしへの影響が大きい中山間地
域において、地域社会の維持・発展を図るため、
人命を守るとともに、避難場所や避難路、役場
等の地域防災上重要な役割を果たす施設を保全
する土砂災害防止施設の整備を推進している。
また、リスク情報の提示など土砂災害警戒区域
等における避難体制の充実・強化に係る取組み
に対して支援している。

⑦土砂災害防止法に基づく土砂災害対策の推進
（ア）土砂災害警戒区域等の指定等による土砂

災害対策の推進
「土砂災害防止法」に基づき、土砂災害が発
生するおそれがある土地の区域を明らかにする
ため、法に基づく基礎調査を行い、土砂災害に

より住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそ
れのある区域を土砂災害警戒区域に、建築物に
損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害
が生ずるおそれのある区域を土砂災害特別警戒
区域に指定している。土砂災害警戒区域にか
かる基礎調査は令和元年度末までに一通り完
了し、それらの箇所については3年度末までに
区域指定を概ね完了している。また、近年の土
砂災害の発生状況等を踏まえた社会資本整備審
議会からの答申を受け、2年8月に土砂災害対
策基本指針を変更し、土砂災害警戒区域等の指
定基準を満たす箇所の抽出精度を向上させるた
め、今後の基礎調査においてより詳細な地形図
データを用いることとした。さらに、土砂災害
警戒区域等の認知度向上を図るため、標識の設
置等の取組みを推進している。
土砂災害警戒区域においては、市町村地域防

災計画に避難場所、避難経路等に関する事項を
定める等により警戒避難体制の整備を図るとと
もに、土砂災害特別警戒区域においては、一定
の開発行為の制限、建築物の構造規制等を図る
などのソフト対策を講じている。また、土砂災
害に対する警戒避難体制の整備やハザードマッ
プの作成のためのガイドラインや事例集を示
し、市町村における取組みを促進している。
さらに、土砂災害警戒情報を警戒レベル4避

難指示の判断に資する情報と明確に位置付け、
都道府県知事から関係市町村長への通知及び一
般への周知を義務付けるなど、情報伝達体制の
確立を図っている。

 図表Ⅱ-6-2-2 　土砂災害警戒区域等のイメージ図

急傾斜地の崩壊地滑り土石流
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⑧大規模な土砂災害への対応
河道閉塞（天然ダム）や火山噴火に伴う土石

流等のおそれがある場合には、「土砂災害防止
法」に基づく緊急調査を行い、被害が想定され
る土地の区域及び時期の情報を市町村へ提供し
ている。近年、雨の降り方の激甚化・頻発化に
伴い土砂災害が発生しているため、緊急調査を
含め災害対応力向上を図る訓練や関係機関との
連携強化を推進している。

⑨土砂災害警戒情報の発表
大雨による土砂災害発生の危険度が高まった

時に、市町村長が警戒レベル4避難指示を発令
する際の判断や住民の自主避難の参考となる情
報を対象となる市町村等を特定し、土砂災害警
戒情報として都道府県と気象庁が共同で発表し
ている。また、土砂災害警戒情報を補足する情
報として、土砂災害発生の危険度をより詳細に
示したメッシュ情報等を提供している。

（３）火山災害対策
①活発な火山活動に伴う土砂災害への対策
火山噴火活動に伴い発生する火山泥流や降雨

による土石流等に備え、被害を防止・軽減する
砂防堰堤や導流堤等の整備を進めている。また、
継続的かつ大量の土砂流出により適正に機能を
確保することが著しく困難な施設は、除石等を
行い機能の確保を図っている。
火山噴火活動に伴う土砂災害は、大規模とな

るおそれがあるとともに、あらかじめ噴火位置
や規模を正確に予測することが困難であること
から、被害が大きくなる傾向にある。このため、

活発な火山活動等があり噴火に伴う土砂災害の
おそれがある49火山を対象として、事前の施
設整備とともに噴火状況に応じた機動的な対応
によって被害を軽減するため「火山噴火緊急減
災対策砂防計画」の策定を進めている。また、
改正「活動火山対策特別措置法」が平成27年
12月に施行され、火山防災協議会の構成員と
なる都道府県及び地方整備局等の砂防部局が、
噴火に伴う土砂災害の観点から火山ハザード
マップの検討を行うこととなった。そのため、
「火山砂防ハザードマップ（火山ハザードマッ
プのうち、土砂災害に関するもの）」を整備す
ることにより、火山防災協議会における一連の
警戒避難体制の検討を支援している。
火山噴火の際に噴火前後の比較による迅速な
状況把握を可能とするため、測量用航空機に搭
載したSAR観測機器を用いて、全国の活動的な
火山を対象とした周期的な観測を実施している。
また、火山噴火リアルタイムハザードマップ

システムの整備を行い、浅間山や富士山を始め
とした14火山を対象に運用するなど（令和4
年度末時点）、噴火時に自治体を支援する取組
みを推進している。

②活発な火山活動に伴う降灰対策
道路においては、噴火に伴う路上への降灰が

交通の支障になるなど、社会的影響が大きいこ
とから、路面清掃車による迅速かつ的確な除灰
作業を行うための体制整備を推進している。

③気象庁における取組み
火山噴火災害の防止と軽減のため、全国の火

【関連リンク】
土砂災害警戒情報・土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）
URL：https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html

【関連リンク】
土砂災害警戒情報
URL：https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/sabo_ken_link.html

【関連リンク】
火山防災のために監視・観測体制の充実が必要な火山
URL：https://www.mlit.go.jp/river/sabo/pdf/hmkinkyugensailevel.pdf
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山活動の監視を行い、噴火警報等の迅速かつ的
確な発表に努めている。特に「火山防災のため
に監視・観測体制の充実等が必要な火山」とし
て火山噴火予知連絡会によって選定された50
火山については、観測施設を整備し、24時間
体制で火山活動を監視している（常時観測火山）。
また、平成26年9月の御嶽山の噴火災害を

踏まえた「活動火山対策特別措置法」の改正等
による火山防災協議会の必須構成員として、警
戒避難体制の整備に必要な事項である噴火警戒
レベルについて、火山災害警戒地域に指定され
ている49火山全てで運用するとともに改善を
進めている。

④海上保安庁における取組み
海域における火山活動に伴う現象として、周

辺海域に認められる変色水等を観測し、航行船
舶に情報を提供している。また、海域火山の活
動状況を把握するための基礎資料とするため、
海底地形、地質構造等の基礎情報の整備を行っ
ている。
令和3年8月の噴火により約35年ぶりに新

島が形成された福徳岡ノ場では、引き続き変色
水が確認されるなど火山活動は活発であり、4
年8月には、海徳海山付近の海域で浮遊物を伴
う変色水を認めた。また、西之島についても、
平成25年の再噴火以来、噴火と休止を繰り返
していることから、今後もこれら海域火山の火
山活動の監視観測を実施していく。

⑤国土地理院における取組み
（ア）火山活動観測・監視体制の強化
全国の活動的な火山において、電子基準点

（GNSS注5連続観測施設）や可搬型GNSS連続
観測装置（REGMOS）等によるGNSS連続観

注 5　Global Navigation Satellite System：全球測位衛星システム
注 6　人工衛星で宇宙から地球表面の変動を監視する技術。

測、自動測距測角装置による連続観測を実施し、
地殻の三次元的な監視を行っている。さらに、
他機関のGNSS観測データを合わせた統合解
析や、陸域観測技術衛星2号（だいち2号）の
データを使用したSAR干渉解析注6により、火
山周辺の地殻変動をより詳細に監視している。

（イ）火山周辺の地理空間情報の整備
火山特有の地形等を詳細に表した火山基本図

データや火山の地形分類を表した火山土地条件
図の整備・更新を行っている。

（ウ）火山噴火等に伴う自然災害に関する研究等
GNSSや干渉SAR等の観測と解析の精度を

向上する研究や、それらの観測データの解析結
果から火山活動のメカニズムを解明する研究を
行っている。

（４）高潮・侵食等対策
①高潮・高波対策の推進
頻発する高潮や高波による災害等から人命や

財産を守るため、海岸堤防の整備等のハード対
策を行うとともに、「水防法」に基づく水位周
知海岸及び高潮浸水想定区域の指定等のソフト
対策を推進しており、令和3年には高潮浸水想
定区域の指定対象を拡大し、浸水リスク情報の
空白域を解消するために、「水防法」が改正さ
れた。この「水防法」改正を踏まえ、高潮浸水
想定区域図作成の手引きを改定した。4年3月
末までに20都道府県で高潮浸水想定区域図が
公表されている。
また、港湾の堤外地には物流・産業機能が集

中していることから、これらを高潮・高波によ
る被害から守るため、令和元年房総半島台風に
よる被害も踏まえ、港湾管理者や港湾で活動す

【関連リンク】
GNSS 連続観測がとらえた日本列島の動き
URL：https://www.gsi.go.jp/kanshi/
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る企業等の関係者が連携した高潮・高波対策に
取り組む。

②海岸侵食対策の推進
様々な要因により全国各地で海岸侵食が生じ

ていることから、離岸堤・突堤等の整備や養浜
等に加え、河川、海岸、港湾、漁港の各管理者
間で連携したサンドバイパス注7やサンドリサイ
クル等注8の侵食対策を進めている。

③高潮にかかる防災気象情報の提供
気象庁では、高潮による災害のおそれがある

場合には高潮特別警報、高潮警報、高潮注意報
を発表して警戒・注意を呼びかけるとともに、
高潮にかかる防災気象情報の改善を進めてい
る。台風や発達した低気圧等の接近に伴う高潮
災害では、潮位が上昇する前に風が強まり屋外
への立退き避難が困難な状況となることがあ
り、暴風が吹き始める前に避難を完了すること
が重要である。このため、警戒レベル4避難指
示を発令する目安となる高潮警報について、暴
風が吹き始める時間帯も考慮して十分なリード
タイムを確保して発表する運用をしている。ま
た、警報級の現象が5日先までに予想されてい
るときに、その可能性を［高］又は［中］で知
らせる高潮の早期注意情報（警報級の可能性）
の運用を令和4年9月8日に開始した。これは、
高潮災害への心構えを高める警戒レベル1の情
報である。

（５）津波対策
①津波対策の推進
南海トラフ巨大地震等による大規模な津波災

害に備え、最大クラスの津波に対しては「津波

注 7　海岸の構造物によって砂の移動が断たれた場合に、上手側に堆積した土砂を、下手側海岸に輸送・供給し、砂浜を復元
する工法。

注 8　流れの下手側の海岸に堆積した土砂を、侵食を受けている上手側の海岸に戻し、砂浜を復元する工法。

防災地域づくりに関する法律」に基づき、ハー
ドとソフトの施策を組み合わせた多重防御によ
る対策を進めており、津波浸水想定の設定、ハ
ザードマップの作成支援、津波災害警戒区域等
の指定、推進計画の作成、避難計画の立案等に
おいて地方公共団体を支援している。
また、地方自治体の津波防災地域づくりに関

する取組みを支援する相談窓口を国に設け、ワ
ンストップで相談・提案を行う体制を構築して
いる。
海岸の津波対策においては、堤防の損傷等を

軽減する機能を発揮する粘り強い構造の海岸堤
防等の整備や耐震化、水門・陸閘等の統廃合や
自動化・遠隔操作化等のハード対策を行うとと
もに、水門・陸閘等の安全かつ確実な操作体制
の構築等のソフト対策を推進している。水門・
陸閘等については、「海岸法」において操作規
則の策定を義務付けるとともに、平成28年4
月に補訂した「津波・高潮対策における水門・
陸閘等管理システムガイドライン」により、現
場操作員の安全の確保を最優先した上で、津波・
高潮等の発生時に水門等の操作を確実に実施で
きる管理体制の構築を図っている。
港湾の津波対策においては、大規模津波発生

時にも港湾機能を維持するため、「粘り強い構
造」の防波堤の整備や航路啓開訓練、迅速な沖
合退避や係留強化に資する海・船の視点から見
た港湾強靭化の検討等、防災・減災対策を推進
している。また、津波防災等の分野で顕著な功
績を挙げた方々を表彰する「濱口梧陵国際賞」
授賞式を令和3年に続き開催し、津波防災に係
る普及啓発活動を行っている。
道路の津波対策においては、避難誘導標識シ

ステムの整備、地域住民の方々と避難訓練等を

【関連リンク】
海岸保全施設（堤防、離岸堤等）の整備により駿河湾沿岸の高波被害を防止
URL: https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/kouhou/koukahakkijirei/pdf/koukahakkijirei/jirei1-8.pdf
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実施し、防災機能の強化を図っている。
空港の津波対策においては、津波被災の可能

性のある空港において、津波被災後に早期に緊
急物資・人員の輸送拠点機能を確保するための、
地震・津波に対応する避難計画・早期復旧計画
を策定し、計画に基づき避難訓練等の取組みや
関係機関との協力体制構築等の取組みを推進し
ている。
鉄道の津波対策においては、南海トラフ巨大

地震等による最大クラスの津波からの避難の基
本的な考え方（素早い避難が最も有効かつ重要
な対策であること等）を踏まえた津波発生時に
おける鉄道旅客の安全確保への対応方針と具体
例等を取りまとめており、鉄道事業者における
取組みを推進している。
その他、切迫する巨大地震・津波等に備え、

津波浸水リスクの高い地域等において、河川堤
防のかさ上げ、液状化対策、復興まちづくりの
事前準備等を推進している。

②津波にかかる防災情報の提供
津波による災害の防止・軽減を図るため、気

象庁は、全国の地震活動を24時間体制で監視
し、津波警報、津波情報等の迅速かつ的確な発
表に努めている。また、海底津波計、GPS波
浪計及び沿岸の津波観測点のデータを監視し、
津波警報の更新や津波情報等に活用している。
今後の取組みとして、聴覚障害者や遊泳中の

方等への情報伝達手段として「赤と白の格子模
様の旗（津波フラッグ）」の全国的な周知・普及
をさらに進めるほか、津波発生が予想された際
に適切な避難行動を促進するための、津波避難
の緊急性がより分かりやすく伝わるような津波
到達予想時刻のビジュアル化による提供や、津
波発生後の適切な救助活動等の応急対策を支援
するための津波警報・注意報の解除見込み時間
の提供に向けた準備を進めている。船舶の津波
対策に役立てるため、海上保安庁は、南海トラ
フ巨大地震、首都直下地震等による津波の挙動
を示した津波防災情報図を作成、提供している。

③津波避難対策
将来、南海トラフ巨大地震をはじめとする巨

大地震の発生による津波被害が懸念されること
から、都市計画の基礎的なデータを活用した避
難施設等の適正な配置を行うための方法を取り
まとめた技術的な指針を平成25年6月に策定
し、公表するとともに、都市防災総合推進事業
等を通じて、地方公共団体が実施する避難場所・
避難経路等の整備を支援している。
港湾においては、地方公共団体等による津波

避難計画の策定や津波避難施設の整備を促進し
ている。また、津波等からの退避機能を備えた
物流施設等を整備する民間事業者に対しても、
一般財団法人民間都市開発推進機構による支援
を行っている。

④津波被害軽減の機能を発揮する公園緑地の整備
東日本大震災の教訓を踏まえ、地方公共団体

が復興まちづくり計画の検討等に活用できるよ
う「東日本大震災からの復興に係る公園緑地整
備に関する技術的指針」を平成24年3月に取
りまとめ、公園緑地が多重防御の1つとしての
機能、避難路・避難地としての機能、復旧・復
興支援の機能、防災教育機能の4つの機能を有
するものとし、減災効果が発揮されるための公
園緑地の計画・設計等の考え方を示している。

⑤官庁施設における津波対策
官庁施設は、災害応急対策活動の拠点施設と

して、あるいは、一時的な避難場所として、人
命の救済に資するものであるため、津波発生時
において必要な機能を確保することが重要であ
る。
平成25年2月に社会資本整備審議会より答

申を受けた「大津波等を想定した官庁施設の機
能確保の在り方について」において示された
ハード・ソフトの対策の組み合わせによる津波
対策の考え方を踏まえ、官庁施設を運用管理す
る機関と連携しつつ、総合的かつ効果的な津波
対策を推進している。
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（６）地震対策
①住宅・建築物の耐震・安全性の向上
令和12年までに耐震性が不十分な住宅を、

7年までに耐震性が不十分な耐震診断義務付け
対象建築物を、それぞれおおむね解消とする目
標を達成するため、「建築物の耐震改修の促進
に関する法律」に基づき、耐震診断義務付け対
象建築物の耐震診断結果の公表等により耐震化
の促進を図っている。
住宅・建築物の耐震化については、耐震診断

及び耐震改修等に要する費用の補助、税制優遇、
融資等による支援を行うとともに、耐震診断義
務付け対象建築物については、重点的な支援を
実施している。
ブロック塀等については、所有者等に向けた

安全点検チェックポイントの周知を行うととも
に、耐震診断や除却・改修等に要する費用への
支援等により、安全確保の推進を図っている。

②宅地耐震化の推進
地震等による盛土造成地の滑動崩落や宅地の

液状化による被害を防ぐため、宅地耐震化推進
事業により地方公共団体が実施する変動予測調
査を支援するとともに、大規模盛土造成地にお
ける宅地被害の再度災害防止等、宅地の安全性
確保に対する対策を支援している。

③被災地における宅地の危険度判定の実施
地震等により被災した宅地における二次災害

を防止し、住民の安全確保を図るため、被災後
に迅速かつ的確に宅地の危険度判定を実施でき
るよう、都道府県・政令市から構成される被災
宅地危険度判定連絡協議会と協力して体制整備
を図っている。

④密集市街地の改善整備
防災・居住環境上の課題を抱えている密集市

街地の早急な改善整備は喫緊の課題であり、「地
震時等に著しく危険な密集市街地（危険密集市
街地）」（約1,990ha、令和3年度末）について
令和12年度までに最低限の安全性を確保し、
おおむね解消することとしている。
また、地域防災力の向上に資するソフト対策

について、令和7年度までに、全ての危険密集
市街地で実施されることを目標としている。
この実現に向け、幹線道路沿道建築物の不燃

化による延焼遮断機能と避難路機能が一体と
なった都市の骨格防災軸（防災環境軸）や避難
地となる防災公園の整備、防災街区整備事業、
住宅市街地総合整備事業、都市防災総合推進事
業等による老朽建築物の除却と合わせた耐火建
築物等への建替え、避難や消防活動に資する狭
あい道路の拡幅等のハード対策及び感震ブレー
カーの設置や防災マップの作成、訓練の実施等
の地域防災力の向上に資するソフト対策を推進
している。

⑤オープンスペースの確保
防災機能の向上により安全で安心できる都市

づくりを図るため、地震災害時の復旧・復興拠
点や物資の中継基地等となる防災拠点、市街地
火災等から避難者の生命を保護する避難地等と
して機能する防災公園等の整備を推進してい
る。また、防災公園と周辺市街地の整備改善を
一体的に実施する防災公園街区整備事業を実施
している。

⑥防災拠点等となる官庁施設の整備の推進
官庁施設については、災害応急対策活動の拠

点としての機能を確保するとともに人命の安
全を確保する必要があることから、官庁施設
の耐震基準を満足する割合を令和7年度までに
100％とすることを目標とし、所要の耐震性能
を満たしていない官庁施設について、耐震改修

【関連リンク】
密集市街地の整備改善について
URL: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001485928.pdf
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等による耐震化を推進している。また、地方公
共団体をはじめとする様々な関係者との連携の
下、大規模災害の発生に備え、防災拠点等とな
る官庁施設の整備を推進している。

⑦公共施設等の耐震性向上
河川事業においては、いわゆるレベル2地震

動においても堤防、水門等の河川構造物が果た
すべき機能を確保するため、耐震照査を実施す
るとともに、必要な対策を推進している。
道路事業においては、地震による被災時に円

滑な救急・救援活動、緊急物資の輸送、復旧活
動に不可欠な緊急輸送を確保するため、緊急輸
送道路上の橋梁及び同道路をまたぐ跨道橋、
ロッキング橋脚橋梁の耐震補強対策や無電柱化
を実施している。
海岸事業においては、ゼロメートル地帯等に

おいて地震により堤防等が損傷し、大規模な浸
水が生じないよう、また、南海トラフ地震等に
おいて、津波到達前に堤防等の機能が損なわれ
ないよう、施設の機能や背後地の重要度等を考
慮して、耐震対策を推進している。
港湾事業においては、災害時に陸上輸送が遮

断された場合でも緊急物資の海上輸送機能を確
保するとともに、発災直後から企業活動の維持
を図るため、耐震強化岸壁の整備、臨港道路の
耐震化及び民有港湾施設の耐震化支援等を推進
している。
空港事業においては、地震発生後における緊

急物資等輸送拠点としての機能確保や航空ネッ
トワークの維持に必要となる滑走路等の耐震対
策を実施している。
鉄道事業においては、首都直下地震や南海ト

ラフ地震等の大規模地震に備え、地震時におけ
る、鉄道ネットワークの維持や鉄道利用者の安
全確保等を図るため、主要駅や高架橋等の鉄道
施設の耐震対策を推進している。また、令和4
年3月に発生した福島県沖を震源とする地震に
よる東北新幹線の脱線及び施設被害を踏まえ、
学識経験者等による検証委員会を設置し、脱線・

逸脱防止対策や構造物等の耐震対策等、これま
で進めてきた新幹線の地震対策について検証を
進めている。このうち、構造物等の耐震対策に
ついては、同年12月に中間とりまとめを公表
し、同年3月の地震において比較的大きな軌道
沈下が発生した高架橋と同様の新幹線の高架橋
の柱については、7年度までに前倒しする形で
優先的に耐震補強を進めている。
下水道事業においては、地震時においても下

水道が果たすべき役割を確保するため、重要な
下水道施設の耐震化を図る「防災」と、被災を
想定して被害の最小化を図る「減災」を組み合
わせた総合的な地震対策を推進している。

⑧大規模地震に対する土砂災害対策
南海トラフ地震等の大規模地震に備え、防災

拠点や重要交通網等への影響、孤立集落の発生
が想定される土砂災害警戒区域等において、
ハード・ソフト一体となった総合的な土砂災害
対策を推進している。
また、大規模地震発生後は、関係機関と連携

を図り、災害状況等を迅速に把握するとともに、
応急対策を的確に実施することが重要である。
このため、衛星等を活用した状況把握の迅速化
や関係機関等と実践的な訓練を行うなど危機管
理体制の強化を図っている。

⑨気象庁における取組み
地震による災害の防止・軽減を図るため、全

国の地震活動及び南海トラフ沿いの地殻変動を
24時間体制で監視し、緊急地震速報、地震情報、
南海トラフ地震に関連する情報等の迅速かつ的
確な発表に努めている。また、令和4年12月
より「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の運
用を、5年2月より地震発生直後の迅速な救助
活動を支援するため、より詳細な推計震度分布
情報の提供を開始した。
長周期地震動については、令和5年2月より

観測情報のオンライン提供及び長周期地震動の
予測を含めた緊急地震速報の発表を開始した。
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⑩海上保安庁における取組み
巨大地震発生メカニズムの解明のため、海溝

型巨大地震の発生が将来予想されている南海ト
ラフ等の太平洋側海域において、海底地殻変動
観測を実施し、想定震源域におけるプレート境
界の固着状態の把握に努めている。特に、南海
トラフの強固着域の沖側におけるゆっくりすべ
りの検出（令和元年度）、及び東北地方太平洋
沖地震後の経時的な地殻変動メカニズムの理解
（3年度）に貢献している。

⑪国土地理院における取組み
（ア）地殻変動観測・監視体制の強化
全国及び南海トラフ沿いの地域等において、

電子基準点等約1,300点によるGNSS連続観
測、だいち2号の観測データを使用したSAR
干渉解析、水準測量等による地殻変動の監視を
強化している。

（イ）防災地理情報の整備
主要な活断層が存在する地域や、人口や社会

インフラが集中している地域を対象に、活断層
図等、土地本来の災害リスク評価の基礎となる
防災地理情報を整備・更新している。

（ウ）地震に伴う自然災害に関する研究等
GNSS、干渉SAR、水準測量等の測地観測

成果から、地震の発生メカニズムを解明すると
ともに、観測と解析の精度を向上する研究を
行っている。また、国土の基本的な地理空間情
報と震度を組み合わせて解析し、災害時におけ
る迅速な情報の提供に関する研究開発及び評価
を行っている。さらに、関係行政機関・大学等
と地震予知に関する調査・観測・研究結果等の
情報交換とそれらに基づく学術的な検討を行う
地震予知連絡会、地殻変動研究を目的として関
係行政機関等が観測した潮位記録の収集・整理・
提供を行う海岸昇降検知センターを運営してい
る。

⑫帰宅困難者対策
大都市において大規模地震が発生した場合、

都市機能が麻痺し東日本大震災以上の帰宅困難
者が発生することが予想されることから、人口・
都市機能が集積した地域における滞在者等の安
全確保のため、平成24年に都市再生安全確保
計画制度を創設し、都市再生緊急整備地域（全
国52地域：令和5年3月末現在）において、
都市再生安全確保計画の作成や、都市再生安全
確保施設に関する協定の締結、各種規制緩和等
により、官民の連携による都市の防災性の向上
を図っている。また、主要駅周辺等も補助対象
地域としている都市安全確保促進事業により、
都市再生安全確保計画等の作成や計画に基づく
ソフト・ハード両面を総合的に支援している。
加えて、帰宅困難者等への対応能力を都市機能
として事前に確保するため、災害時拠点強靱化
緊急促進事業により、防災拠点の整備を支援し
ている。

⑬災害時の業務継続機能の確保
大都市の業務中枢拠点において、世界水準の

ビジネス機能・居住機能を集積し、国際的な投
資と人材を呼び込むためには、我が国大都市の
弱みである災害に対する脆弱性を克服していく
ことが必要である。このため、災害に対する対
応力の強化として、災害時の業務継続に必要な
エネルギーの安定供給が確保される業務継続地
区の構築を行うため、エネルギー面的ネット
ワークの整備を推進している。

⑭地下街の安心安全対策
都市内の重要な公共的空間である地下街は、

大規模地震等災害発生時に利用者等の混乱が懸
念されるとともに、施設の老朽化も進んでいる
ことから、「地下街の安心避難対策ガイドライ
ン」を策定し、利用者等の安心避難のための防
災対策を推進している。
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（７）雪害対策
①冬期道路交通の確保（雪寒事業）
冬期の道路交通確保のため、道路管理者と関
係機関で構築した情報連絡本部等で策定したタ
イムラインに基づき、出控えなどの行動変容を
促すとともに、必要に応じて、並行する高速道
路と国道の同時通行止めを含む計画的・予防的
な通行止めや集中除雪などを実施している。ま
た、立ち往生等の発生が懸念される箇所の事前
把握や消融雪施設等の整備、除雪機械の確保や
適切な配置、AI技術を活用したカメラ画像の解
析による交通障害自動検知の推進、関係機関及
び民間企業との災害時における協定の締結等を
推進している。さらに、通行止めが長時間見込
まれる際は乗員保護を実施することとしている。

②豪雪地帯における雪崩災害対策
全国には、約21,000箇所の雪崩危険箇所が

あり、集落における雪崩災害から人命を保護す
るため、雪崩防止施設の整備を推進している。

③大雪に関する防災気象情報の提供
気象庁では大雪による災害の防止や交通障害

等の雪による社会的な混乱を軽減するために、
警報・注意報や気象情報等を発表し段階的に警
戒や注意を呼びかけている。5日先までに警報
級の大雪が予想されている時には、「早期注意
情報（警報級の可能性）」を発表して注意を呼
びかけ、冬型の気圧配置により日本海側で数日
間降雪が持続するようなときなどで精度良く予
測が可能な場合には48時間先からの24時間予
想降雪量を情報発表して、早めの対策を呼びか
けている。社会的影響の大きい災害が起こるお
それのある時には、そのおおむね3～ 6時間前
に「大雪警報」を発表して警戒を呼びかけ、短

注 9　「国土交通省防災情報提供センター」ウェブサイト：https://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/
注 10　「ハザードマップポータルサイト」：https://disaportal.gsi.go.jp/

時間に顕著な降雪が観測され今後も継続すると
見込まれる場合には、「顕著な大雪に関する気
象情報」を発表し大雪への一層の警戒を呼びか
けている。
加えて、積雪の深さと降雪量について24時

間前の状況から6時間先までの予報を一体的に
確認できる、「今後の雪（降雪短時間予報）」を
気象庁ホームページで公開しており、外出予定
の変更や迂回経路の選択等の行動判断を支援す
る資料となっている。

（８）防災情報の高度化
①防災情報の集約
「国土交通省防災情報提供センター」注9では、
国民が防災情報を容易に入手・活用できるよう、
保有する雨量等の情報を集約・提供しているほ
か、災害対応や防災に関する情報がワンストッ
プで入手できる。

②ハザードマップ等の整備
災害発生時に住民が適切な避難行動をとれる

よう、市町村によるハザードマップの作成及び
住民への周知・活用を促進するとともに、全国
の各種ハザードマップを検索閲覧できるハザー
ドマップポータルサイト注10を整備し、公開し
ている。

③防災気象情報の改善
気象庁では、気象災害を防止・軽減するため

に、特別警報・警報・注意報や気象情報等を発
表し段階的に警戒や注意を呼びかけるととも
に、実際にどこで危険度が高まっているかリア
ルタイムで予測し地図上で確認できるキキクル
（大雨・洪水警報の危険度分布）等を提供して
いる。また、国土交通省や都道府県と共同で土

【関連データ】
ハザードマップの整備状況　
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html
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砂災害警戒情報、指定河川洪水予報を発表して
いる。
令和4年度は、3年4月に取りまとめられた

防災気象情報の伝え方の改善策と推進すべき取
組みとして、線状降水帯による大雨に関する半
日程度前からの呼びかけや大雨特別警報（浸水
害）の指標の改善等、防災気象情報がより一層
避難をはじめとする防災対策に役立てられるよ
うな取組みを実施した。他方、防災気象情報の
複雑化が指摘されていることを踏まえ、河川・
砂防・海岸部局等との緊密な連携の下、「防災
気象情報に関する検討会」という有識者検討会
を開催し、防災気象情報全体の体系整理や個々
の防災気象情報の抜本的な見直しを行うべく、
検討を進めている。

（９）危機管理体制の強化
自然災害への対処として、災害に結びつくお

それのある自然現象の予測、迅速な情報収集、
災害時の施設点検・応急復旧、海上における救
助活動、被災自治体の支援等の初動対応体制を
構築するとともに、災害対応のさらなる迅速
化・高度化を図るため、「統合災害情報システ
ム（DiMAPS）」等を用いて災害初動期の情報
収集・共有体制を強化するなど、災害対応力の
向上を図っている。

① TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）によ
る災害対応
令和4年度は、主に4年8月の大雨及び台風

第14号等の災害に対し、TEC-FORCEを派遣
し被災自治体を支援した。
令和4年8月の大雨では、停滞した前線等の

影響により、東北・北陸地方の日本海側を中心
に記録的な大雨となり、各地で土砂災害や河川
の氾濫、浸水被害が発生した。国土交通省では、
1道18県27市町村へTEC-FORCEを派遣し、
各地の河川氾濫箇所等において、排水ポンプ車
による浸水排除や被災状況調査を実施するな
ど、被災地の早期の復旧・復興を支援した。

令和4年9月には、九州を中心に西日本で記
録的な大雨や暴風をもたらした台風第14号に
より、宮崎、熊本県内で多数の孤立の発生や、
各地で土砂崩れや浸水等の被害が発生した。
国土交通省では、1道2府31県33市町村へ
TEC-FORCEを派遣し、専門家による被災し
た橋梁等の応急措置及び復旧方針等の技術的助
言や、被災状況調査を実施するなど、被災地の
早期の復旧・復興を支援した。
これらの被災状況調査では、オンラインでの

被災状況の集約などを可能とするiTEC（TEC
アプリ）やドローン等を活用し、活動の効率化
や調査結果の迅速な共有等に効果を発揮した。

②業務継続体制の確保
首都直下地震発生時に防災対策業務を遅滞な

く実施するとともに、業務停止が社会経済活動
に重大な影響を及ぼす業務の継続性を確保する
ことを目的に、平成30年5月に国土交通省業
務継続計画（第4版）を取りまとめた。また、
業務の継続体制確保に向け、首都直下地震を想
定した職員非常参集訓練等を毎年実施している。

③災害に備えた情報通信システム・機械等の配備
災害時の情報通信体制を確保するため、本省、

地方整備局、関係機関等の間で、マイクロ回線
と光ファイバを用いた信頼性の高い情報通信
ネットワーク整備に加え、災害現場からの情報
収集体制を強化するために衛星通信回線を活用
した通信機器や臨時回線を構築可能なi-RAS、
公共BBといった通信機器も全国に配備し、機
動性の高い運用体制を整えている。また、大規
模災害が発生した場合、全国の地方整備局等に
配備している災害対策用ヘリコプター、移動型
衛星通信設備（Car-SAT）、衛星通信車、排水
ポンプ車、照明車等の災害対策用機械を迅速に
派遣できる体制をとっており、令和4年度に発
生した災害時においてこれらの災害対策用機械
を現地へ派遣し、復旧活動の支援等を行った。
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④実践的・広域的な防災訓練の実施
「水防月間」（5月）から6月にかけて、全国
7箇所にて各地域の特性に応じた総合水防演習
を実施し、水防技術の向上・伝承及び水防団の
士気高揚を図るとともに、幅広い主体の参加に
よる地域社会全体の防災意識の向上、実践的な
シナリオによる災害対処能力のさらなる向上を
図った。
「防災の日」（9月1日）には、首都直下地震
を想定した国土交通省緊急災害対策本部運営訓
練を実施したほか、地方整備局等において自治
体とのTV会議等による情報伝達訓練等を実施
し、大規模地震への対応力の向上を図った。さ
らに、「津波防災の日」「世界津波の日」（11月
5日）に際し、高知県高知市、南国市で国・県・
市の参加のもと、南海トラフ巨大地震を想定し
た大規模津波防災総合訓練を実施し、住民等の
避難訓練、救助訓練、道路・航路啓開や緊急排

水訓練等を行った。

⑤海上保安庁による災害対応
海上保安庁では、組織力・機動力を活かし、

海上で発生した災害のほか、陸域で発生した災
害に対しても巡視船艇・航空機や特殊救難隊等
を出動させ、人命救助や被害状況調査を実施す
るとともに、被災地域の状況やニーズに合わせ
情報発信を行いつつ、被災者支援を実施してい
る。
令和4年も自然災害による被害が各地にもた

らされ、行方不明者の捜索のほか、多数の漂流
物等に関する航行警報や海の安全情報による情
報提供、さらには、電気等のライフライン確保
のため、協定に基づく電力会社の人員及び資機
材の搬送や、給水支援による被災者支援を実施
した。

 図表Ⅱ-6-2-3 　海上保安庁による災害対応の状況

⑥地方整備局及び北海道開発局の体制の確保
国土交通省の現場を支える地方整備局及び北

海道開発局は、災害からの復旧・復興や新たな
社会資本整備などに努めてきたところであり、
近年の激甚化・頻発化する自然災害やインフラ
老朽化対策に対応する中で、その役割や地域か
らの期待も大きくなっている。
一方で、地方整備局等については、避難につ

ながる迅速な情報提供や災害発生時の機敏な初
動対応など、国民の命と暮らしを守るための的

確な対応を行う上で多くの課題に直面している。
こうした中、数多くの自然災害からの復旧・

復興や、防災・減災、国土強靱化への取組み等
に対応するため、地方整備局等に必要な体制を
確保していく。

（10）ICT を活用した施設管理体制の充実強化
危機管理に備えた公共施設管理体制の充実強

化のため、ICTを活用した高度化を図ってい
る。具体的には、インターネット等を活用した
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防災情報の提供等、安全な道路利用のための対
策を進めているほか、排水機場等の河川管理施
設や下水処理場・ポンプ場等の遠隔監視・操作、
河川の流況や火山地域等の遠隔監視を実施する
など、管理の高度化を図っている。
さらに、津波・高潮等による災害に対して、

水門・陸閘等を安全かつ迅速、確実に閉鎖する
ため、衛星通信等を利用した水門・陸閘等の自
動化、遠隔操作化について、防災・安全交付金
により支援している。

（11）公共土木施設の災害復旧等
令和4年の国土交通省所管公共土木施設（河

川、砂防、道路、海岸、下水道、公園、港湾等）
の被害は、4年8月の大雨等や令和4年台風第
14号、第15号の暴風雨等など、全国的に災害
が頻発したことにより、約3,892億円（9,812
箇所）と報告されている。
これらの自然災害による被害について、被災

直後から現地にTEC-FORCEを派遣し、被災
調査等を実施したほか、災害復旧や改良復旧の
計画立案を支援するため、本省災害査定官を派
遣し、復旧方針、工法等の技術的助言など、被
災自治体への支援を実施している。
また、大規模災害時において、様々な災害査

定の効率化（机上査定限度額の引上げ、設計図
書の簡素化等）を実施したことにより、被災地
域において迅速な災害復旧が図られている。災
害査定においては、ドローン等のデジタル技術
の活用やリモート査定を行うことで、災害査定
の効率化が図られている。さらに、災害復旧に
おいては、原形復旧のみならず、再度災害を防
止するため、施設の機能を強化する改良復旧
の観点から取り組んでいる。あわせて、環境
省と連携し宅地内やまちなかに堆積した廃棄物
や土砂を一括して撤去できるスキームを活用す
る等、関係機関が緊密に連携することにより、
市町村が行う土砂等の撤去の迅速化に努めてい
る。加えて、令和4年度は、地方公共団体から
の要請に基づき、直轄権限代行による災害復旧

事業や応急組立橋の貸出しによる早期の交通確
保を支援している。
この他、令和4年8月の大雨等により被災し

た地域や事前防災・減災対策を図る必要の生じ
た地域等99地区において、緊急的かつ機動的
に防災・減災対策等強化事業推進費を配分し、
住民等の安全・安心の確保を図っている。

（12）�安全・安心のための情報・広報等ソフト
対策の推進

安全・安心の確保のために、自然災害を中心
として、ハード面に限らずソフト面での対策の
取組みを進めるため、「国土交通省安全・安心
のためのソフト対策推進大綱」に基づき、毎
年、進捗状況の点検を行ってきたが、東日本大
震災を受けて、ソフトとハードの調和的かつ一
体的な検討が必要であることが顕在化したこと
から、社会資本整備重点計画・国土交通省防災
業務計画の見直しを踏まえ、検討を行っている。

（13）盛土による災害防止に向けた取組み
①盛土による災害防止に向けた対策の推進
令和3年7月に静岡県熱海市伊豆山で発生し

た土石流災害を契機とする盛土による災害防止
対策については、同年12月に有識者会議であ
る「盛土による災害の防止に関する検討会」に
おいて取りまとめられた提言を踏まえ、危険な
盛土箇所に関する対策や、危険な盛土等を規制
するための新たな法制度の創設等、関係府省の
緊密な連携の下、提言に位置づけられた施策の
推進に全力で取り組んでいる。

②盛土の総点検　
令和3年8月11日に、農林水産省、林野庁、

国土交通省、環境省の関係局長等による連名で、
都道府県知事に対し盛土の総点検を依頼し、4
年3月末時点において、全国の総点検対象とな
る約3.6万箇所のうち、ほぼ全ての盛土につい
て目視等による点検完了の報告があった。
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③宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に向け
た対応
盛土等による災害から国民の生命・身体を守

るため、令和4年5月に「宅地造成等規制法」
を抜本的に改正し、盛土等を行う土地の用途や
その目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一
律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び
特定盛土等規制法」を公布した（令和5年5月
26日に施行）。
法施行後の円滑な運用のため、農林水産省及

び林野庁と連携し、規制区域の指定等のための
基礎調査実施要領や盛土等の安全対策に必要な
マニュアル、ガイドライン等の策定を行っている。
引き続き、本法に基づく規制が速やかに、か

つ、実効性を持って行われるよう、地方公共団
体による早期の規制区域指定のための基礎調査
の実施や危険な盛土に対する安全性把握調査、
安全対策等の取組みを支援する等、盛土による

災害防止に向けて取組む。

（建設工事から発生する土の搬出先の明確化等）
盛土等に伴う災害防止を促進するため、盛土

等の行為に関する規制と併せて、建設発生土の
搬入・搬出プロセスに着目し、必要な対策を講
ずる。具体的には、工事の発注段階で建設発生
土の搬出先を指定する等の指定利用等を進める
とともに、「資源有効利用促進法」等に基づく
建設発生土の計画制度強化やストックヤード運
営事業者登録制度の創設により搬出先の明確化
を図る。

（14）災害危険住宅移転等
自然災害の発生した地域又は災害のおそれの

ある区域内の住居の移転について、防災集団移
転促進事業や、がけ地近接等危険住宅移転事業
により移転を促進している。

災害に強い交通体系の確保
（１）多重性・代替性の確保等
風水害・土砂災害・地震・津波・噴火・豪雪・

原子力災害等が発生した直後から、救命・救助
活動等が迅速に行われ、社会経済活動が機能不
全に陥ることなく、また、制御不能な二次災害
を発生させないことなどを目指し、高規格道路
のミッシングリンクの解消及び暫定2車線区間
の4車線化、高規格道路と代替機能を発揮する
直轄国道とのダブルネットワークの強化、災害
時の道路閉塞を防ぐ無電柱化等を推進し、災害
に強い道路ネットワークの構築を進め、鉄道・
港湾・空港等の施設の耐災化や緊急輸送体制の
確立を図ることにより多重性・代替性を確保す
るとともに、利用者の安全確保に努めている。

（２）道路防災対策
大規模災害時の救急救命活動や復旧支援活動

を支えるため、災害に強い国土幹線道路ネット
ワークの構築、レーザープロファイラ等を活用

した土砂災害等の危険箇所の把握及び防災対策
（法面・盛土対策等）、震災対策（耐震補強等）、
雪寒対策（防雪施設の整備等）、道路施設への
防災機能強化（道の駅及びSA・PAの防災機
能の付加、避難路・避難階段の整備）等を進め
るとともに、大規模地震に備えた道路啓開計画
の実効性を高めるため、民間企業等との災害協
定の締結や、道路管理者間の協議会による啓開
体制の構築を推進している。また、平成26年
11月の「災害対策基本法」の改正を踏まえ、
速やかな道路啓開に資する、道路管理者による
円滑な車両移動のための体制・資機材の整備を
推進している。
さらに、発災時には、道路管理用カメラ等に

よる状況把握や官民のプローブデータなども活
用した「通れるマップ」により関係機関に通行
可否情報の共有・提供を実施している。
また、令和5年3月までに、近年の自然災害

の頻発化・激甚化を踏まえ、災害時に防災拠点
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としての利用以外の禁止・制限等が可能となる
防災拠点自動車駐車場として、道の駅354箇
所、SA・PA 146箇所を指定した。
このほか、地方公共団体のニーズを踏まえた、

津波や洪水による浸水から避難するため、道路
の高架区間等の活用が可能な箇所において、避
難階段等の整備を推進している。また、津波被
害を軽減するための対策の一つとして、標識柱
等へ海抜表示シートを設置し、道路利用者への
海抜情報の提供を推進している。

（３）無電柱化の推進
道路の防災性の向上や安全で快適な通行空間

の確保、良好な景観の形成、観光振興の観点か
ら、令和3年5月に策定した無電柱化推進計画
に基づき、無電柱化を推進しており、沿道区域
における届出・勧告制度の運用開始、道路事業
や市街地開発事業等の実施時に原則無電柱化、
将来の電力需要が見込める場合の道路整備と同
時の管路等の整備、緊急輸送道路等の既設電柱
に対する優先順位を決めた早期の占用制限の開
始等の取組を行う。

（４）各交通機関等における防災対策
空港については、平成30年の台風第21号や

北海道胆振東部地震や令和元年房総半島台風に
より空港機能やアクセス機能が喪失し、多くの
滞留者が発生したことを踏まえ、このような大
規模自然災害による多様なリスクに対し、アク
セス事業者を含めた関係機関が一体となって対
応する「統括的災害マネジメント」の実現によ
る自然災害に強い空港作りを目指している。
そのため、耐震対策や浸水対策等のハード対

策に加え、ソフト対策として「統括的災害マネ
ジメント」の考え方を踏まえ、各空港で策定さ
れた空港BCP注11に基づき、災害時の対応を行
うとともに、訓練の実施等による空港BCPの

注 11　空港全体としての機能保持及び早期復旧に向けた目標時間や関係機関の役割分担等を明確化した空港の事業継続計画
（A2（Advanced/Airport）-BCP）。

実効性強化に取り組んでいる。
鉄道については、旅客会社等が行う落石・雪

崩対策等の防災事業や、開通以来30年以上が
経過する青函トンネルについて、独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う先進導
坑や作業坑に発生している変状への対策等に対
し、その費用の一部を助成している。
また、風水害・雪害等からの鉄軌道の安全確
保を図るため、トンネル、雪覆、落石覆その他の
災害等防止設備等の点検や、除雪体制の整備、
災害により列車の運転に支障が生ずるおそれのあ
る場合の当該路線の監視等の適切な実施、適切
な計画運休等の実施など、災害に強く安全な鉄
道輸送の確保のために必要な対応を行っている。
さらに、令和２年12月にとりまとめられた

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速
化対策」に基づき、豪雨対策や浸水対策、耐震
対策、老朽化対策を７年度までの間に集中的に
実施することとしている。
被災した鉄道に対する復旧支援については、

「鉄道軌道整備法」に基づく災害復旧事業費補
助により、地震や豪雨などの災害で被災した鉄
道の早期復旧を支援している。また、特に大規
模な災害で甚大な被害を受けた鉄道において、
事業構造を変更し、公的主体が鉄道施設を保有
する場合に、国の支援を手厚くし、復旧を強力
に支援している。

（５）円滑な支援物資輸送体制の構築等
首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の広域

かつ大規模な災害が発生し、物流システムが寸
断された場合、国民生活や経済活動へ甚大かつ
広域的な影響が生じることが想定される。被災
者の生活の維持のためには、必要な支援物資を
確実・迅速に届けることが重要であることから、
災害時における円滑な支援物資物流を実現する
ため、引き続き、地方ブロックごとに国、地方
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公共団体、物流事業者団体等の関係者が参画す
る協議会等において、物流専門家の派遣を含む
都道府県と物流事業者団体との災害時協力協定
の締結の促進や、平成30年度に策定した「ラ
ストマイルにおける支援物資輸送・拠点開設・
運営ハンドブック」（以下、「ハンドブック」）
の周知、新たな民間物資拠点のリストアップの
促進を行った。

また、令和4年度においては、新型コロナウ
イルス等感染症対策を踏まえた物資輸送拠点の
設営等、新たな課題に対応したハンドブックの
改訂を行うとともに、大雨や大雪等、予見可能
な災害におけるサプライチェーンの維持を図る
ため、荷主と物流事業者の連携体制の構築等、
大規模地震以外の災害等にも対応可能なBCP
策定ガイドラインを策定した。

� �第3節 � 建築物の安全性確保
（１）住宅・建築物の安全性の確保
構造・防火安全性等が確保されたストック形

成、既存ストックの有効活用等の観点から、建
築基準及び関係規定等の適切な運用及び見直し
に継続的に取り組んでいる。
近年のビル火災等を踏まえ、令和4年12月

に「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全
改修ガイドライン」を策定するとともに、5年
度より建築物の火災安全改修に係る支援制度を
新たに設けるなど、既存建築物の火災安全対策
の推進に取り組んでいる。

（２）昇降機や遊戯施設の安全性の確保
昇降機（エレベーター、エスカレーター）や

遊戯施設の事故原因究明のための調査並びに地
方公共団体及び地方整備局職員を対象とした安
全・事故対策研修を引き続き行うとともに、昇
降機の適切な維持管理に関する指針等の積極的
な活用及び既設エレベーターへの戸開走行保護
装置の設置の促進等についての周知を行い、安
全性の確保に向けた取組みを進めた。

� �第4節 � 交通分野における安全対策の強化

運輸事業者における安全管理体制の構築・改善
「運輸安全マネジメント制度」は、運輸事業
者に安全統括管理者の選任と安全管理規程の作
成を義務付け、経営トップのリーダーシップの
下、会社全体が一体となった安全管理体制を構
築することを促し、国土交通省が運輸安全マネ
ジメント評価（運輸事業者の取組状況を確認し、
必要な助言等を行うもの）を行う制度であり、
JR西日本福知山線列車脱線事故等の教訓を基
に、平成18年10月に導入されたものである。
令和4年度においては、運輸安全マネジメン

ト評価を延べ294者（鉄道63者、自動車119
者、海運99者、航空13者）に対して実施した。
また、同制度への理解を深めるため、国が運

輸事業者を対象に実施する運輸安全マネジメ
ントセミナーについては、令和4年度において
2,321人が受講した。さらに、中小事業者に対
する同制度の一層の普及・啓発等を図るため、
平成25年7月に創設した認定セミナー制度（民
間機関等が実施する運輸安全マネジメントセミ
ナーを国土交通省が認定する制度）に関しては、
令和4年度において6,202人がセミナーを受講
した。その他、運輸事業の安全に関するシンポ
ジウム等も実施した。
運輸安全マネジメント制度においては、知床

遊覧船事故を受け、小型旅客船事業者による運
輸安全マネジメントの取組の強化を通じ、経営

� �第3節 � 建築物の安全性確保� 建築物の安全性確保

� �第4節 � 交通分野における安全対策の強化� 交通分野における安全対策の強化
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トップの安全意識の底上げ・向上を図ることや、
効果的な評価実施のため国の体制強化を図るこ
とが急務となっている。このため、事業規模、
経営状況等の態様や運航環境等に即してメリハ
リをつけた小規模事業者のための評価手法を検
討した上で、今後概ね5年間を目途に小型旅客
船不定期航路事業者の運輸安全マネジメント評
価を実施することとした。
加えて、テロへの対応について、先進事例の

情報収集を行い集約した知見を事業者間で共有
し、その対応が求められる事業者を中心に評価
を実施するとともに、感染症への対応について
も、効果的な手法を検討し評価を実施した。

注 12　JR 西日本福知山線列車脱線事故があった平成 17 年度など、甚大な人的被害を生じた運転事故があった年度の死傷者
数は多くなっている。

また、昨今の自然災害の頻発化・激甚化を受
け、運輸安全マネジメント制度の中に自然災害
対応を組み込むことにより運輸事業者の取組み
を促進するため、令和2年7月、「総力戦で挑
む防災・減災プロジェクト」の一環として、運
輸事業者が防災マネジメントに取り組む際のガ
イダンスとなる「運輸防災マネジメント指針」
を策定・公表したところであり、以後の運輸安
全マネジメント評価においては、同指針を活用
し、防災マネジメントに関する評価を実施して
いる。これらの取組みにより、運輸安全マネジ
メント制度の強化・拡充を図った。

 図表Ⅱ-6-4-1 　運輸安全マネジメント制度の概要

運輸安全マネジメント制度の内容

国土交通省

①安全方針の策定・周知②安全重点施策の策定、見直し③教育・訓練の実施
など、全１４項目にわたる。

各事業法に基づき、以下の義務づけ
①安全管理規程の作成
②安全統括管理者（役員以上）の選任
経営トップのリーダーシップの下、自主的な安全管理体制を構築・運営

運輸事業者

＜安全管理体制の主な内容＞

 運輸安全マネジメント評価
本省・地方運輸局の評価チームが事業者に赴き、輸送の安全に関する取組状況を確認し、

継続的改善に向けて評価を実施
 セミナー、シンポジウムの実施

全国各地で中小事業者を中心に普及・啓発を実施し、事業者の自主的な取組みを促進

評価
啓発

PLAN

DOCHECK

ACT

鉄軌道交通における安全対策
鉄軌道交通における運転事故件数は、自動列
車停止装置（ATS）等の運転保安設備の整備
や踏切対策の推進等を行ってきた結果、長期的
には減少傾向注12にあるが、一たび列車の衝突
や脱線等が発生すると、多数の死傷者を生じる
おそれがあることから、引き続き安全対策の推

進が必要である。

（１）鉄軌道の安全性の向上
過去の事故等を踏まえて、必要な基準を制定

するなどの対策を実施し、これを鉄軌道事業者
が着実に実行するよう指導するとともに、保安
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監査等を通じた実行状況の確認や、監査結果等
のフィードバックによる更なる対策の実施を通
じて、鉄軌道の安全性の向上を促している。
また、鉄軌道事業者に対し、計画的に保安監

査を実施するほか、重大な事故、同種トラブル
等の発生を契機に臨時に保安監査を実施するな
ど、メリハリの効いた効果的な保安監査を実施
することにより、保安監査の充実を図っている。

（２）踏切対策の推進
都市部を中心とした「開かずの踏切」注13等は、

踏切事故や慢性的な交通渋滞等の原因となり、
早急な対策が求められている。このため、道路
管理者と鉄道事業者が連携し、「踏切道改良促
進法」及び「第11次交通安全基本計画」に基
づき、立体交差化、構造改良、横断歩道橋等の
歩行者等立体横断施設の整備、踏切遮断機等の
踏切保安設備の整備等により踏切事故の防止に
努めている。
令和4年度は、「踏切道改良促進法」に基づき、
改良すべき踏切道として、新たに85箇所を指
定した。指定した踏切道をはじめ、課題のある
踏切道については、地方踏切道改良協議会を適
宜開催し、道路管理者と鉄道事業者が、地域の
実情に応じた踏切対策の一層の推進を図った。
また、災害時の管理方法の指定制度に基づき、
災害時の管理の方法を定めるべき踏切道として
191箇所を指定した。指定した踏切道について
は、道路管理者と鉄道事業者が、災害時に長時
間遮断が生じないよう、連絡体制や優先開放の
手順等の管理方法の策定に向けた協議を行い、
取組みを推進した。さらに、道路管理者と鉄道
事業者が連携して作成・公表している「踏切安
全通行カルテ」を更新し、踏切対策の「見える化」
を進めた。このほか、視覚障害者の踏切内での
事故を受け令和4年6月に改訂した ｢道路の移
動等円滑化に関するガイドライン｣ の周知に加
え、詳細な仕様や構造の検討を進めるとともに、

注 13　列車の運行本数が多い時間帯において、踏切遮断時間が 40 分／時以上となる踏切。

踏切道におけるバリアフリー対策を推進した。
令和5年度は、引き続き、改良すべき踏切道

を国土交通大臣が機動的に指定し、立体交差化
や踏切周辺道路の整備、踏切保安設備の整備、
踏切道におけるバリアフリー対策の推進などの
総合的かつ一体的な対策を推進する。また、災
害時の管理の方法を定めるべき踏切道として、
法指定を進めるとともに、指定された踏切道に
おける管理の方法の策定を目指し、災害時の適
確な管理の促進を図る。併せて、改良後の踏切
対策の評価により、着実なフォローアップを実
施する。

（３）ホームドアの整備促進
視覚障害者等をはじめとしたすべての駅利用

者の安全性向上を図ることを目的に、ホームか
らの転落等を防止するホームドアの整備を促進
しており、「交通政策基本計画」（令和3年5月
28日閣議決定）及び「移動等の円滑化の促進
に関する基本方針」（2年12月25日）に基づき、
7年度までに、優先度が高い3,000番線、うち
平均利用者数が10万人/日以上の駅で800番
線を整備することとしている。3年度末時点に
おいて、駅全体で2,337番線、うち平均利用者
数が10万人/日以上の駅で406番線が整備さ
れた。この整備目標の達成に向け、都市部にお
いては、鉄道駅バリアフリー料金制度（3年12

 図表Ⅱ-6-4-2 　ホームドア
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月創設。5年3月末時点で16社より届出）を活
用するとともに、地方部においては、支援措置
を重点化することにより、全国の鉄道駅のバリ
アフリー化を加速化していくこととしている。

（４）鉄道施設の戦略的な維持管理・更新
鉄道の橋梁やトンネル等の老朽化が進んでお
り、これらの鉄道施設を適切に維持管理するこ

とが課題となっている。鉄道利用者の安全確保
及び鉄道の安全・安定輸送の確保を図るため、
地域の人口減少が進み経営環境が厳しさを増す
地方の鉄道事業者に対して、鉄道事業の継続性
等を確認した上で、将来的な維持管理費用を低
減し長寿命化に資する鉄道施設の改良・補強を
支援している。

海上交通における安全対策
我が国の周辺海域では、毎年約2,000隻の船
舶事故が発生している。ひとたび船舶事故が発
生すると、尊い人命や財産が失われるばかりで
なく、我が国の経済活動や海洋環境にまで多大
な影響を及ぼす可能性があるため、更なる安全
対策の推進が必要である。

（１）�船舶の安全性の向上及び船舶航行の安全
確保

①船舶の安全性の向上
船舶の安全に関しては、国際海事機関（IMO）
を中心に国際的な基準が定められており、我が
国はIMOにおける議論に積極的に参画してい
る。我が国で航行する船舶の安全を確保するた
め、日本籍船に対する船舶検査を実施し、国際
基準等への適合性を確認している。また、コロ
ナ禍を踏まえ、ITを利用した遠隔検査を推進
する等、引き続き船舶検査手続き等の非接触化
に努めている。ヒューマンエラーの防止による
海上安全の向上や船員の労働環境改善が期待さ
れるほか、我が国海事産業の国際競争力等に資
するものと考えられる自動運航船については、
令和7年（2025年）までの実用化を目指し、「自
動運航船の安全ガイドライン」の策定等各種の
取組を進めている。
また、IMOにおいても自動運航船に係る国
際ルールについて検討が進められており、令和
4年5月には、我が国等の提案を基にした具体
的な条文の策定に向けた作業が開始されたとこ

ろ、国内での実証事業の成果等も活用し、引き
続きIMOにおける議論をリードしていく。

②船舶航行の安全確保
船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に

関する国際条約（STCW条約）に準拠した「船
員法」及び「船舶職員及び小型船舶操縦者法」
に基づき、船員に必要な資格・教育訓練等を定
めるとともに、小型船舶操縦者の資格及び遵守
事項について定め、人的な面から船舶航行の安
全を確保するとともに、運航労務監理官による
監査を通じて、関係法令の遵守状況等の確認を
行い、関係法令に違反していることが判明した
事業者等に対しては、行政処分等により再発防
止を図っている。また、小型船舶の安全確保の
ため、小型船舶操縦者が遵守すべき事項として、
酒酔い等操縦の禁止、危険操縦の禁止、ライフ
ジャケットの着用等を義務づけており、これら
について、小型船舶乗船者を中心に規制内容の
説明やリーフレットの配布を行う等、関係省庁、
団体と連携して周知・啓発を図るとともに、違
反者への再教育講習を行っている。
また、「水先法」に基づき、水先人の資格を

定め、船舶交通の安全を確保しており、水先業
務の安定的な提供や人材の確保・育成に向けた
施策を推進している。
海難審判所では、職務上の故意又は過失に

よって海難を発生させた海技士、小型船舶操縦
士及び水先人等に対して「海難審判法」に基
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づく調査、審判を実施しており、令和4年には
290件の裁決を行い、海技士、小型船舶操縦士
及び水先人等計381名に対する業務停止（1か
ら2か月）及び戒告の懲戒を行うなど、海難の
発生防止に努めている。
海上保安庁では、5年間ごとに取組むべき海

上安全行政の方向性と具体的施策を「交通ビ
ジョン」として位置づけ、令和5年3月に新た
な「第5次交通ビジョン」を策定し、これに基
づき各種施策を推進していく。
令和4年における船舶事故の特徴として、船

舶種類別では、プレジャーボート、漁船、貨物
船の順で船舶事故隻数が多く、プレジャーボー
トの船舶事故隻数は約6割を占めている。また、
プレジャーボートの船舶事故について海難種類
別でみると、運航不能（機関故障）が最も多く
発生しており、船舶事故全体の2割を占めている。
このため、海上保安庁では、プレジャーボー
トの機関故障を減少させるため、海事局等の関
係機関と連携し海難防止講習会や訪船指導等の
あらゆる機会を通じて、発航前検査のみでなく、
整備事業者等による定期的な点検整備の実施を
呼び掛けている。
また近年、カヌー、SUP（スタンドアップ
パドルボード）、ミニボート等のマリンレジャー
が盛んになっている状況を踏まえ、関係機関、
民間団体、販売店等の事業者及び海難防止活動
に協力的なマリンレジャー愛好家と連携し、広
く安全啓発活動を実施している。
このほか、海上保安庁が運用している総合安
全情報サイト「ウォーターセーフティガイド」
において、マリンレジャーの事故防止のための
情報を掲載し、周知することで愛好者の安全意
識の向上を図っている。
加えて「海の安全情報」では、避難勧告等の
緊急情報、全国各地の灯台等で観測した気象現
況等の海難防止に資する情報を海事関係者から

注 14　国連海洋法条約第 43 条に基づき沿岸国と海峡利用国の協力を世界で初めて具体化したもので、協力フォーラム、プ
ロジェクト調整委員会及び航行援助施設基金委員会の３要素で構成されている。

マリンレジャー愛好者まで幅広く提供している。
平成30年9月の台風21号の影響により発生

した関西国際空港連絡橋への船舶衝突事故を受
け、走錨事故対策のために、大阪湾海上交通セ
ンターにおいては、大阪湾北部海域の監視体制
強化をすべく、レーダー施設等の整備を進めて
いる。さらに、「海上交通安全法等の一部を改
正する法律」が令和3年7月に施行されたとこ
ろ、4年9月の台風接近時には、船舶に対する
湾外等の安全な海域への避難を勧告する制度及
びバーチャルAIS航路標識の緊急表示制度を
それぞれ施行後初めて運用し、船舶交通の安全
確保に努めた。加えて、走錨対策の一環として、
船員が錨泊予定地における自船の走錨リスクを
判定し、リスクに応じた走錨対策（錨泊地や錨
泊方法の変更等）の実施を促すスマートフォン
等向けのアプリである「走錨リスク判定システ
ム」を開発、3年7月に無料公開し、普及促進
を図った。
海図については、電子海図情報表示装置

（ECDIS）の普及に伴い、重要性の増した電子
海図の更なる充実を図っている。また、外国人
船員に対する海難防止対策の一環として英語に
も対応した海図等を刊行している。この他、航
路、港湾施設、潮汐等に関する情報を水路書誌
として刊行するとともに、水路通報、航行警報
等により最新の情報提供を行っている。
航路標識については、海水の浸入を遮断する

対策及び電源喪失時における予備電源設備の整
備など、船舶交通の環境及びニーズに応じた効
果的かつ効率的な整備を行っており、令和4年
度に407箇所の改良・改修を実施した。
我が国にとって輸入原油の9割以上が通航す

る極めて重要な海上輸送路であるマラッカ・シ
ンガポール海峡については、船舶の航行安全確
保が重要であり、沿岸国及び利用国による「協
力メカニズム」 注14の下、我が国として航行援助
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施設基金注15への資金拠出等の協力を行ってい
る。これに加え、我が国と沿岸3国（インドネ
シア、マレーシア及びシンガポール）において、
日ASEAN統合基金事業（JAIF）として承認
された同海峡の水路測量調査に協力するため、
我が国としても、海事関係団体からの専門家派
遣による技術協力等を行っている。今後も官民
連携して同海峡の航行安全・環境保全対策に積
極的に協力していく。

（２）乗船者の安全対策の推進
乗船者の事故における死者・行方不明者のう
ち約6割は海中転落によるものである。転落後
に生還するためには、まず海に浮いていること、
その上で速やかに救助要請を行うことが必要で
ある。小型船舶（漁船・プレジャーボート等）
からの海中転落による乗船者の死亡率は、ラ
イフジャケット非着用者が着用者の約4倍と高
く、ライフジャケットの着用が海中転落事故か
らの生還に大きく寄与していることがわかる。
また、通報時に携帯電話のGPS機能を「ON」
にしていることで、緊急通報位置情報通知シス
テムにより遭難位置を早期に把握することがで
き、救助に要する時間の短縮につながる。
このため、海上保安庁では、海での痛ましい
事故を起こさないために①ライフジャケットの
常時着用、②防水パック入り携帯電話等の連絡
手段の確保、③118番・NET118注16の活用と

注 15　マラッカ・シンガポール海峡に設置されている灯台等の航行援助施設の代替又は修繕等に要する経費を賄うために創
設された基金。

注 16　聴覚や発話に障がいを持つ方を対象に、スマートフォンなどを使用した入力操作により、海上保安庁への緊急時の通
報が可能となるサービス。

いう「自己救命策3つの基本」のほか「家族や
友人・関係者への目的地等の連絡」について講
習会やメディア等を活用して周知・啓発を行っ
ている。

（３）救助・救急体制の強化
海上保安庁では、迅速かつ的確な救助・救急

活動を行うため、緊急通報用電話番号「118番」
の運用を行っているほか、「海上における遭難
及び安全に関する世界的な制度（GMDSS）」
により、24時間体制で海難情報の受付を行う
など、事故発生情報の早期把握に努めている。
また、海上において発生した海難や人身事故に
適切に対応するため、特殊救難隊、機動救難士、
潜水士等の救助技術・能力の向上を図るととも
に、救急救命士及び救急員が実施する救急救命
処置等の質を医学的・管理的観点から保障する
メディカルコントロール体制の構築、巡視船艇・
航空機の高機能化、関係機関及び民間救助組織
との連携を推進するなど、救助・救急体制の充
実・強化を図っている。
また、令和4年4月に発生した北海道知床沖

の遊覧船事故を受け、捜索救助に係る関係機関
との調整機能の強化や自衛隊への災害派遣要請
の迅速化を図るとともに、釧路航空基地に新た
に機動救難士を配置するなど、迅速かつ的確な
救助・救急体制の強化に取り組んでいる。

航空交通における安全対策
（１）航空の安全対策の強化
①航空安全プログラム（SSP）
航空局は、国際民間航空条約第19附属書に

従い、民間航空の安全に関する目標とその達成
のために講ずべき対策等を航空安全プログラム

（SSP）として定め、平成26年から実施してい
る。今般、国際民間航空機関（ICAO）におけ
るSSPに関する動向を踏まえ、安全目標に対
する進捗度合いの評価のために統計的手法を導
入するなど、我が国SSPの有効性を向上させ

4
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るための改正を行うこととしている。
また、報告が義務づけられていない航空の安

全情報の収集のため、平成26年より航空安全
情報自発報告制度（VOICES）を運用してお
り、空港の運用改善等に向けた提言が得られて
いる。引き続き、安全情報の重要性の啓蒙を通
じ、制度の更なる活用を図るとともに、得られ
た提言を活用して安全の向上を図ることとして
いる。

②航空輸送安全対策
特定本邦航空運送事業者注17において、航空
機に起因する乗客の死亡事故は昭和61年以降
発生していないが、安全上のトラブルに適切に
対応するため、航空会社等における安全管理体
制の強化を図り、予防的安全対策を推進すると
ともに、国内航空会社の参入時・事業拡張時の
事前審査及び抜き打ちを含む厳正かつ体系的な
立入監査を的確に実施している。また、我が国
に乗り入れる外国航空機に対する立入検査等に
より、航空機の運航及び機体の安全性の監視を
実施している。
航空機からの落下物対策については、平成
29年9月に落下物事案が続けて発生したこと
を踏まえ、30年3月に「落下物対策総合パッ
ケージ」を策定した。同パッケージに基づき、
同年9月に「落下物防止対策基準」を策定し、
本邦航空会社のみならず、日本に乗り入れる外
国航空会社にも対策の実施を義務付けており、
本邦航空会社は31年1月から、外国航空会社
は同年3月から適用している。
また、平成29年11月より、国際線が多く就
航する空港を離着陸する航空機に部品欠落が発
生した場合、外国航空会社を含む全ての航空会
社等から報告を求めている。報告された部品欠
落情報については、原因究明の結果等を踏まえ
て国として航空会社への情報共有や指示、必要

注 17　客席数が 100 又は最大離陸重量が５万キログラムを超える航空機を使用して航空運送事業を経営する本邦航空運送事
業者のこと。

に応じて落下物防止対策基準への対策追加等を
実施しており、再発防止に活用している。引き
続き「落下物対策総合パッケージ」に盛り込ま
れた対策を関係者とともに着実かつ強力に実施
していく。
平成30年10月末以降航空従事者の飲酒に係

る不適切事案が相次いで発生したことを踏ま
え、31年1月から令和元年7月にかけて厳格
な飲酒基準を策定し、こうした基準が適切に遵
守されるよう、監査等を通じて指導・監督を実
施してきたところである。令和3年度から2か
年度にわたり、客室乗務員による飲酒検査での
不正、アルコール検知、飲酒事案の虚偽報告事
案が発生したことを踏まえ、飲酒検査体制の強
化、アルコール教育の適切な実施（効果測定含
む。）及び組織的な飲酒傾向の把握等が図られ
るよう、引き続き指導・監督を実施していく。

③航空機の安全性審査
国土交通省では、設計・製造国政府としての

責任を果たすべく、審査職員の能力維持・向上
を図るとともに、米国・欧州の航空当局との密
接な連携等により、国産及び輸入航空機の安全・
環境基準への適合性の審査を適切かつ円滑に取
り組んだ。

④無人航空機・「空飛ぶクルマ」に係る環境整備
無人航空機については、「航空法」において、

飛行禁止空域や飛行の方法に加え、飛行禁止空
域における飛行や規定の飛行の方法によらない
飛行の場合の許可・承認などの基本的なルール
が定められている。また、無人航空機の所有者
等の把握や安全上問題のある機体の排除を通じ
た無人航空機の飛行の更なる安全性向上を図る
ため、令和4年6月から無人航空機の機体登録
が義務化された。更に、有人地帯（第三者上空）
での目視外補助者なし飛行（レベル4飛行）の
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実現のため、同年12月から機体認証制度や操
縦者技能証明制度等が導入された。5年3月に、
まずは山間部において、レベル4飛行が開始さ
れたところ、今後は安全性確保を前提としつつ
段階的に人口密度の高いエリアへ拡大してい
く。いわゆる「空飛ぶクルマ」については世界
各国で機体開発の取組がなされているが、我が
国においても、都市部での送迎サービスや離島
や山間部での移動手段、災害時の救急搬送など
の活用を期待し、次世代モビリティシステムの
新たな取り組みとして、世界に先駆けた実現を
目指している。令和7年の大阪・関西万博にお
ける飛行の開始を目指し、「空の移動革命に向
けた官民協議会」において機体や運航の安全基
準、操縦者の技能証明基準、交通管理などにつ
いて検討を行っている。

⑤小型航空機の安全対策
小型航空機については、これまでも操縦士に

対し定期的な技能審査を義務付ける制度を導入
する（平成26年）などの取組みを進めてきたが、
東京都調布市における住宅への墜落事故など、
近年、事故が頻発しており、更なる安全確保に
向けた抜本的な対策が必要である。
このため、国土交通省では、全国主要空港に

おける安全講習会の開催などの追加対策を講じ
るとともに、平成28年12月に立ち上げた「小

型航空機等に係る安全推進委員会」を定期的に
開催し、有識者や関係団体等の意見を踏まえな
がら今後の小型航空機の安全対策の構築に係る
調査・検討を進めている。具体的には、定期的
なメールマガジン、SNSによる安全情報・安
全啓発動画の配信などの情報発信強化のほか、
操縦士に対する技能審査制度の実効性向上のた
め、チェックリストの記載・保存の義務化や操
縦技能審査員に対する指導・監督強化などを
図っている。また、小型航空機用に開発・販売
されている簡易型飛行記録装置（FDM）に係
る実証実験を平成30年度より行い、令和4年
度は、これまでの実証実験から得られた活用策
の検討結果を踏まえ当該機器の普及促進を図る
ための導入ガイドラインの検討を行っており、
策定に向け取り組んでいる。

（２）�安全な航空交通と交通容量増大に対応す
るための航空保安システムの構築

安全性を確保しつつ、ポストコロナの航空交
通の増大に対応しながら、脱炭素化（カーボン
ニュートラル）の実現に向け、航空機の運航前
及び運航中において運航効率の高い経路及び高
度を航行するため、今後、航空情報や運航情報
など航空機の運航に必要な情報の共有を実現す
るシステムの運用を開始するとともに、運用
サービスの拡充を順次計画している。

航空、鉄道、船舶事故等における原因究明と事故等防止
運輸安全委員会は、独立性の高い専門の調査
機関として、航空・鉄道・船舶の事故及び重大
インシデント（事故等）の調査により原因を究
明し、国土交通大臣等に再発防止及び被害の軽
減に向けた施策等の実施を求めている。
令和4年度中、調査対象となる事故等は、航
空34件、鉄道14件、船舶844件発生した。
また、同年度中、航空22件、鉄道13件、船舶

861件の調査報告書を公表した。

①令和４年度中に調査報告書を公表した主な事案
航空事故等では、令和2年12月、旅客機が

上昇中、左側エンジンのファンブレードが破断
した事案について、疲労破壊による破断に至っ
た要因の分析を行い、亀裂を検出するには検
査手法及び検査間隔が不十分であったことが

5
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関与したことなどを明らかにした（4年8月公
表注18）。
鉄道事故等では、令和3年10月、千葉県北
西部を震源とする地震により新交通システムの
列車が脱線した事案について、地震の揺れが列
車にどのように影響して脱線に至ったか要因の
分析を行い、軌道経営者に対し、事故現場付近
の施設に、地震動の影響により列車の案内輪
が案内軌条に乗り上げないようにする対策を
講ずることなどの勧告注19を行った（5年2月公
表注20）。

②事故等防止に関する普及啓発活動
令和4年11月、ウェブサイトで公開してい
る調査報告書の検索機能の向上のため、複数
モード横断検索機能の追加などを行った注21。ま
た、各種統計に基づく分析や紹介すべき事故事
例をまとめた「運輸安全委員会ダイジェスト」
を発行したり注22、地図上から船舶事故等調査報
告書を検索できる「船舶事故ハザードマップ」
を提供する注23など啓発活動を行っている。

③無人航空機の事故等調査の開始
令和3年6月に「運輸安全委員会設置法」が
改正され、運輸安全委員会の調査対象に無人航
空機に係る重大な事故等が加わったことを受
け、4年7月に「運輸安全委員会設置法施行規
則」を改正し、その詳細を定め、同年12月5
日に施行した注24。

④旅客船の浸水事故に係る事故調査と対策
令和4年4月23日、北海道知床沖で旅客船
が沈没し、乗員乗客計26名が死亡・行方不明

注 18　報告書概要　http://www.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/p-pdf/AI2022-5-1-p.pdf
注 19　委員会は、必要があると認めるときは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故

若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき措置について原因関係者に勧告することができ
る（運輸安全委員会設置法第 27 条第１項）。

注 20　報告書概要　https://www.mlit.go.jp/jtsb/railway/p-pdf/RA2023-2-1-p.pdf
注 21　複数モード横断検索　https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/cross/index.php
注 22　安全へのツール　https://www.mlit.go.jp/jtsb/bunseki.html
注 23　安全情報　https://www.mlit.go.jp/jtsb/anzen.html
注 24　関係法令　https://www.mlit.go.jp/jtsb/kankei.html

となる重大事故が発生した。本件については、
運輸安全委員会が事故原因究明等のための調査
を実施しているところ、同年12月15日に本船
の浸水から沈没に至るメカニズム等についてま
とめた経過報告を公表するとともに、早急に講
じるべき再発防止策について、国土交通大臣に
意見を述べた。二度とこのような事故を起こさ
ないよう、有識者からなる「知床遊覧船事故対
策検討委員会」を設置し、同年12月に再発防
止対策として「旅客船の総合的な安全・安心対
策」が取りまとめられた。
本事故を受け、監査の実効性を向上させるた

め、新たに設置した通報窓口に寄せられる情報
も活用しつつ、抜き打ち・リモートによる監査
を実施したほか、運航労務監理官の能力の向上
に取り組んだ。また、船舶検査の実効性を向上
させるため、日本小型船舶検査機構（JCI）の
検査方法を総点検・是正し、強化を図るととも
に、JCIに対する監督を強化した。さらに、限
定沿海を航行する旅客船の法定無線設備から携
帯電話を除外するとともに、改良型救命いかだ
等の安全設備導入補助に必要な予算を令和4年
度補正予算で措置した。また、令和4年12月
の運輸安全委員会の経過報告を受け、限定沿海
区域を航行区域とする小型旅客船に水密隔壁の
設置等を義務付けることを決定するとともに、
小型旅客船運航事業者に対し、船首甲板開口部
の閉鎖確認を含む発航前検査の確実な実施や結
果の記録、避難港の再確認、避難港の活用に関
する教育・訓練を実施するよう指導し、その結
果を確認した。
今後とも、抜き打ち・リモートによる監視強

化や行政処分等の違反点数制度の創設など監
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査・処分の強化、地域の関係者による協議会の
設置等に取り組んでいく。また、安全統括管理者・
運航管理者に対する試験制度の創設、小型船舶
のみを使用する旅客不定期航路事業者に対する
事業許可更新制度の創設、届出事業の登録事業
化の導入等を通じた事業者の安全管理体制の強

化や、旅客船の船長に必要な特定操縦免許取得
の厳格化等を通じた船員の資質の向上、船舶の
使用停止処分の創設等に関する法律改正事項を
盛り込んだ「海上運送法等の一部を改正する法
律」が令和5年4月に成立したことを受け、同法
の施行に向けて政省令等の整備を進めていく。

公共交通における事故による被害者・家族等への支援
令和4年度においても、公共交通事故発生時
には、被害者等へ相談窓口を周知するとともに
被害者等からの相談を聞き取って適切な機関を
紹介し、平時には、支援に当たる職員に対す
る教育訓練の実施、外部の関係機関とのネッ
トワークの構築、公共交通事故被害者等支援
フォーラムの開催、公共交通事業者による被害
者等支援計画の策定の働きかけ等を行った。
平成28年1月に発生した軽井沢スキーバス

事故については、継続的な遺族会との意見交換
会の開催や、遺族会が開催する安全を誓う集い
について関係者とともに支援を実施している。
また、令和4年4月に発生した知床遊覧船事故
に関しては、事故発生直後から相談窓口を24
時間体制としたほか、被害者ご家族への説明会
を開催する等、ご家族と相互に連絡を取り合う
体制を継続し、ご家族への支援を実施している。

道路交通における安全対策
令和4年の交通事故死者数は、昭和45年の
ピーク時の16,765人から2,610人（対前年比
26人減）まで減少し、警察庁が保有する昭和
23年からの統計で、戦後最少を更新した。し
かし、交通事故死者の約半数が歩行中・自転車
乗用中で、そのうち約半数が自宅から500m以
内の身近な場所で発生するなど依然として厳し
い状況である。このため、更なる交通事故の削
減を目指し、警察庁等と連携して各種対策を実
施している。

（１）道路の交通安全対策
①ビッグデータ等を活用した幹線道路・生活道
路の交通安全対策の推進　
道路の機能分化を推進することで自動車交通
を安全性の高い高速道路等へ転換させるととも

に、交通事故死者数の約半数以上を占めている
幹線道路については、安全性を一層高めるため
に都道府県公安委員会と連携した「事故危険箇
所」の対策や「事故ゼロプラン（事故危険区間
重点解消作戦）」により、効果的・効率的に事
故対策を推進している。
一方、幹線道路に比べて死傷事故件数の減少

割合が小さい生活道路については、車両の速度
抑制や通過交通進入抑制による安全な歩行空間
の確保等を目的として、警察庁と国土交通省は、
「ゾーン30プラス」として設定し、人優先の安
全・安心な通行空間の整備を推進した。
具体的には、警察と道路管理者は検討段階か

ら緊密に連携して、最高速度30キロメートル
毎時の区域規制と物理的デバイスとの適切な組
合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域

6

7

【関連データ】
交通事故件数及び死傷者数等の推移
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html
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を「ゾーン30プラス」として設定し、ハンプ
や狭さくの設置等による車両の速度抑制対策や
通過交通の進入抑制対策、外周幹線道路の交通
を円滑化するための交差点改良等を推進してい
る。これらの交通安全対策の立案等にあたって
は、急減速や速度超過などの潜在的な危険箇所
を見える化するため、ビッグデータ等の活用を
推進している。
また、自転車対歩行者の事故件数が過去10

年でほぼ横ばいにとどまっている状況であり、
車道通行を基本とする自転車と歩行者が分離さ
れた形態での整備を推進している。

②通学路等の交通安全対策の推進
通学路については、平成24年に発生した集

団登校中の児童等の死傷事故を受け、通学路緊
急合同点検を実施し、学校、教育委員会、道路
管理者、警察などの関係機関が連携して、交通
安全対策を実施した。その後、継続的な通学路
の安全確保のため、市町村ごとの「通学路交通
安全プログラム」の策定などにより、定期的な
合同点検の実施や対策の改善・充実等の取組み
を推進しており、「通学路交通安全プログラム」
に位置付けられた交通安全対策事業への支援を
重点的に実施している。
また、令和元年に発生した園児等の死傷事故

を受け決定された「未就学児等及び高齢運転者
の交通安全緊急対策」（令和元年6月18日関係
閣僚会議決定）に基づき行われた緊急安全点検
の結果を踏まえた交通安全対策事業への支援も
重点的に実施している。
さらに、令和3年6月に発生した下校中の小

学生の死傷事故を受け決定された「通学路等に
おける交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係
る緊急対策」（令和3年8月4日関係閣僚会議
決定）に基づき通学路合同点検を実施し、この
結果を踏まえ、学校、教育委員会、警察、道路
管理者等の関係者が連携し、ハード・ソフトの
両面から必要な対策を推進している。なお、通
学路合同点検の結果、抽出された対策必要箇所

における交通安全対策を対象とする個別補助制
度を創設し、重点的に支援している。

③高速道路の安全性、信頼性や使いやすさを向
上する取組み
令和元年9月に策定した「高速道路における

安全・安心基本計画」等を踏まえ、利用者視点
のもと、新技術等を活用しつつ、高速道路の安
全性、信頼性や使いやすさを向上する取組みを
計画的に推進していく。
具体的には、暫定2車線区間における走行性

や安全性の課題を効率的に解消するため、時間
信頼性の確保や事故防止、ネットワークの代替
性確保の観点から選定した優先整備区間の中か
ら財源確保状況も踏まえ、計画的に4車線化等
を実施していく。また、正面衝突事故防止対策
として、長大橋及びトンネル区間において、車
両の逸脱防止性能等を満たす区画柵を全国6箇
所（約1km）の実道で令和3年度より試行設
置し、効果検証を実施しており、今後、試行設
置箇所を約13km拡大し、引き続き効果検証を
推進していく。
また、世界一安全な高速道路の実現を目指し、

事故多発地点での集中的な対策に取り組むだけ
でなく、高速道路での逆走事故対策として、高
速道路出入口部の一般道のカラー舗装や画像認
識技術を活用した路車連携技術の実用化を推進
する。
休憩施設の不足解消や使いやすさの改善に向

けた取組みとして、休憩施設の駐車マス数の拡
充を継続していくとともに、令和4年8月から
高速道路機構および高速道路会社が行う有識者
委員会にて今後の対応方針を検討し、対策を推
進する。

（２）�安全で安心な道路サービスを提供する計
画的な道路施設の管理

全国には道路橋が約73万橋、道路トンネル
が約1万本存在し、高度経済成長期に集中的に
整備した橋梁やトンネルは、今後急速に高齢化
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を迎える。
こうした状況を踏まえ、平成26年より、全

国の橋やトンネルなどについて、国が定める統
一的な基準により、5年に1度の頻度で点検を
行っている。
平成30年度までに実施した橋梁、トンネル

等の一巡目点検の結果、橋梁では次回点検まで
に措置を講ずべきものが全国に約7万橋存在す
る。このうち、地方公共団体管理の橋梁では修
繕が完了したものが約46％（令和3年度末時
点）に留まることを踏まえ、「道路メンテナン
ス事業補助制度」により計画的かつ集中的に支
援している。
今後、地方公共団体が計画的に措置ができる

よう、具体的な対策内容を盛り込んだ長寿命化
修繕計画の策定・公表を促すとともに、直轄診
断・修繕代行による支援、地域単位での一括発
注の実施、修繕に係る研修の充実等、技術的に
も支援していく。さらに、高速道路の老朽化に
対応するため、大規模更新・修繕事業を計画的
に進めているほか、跨線橋の計画的な維持及び
修繕が図られるよう、あらかじめ鉄道事業者等
との協議により、跨線橋の維持又は修繕の方法
を定め、第三者被害の予防及び鉄道の安全性確
保等に取り組んでいる。

（３）バスの重大事故を受けた安全対策の実施
平成28年の軽井沢スキーバス事故等を踏ま

え、二度とこのような悲惨な事故を起こさない
よう、安全対策をとりまとめ、着実に実施して
きた。他方、令和4年8月に名古屋市の高速道
路において乗合バスが、同年10月には静岡県
の県道において観光バスがそれぞれ横転し、乗
客が亡くなる痛ましい事故が発生したところ、
事業者に対する指導や監査により法令遵守を改
めて徹底するとともに、事故調査等を通じて明
らかになる事実関係も踏まえつつ、再発防止に
向けた対策を検討していく。

（４）�事業用自動車の安全プラン等に基づく安
全対策の推進

「事業用自動車総合安全プラン2025」を令和
3年3月に策定し、7年までに事業用自動車の
事故による24時間死者数を225人以下、重傷
者数を2,120人以下、人身事故件数を16,500
件以下、飲酒運転を0件とする事故削減目標を
掲げ、その達成に向けた各種取組みを進めてい
る。

①業態毎の事故発生傾向、主要な要因等を踏ま
えた事故防止対策
輸送の安全の確保を図るため、トラック・バ

ス・タクシーの業態毎の特徴的な事故傾向を踏
まえた事故防止の取組みについて評価し、更な
る事故削減に向け、必要に応じて見直しを行う
等、フォローアップを実施している。

②運輸安全マネジメントを通じた安全体質の確
立
平成18年10月より導入した「運輸安全マネ

ジメント制度」により、事業者が社内一丸となっ
た安全管理体制を構築・改善し、国がその実施
状況を確認する運輸安全マネジメント評価を、
令和4年度は自動車運送事業者119者に対して
実施した。特に、平成29年7月の運輸審議会
の答申を踏まえ、令和3年度までに全ての事業
者の運輸安全マネジメント評価を行うとした貸
切バス事業者については、同年度において、
229者の評価を実施し、代表者変更により越年
した1者についても4年度に評価を行い、全て
の貸切バス事業者の評価を終了した。

③自動車運送事業者に対するコンプライアンス
の徹底
自動車運送事業者における関係法令の遵守及

び適切な運行管理等の徹底を図るため、悪質違
反を犯した事業者や重大事故を引き起こした事
業者等に対する監査の徹底及び法令違反が疑わ
れる事業者に対する重点的かつ優先的な監査を
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実施している。
また、平成28年11月より、事故を惹起する

おそれの高い事業者を抽出・分析する機能を備
えた「事業用自動車総合安全情報システム」の
運用を開始した。
さらに、貸切バスについては、軽井沢スキー

バス事故を受けて取りまとめた総合的対策に基
づき、法令違反を早期に是正させる仕組みの導
入や行政処分を厳格化して違反を繰り返す事業
者を退出させるなどの措置を、同年12月より
実施するとともに、29年8月より、民間の調
査員が一般の利用者として実際に運行する貸切
バスに乗車し、休憩時間の確保などの法令遵守
状況の調査を行う「覆面添乗調査」を実施して
いる。

④飲酒運転等の根絶
事業用自動車の運転者による酒気帯び運転や

覚醒剤、危険ドラッグ等薬物使用運転の根絶を
図るため、点呼時のアルコール検知器を使用し
た確認の徹底や、薬物に関する正しい知識や使
用禁止について、運転者に対する日常的な指導・
監督を徹底するよう、講習会や全国交通安全運
動、年末年始の輸送等安全総点検なども活用し、
機会あるごとに事業者や運行管理者等に対し指
導を行っている。
また、令和4年3月には、飲酒傾向の強い運

転者に対して適切な指導・監督が実施できるよ
う、運送事業者による運転者への指導・監督時
の実施マニュアルにおいて、アルコール依存症
関係の記載を拡充した。

⑤ IT・新技術を活用した安全対策の推進
自動車運送事業者における交通事故防止のた

めの取組みを支援する観点から、デジタル式運

注 25　【参考】事業自動車事故調査委員会ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/report1.html

行記録計等の運行管理の高度化に資する機器の
導入や、過労運転防止のための先進的な取組み
等に対し支援を行っている。さらに、輸送の
安全確保の根幹を成す運行管理について、ICT
の活用による運行管理の高度化に向けた検討を
進めており、令和4年7月から、遠隔の営業所
等間で点呼を行う遠隔点呼を実施できるように
し、また、5年1月から、乗務後の点呼を自動
点呼機器により行う乗務後自動点呼を実施でき
るようにした。

⑥事業用自動車の事故調査委員会の提案を踏ま
えた対策
「事業用自動車事故調査委員会」注25において、
社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故に
ついて、より高度かつ複合的な事故要因の調査
分析を行っているところであり、令和元年9月
5日に神奈川県横浜市神奈川区で発生した大型
トラックの踏切事故などの特別重要調査対象事
案等について、5年3月までに53件の報告書
を公表した。

⑦運転者の健康起因に伴う事故防止対策の推進
睡眠呼吸障害、脳疾患、心臓疾患等の主要疾

病による健康起因事故を防止するため、疾病の
早期発見に有効とされる各種スクリーニング検
査の普及に向けモデル事業を行っているほか、
事業者の運転者に実際にスクリーニング検査を
受診してもらい、受診後の運転者に対する事業
者の対応等を調査するモデル事業を実施してい
る。また、視野障害に関する運転リスク及び眼
科検診の受診や治療継続の必要性について周知
するため、運転者の視野障害が原因となる事故
の抑止に向けて事業者が取組むべき内容をまと
めた「視野障害対策マニュアル」を令和4年3

【関連リンク】
大型トラックの踏切事故（横浜市神奈川区）
URL: https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/pdf/1943102-outline.pdf
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月に策定し公表した。

⑧国際海上コンテナの陸上運送の安全対策
国際海上コンテナの陸上運送の安全対策を推

進すべく、平成25年6月に関係者間での確実
なコンテナ情報の伝達等について記載した「国
際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイド
ライン」の改訂及びマニュアルの策定を行い、
地方での関係者会議や関係業界による講習会等
において本ガイドライン等の浸透を図るなど、
関係者と連携した安全対策に取り組んでいる。

（５）自動車の総合的な安全対策
①今後の車両安全対策の検討
第11次交通安全基本計画（計画年度：令和

3～ 7年度）を踏まえ、交通政策審議会陸上分
科会自動車部会において、今後の車両の安全対
策のあり方、車両の安全対策による事故削減目
標等について審議され、令和3年6月に報告書
が取りまとめられた。報告書では「歩行者・自
転車等利用者の安全確保」、「自動車乗員の安全
確保」、「社会的背景を踏まえて重視すべき重大
事故の防止」及び「自動運転関連技術の活用・
適正利用促進」を今後の車両安全対策の柱とす
るとともに、12年までに、車両安全対策により、
年間の30日以内交通事故死者数を1,200人削
減、重傷者数を11,000人削減するとの目標が
掲げられた。また、高齢運転者の事故防止対策
として、ペダルの踏み間違いなど運転操作ミス
等に起因する高齢運転者による事故が発生して
いることや、高齢化の進展により運転者の高齢
化が今後も加速していくことを踏まえ、「安全
運転サポート車」（サポカー）の普及促進に取
り組むとともに、3年11月以降の国産新車乗
用車から順次衝突被害軽減ブレーキの装着義務
化を進める等により、先進的な安全技術を搭載
した自動車の性能向上と普及促進に取り組んだ。

②安全基準等の拡充・強化
自動車の安全性の向上を図るため、国連の自

動車基準調和世界フォーラム（WP.29）にお
いて策定した国際基準を国内に導入することを
通じ、大型車に備える衝突被害軽減ブレーキの
検知対象の対歩行者の追加を含む性能要件の大
幅強化及び大型車への車両後退通報装置（バッ
クアラーム等）の装備義務化など、保安基準の
拡充・強化を行った。引き続き、自動車の安全
性向上に向けて、更なる保安基準の拡充・強化
を図っていく。

③先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普
及の促進
産学官の連携により、先進技術を搭載した自

動車の開発と普及を促進し、交通事故削減を目
指す「先進安全自動車（ASV）推進プロジェ
クト」では、令和3年度から7年度の5年間に
わたる第7期ASV推進検討会において「自動
運転の高度化に向けたASVの更なる推進」を
基本テーマに掲げ、事故実態の分析を通じ、①
運転者の意図と反した誤った操作及び、認知ミ
スによる明らかに誤った操作よりも、システム
の安全操作を優先する安全技術、②車両間の通
信により、遮蔽物のある交差点での出会い頭の
事故等を防止する安全技術、③歩行者等の交通
弱者と通信を行い、交通弱者が被害者となる事
故を防止する安全技術等がより安全に寄与する
事故形態の検討を行った。

④自動車アセスメントによる安全情報の提供
安全な自動車及びチャイルドシートの開発や

ユーザーによる選択を促すため、これらの安全
性能を評価し結果を公表している。令和4年度
は、13車種を対象に、衝突安全性能評価と予
防安全性能評価を統合した「自動車安全性能
2022」の結果を公表した。さらに自転車に対
応した衝突被害軽減ブレーキについて、評価を
開始した。

⑤自動運転の実現に向けた取組み
高速道路でのより高度な自動運転の実現に向
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け、国連WP29における議論を主導し、令和
4年6月に車線変更、高速度域に対応した自動
運転機能等についての国際基準の改正が合意さ
れた。
また、令和6年10月より開始される「OBD

検査注26」の導入に向けて、検査の合否判定に必
要なシステムの開発など、環境整備を進めた。
さらに、レベル4の自動運転技術に対する審査
手法を構築するため、シミュレーション等を活
用した安全性評価手法等の策定のための調査を
実施した。

⑥自動車型式指定制度
自動車型式指定制度においては、保安基準へ

の適合性及び生産過程における品質管理体制等
の審査を独立行政法人自動車技術総合機構交通
安全環境研究所と連携して実施し、自動車の安
全性と環境性能の確保を図っている。なお、令
和4年度の自動車型式指定件数は1,831件、装
置型式指定件数は580件であった。
また、一部メーカーによる、型式指定申請時

の排出ガス性能や燃費性能を確認する試験にお
ける不正行為を受け、同種の型式指定に係る不
正事案を防止するため、監査の強化等に取り組
むとともに、型式指定に係る試験の効率化に向
けた検討を行うこととしている。

⑦リコールの迅速かつ着実な実施・ユーザー等
への注意喚起
自動車のリコールの迅速かつ確実な実施のた

め、自動車メーカー等及びユーザーからの情報
収集に努め、自動車メーカー等のリコール業務
について監査等の際に確認・指導するとともに、

注 26　OBD（On Board Diagnosis）検査：自動車に搭載された電子装置の故障や不具合の有無の検査

安全・環境性に疑義のある自動車については、
独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境
研究所において技術的検証を行っている。また、
リコール改修を促進するため、ウェブサイトや
ソーシャル・メディアを通じたユーザーへの情
報発信を強化した。さらに、自動車不具合情報
の収集の強化等のため、「自動車不具合情報ホッ
トライン」についての改修を行った。なお、令
和4年度のリコール届出件数は383件、対象台
数は465万台であった。
また、国土交通省に寄せられた不具合情報や

事故・火災情報等を公表し、ユーザーへの注意
喚起が必要な事案や適切な使用及び保守管理、
不具合発生時の適切な対応について、ユーザー
への情報提供を実施している。令和4年度は、
ブレーキホールドの正しい操作方法や誤った操
作について動画を作成し、注意喚起を行った。
冬季の冬用タイヤやチェーンの適切な使用につ
いては、季節に合わせた報道発表やツイッター
を通じて、ユーザー等への注意喚起を行った。

⑧自動車の整備・検査の高度化
令和2年4月に施行された「道路運送車両法

の一部を改正する法律」により、高度な整備技
術を有するものとして国が認証を与えた整備工
場（認証工場）でのみ作業が可能な整備の範囲
を拡大することで、自動車の使用者が安心して
整備作業を整備工場に委託できる環境作りを進
めている。具体的には、これまで「対象装置の
取り外しを行う整備（分解整備）」がその対象
であったのに対し、対象装置に「自動運行装置」
を加えるとともに、取り外しは行わずとも制動
装置等の作動に影響を及ぼすおそれがある作業

【関連リンク】
自動車のリコール・不具合情報
URL：https://www.mlit.go.jp/RJ/

【動画】
正しく使おうブレーキホールド～正しい使用方法や注意点について～
URL：https://youtu.be/bJ0PRP1b5GY動　画
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を対象に含め、特定整備と改称した。
また、「車載式故障診断装置を活用した自動

車検査手法のあり方検討会」最終報告書を踏ま
えた、令和6年10月開始予定の新たな電子的
検査を導入するための体制整備を進めている。

（６）被害者支援
①自動車損害賠償保障制度による被害者保護
自動車損害賠償保障制度では、クルマ社会の

支え合いの考えに基づき、自賠責保険の保険金
支払いとともに、自動車事故対策事業として、
ひき逃げ・無保険車事故による被害者の救済（保
障事業）や、重度後遺障害者への介護料の支給
や療護施設の設置・運営等（被害者保護増進等
事業）を実施している。
令和4年度には、被害者支援等を安定的・継

続的に実施するため、「自動車損害賠償保障法」
を改正した。本改正を踏まえ、被害者支援等の
さらなる充実に取り組むとともに、自動車事故
被害者への情報提供の充実、新たな仕組みに係
る自動車ユーザーの理解促進にも取り組み、安
全・安心なクルマ社会を実現していく。

②交通事故相談活動の推進
地方公共団体に設置されている交通事故相談

所等の活動を推進するため、研修や実務必携の
発刊を通じて相談員の対応能力の向上を図ると
ともに、関係者間での連絡調整・情報共有のた
めの会議やホームページで相談活動の周知を行
うなど、地域における相談活動を支援している。
これにより、交通事故被害者等の福祉の向上に
寄与している。

国土交通省では、自動車事故被害者ご本人やそのご
家族などが、事故の概要等の記録を残していただくこ
と、警察、独立行政法人自動車事故対策機構（ナスバ）
や自治体、民間被害者支援団体などで行われている支
援制度を知っていただくことなどを目的とした「交通
事故被害者ノート」を作成しました。

令和4年12月より国土交通省及びナスバのウェブ

サイトにてPDFデータの配布を行うほか、全国の都道
府県にある犯罪被害者の方向けの総合的対応窓口等に
て冊子の配布を行っております。

国土交通省としては、「交通事故被害者ノート」が
必要とする事故被害者の方々のお手元に届き、不安の
解消やサポートにつながるよう、周知に取り組んでい
ます。

交通事故被害者ノート

【関連リンク】自賠責ポータル : https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html
　　　　　　 自動車局 : https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidoshajiko.html
　　　　　　 ナスバ : https://www.nasva.go.jp

Column コラム
「交通事故被害者ノート」による自動車事故被害者へのアウトリーチ
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（７）機械式立体駐車場の安全対策
機械式駐車装置の安全性に関する基準につい

て、国際的な機械安全の考え方に基づく質的向
上と多様な機械式駐車装置に適用するための標
準化を図るため、平成29年5月にJIS規格を制
定した（令和５年５月　一部改正）。また、同
年12月に社会資本整備審議会「都市計画基本
問題小委員会都市施設ワーキンググループ」で、
今後の機械式駐車装置の安全確保に向けた施策

注 27　 国際海運会議所等海運団体により作成されたソマリア海賊による被害を防止し又は最小化するための自衛措置（海賊
行為の回避措置、船内の避難区画（シタデル）の整備等）を定めたもの。

の具体的方向性についてとりまとめ、30年7
月には、このとりまとめに基づく「設置後の点
検等による安全確保」の推進に向けて、「機械
式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」を
策定した。
さらに、近年、機器等の交換が適切に実施さ

れなかったことによる機械式駐車設備の事故が
発生している状況をふまえ、令和3年9月に指
針の一部見直しを行った。

� �第5節 � 危機管理・安全保障対策

犯罪・テロ対策等の推進
（１）�各国との連携による危機管理・安全保障

対策
①セキュリティに関する国際的な取組み
主要国首脳会議（G7）、国際海事機関（IMO）、
国際民間航空機関（ICAO）、アジア太平洋経
済協力（APEC）等の国際機関における交通
セキュリティ分野の会合やプロジェクトに参
加し、我が国のセキュリティ対策に活かすと
ともに、国際的な連携・調和に向けた取組み
を進めている。平成18年に創設された「陸
上交通セキュリティ国際ワーキンググループ
（IWGLTS）」には、現在16箇国以上が参加し
ており、陸上交通のセキュリティ対策に関する
枠組みとして、更なる発展が見込まれているほ
か、日米、日EUといった二国間会議も活用し、
国内の保安向上、国際貢献に努めている。

②海賊対策
国際海事局（IMB）によると、令和4年におけ

る海賊及び武装強盗事案の発生件数は115件で
あり、地域別では、西アフリカ（ギニア湾）が
21件及び東南アジア海域が70件となっている。
平成20年以降、ソマリア周辺海域において

凶悪な海賊事案が急増したが、各国海軍等によ
る海賊対処活動、商船側によるベスト・マネジ
メント・プラクティス（BMP）注27に基づく自
衛措置の実施、商船の民間武装警備員の乗船等
国際社会の取組みにより、近年は低い水準で推
移している。しかしながら、不審な小型ボート
から追跡を受ける事案が依然として発生してお
り、商船の航行にとって予断を許さない状況が
続いている。
このような状況の下、我が国としては、「海

賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法
律」に基づき、海上自衛隊の護衛艦により、ア
デン湾において通航船舶の護衛を行うと同時
に、P-3C哨戒機による警戒監視活動を行って
いる。国土交通省においては、船社等からの護
衛申請の窓口及び護衛対象船舶の選定を担うほ
か、一定の要件を満たす日本船舶において民間
武装警備員による乗船警備を可能とする「海賊
多発海域における日本船舶の警備に関する特別
措置法」については、令和4年12月に同法施
行令改正を行い、対象船舶を拡大したところ、
その的確な運用を図り、日本籍船のより一層の
航行安全の確保に万全を期していく。

� �第5節 � 危機管理・安全保障対策� 危機管理・安全保障対策
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海上保安庁においては、ソマリア沖・アデン
湾における海賊対処のために派遣された護衛艦
に、海賊行為があった場合の司法警察活動を行
うため海上保安官8名を同乗させ、海上自衛官
とともに海賊行為の警戒及び情報収集活動に従
事させている。また、同周辺海域沿岸国の海上
保安機関との間で海賊の護送と引渡しに関する
訓練等を実施している。
東南アジア海域等においては、巡視船や航空
機を派遣し、公海上でのしょう戒のほか、寄港
国海上保安機関等と連携訓練や意見・情報交換
を行うなど連携・協力関係の推進に取り組んで
いる。

③中東地域における対応
我が国に輸入される原油の約9割は中東地域
からのものであり、中東地域を航行する船舶の
航行の安全を確保することは重要である。中東
地域は、高い緊張状態が継続しており、航行船
舶に対する事案も発生し、令和元年6月13日
にはオマーン湾を航行していた我が国関係船舶
が攻撃を受ける事案が発生している。
我が国としては、令和4年11月1日に元年
12月27日の閣議決定「中東地域における日本
関係船舶の安全確保に関する政府の取組みにつ
いて（令和３年12月24日一部変更）」を一部
変更し、引き続き、更なる外交努力や航行安全
対策の徹底、自衛隊による情報収集活動を行っ
ている。国土交通省においても、関係省庁から
情報共有を受けつつ関係業界との綿密な情報共
有や適時の注意喚起等に引き続き取り組み、我
が国関係船舶の航行安全の確保に万全を期して
いく。

④港湾における保安対策
日ASEANの港湾保安専門家による会合等、
諸外国との港湾保安に関する情報共有等を通じ
て、地域全体の港湾保安の向上を図る。

（２）�公共交通機関等におけるテロ対策の徹底・
強化

国際的なテロの脅威は極めて深刻な状況であ
り、公共交通機関や重要インフラにおけるテロ
対策の取組みを進めることは重要な課題であ
る。今後のG7広島サミットや大阪・関西万博
などの大型国際イベントの開催等も見据え、国
土交通省では、所管の分野においてハード・ソ
フトの両面からテロ対策を強化する等、引き続
き、関係省庁と連携しつつ、取組みを進める。

①鉄道におけるテロ対策の推進
令和3年10月に発生した京王線車内傷害事

件等を受けて同年12月に取りまとめた対応策
等を踏まえ、各種非常用設備の表示を共通化す
るガイドラインの運用や、非常時の通報装置の
活用や危険物の持ち込みについての利用者向け
の呼びかけの実施等に取り組んでいるほか、車
内防犯カメラの設置の基準化について検討を進
めている。

②船舶・港湾におけるテロ対策の推進
「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確
保等に関する法律」に基づく国際航海船舶の保
安規程の承認・船舶検査、国際港湾施設の保安
規程の承認、入港船舶に関する規制、国際航海
船舶・国際港湾施設に対する立入検査及びポー
トステートコントロール（PSC）を通じて、保
安の確保に取り組んでいる。

③航空におけるテロ対策の推進
国際民間航空条約に規定される国際標準に

従って航空保安体制の強化を図っている。各空
港においては、車両及び人の侵入防止対策とし
てフェンス等の強化に加え、侵入があった場合
に迅速な対応ができるよう、センサーを設置す
るなどの対策を講じているほか、高度な保安検
査機器の導入を促進するなど航空保安検査の高
度化を図っている。また、令和4年3月に施行
された「航空法」等の一部を改正する法律によ
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り、旅客等に対する航空機搭乗前の保安検査の
受検義務付け、危害行為の防止に関する施策の
基本となるべき方針（「危害行為防止基本方針」）
の策定など航空保安対策の確実な実施に係る制
度が整備されたところ、これらに基づき関係者
と連携を図りながら、保安対策を推進している。
加えて、令和2年7月に「重要施設の周辺地

域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に
関する法律」に基づき8空港注28を対象空港と
して指定し、当該空港周辺での小型無人機等の
飛行を禁止するとともに、これに違反して飛行
する小型無人機等に対する退去命令や飛行妨害
等の措置をとることができるよう体制整備を
行っている。また、上記8空港以外の空港につ
いても、同年9月より、空港の機能を確保する
観点から、空港の設置者に対し、空港周辺にお
ける無人航空機の飛行等の行為に関し、行為が
禁止されていることの周知や場周警備の一環と
しての巡視の実施、違反行為が確認された場合
の連絡体制の構築等を義務付け、これらの実施
のための体制整備を行っている。

④自動車におけるテロ対策の推進
防犯カメラの設置、不審者・不審物発見時の
警察への通報や協力体制の整備等、テロの未然
防止対策を推進している。多客期におけるテロ
対策として、車内の点検、営業所・車庫内外に
おける巡回強化、警備要員等の主要バス乗降場
への派遣等を実施するとともに、バスジャック
対応訓練の実施についても推進している。

⑤重要施設等におけるテロ対策の推進
河川関係施設等では、河川・海岸等の点検・
巡視時における不審物等への特段の注意、ダム
管理庁舎及び堤体監査廊等の出入口の施錠強化

注 28　新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港。
注 29　貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された貿易関連事業者を税関が認定し、通関手続の簡素化等の利益

を付与する制度。
注 30　航空機搭載前までに、特定荷主（Known Shipper）、特定航空貨物利用運送事業者又は特定航空運送代理店業者

（Regulated Agent）又は航空会社においてすべての航空貨物の安全性を確認する制度。

等を行っている。道路関係施設では、高速道路
や直轄国道の点検・巡視時における不審物等へ
の特段の注意、休憩施設のごみ箱の集約等を
行っている。国営公園では、巡回警備の強化、
はり紙掲示等による注意喚起等を行っている。

（３）�物流におけるセキュリティと効率化の両立
国際物流においても、セキュリティと効率化

の両立に向けた取組みが各国に広がりつつあ
り、我が国においても、物流事業者等に対して
AEO制度注29の普及を促進している。
航空貨物に対する保安体制については、荷主

から航空機搭載まで一貫して航空貨物を保護す
ることを目的に、ICAOの国際基準に基づき制
定されたKS/RA制度注30を導入している。
また、主要港のコンテナターミナルにおいて

は、トラック運転手等の本人確認及び所属確認
等を確実かつ迅速に行うため、出入管理情報シ
ステムの導入を推進し、平成27年1月より本
格運用を開始している。加えて、CONPAS（新・
港湾情報システム）における入場受付にもPS
（Port Security）カードを活用することでゲー
ト処理時間の短縮を図った。また、新型コロナ
ウイルス感染症への対応の一環として、港湾物
流事業を継続する必要があるため、セキュリ
ティを確保しつつ本人確認及び所属確認等を非
接触に行えるよう出入管理情報システムの改修
を進めている。

（４）情報セキュリティ対策
近年、情報セキュリティのサプライチェーン

リスクが指摘される中、サイバー攻撃が複雑化・
巧妙化しており、情報セキュリティ対策の重要
性がますます高まっている。
国土交通省においては、所管する独立行政法
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人や重要インフラ事業者等とともに情報セキュ
リティ対策の強化に取り組んでおり、内閣サイ
バーセキュリティセンター（NISC）との連携

の下、サイバー攻撃への対処態勢の充実・強化
等の取組みを推進している。

事故災害への対応体制の確立
鉄道、航空機等における多数の死傷者を伴う
事故や船舶からの油流出事故等の事故災害が発
生した場合には、国土交通省に災害対策本部を
設置し、迅速かつ的確な情報の収集・集約、関
係行政機関等との災害応急対策が実施できるよ
う体制整備を行っている。海上における事故災
害への対応については、巡視船艇・航空機・大

型浚渫兼油回収船等の出動体制の確保、防災資
機材や救助資機材の整備等を行うとともに、合
同訓練等を実施し、関係機関等との連携強化を
図っている。また、油等防除に必要な沿岸海域
環境保全情報を整備し、海洋状況表示システム
（海しる）を通じて提供している。

海上における治安の確保
（１）テロ対策の推進
テロの未然防止措置として、原子力発電所や

石油コンビナート等の重要インフラ施設に対し
て、巡視船艇・航空機による監視警戒を行って
いるほか、旅客ターミナル、フェリー等のいわ
ゆるソフトターゲットにも重点を置いた警戒を
実施している。
また、新たなテロの脅威として、ドローンを

使用したテロの発生も懸念されていることか
ら、関係機関と連携して不審なドローン飛行に
関する情報を把握するとともに、ドローン対策
資機材を活用するなど複合的な対策を講じてい
る。
さらに、テロ対策については、官民の連携が

重要であるところ、海上保安庁では、平成29
年度から官学民が参画する「海上・臨海部テロ
対策協議会」を定期的に開催しており、令和5
年のG7広島サミット等や令和7年の大阪・関
西万博に向けて、官民一体となったテロ対策を
推進している。

（２）不審船・工作船対策の推進
不審船・工作船は、覚せい剤の運搬や工作員

の不法出入国等の重大犯罪に関与している可能

性が高く、我が国の治安を脅かすこれらの活動
を未然に防止することは重大な課題である。
海上保安庁では、巡視船艇・航空機により不

審な船舶に対する監視警戒を行うとともに、海
上自衛隊との共同訓練を含む各種訓練を通じて
不審船対処能力の維持・向上にも努めている。
引き続き、関係機関等との連携を一層強化して、
不審船・工作船の早期発見に努め、発見時には
厳格に対処していく。

（３）海上犯罪対策の推進
最近の海上犯罪の傾向として、国内密漁事犯

2

3

 図表Ⅱ-6-5-1 　テロ対策訓練の様子
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では、密漁者と買受業者が手を組んだ組織的な
形態で行われるものや、暴力団が資金源として
関与するものなどが見受けられる。海上環境事
犯では、処理費用の支払いを逃れるために廃棄
物を海上に不法投棄するものや、外国漁船によ
る違法操業事犯においても取締りを逃れるため
に、夜陰に乗じて違法操業を行うものなどが発
生している。密輸事犯では、一度に大量の違法
薬物を海上コンテナ貨物に隠匿して密輸する事
件が相次いでおり、密航事犯では、貨物船等か

らの不法上陸などが発生している。
このような各種海上犯罪については、その様

態が悪質・巧妙化しており、依然として予断を
許さない状況にあるが、海上保安庁では、巡視
船艇・航空機を効率的かつ効果的に運用するこ
とで監視・取締りや犯罪情報の収集・分析、立
入検査を強化するとともに、国内外の関係機関
との情報交換等、効果的な対策を講じ、厳正か
つ的確な海上犯罪対策に努めている。

安全保障と国民の生命・財産の保護
（１）北朝鮮問題への対応
我が国では、「特定船舶の入港の禁止に関す

る特別措置法」に基づき、すべての北朝鮮籍船
舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第
三国籍船舶及び日本籍船舶並びに国際連合安全
保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象と
された船舶が入港禁止措置の対象とされている
が、令和5年4月7日の閣議において、国際情
勢にかんがみ、当該入港禁止措置の期限を7年
4月13日まで延長することが決定された。
国土交通省・海上保安庁では、本措置の確実

な実施を図るため、これら船舶の入港に関する
情報の確認等を実施しているほか、関係行政機
関と緊密に連携し、「国際連合安全保障理事会
決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施
する貨物検査等に関する特別措置法」に基づく
対北朝鮮輸出入禁止措置の実効性確保に努めて
いる。
国土交通省・海上保安庁及び気象庁では、累

次の北朝鮮関係事案の発生を踏まえ、関係省庁
との密接な連携の下、即応体制の強化、北朝鮮
に対する監視・警戒態勢の継続をしているとこ
ろであり、弾道ミサイル発射事案や核実験にお
いても、関係する情報の収集や必要な情報の提
供を行うなど、国民の安全・安心の確保に努め

ている。特に、北朝鮮の弾道ミサイルが我が国
周辺に発射された場合などには、我が国周辺の
航空機や船舶に対して直接、又は、事業者など
を通じて迅速に情報を伝達し、注意を促すこと
としている。

（２）�国民保護計画による武力攻撃事態等への
対応

「武力攻撃事態等における国民の保護のため
の措置に関する法律」及び「国民の保護に関す
る基本指針」を受け、国土交通省・観光庁、国
土地理院、気象庁及び海上保安庁において「国
民の保護に関する計画」を定めている。
国土交通省・観光庁では、地方公共団体等の

要請に応じ、避難住民の運送等について運送事
業者である指定公共機関との連絡調整等の支援
等を実施すること、国土地理院では、地理空間
情報を活用した被災状況や避難施設等に関する
情報を関係省庁等と連携して国民に提供するこ
と、気象庁では、気象情報等について関係省庁
等と連携して国民に提供すること、海上保安庁
では、警報及び避難措置の指示の伝達、避難住
民の誘導等必要な措置を実施すること等を定め
ている。
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重篤な感染症及び影響の大きい家畜伝染病対策
（１）重篤な感染症対策
重篤な感染症対策については、関係省庁と緊

密に連携し対応している。

①新型インフルエンザ等対策
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」（特
措法）において、国土交通省を含む指定行政機
関は自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ
迅速に実施し、並びに地方公共団体及び指定公
共機関が実施する対策を的確かつ迅速に支援す
ることにより、国全体として万全の態勢を整備
する責務を有するとされている。
国土交通省では、「国土交通省新型インフル

エンザ等対策行動計画」において、特措法の各
種措置の運用等について、（ア）運送事業者で
ある指定（地方）公共機関の役割等、（イ）新
型インフルエンザ等緊急事態宣言時の対応等を
規定している。
なお、特措法は、新型コロナウイルス感染症

もその対象としている。

②新型コロナウイルス感染症対策
令和元年12月に中国武漢市で感染が広がっ

た新型コロナウイルス感染症について、我が国
でも2年1月15日に最初の感染者が確認され、
政府は同年1月30日に新型コロナウイルス感
染症対策本部（以下「政府対策本部」という。）
を設置した。同日、国土交通省に「国土交通省
新型コロナウイルス感染症対策本部」（以下「省
対策本部」という。）を設置、5年3月末まで
45回の省対策本部を開催し、国内における感
染防止対策、水際対策等に省を挙げて取り組ん
だ。

（ア）国内における感染防止対策
令和2年5月には、事業者及び関係団体によ

る自主体な感染予防対策を進めるため、感染拡
大予防ガイドラインを策定することとされ、国

土交通省所管の分野においても、5年3月末時
点で50のガイドラインを策定・公表している。
また、新型コロナウイルスのワクチン接種に

ついて、国土交通省の関係業界団体への接種促
進を呼びかけるほか、オミクロン株対応ワクチ
ンの職域接種の実施にあたり、事業者と政府の
間の調整等を行った。

（イ）水際対策
令和4年度における新型コロナウイルス感染

症に対する水際対策については、国内において
ウィズコロナに向けた新たな段階へ移行してい
ることや、G7各国による水際措置の撤廃が進
んでいることなどを踏まえ、保健医療体制にか
かる負荷に配慮する最低限の措置を残しつつ、
緩和を進めてきたところである。国土交通省と
しては、関係省庁と連携して、外国人の新規入
国制限の見直し、入国者総数の上限撤廃、空港・
海港における国際線受入の再開等の水際対策に
取り組んだ。

（２）影響の大きい家畜伝染病対策
影響の大きい家畜伝染病対策については、平

成30年9月、岐阜県の養豚場において、26年
ぶりとなる豚熱の発生が確認され、その後、令
和5年3月31日までに、18県で86例の発生
が確認されている。また、4年10月、岡山県
の養鶏場において、我が国では前年度に引き続
き鳥インフルエンザの発生が確認され、その後
26道県において、5年3月31日現在、国内で
82例の鳥インフルエンザの陽性事案の発生が
確認されている。
国土交通省では、地方公共団体が実施する防

疫措置に必要となる資機材の提供、同地方公共
団体が行う防疫措置についての関係事業者に対
する協力要請を行うなど、更なる感染拡大の防
止のため、関係省庁と緊密に連携して必要な対
応を講じている。
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第7章 美しく良好な環境の保全と創造

� �第1節 � 地球温暖化対策の推進

地球温暖化対策の実施等
気候変動の影響により、自然災害が激甚化・

頻発化するなど、地球温暖化対策は世界的に喫
緊の課題となっている。我が国においては、
「2050年カーボンニュートラル」の実現及
び、2030年度温室効果ガス46％削減、さらに
50％の高みに向けた挑戦を目標として掲げ、
GX（グリーントランスフォーメーション）に
係る取組みを加速化させている。成長志向型
カーボンプライシングをはじめとする「5つの
政策イニシアティブ」について議論するため、
令和4年7月に官邸に「GX実行会議」を創設
し、カーボンプライシングの基本的な考え方や
脱炭素投資による経済成長等を示した「GX実
現に向けた基本方針」（以下「本基本方針」と
いう。）を取りまとめ、5年2月に閣議決定を
した。本基本方針の中では、5年度から「排出

量取引制度」を試行的に開始、10年度に「炭
素に対する賦課金」を導入することが示され、
その結果として得られる将来の財源を裏付けと
した「GX経済移行債」を発行していくこと等
が盛り込まれた。また、本基本方針に基づき、
法制上の措置を盛り込んだ「脱炭素成長型経済
構造への円滑な移行の推進に関する法律」が5
月に成立した。
こうした中で、地域のくらしや経済を支える

幅広い分野を所管する国土交通省では、民生・
運輸部門の脱炭素化等に貢献するため、住宅・
建築物や公共交通・物流等における省エネ化、
インフラを活用した太陽光や水力、バイオマス
等の再エネの導入・利用拡大（創エネ）、輸送・
インフラ分野における非化石化等を推進してい
る。

地球温暖化対策（緩和策）の推進
（１）まちづくりのグリーン化の推進
2050年カーボンニュートラルの実現に向け

て、脱炭素に資する都市・地域づくりを推進し
ていくため、「まちづくりのグリーン化」に取
り組んでいる。
具体的には、都市のコンパクト・プラス・ネッ

トワークや居心地が良く歩きたくなる空間づく
りを進め公共交通の利用の促進等を図ることで
CO2排出量の削減につなげる「都市構造の変
革」、エネルギーの面的利用や環境に配慮した
民間都市開発等を推進することでエネルギー利
用の効率化につなげる「街区単位での取組」、

グリーンインフラの社会実装の推進等により都
市部のCO2吸収源拡大につなげる「都市にお
ける緑とオープンスペースの展開」の3つの柱
で取組みを進めている。また、省庁横断的な取
組みである「地域脱炭素ロードマップ」に基づ
く脱炭素先行地域に対して支援を強化するな
ど、重点的に取り組んでいる。

（２）�環境に優しい自動車の開発・普及、最適
な利活用の推進

環境性能に優れた自動車の普及を促進するた
め、エコカー減税等による税制優遇措置を実施

� �第1節 � 地球温暖化対策の推進� 地球温暖化対策の推進
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している。なお、エコカー減税等については、
令和5年度税制改正において、自動車ユーザー
の急激な負担増を回避するため、5年末まで現
行措置を据え置きつつ、燃費基準の切り上げ
等の見直しを3年間で段階的に行うこととされ
た。また、地球温暖化対策等を推進する観点か
ら、トラック・バス事業者等に、燃料電池自動
車、電気自動車、ハイブリッド自動車や天然ガ
ス自動車等の導入に対する補助を行っている。

（３）交通流対策等の推進
道路の整備に伴って、いわゆる誘発・転換交

通が発生する可能性があることを認識しつつ、
二酸化炭素の排出削減に資する環状道路等幹
線道路ネットワークの強化、ETC2.0を活用し
たビッグデータ等の科学的な分析に基づく渋
滞ボトルネック箇所へのピンポイント対策、
ICT・AI等を活用した交通需要調整のための
料金施策を含めた面的な渋滞対策の導入検討な
どの取組みのほか、道路照明灯の更なる省エネ
ルギー化、高度化を図るとともに、LED道路
照明の整備を推進している。また、安全で快適
な自転車利用環境の向上に関する取組みを推進
している。加えて、通勤交通マネジメントをは
じめとする事業者の主体的な取組みの促進等に
より、日常生活における車の使い方をはじめと
する国民の行動変容を促す取組みの推進によ
り、自動車交通量の減少等を通じて環境負荷の
低減を図っている。

（４）公共交通機関の利用促進
自家用乗用車からエネルギー効率が高く

CO2排出の少ない公共交通機関へのシフト
は、地球温暖化対策の面から推進が求められて
いる。このため、環境省と連携して、LRT・
BRTシステムの導入を支援するほか、エコ通
勤優良事業所認証制度を活用した事業所単位で
のエコ通勤の普及促進に取り組んだ。

注 1　貨物トンを１km 輸送するときに排出される CO2 の量。

（５）�高度化・総合化・効率化した物流サービ
ス実現に向けた更なる取組み

国内物流の輸送機関分担率（輸送トンキロ
ベース）はトラックが最大であり、5割を超え
ている。トラックのCO2排出原単位注1は、大
量輸送機関の鉄道、内航海運より大きく、物
流部門におけるCO2排出割合は、トラックが
約9割を占めている。国内物流を支えつつ、
CO2の排出を抑制するために、トラック単体
の低燃費化や輸送効率の向上と併せ、鉄道、内
航海運等のエネルギー消費効率の良い輸送機関
の活用を図ることが必要である。更なる環境負
荷の小さい効率的な物流体系の構築に向け、
大型CNGトラック等の環境対応車両の普及促
進、港湾の低炭素化の取組みへの支援や冷凍冷
蔵倉庫において使用する省エネ型自然冷媒機器
の普及促進等を行っている。また、共同輸配送
やモーダルシフトの促進や、省エネ船の建造促
進等内航海運・フェリーの活性化に取り組んで
いる。加えて、「エコレールマーク」（令和5年
4月現在、商品166件（187品目）、取組み企
業98社を認定）や「エコシップマーク」（5年
5月末現在、荷主189者、物流事業者213者を
認定）の普及に取り組んでいる。貨物鉄道にお
いては、4年7月の「今後の鉄道物流の在り方
に関する検討会」における提言を踏まえ、貨物
鉄道が物流における諸課題の解決を図る重要な
輸送モードとして、その特性を十分に活かした
役割を発揮できるよう、指摘された課題の解決
に向けて関係者と連携して取り組んでいる。ま
た、港湾においては、我が国の産業や港湾の競
争力強化と脱炭素社会の実現に貢献するため、
脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化や水素等
の受入環境の整備等を図るカーボンニュートラ
ルポート（CNP）の形成を推進しており、低
炭素型荷役機械の導入支援、水素を用いた港湾
荷役機械を導入するための実証事業等を行って
いる。さらに、国際海上コンテナターミナルの
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整備、国際物流ターミナルの整備、複合一貫輸
送に対応した国内物流拠点の整備等を推進する
ことにより、貨物の陸上輸送距離削減を図って
いる。
このほか、関係省庁、関係団体等と協力して、

グリーン物流パートナーシップ会議を開催し、
荷主と物流事業者の連携による優良事業者への
表彰や普及啓発を行っている。総合物流施策大
綱（2021～2025年度）策定後は、同大綱の3
つの柱である「物流DXや標準化の推進による
サプライチェーン全体の徹底した最適化」、「労
働力不足対策の推進と物流構造改革の推進」、
「強靭で持続可能な物流ネットワークの構築」
のそれぞれに即した取組みも表彰対象とし、物
流分野全般の課題解決に資する取組みを幅広く
支援している。

（６）�鉄道・船舶・航空・港湾における低炭素
化の促進

①鉄道分野における脱炭素化の取組み
2050年カーボンニュートラルに向けて更な
る脱炭素化を図るため、令和4年3月より「鉄
道分野におけるカーボンニュートラル加速化検
討会」を立ち上げ、議論を行った。同年8月の
同検討会中間とりまとめを踏まえ、鉄軌道事業
者等に対する新たな支援制度の創設や鉄道脱炭
素官民連携プラットフォームの開催を通じて、
鉄道分野及び鉄道関連分野の脱炭素化の実現を
促進した。
引き続き、令和5年5月に出された同検討会
の最終とりまとめを踏まえ、関係省庁とも連携
しながら、エネルギー効率の高い車両の導入、
水素を燃料とする燃料電池鉄道車両の開発やバ
イオディーゼル燃料の導入促進等を進めるほ
か、鉄道アセットを活用した再生可能エネル
ギーの導入拡大や、環境優位性のある鉄道の利
用促進により、社会全体の脱炭素化に貢献する
ことを目指す。

②海運における省エネ・低炭素化の取組み
国際海運分野については、令和3年11月に、

我が国が米国、英国等とIMOに共同提案した
2050年国際海運カーボンニュートラルの目標
を実現すべく、IMOにおいて引き続き議論を
主導する。また、この目標を達成するための
2040年時点の中間目標として、平成20年比
50％削減目標を令和4年12月にIMOに対し
て新たに提案した。加えて、令和3年度より、
グリーンイノベーション基金を活用して水素・
アンモニア等を燃料とするゼロエミッション
船の実用化に向けた技術開発・実証を行って
いる。アンモニア燃料船については令和8年、
水素燃料船については令和9年の実証運航開始
を目指しているところ、令和5年5月には、世
界で初めて船舶用大型エンジンによるアンモニ
ア燃料と重油の混焼運転試験を開始するなど、
この分野の技術開発をリードしている。国土
交通省として、引き続き世界に先駆けた国産
「日の丸」エンジンの開発支援を継続していく。
内航海運分野においても、船舶の省エネ・低脱
炭素化を促進しており、令和4年度は「内航カー
ボンニュートラル推進に向けた検討会」のとり
まとめに示した施策を具体化すべく、荷主等と
連携し、新たな技術・手法を組み合わせた連携
型省エネ船の開発、バイオ燃料の活用や運航効
率の一層の改善に向けた取組み、省エネルギー・
省CO2の見える化を推進している。省エネル
ギー・省CO2の見える化については、省エネ
法における荷主のエネルギー使用量の算定にお
いて、内航船省エネルギー格付制度の評価に応
じた原単位を使用できるよう措置した。また、
関係省庁とも連携してLNG燃料船、水素FC
船、バッテリー船等の実証・導入を支援するな
ど船舶の低・脱炭素化に向けた取組みを一層加
速させている。

③航空分野のCO2 排出削減の取組み
航空の脱炭素化に向けて、令和4年6月に「航

空法等の一部を改正する法律」が成立し、航空
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会社や空港管理者等が主体的・計画的に脱炭素
化の取組みを進めるための制度的枠組を導入し
た。
また、令和4年12月には同法に基づき、今

後の航空における脱炭素化の基本的な方向性を
示す航空脱炭素化推進基本方針を策定した。当
該方針に沿って、航空会社や空港管理者による
脱炭素化推進計画の作成を支援、進捗をフォ
ローアップし、航空の脱炭素化を着実に進める。
国際航空分野では、国際民間航空機関

（ICAO）において、令和4年10月、我が国が
議論をリードしてきたCO2排出削減の長期目
標について「2050年までのカーボンニュート
ラル」が採択された。
また、「航空機運航分野におけるCO2削減に
関する検討会」で取りまとめた工程表の取組み
を着実に進めていくため、SAF（Sustainable
Aviation Fuel：持続可能な航空燃料）の導入
促進、管制の高度化等による運航の改善、機材・
装備品等への環境新技術の導入の3つのアプ
ローチ毎に関係省庁と共同して官民協議会を設
置した。SAFの導入促進については、2030年
時点の本邦航空会社による燃料使用量の10％
をSAFに置き換えるという目標に向け、国際
競争力のある国産SAFの製造・供給、SAFの
サプライチェーンの構築、CORSIA適格燃料
の登録・認証取得（ICAOにおける環境持続可
能性・GHG排出量の評価等）などに取り組む。
空港分野においては、「空港分野における
CO2削減に関する検討会」において空港施設・
空港車両等からのCO2排出削減、空港の再エ
ネの導入など各空港における脱炭素化の推進に
ついて検討を進めている。また、空港の脱炭素
化に向けた官民連携プラットフォームの取組み
や利用者への理解促進をするとともに、「空港
脱炭素化推進のための計画策定ガイドライン
（第二版）」及び「空港脱炭素化事業推進のため

のマニュアル（初版）」を参考にしつつ、各空
港において空港脱炭素化推進協議会の設置や空
港脱炭素化推進計画の策定を推進する。

④港湾におけるカーボンニュートラルポート
（CNP）形成の推進
港湾においては、我が国の産業や港湾の競争

力の強化と脱炭素社会の実現に貢献するため、
脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化や水素等
の受入環境の整備等を図るカーボンニュートラ
ルポート（CNP）の形成を推進している。
令和4年12月に施行された「港湾法の一部

を改正する法律（令和４年法律第87号）」によ
り、港湾管理者が、多岐に亘る関係者が参加す
る港湾脱炭素化推進協議会における検討を踏ま
えて、港湾脱炭素化推進計画を作成するなど、
CNPの形成をより一層推進する体制が構築さ
れた。また、港湾管理者による同計画の作成を
支援するとともに、低炭素型荷役機械の導入、
停泊中船舶に陸上電力を供給する設備の整備、
水素を動力源とする荷役機械等に関する現地実
証、LNGバンカリング拠点の整備、洋上風力
発電の導入等を推進する。
加えて、サプライチェーンの脱炭素化に取り

組む荷主等のニーズへ対応するため、コンテナ
ターミナル等の脱炭素化の取組み状況を客観的
に評価する認証制度の導入に向けて、国際展開
も視野に入れて検討を進める。

（７）住宅・建築物の省エネ性能の向上
2050年カーボンニュートラル、2030年度

温室効果ガス46％排出削減（2013年度比）、
さらに50％の高みに向けた挑戦という目標の
実現に向け、我が国のエネルギー消費量の約3
割を占める建築物分野における取組みが急務と
なっている。
住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるた

【関連リンク】
カーボンニュートラルポート（CNP）とは
URL: https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000054.html
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め、「脱炭素社会の実現に資するための建築物
のエネルギー消費性能の向上に関する法律等
の一部を改正する法律」が令和4年6月に公布
され、2025年度までに原則全ての新築住宅・
非住宅に省エネ基準適合を義務付けることとし
た。加えて、より高い省エネ性能への誘導のた
め、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制
度を強化するとともに、形態規制の合理化等に
より既存ストックの省エネ改修を推進すること
としている。また、再エネ設備導入促進のため
の措置として、市町村が地域の実情に応じて再
エネ設備の設置を促進する区域を設定できるこ
ととした。
このほか、省エネ・省CO2等に係る先導的
なプロジェクトやZEH・ZEB等の省エネ性能
の高い住宅・建築物に対する支援を行うととも
に、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット
35SにおけるZEH等への融資金利引下げ等を
実施している。また、設計・施工技術者向けの
講習会の開催等により、省エネ住宅・建築物の
生産体制の整備に対する支援を行っている。さ
らに、住宅の省エネ化を推進するため、国土交
通省、環境省、及び経済産業省は住宅の省エネ
リフォーム等に関する新たな補助制度をそれぞ
れ創設し、ワンストップで利用可能とするなど、
連携して支援を行う。

（８）�下水道における省エネ・創エネ対策等の
推進

高効率機器の導入等による省エネ対策、下水
汚泥の固形燃料化等の創エネ対策、下水汚泥の
高温焼却等による一酸化二窒素の削減を推進し
ている。

（９）建設機械の環境対策の推進
燃費基準値を達成した油圧ショベル、ブル

ドーザ等の主要建設機械を燃費基準達成建設機

械として認定する制度を運営しており、令和5
年1月現在で163型式を認定している。一方、
これらの建設機械の購入に対し低利融資制度等
の支援を行っている。
また、令和32年目標である建設施工におけ

るカーボンニュートラルの実現に向けて、動力
源の抜本的な見直しが必要であり、GX建設機
械（電動等）の導入拡大を図るため、GX建設
機械認定制度創設の検討を行う。

（10）�都市緑化等によるCO2 の吸収源対策の
推進

都市緑化等は、パリ協定に基づく我が国の温
室効果ガス削減目標の吸収源対策に位置づけら
れており、市町村が策定する緑の基本計画等に
基づき、都市公園の整備や、道路、港湾等の公
共施設や民有地における緑化を推進している。
また、地表面被覆の改善等、熱環境改善を通じ
たヒートアイランド現象の緩和による都市の低
炭素化や緑化によるCO2吸収源対策の意義や
効果に関する普及啓発にも取り組んでいる。

（11）�ブルーカーボンを活用した吸収源対策の
推進

CO2吸収源の新しい選択肢として、沿岸域
や海洋生態系により隔離・貯留される炭素（ブ
ルーカーボン）が注目され、令和元年6月に「地
球温暖化防止に貢献するブルーカーボンの役割
に関する検討会」を設置した。2年7月にはブ
ルーカーボンに関する試験研究を行う技術研究
組合「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合
（JBE）」の設立を認可し、藻場の保全活動等の
取組みによりブルーカーボン生態系が吸収した
CO2吸収量をクレジットとして認証する「ブ
ルーカーボン・オフセット・クレジット制度」
の試行に取り組んでいる。
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再生可能エネルギー等の利活用の推進
（１）海洋再生可能エネルギー利用の推進
洋上風力発電の導入に関し、港湾区域内にお

いて港湾管理者が事業者を選定済みの全国6港
のうち、能代港内及び秋田港内において、令和
4年12月から5年1月にかけて、我が国初とな
る大型商用洋上風力発電の運転が開始された。
また、一般海域においても、「海洋再生可能エ
ネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促
進に関する法律」に基づく公募により、経済産
業省及び国土交通省が3年度に計5区域におい
て事業者を選定した。4年12月には「秋田県
八峰町及び能代市沖」、「秋田県男鹿市、潟上市
及び秋田市沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」、
「長崎県西海市江島沖」の計4区域において事
業者公募を開始するなど、洋上風力発電の導入
が加速化している。
また、洋上風力発電設備の設置及び維持管理

に利用される港湾（基地港湾）について、これ
まで国土交通大臣が4港を指定している。この
うち、秋田港では整備が完了し、令和3年4月
に港湾法に基づく発電事業者への埠頭の長期貸
付を開始した。能代港、鹿島港、北九州港につ
いては引き続き地耐力強化などの必要な整備を
実施している。
また、浮体式洋上風力発電施設の商用化に向

けて同施設のコスト低減が喫緊の課題となって
いる。このため、平成30年度より安全性を確
保しつつ浮体構造や設置方法の簡素化等を実現
するための設計・安全評価手法を検討している
ところ、令和2年度からは検査の効率化を実現
するための手法を検討している。引き続き洋上
風力発電の導入促進に向けた取組みを進めてい
く。

（２）未利用水力エネルギーの活用
ダムによる治水機能の強化、水力発電の促進、

地域振興の３つの政策目標を官民連携の新たな
枠組みのもとで実現する「ハイブリッドダム」
の取組みを推進している。この取組みの一環と
して、国が管理する治水等多目的ダム等におい
て最新の気象予測技術を活用した洪水後期放流
の活用、非出水期水位の弾力的運用などのダム
運用の高度化を試行的に行うとともにダム管理
用水力発電設備の積極的な導入等による未利用
エネルギーの徹底的な活用を図ることとしてい
る。また、河川等における取組みとして、登録
制による従属発電の導入、現場窓口によるプロ
ジェクト形成支援、砂防堰堤における小水力発
電の検討情報の提供等、技術的支援及び発電設
備の導入支援等を実施し、小水力発電の導入促
進を図っている。

（３）下水道バイオマス等の利用の推進
国土交通省では、下水汚泥のエネルギー利用、

下水熱の利用等を推進している。平成27年5
月には、「下水道法」が改正され、民間事業者
による下水道暗渠への熱交換器設置が可能に
なったほか、下水道管理者が下水汚泥をエネル
ギー又は肥料として再生利用することが努力義
務化された。固形燃料化やバイオガス利用等に
よる下水汚泥のエネルギー利用、再生可能エネ
ルギー熱である下水熱の利用について、PPP/
PFI等により推進している。

（４）太陽光発電等の導入推進
公的賃貸住宅、官庁施設や、道路、空港、港

湾、鉄道・軌道施設、公園、ダム、下水道等の
インフラ空間等を活用した太陽光発電等につい
て、施設等の本来の機能を損なわないよう、ま

3

【関連リンク】
洋上風力発電
URL：https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_mn6_000005.html
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た、周辺環境への負荷軽減にも配慮しつつ、可
能な限りの導入拡大を推進している。

（５）水素社会実現に向けた取組みの推進
①燃料電池自動車の普及促進
燃料電池自動車の世界最速普及を達成すべ

く、また、比較的安定した水素需要が見込まれ
る燃料電池バス等を普及させることが水素供給
インフラの整備においても特に重要であるとの
認識の下、民間事業者等による燃料電池自動車
の導入事業について支援している。令和4年末
までに、燃料電池自動車の保有台数は7,425台
となった。

②水素燃料電池船の実用化に向けた取組み
「水素燃料電池船の安全ガイドライン」につ
いて、最新の知見や動向を踏まえて、水素燃料
電池船の安全性を確保しつつ、開発・実用化を
より推進する観点から令和3年8月に改訂版を
公表した。

③水素燃料船の開発
令和3年より、「グリーンイノベーション基

金」を活用した「次世代船舶の開発」プロジェ
クトにおいて、水素燃料エンジンの技術開発を
支援しており、9年の実証運航開始を目指して
いる。また、「海事産業集約連携促進技術開発

費補助金」を通じて、様々な業種で連携して水
素燃料船等の開発を行う事業者を支援し、技術
のトップランナーを中核としたシステムインテ
グレータの育成を行っている。このような取組
みを通して、我が国の海事産業の競争力を高め
ていく。

④液化水素の海上輸送システムの確立
平成27年度より、川崎重工業株式会社等が、

豪州の未利用エネルギーである褐炭を用いて水
素を製造し、我が国に輸送を行う液化水素サプ
ライチェーンの構築事業（経済産業省「未利用
エネルギー由来水素サプライチェーン構築実証
事業」（国土交通省連携事業））を実施している。

⑤下水汚泥由来の水素製造・利活用の推進
下水汚泥は、量・質の両面で安定しており、

下水処理場に集約される。下水処理場が都市部
に近接している等の特徴から、効率的かつ安定
的な水素供給の実現の可能性が期待されている。

⑥燃料電池鉄道車両の開発
東日本旅客鉄道株式会社等が水素を燃料とす

る燃料電池鉄道車両の開発しているところ、国
土交通省等における手続きを経て、令和4年3
月より営業路線において試験車両の実証試験が
開始された。

地球温暖化対策（適応策）の推進
気候変動による様々な影響に備えるための取

組みは、「気候変動適応法」（平成30年法律第
50号）に基づき策定された、政府の「気候変

動適応計画」（令和3年10月22日閣議決定）
に基づいて、総合的かつ計画的に推進している。

4
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� �第2節 � 循環型社会の形成促進

建設リサイクル等の推進
（１）建設リサイクルの推進
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律（建設リサイクル法）」に基づき、全国一
斉パトロール等による法の適正な実施の確保に
努めている。
また、国土交通省における建設リサイクルの

推進に向けた基本的考え方、目標、具体的施
策を示した「建設リサイクル推進計画2020 ～
「質」を重視するリサイクルへ～」（計画期間：
最大10年間、必要に応じて見直し）を令和2
年9月に策定し、各種施策に取り組んでいる。
具体的には、建設発生土の更なる有効利用を

促進し、今後は「質」の向上が重要な視点と考
え、①建設副産物の高い再資源化率の維持等、

循環型社会形成へのさらなる貢献、②社会資本
の維持管理・更新時代到来への配慮、③建設リ
サイクル分野における生産性向上に資する対応
等を主要課題とした取り組むべき施策を実施し
ている。

（２）下水汚泥の肥料利用・リサイクルの推進
下水汚泥のリサイクルを推進（令和2年度リ

サイクル率75％）し、下水汚泥の固形燃料化
等によるエネルギー利用を進めている。さらに、
下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェ
クト）により、下水道資源を有効利用する革新
的な技術及びシステムの実証を進めている。

� �第2節 � 循環型社会の形成促進� 循環型社会の形成促進

1

【関連リンク】
建設廃棄物の搬出量、建設リサイクル推進計画 2020 達成基準値
URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000247.html

輸入依存度の高い肥料原料の価格が高騰する中、令
和4年9月9日に開催された食料安定供給・農林水産
業基盤強化本部において、岸田総理より、堆肥や下水
汚泥資源の利用拡大に向けた施策の具体化について指
示が出されました。

これを受け、国土交通省と農林水産省は「下水汚泥
資源の肥料利用の拡大に向けた官民検討会」を共同で
設置し、今後の推進策の方向性を取りまとめました。

また、令和4年12月27日に決定された食料安全保
障強化政策大綱では、2030年までに堆肥・下水汚泥
資源の使用量を倍増し、肥料の使用量（リンベース）
に占める国内資源の利用割合を40％まで拡大（2021
年：25％）する目標等が位置づけられました。

国土交通省としては、引き続き農林水産省と連携し、
肥料の流通経路の確保等に向けたマッチング等に取り
組んでいきます。

【関連リンク】
下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官民検討会：
URL：https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000784.html

【関連リンク】
食料安定・農林水産業基盤強化本部
URL：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/kaisai.html

Column コラム
下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けて
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循環資源物流システムの構築

注 2　近畿２府４県 169 市町村から発生する廃棄物等を、海面埋立により適正に処分し、港湾の秩序ある整備を図る事業。
注 3　首都圏の建設発生土を全国レベルで調整し、埋立用材を必要とする港湾において港湾建設資源として有効利用する仕組

み。
注 4　寿命に達した船舶は、解体され、その大部分は鋼材として再活用される。
注 5　令和３年の世界の商船船腹量の 40％を締約国の商船船腹量と仮定して試算。

（１）�海上輸送を活用した循環資源物流ネット
ワークの形成

循環型社会の構築に向けて循環資源の「環」
を形成するため、循環資源の広域流動の拠点と
なる港湾をリサイクルポート（総合静脈物流拠
点港）として全国で22港指定している。リサ
イクルポートでは、岸壁等の港湾施設の確保、
循環資源取扱支援施設の整備への助成、官民連
携の促進、循環資源の取扱いに関する運用等の
改善を行っている。
また、大規模災害時に発生する災害廃棄物の
迅速かつ円滑な処理を進めるため、災害廃棄物
の仮置き場や処分場等としての港湾の活用可能

性について関係機関等と連携して検討する。

（２）廃棄物海面処分場の計画的な確保
港湾整備により発生する浚渫土砂や内陸部で

の最終処分場の確保が困難な廃棄物等を受け入
れるため、海面処分場の計画的な整備を進めて
いる。特に大阪湾では、大阪湾フェニックス計
画注2に基づいて広域処理場を整備し、大阪湾圏
域から発生する廃棄物等を受け入れている。ま
た、首都圏で発生する建設発生土をスーパー
フェニックス計画注3に基づき海上輸送し、全国
の港湾等の埋立用材として広域利用を行ってい
る。

自動車・船舶のリサイクル
（１）自動車のリサイクル
「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自
動車リサイクル法）」に基づき、使用済自動車
が適切にリサイクルされたことを確認する制度
を導入している。また、「道路運送車両法」の
抹消登録を行う際、自動車重量税還付制度も併
せて実施し、使用済自動車の適正処理の促進及
び不法投棄の防止を図っている。なお、令和3
年度において、自動車リサイクル法に基づき解
体が確認され、永久抹消登録及び解体届出がな
された自動車は1,220,399台である。

（２）船舶のリサイクル
船舶の再資源化解体（シップ・リサイクル）注4

は、インド、バングラデシュ等の開発途上国を
中心に実施されており、労働災害と環境汚染等

が問題視されてきた。この問題を国際的に解決
するため、我が国は世界有数の海運・造船国と
して国際海事機関（IMO）における議論及び
条約起草作業を主導し、「2009年の船舶の安
全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際
条約」（シップ・リサイクル条約）が採択された。
同条約の発効要件は、①15か国以上が締結、

②締約国の商船船腹量の合計が40％以上、③
締約国の直近10年における最大年間解体船腹
量の合計が締約国の商船船腹量の3％以上であ
るところ、我が国は、平成31年3月に同条約
を締結し、各国に対して同条約の早期締結に向
けて働きかけを行ってきており、令和5年3月
末時点の発効要件の充足状況はそれぞれ①20
か国、②30.7％、③2.4％注5となっている。

2

3
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グリーン調達に基づく取組み

注 6　ここでは「グリーン購入法」第２条に規定された環境物品等を調達することをグリーン調達という。
注 7　法改正により名称が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わっ

ている。

「国等による環境物品等の調達の推進等に関
する法律（グリーン購入法）」に基づく政府の
基本方針の一部変更を受け、「環境物品等の調
達の推進を図るための方針（調達方針）」を令

和5年2月24日に策定した。これに基づき、
公共工事における資材、建設機械、工法、目的
物等のグリーン調達注6を積極的に推進している。

木材利用の推進
木材は、加工に要するエネルギーが他の素材
と比較して少なく、多段階における長期的利用
が地球温暖化防止、循環型社会の形成に資する
など環境にやさしい素材であることから、公共
工事等において木材利用推進を図っている。
令和3年10月1日に施行された「公共建築
物等における木材の利用の促進に関する法律
の一部を改正する法律（令和3年法律第77
号）」注7により、法律の対象が公共建築物から建
築物一般に拡大された。また、同法等に基づき、
自ら整備する公共建築物において木造化、内装
等の木質化、CLTの活用等に取り組むととも
に、木材利用に関する技術基準、手引き等の作
成及び関係省庁や地方公共団体等への普及に努
めている。
また、温室効果ガスの吸収源対策の強化を図
る上でも、我が国の木材需要の約4割を占める
建築物分野における取組みが求められている。
このような中、建築物分野における木材利用の
更なる促進に資する規制の合理化なども盛り込
んだ「脱炭素社会の実現に資するための建築物
のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の

一部を改正する法律」を令和4年6月17日に
公布した。
さらに、木造住宅・建築物の整備の推進のた

め、地域材を使用した長期優良住宅やZEH等
の良質な木造住宅や地域の気候風土に適応した
木造住宅等の整備に対する支援、先導的な設計・
施工技術を導入する建築物や木造化の普及に資
する建築物の整備に対する支援、地域における
木造住宅生産体制の整備、担い手の育成の取組
みに対する支援等に取り組んでいる。

 図表Ⅱ-7-2-1 　木材利用の整備事例

■瀬棚海上保安署（内装等の木質化：天井仕上等）

4
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� �第3節 � 豊かで美しい自然環境を保全・再生する国土づくり

生物多様性の保全のための取組み
令和4年12月にカナダ・モントリオールで

開催されたCOP15において、「昆明・モント
リオール生物多様性枠組」が採択され、さらに
5年3月に「生物多様性国家戦略2022-2030」

が策定されたことを受け、グリーンインフラを
含め、河川、都市の緑地、海岸、港湾等におい
て生物の生息・生育地の保全・再生・創出等の
取組みを引き続き推進することとした。

豊かで美しい河川環境の形成
（１）良好な河川環境の保全・形成
①多自然川づくり、生態系ネットワークの形成
河川整備に当たっては、「多自然川づくり基

本指針（平成18年10月策定）」に基づき、河
川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮ら
しや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本
来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び
多様な河川景観の保全・創出する「多自然川づ
くり」をすべての川づくりにおいて推進してい
る。
また、自然再生事業等による湿地等の再生、

魚道整備等による魚類の遡上・降下環境の改善
等を図るとともに、多様な主体と連携した生態
系ネットワークの形成による流域の生態系の保
全・創出を推進している。
②河川における外来種対策
生物多様性に対する脅威の1つである外来種

は、全国の河川において生息域を拡大している。

この対策として、「地域と連携した外来植物防
除対策ハンドブック（案）」等の周知を行うと
ともに、各地で外来種対策を実施している。

（２）河川水量の回復のための取組み
良好な河川環境を保全するには、豊かな河川

水量の確保が必要である。このため、河川整備
基本方針等において動植物の生息・生育環境、
景観、水質等を踏まえた必要流量を定め、この
確保に努めているほか、水力発電所のダム等の
下流の減水区間における清流回復の取組みを進
めている。また、ダム下流の河川環境を保全す
るため、洪水調節に支障を及ぼさない範囲で洪
水調節容量の一部に流水を貯留し、活用放流す
るダムの弾力的管理及び弾力的管理試験を行っ
ているほか、河川の形状等に変化を生じさせる
中規模フラッシュ放流の取組みを進めている。
さらに、平常時の自然流量が減少した都市内河

� �第3節 � 豊かで美しい自然環境を保全・再生する国土づくり� 豊かで美しい自然環境を保全・再生する国土づくり

1

2

【関連リンク】
総合的な土砂管理と流砂系
URL：https://www.mlit.go.jp/river/sabo/sougoudoshakanri/sougoudosyatowa.pdf

【関連リンク】
子どもの水辺再発見プロジェクト・水辺の楽校プロジェクト
URL：https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/play/kawanimanabu.html

【関連リンク】
河川水難事故防止ポータルサイト
URL：https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/play/anzenriyou.html

【関連リンク】
河川水質の現況
URL：https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kankyo/kankyou/suisitu/index.html
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川では、下水処理場の処理水の送水等により、
河川流量の回復に取り組んでいる。

（３）�流域の源頭部から海岸までの総合的な土
砂管理の取組みの推進

土砂の流れの変化による河川環境の変化や海
域への土砂供給の減少、沿岸漂砂の流れの変化
等による海岸侵食等が進行している水系につい
て、流域の源頭部から海岸まで一貫した総合的
な土砂管理の取組みを関係機関が連携して推進
している。具体的には、砂防、ダム、河川、海
岸における土砂の流れに関する問題に対応する
ため、適正な土砂管理に向けた総合土砂管理計
画の策定や、土砂を適切に下流へ流すことので
きる透過型砂防堰堤の設置並びに既設砂防堰堤

の改良、ダムにおける土砂バイパス等による土
砂の適切な流下、河川の砂利採取の適正化、サ
ンドバイパス、養浜等による砂浜の回復などの
取組みを関係機関と連携し進めている。

（４）河川における環境教育
川は身近に存在する自然空間であり、環境学

習や自然体験活動等の様々な活動が行われてい
る。子どもたちが安全に川で学び、遊ぶために
は、危険が内在しているなど、正しい知識が不
可欠であることから、教育関係者や一般利用者
向けの学習支援素材の作成や、市民団体が中心
となって設立された特定非営利活動法人「川に
学ぶ体験活動協議会（RAC）」等と連携した川
の指導者の育成等を推進している。

海岸・沿岸域の環境の整備と保全
津波、高潮、高波等から海岸を防護しつつ、
生物の生息・生育地の確保、景観への配慮や海
岸の適正な利用の確保等が必要であり、「防護」
「環境」「利用」の調和のとれた海岸の整備と保
全を推進している。また、「美しく豊かな自然
を保護するための海岸における良好な景観及び
環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等
の処理等の推進に関する法律（海岸漂着物処理
推進法）」に基づき、関係機関と緊密な連携を
図り、海岸漂着物等に対する実効的な対策を推

進している。
また、海岸に漂着した流木等が異常に堆積し、

これを放置することにより海岸保全施設の機能
を阻害する場合は、海岸管理者に対して「災害
関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業」によ
り支援している。なお、海岸保全施設の機能の
確保や海岸環境の保全と公衆の海岸の適正な利
用を図ることを目的に、放置座礁船の処理や海
域において異常に堆積しているヘドロ等の除去
についても支援している。

港湾行政のグリーン化
（１）今後の港湾環境政策の基本的な方向
我が国の港湾が今後とも物流・産業・生活の

場としての役割を担い、持続可能な発展を遂げ
ていくためには、過去に劣化・喪失した自然環
境を少しでも取り戻し、港湾のあらゆる機能に
ついて環境配慮に取り込むことが重要である。
そのため、港湾の開発・利用と環境の保全・再
生・創出を車の両輪としてとらえた「港湾行政
のグリーン化」を図る。

（２）�良好な海域環境の積極的な保全・再生・
創出

港湾整備で発生する浚渫土砂等を有効に活用
した干潟造成、覆砂、深堀跡の埋め戻し、生物
共生型港湾構造物の普及等を実施するととも
に、行政機関、研究所等の多様な主体が環境デー
タを登録・共有することができる海域環境デー
タベースを構築し、環境データの収集・蓄積・
解析・公表を図りつつ、沿岸域の良好な自然環

3
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境の保全・再生・創出に積極的に取り組む。
また、自然環境の大切さを学ぶ機会の充実を

図るため、保全・再生・創出した場を活用した
「海辺の自然学校」を全国各地で実施する。

（３）放置艇対策の取組み
放置艇は、景観や船舶の航行等に影響を及ぼ

すとともに津波による二次被害も懸念されるこ
とから、小型船舶の係留・保管能力の向上と放
置等禁止区域の指定等の規制措置の対策を実施
している。

道路の緑化・自然環境対策等の推進
道路利用者への快適な空間の提供、周辺と一

体となった良好な景観の形成、地球温暖化や
ヒートアイランドへの対応、良好な都市環境の
整備等の観点から、道路の緑化は重要である。
このため、道路緑化に係る技術基準に基づき、
良好な道路緑化の推進及びその適切な管理を
図っている。

� �第4節 � 健全な水循環の維持又は回復

水循環政策の推進
（１）水循環基本法に基づく政策展開
「水循環基本法」（平成26年法律第16号）が
令和3年6月に改正され、水循環における地下
水の適正な保全及び利用が明確に位置付けられ
たことや、2年6月の水循環基本計画の改定以
降に進んだ水循環に関する取組みがあったこと
を踏まえ、4年6月に水循環基本計画の一部見
直しを行った。見直しに当たっては、政府が講
ずべき施策として「地下水の適正な保全及び利
用」の項目を新設するなど地下水に関する内容
を充実させるとともに、流域治水、水循環政策
における再生可能エネルギーの導入促進等に関
する取組みを追加しており、見直し後の計画に
基づき健全な水循環の維持又は回復のための取
組みを進めている。
また、令和4年6月、水循環基本法に基づき、

「水循環白書」を閣議決定、国会報告した。「水
循環白書」は、政府が水循環に関して講じた施
策について、毎年、国会に報告するものであり、
今回は、「地下水マネジメントのさらなる推進
に向けて」と題し特集を組み、地下水に係る施
策の変遷を振り返るとともに、地下水マネジメ
ントの取組み状況と今後の展望についてとりま
とめ、国土交通省による地下水データベース開
発に関する取組み等を紹介した。

（２）流域マネジメントの推進
流域の森林、河川、農地、都市、湖沼、沿岸

域等において、人の営みと水量、水質、水と関
わる自然環境を適正で良好な状態に保つ又は改
善するため、流域において関係する行政などの
公的機関、事業者、団体、住民等の様々な主体

5

 図表Ⅱ-7-3-1 　道路緑化の事例（兵庫県神戸市）
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が連携して活動することを「流域マネジメント」
とし、更なる展開と質の向上を図っている。
令和4年度は、各地域の水循環に係る計画の

うち4年8月に7計画、5年3月に5計画を「流
域水循環計画」として公表した（5年3月時点
で合計69計画）。
財政的な支援として、平成30年度より、社

会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金
の配分に当たって、「流域水循環計画」に基づ
き実施される事業を含む整備計画である場合に
は、一定程度配慮されることとなっている。

流域マネジメントの更なる展開と質の向上に
向けて、流域マネジメントの取組みのポイント
を、具体事例を通して紹介した「流域マネジメ
ントの事例集　人材育成・資金調達編」を令
和5年3月に作成した。また、流域マネジメン
トに関する知識や経験を有するアドバイザーか
ら、流域水循環計画の策定・実施に必要となる
技術的な助言・提案等を行うことを目的とした
「水循環アドバイザー制度」により、6つの地
方公共団体への支援を実施した。

水の恵みを将来にわたって享受できる社会を目指して
近年、我が国の水資源を巡っては、危機的な
渇水、大規模自然災害、水インフラの老朽化・
劣化に伴う大規模な事故等、新たなリスクや課
題が顕在化している。これらを背景として、需
要主導型の「水資源開発の促進」からリスク管
理型の「水の安定供給」へ水資源政策の転換を
進めている。
平成29年5月の国土審議会からの答申を受
け、我が国の産業と人口の約5割が集中する全
国7水系6計画の水資源開発基本計画を抜本的
に見直すこととしており、令和5年3月末時点
において、4計画（吉野川水系（平成31年4月）、

利根川及び荒川水系（令和3年5月）、淀川水
系（4年5月）、筑後川水系（5年1月））が閣
議決定・国土交通大臣決定し、計画の見直しが
完了している。
リスク管理型の新たな計画では、危機的な渇

水時も含めて水需給バランスを総合的に点検
し、既存施設の徹底活用によるハード対策と必
要なソフト対策を一体的に推進することで、安
全で安心できる水を安定して利用できる仕組み
をつくり、水の恵みを将来にわたって享受でき
る社会を目指している。

水環境改善への取組み
（１）水質浄化の推進
水環境の悪化が著しい全国の河川等において

は、地方公共団体、河川管理者、下水道管理者
等の関係機関が連携し、河川における水質浄化
対策や下水道整備による生活排水対策など、水
質改善に取組んでいる。

（２）水質調査と水質事故対応
良好な水環境を保全・回復する上で水質調査

は重要であり、令和3年は一級河川109水系の
991地点を調査した。また、市民と協働で水質
調査マップの作成や水生生物調査等を実施した。
油類や化学物質の流出等による河川の水質事

故は、令和3年に一級水系で754件発生した。
水質汚濁防止に関しては、河川管理者と関係機

2

3

【関連リンク】
令和 3 年全国一級河川の水質現況（令和 4 年 7 月 7 日発表）
URL：https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kankyo/kankyou/suisitu/r3_suisitu.html
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関で構成される水質汚濁防止連絡協議会を109
水系のすべてに設立しており、水質事故発生時
の速やかな情報連絡や、オイルフェンス設置等
の被害拡大防止に努めている。

（３）閉鎖性海域の水環境の改善
東京湾、伊勢湾、大阪湾を含む瀬戸内海等の

閉鎖性海域では、陸域からの汚濁負荷量は減少
しているものの、干潟・藻場の消失による海域
の浄化能力の低下等により、依然として赤潮や
青潮が発生し漁業被害等が生じている。
また、漂流ごみ・油による環境悪化や船舶へ

の航行影響等が生じている。令和2年7月の大
雨では、有明海・八代海等で大量に漂流木等が
発生し、船舶航行等に支障が及ぶ恐れがあった

ため、海洋環境整備船が漁業者と連携して回収
作業を実施した。さらに3年8月の海底火山「福
徳岡ノ場」の噴火に伴って発生した軽石の除去
作業を実施した。
きれいで豊かな海を取り戻すため、①汚泥浚

渫、覆砂、深堀跡の埋め戻しによる底質改善、
②干潟・藻場の再生や生物共生型港湾構造物の
普及による生物生息場の創出、③海洋環境整備
船による漂流ごみ・油の回収、④下水道整備等
による汚濁負荷の削減、⑤多様な主体が連携・
協働して環境改善に取組む体制の整備等の取組
みを推進する。併せて、耐波性能等を強化した
海洋環境整備船を順次配備するなど、更なる漂
流物回収体制の強化を推進する。

 図表Ⅱ-7-4-1  海洋環境整備船と漁業者との連携した回収作業の様子

（４）�健全な水環境の創造に向けた下水道事業
の推進

豊かな海の再生や生物の多様性の保全に向
け、近傍海域の水質環境基準の達成・維持など
を前提に、冬期に下水放流水に含まれる栄養塩
類の濃度を上げることで不足する窒素やリンを

供給する、栄養塩類の能動的運転管理を進めて
いる。合流式下水道については、令和5年度末
までに雨天時に放流される汚水まじりの下水の
抑制等、緊急改善対策の完了を図ることとして
いる。

水をはぐくむ・水を上手に使う
（１）水資源の安定供給
水利用の安定性を確保するためには、需要と

供給の両面から地域の実情に応じた多様な施策
を行う必要がある。具体的に、需要面では水の
回収・反復利用の強化、節水意識の向上等があ
り、供給面ではダム等の水資源開発施設の建設、

維持管理、老朽化対策、危機管理対策等がある。
また、地下水の適正な保全及び利用、雨水・

再生水の利用促進のほか、「水源地域対策特別
措置法」に基づいて、水源地域の生活環境、産
業基盤等を整備し、あわせてダム貯水池の水質
汚濁の防止等に取り組んでいる。

4
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さらに、気候変動の影響により、渇水がより
深刻化し、渇水による社会生活や経済への更な
る影響が発生することが懸念されている。この
ため、渇水による被害を防止、軽減する対策を
推進するべく、既存施設の水供給の安全度と渇
水リスクの評価を行うとともに、渇水被害を軽
減するための対策等を定める渇水対応タイムラ
イン（時系列の行動計画）の作成を促進する。
渇水による影響が大きい水系から渇水対応タイ
ムラインの作成を進め、令和4年度末に国が管
理する22水系24河川で運用を開始している。

（２）水資源の有効利用
①下水処理水の再利用拡大に向けた取組み
下水処理水は、都市内において安定した水量
が確保できる貴重な水資源である。下水処理水
全体のうち、約1.4％が用途ごとに必要な処理
が行われ、再生水としてせせらぎ用水、河川維
持用水、水洗トイレ用水等に活用されており、
更なる利用拡大に向けた取組みを推進している。

②雨水利用等の推進
水資源の有効利用を図り、あわせて下水道、
河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与す
るため、雨水の利用を推進するための取組みを
実施している。
具体的には、雨水を一時的に貯留し水洗トイ
レ用水や散水等へ利用する取組みを推進してお
り、これらの利用施設は、令和3年度末におい
て4,105施設あり、その年間利用量は約1,244
万m3である。

（３）安全で良質な水の確保
安全で良質な水道水の確保のため、河川環境

や水利用に必要となる河川流量の確保や、水質
事故などの不測の事態に備えた河川管理者や水
道事業者等の関係機関の連携による監視体制の
強化、下水道、集落排水施設、浄化槽の適切な
役割分担のもとでの生活排水対策の実施によ
り、水道水源である共用水域等の水質保全に努
めた。

（４）雨水の浸透対策の推進
近年、流域の都市開発による不浸透域の拡大

により、降雨が地下に浸透せず短時間で河川に
流出する傾向にある。降雨をできるだけ地下に
浸透させることにより、豪雨による浸水被害等
を軽減させるとともに、地下水の涵養や湧水の
復活等の健全な水循環系の構築にも寄与する雨
水貯留浸透施設の整備を推進・促進している。

（５）地下水の適正な保全及び利用
地下水の減少や汚染による地下水障害はその

回復に極めて長時間を要し、特に地盤沈下は不
可逆的な現象である。このため、地下水障害の
防止や生態系の保全等を確保しつつ、地域の地
下水を守り、水資源等として利用していくこと
が求められている。これらの課題に対応し、水
循環基本法が地下水の適正な保全及び利用を図
るために改正され（令和3年6月）、水循環基
本計画が一部変更された（4年6月）ことも踏
まえ、より一層、地域の実情に応じた地下水マ
ネジメントの推進を支援する。

下水道整備の推進による快適な生活の実現
（１）下水道による汚水処理の普及
汚水処理施設の普及率は令和3年度末におい

て、全国で92.6％（下水道の普及率は80.6％）
となった（東日本大震災の影響により、調査対
象外とした福島県の一部市町村を除いた集計
データ）ものの、地域別には大きな格差がある。

特に人口5万人未満の中小市町村における汚水
処理施設の普及率は82.7％（下水道の普及率
は53.7％）と低い水準にとどまっている。今
後の下水道整備においては、人口の集中した地
区等において重点的な整備を行うとともに、地
域の実情を踏まえた効率的な整備を推進し、普

5
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及格差の是正を図ることが重要である。

①汚水処理施設の早期概成に向けた取組み
汚水処理施設の整備を進めるに当たっては、

汚水処理に係る総合的な整備計画である「都道
府県構想」において、経済性や水質保全上の重
要性等の地域特性を踏まえ、適切な役割分担を
定めることとしている。令和8年度末までの汚
水処理施設整備の概成を目指して整備を促進し
ており、人口減少等の社会状況変化を踏まえ、
汚水処理手法の徹底的な見直しを推進している。
また、早期かつ安価な整備を可能とするため、

地域の実情に応じた新たな整備手法を導入する
クイックプロジェクトの導入や、民間活力を活
用して整備を推進するための官民連携事業の導
入など、整備手法や発注方法の工夫により、未
普及地域の解消を推進している。

（２）下水道事業の持続性の確保
①ストックマネジメントの推進
下水道は、令和2年度末現在、管渠延長約

49万km、終末処理場約2,200箇所に及ぶ膨大
なストックを有している。これらは、高度経済
成長期以降に急激に整備されたことから、今後
急速に老朽化施設の増大が見込まれている。小
規模なものが主ではあるが、管路施設の老朽化
や硫化水素による腐食等に起因する道路陥没が
年間に約2,700箇所で発生している。下水道は
人々の安全・安心な都市生活や社会経済活動を
支える重要な社会インフラであり、代替手段の
確保が困難なライフラインであることから、効
率的な管路点検・調査手法や包括的民間委託の
導入検討を行うとともに、予防保全管理を実践
したストックマネジメントの導入に伴う計画的
かつ効率的な老朽化対策を実施し、必要な機能
を持続させることが求められている。平成27
年5月には「下水道法」が改正され、下水道の

維持修繕基準が創設された。これを受け、腐
食のおそれが大きい排水施設については、5年
に1度以上の適切な頻度で点検を行うこととさ
れ、持続的な下水道機能の確保のための取組み
が進められている。また、本改正においては、
下水道事業の広域化・共同化に必要な協議を行
うための協議会制度が創設されるなど、地方公
共団体への支援を強化することにより、下水道
事業の持続性の確保を図っている。

②下水道の広域化の取組み
下水道の持続可能な事業運営に向け、「全て

の都道府県における令和4年度までの広域化・
共同化計画の策定」を目標と設定し、平成30
年度中にすべての都道府県において検討体制
構築を完了させた。国土交通省としても、平
成30年度に創設した「下水道広域化推進総合
事業」や、先行して計画策定に取り組む都道府
県におけるモデルケースの検討成果の水平展開
などにより、引き続き財政面、技術面の双方か
ら支援を行っていく。また、国土交通省では、
令和3年度より、下水道革新的技術実証事業
（B-DASHプロジェクト）として、ICTを活用
した下水道施設広域管理システムの実証を進め
ている。

③経営健全化の促進
下水道は、国民生活に不可欠なインフラであ

るが、その経営は汚水処理費（公費で負担すべ
き部分を除く）を使用料収入で賄うことが原則
とされている。人口減少等に伴う収入の減少や
老朽化施設の増大等、課題を克服し、将来に渡っ
て下水道サービスを維持するため、経営に関す
る的確な現状把握や中長期収支見通しを含む経
営計画の策定、定期検証に基づく収支構造の適
正化を促すなど、経営健全化に向けた取組みを
推進している。

【関連リンク】　
都市規模別汚水処理人口普及率
URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001497948.pdf
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④民間活力の活用推進と技術力の確保
下水道分野においては、コンセッション方式

を含むPPP/PFI手法の導入及び検討や下水処
理場等の維持管理業務における包括的民間委
託注8の更なる活用に向けた取組みを実施してい
る。コンセッション方式については、浜松市、
須崎市に続き、令和4年4月に宮城県において
事業が開始された。引き続き、コンセッション
方式を含むPPP/PFI手法の案件形成の推進を
図る。
また、技術力の確保については、地方公共団

体の要請に基づき、下水道施設の建設・維持管
理等の効率化のための技術的支援、地方公共団

注 8　 施設管理について放流水質基準等の性能の確保を条件として課しつつ、運転等の方法については民間事業者に委ねるな
ど、民間の創意工夫により業務の効率化を図る、複数年契約。

注 9　船舶による汚染の防止のための国際条約
注 10　主に船舶が空荷の時に、船舶を安定させるため、重しとして積載する海水等

体の技術者養成、技術開発等を地方共同法人日
本下水道事業団が行っている。

（３）下水道分野の広報の推進　
下水道の使命を果たし、社会に貢献した好事
例を平成20年度より「国土交通大臣賞（循環の
みち下水道賞）」として表彰しその功績を称える
とともに、広く発信することで全国的な普及を
図っている。また、先進的な下水道広報活動の
事例を各地方公共団体と共有し全国展開を図る
ほか、将来の下水道界を担う人材の育成や下水
道の多様な機能の理解促進を目的に、広報素材
を提供するなど下水道環境教育を推進している。

� �第5節 � 海洋環境等の保全
（１）船舶からの排出ガス対策
船舶の排ガス中の硫黄酸化物（SOx）によ

る人や環境への悪影響低減のため、MARPOL
条約注9により、船舶用燃料油の硫黄分濃度の上
限が規制されている。同条約に基づき令和2年
1月1日から、基準値が従来の3.5％から0.5％
へ強化された。
本規制に適合するためには、硫黄分の低い燃

料油（規制適合油）に切り替える必要があるこ
とから、業界が規制に円滑に対応できるよう、
さまざまな取組みを行ってきた。また、規制強
化開始後も、業界が適切に対処することができ
るよう、省内に設置した本件に関する相談窓口
や業界団体等を通じて、国土交通省としても引
き続き情報の把握に努めている。

（２）大規模油汚染等への対策
日本海等における大規模な油汚染等への対

応策として、日本、中国、韓国及びロシアに
よる海洋環境保全の枠組みである「北西太平

洋地域海行動計画（NOWPAP）」における
「NOWPAP地域油危険物質及び有害物質流出
緊急時計画」の見直しなど、国際的な協力体制
の強化に取り組んでいる。また、「油等汚染事
件への準備及び対応のための国家的な緊急時計
画」及び「排出油等防除計画」を見直し、本邦
周辺海域で発生した大規模油流出事故における
防除体制等を整えるとともに、大型浚渫兼油回
収船による迅速かつ確実な対応体制を確立して
いる。
さらに、MARPOL条約において船舶からの

油や廃棄物等の排出が規制されていることを受
け、国土交通省では、港湾における適切な受入
れを確保するため、港湾管理者の参考となるよ
う「港湾における船内廃棄物の受入れに関する
ガイドライン（案）」を策定している。

（３）�船舶を介して導入される外来水生生物問
題への対応

水生生物が船舶のバラスト水注10に混入し、

� �第5節 � 海洋環境等の保全� 海洋環境等の保全
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移動先の海域の生態系に影響を及ぼす問題に対
応すべく、IMOにおいて平成16年に船舶バラ
スト水規制管理条約が採択され、29年に発効
した。現在、IMOにおいて、実運用を通じて
発見された課題を踏まえ、同条約改正案の検討
が行われており、我が国としては同改正が合理
的で実行可能なものとなるよう対応している。

（４）条約実施体制の確立
船舶事故や海洋汚染の大きな要因となり得る

サブスタンダード船注11を排除するため、国際
船舶データベース（EQUASIS）の構築等、国
際的な取組みに積極的に参加するとともに、日

注 11　 旗国による十分な検査が行われず、条約の技術基準を満足しないまま航行している船があり、こうした船を「サブス
タンダード船」と呼んでいる。

注 12　寄港国による外国船舶の監督。

本への寄港船舶に立入検査を行って基準に適合
しているかを確認するポートステートコント
ロール（PSC）注12を実施している。また、サブ
スタンダード船を排除して事故等を未然に防止
するためには、国際条約で求められている必要
な措置について各国政府による確実な実施が必
要であることから、IMOの監査チームにより
各国の状況を監査する制度が平成28年より義
務化された。なお、我が国の船舶検査やPSC
等は、ISO9001に基づく品質管理システムを
導入し、国際的な水準での条約実施体制を確立
している。

� �第6節 � 大気汚染・騒音の防止等による生活環境の改善

道路交通環境問題への対応
（１）自動車単体対策
①排出ガス低減対策
新車の排出ガス対策に関しては、四輪車及び

二輪車について国際調和排出ガス試験法を導入
しており、世界的にトップレベルの排出ガス規
制を適用している。
また、平成27年9月に発覚したフォルクス

ワーゲン社の排出ガス不正問題を契機として
ディーゼル乗用車等の型式指定時に路上走行検
査を導入し、令和4年から順次適用開始している。
一方、排気管から排出される有害物質を規制

値よりも大きく低減させる自動車については、
消費者が排出ガス低減性能に優れた自動車を容
易に識別・選択できるよう、その低減レベルに
応じ、低排出ガス車として認定する制度を実施
している。

②騒音対策
自動車騒音対策に関しては、四輪車及び二輪

車の騒音に係る国際基準を導入している。また、
定常走行時の寄与率が高い四輪車用タイヤ単体
の騒音に係る国際基準を導入し、平成30年4
月から順次適用を開始している。

（２）交通流対策等の推進
①大気汚染対策
自動車からの粒子状物質（PM）や窒素酸化

物（NOx）の排出量は、発進・停止回数の増
加や走行速度の低下に伴い増加することから、
沿道環境の改善を図るため、バイパス整備によ
る市街地の通過交通の転換等を推進している。

� �第6節 � 大気汚染・騒音の防止等による生活環境の改善� 大気汚染・騒音の防止等による生活環境の改善

1

【関連データ】
自動車からの粒子状物質（PM）、窒素酸化物（NOx）の排出量と走行速度の関係　
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/fi le000010.html
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②騒音対策
交通流対策とともに、低騒音舗装の敷設、遮

音壁の設置、環境施設帯の整備等を進めている。
また、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」

に基づき、道路交通騒音により生ずる障害の防
止等に加えて、沿道地区計画の区域内において、
緩衝建築物の建築費又は住宅の防音工事費への
助成を行っている。

空港と周辺地域の環境対策
これまで我が国では、低騒音型機の導入等に
よる機材改良、夜間運航規制等による発着規制、
騒音軽減運航方式による運航方法の改善や空港
構造の改良、防音工事や移転補償等の周辺環境
対策からなる航空機騒音対策を着実に実施して
きたところである。近年、低騒音機の普及等に
より、航空機の発着回数が増加する中でも、空

港周辺地域への航空機騒音による影響は軽減さ
れてきている。
今後も、航空需要の変動など状況の変化に応

じ、地域住民の理解と協力を引き続き得ながら
総合的な航空機騒音対策を講じることで、空港
周辺地域の発展及び環境の保全との調和を図っ
ていく必要がある。

鉄道騒音対策
新幹線の騒音については、昭和50年環境庁
告示「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」
に基づき、環境基準が達成されるよう、音源対
策では防音壁の設置や嵩上げ等を行っている。
また、在来線の騒音については、平成7年環

境庁通達「在来鉄道の新設又は大規模改良に際
しての騒音対策の指針」に基づき、指針を満た
すよう、音源対策ではロングレール化等を行っ
ている。

ヒートアイランド対策
ヒートアイランド現象とは、都市の中心部の
気温が郊外に比べて島状に高くなる現象であ
る。地球温暖化の影響により、地球全体の年平
均気温は100年当たり約0.8℃、日本の年平均
気温は100年当たり約1.3℃の割合で上昇して
いる。一方、日本の大都市では、100年当たり
約2～ 3℃の割合で上昇しており、地球温暖化
の傾向に都市化の影響が加わり、気温の上昇は
顕著に現れている。総合的・効果的なヒートア

イランド対策を推進するため、関係省庁の具体
的な対策を体系的に取りまとめた「ヒートアイ
ランド対策大綱」（平成16年策定、25年改定）
に基づき、空調システムや自動車から排出され
る人工排熱の低減、公共空間等の緑化や水の活
用による地表面被覆の改善、「風の道」に配慮
した都市づくり、ヒートアイランド現象に関す
る観測・監視及び調査等の取組みを進めている。

シックハウス等への対応
（１）シックハウス対策
住宅に使用する内装材等から発散する化学物

質が居住者等の健康に影響を及ぼすおそれがあ

るとされるシックハウスについて、「建築基準
法」に基づく建築材料及び換気設備に関する規
制や、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」

2

3

4

5
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に基づく性能表示制度等の対策を講じている。
また、官庁施設の整備に当たっては、化学物質
を含有する建築材料等の使用の制限に加え、施
工終了時の室内空気中濃度測定等による対策を
講じている。

（２）ダイオキシン類問題等への対応
「ダイオキシン類対策特別措置法」で定義さ
れているダイオキシン類について、全国一級水
系で水質・底質調査を実施している。令和3年
度は、水質は約96％（204地点／ 213地点）、
底質はすべての地点で環境基準を満たした。
なお、河川や港湾では、「河川、湖沼等にお

ける底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）」
や「港湾における底質ダイオキシン類対策技術
指針（改訂版）」に基づき、必要に応じてダイ
オキシン類対策を実施している。

（３）アスベスト問題への対応
アスベスト問題は、人命に係る問題であり、

アスベストが大量に輸入された1970年代以降

に造られた建物が今後解体期を迎えることか
ら、被害を未然に防止するための対応が重要で
ある。アスベスト含有建材の使用実態を的確か
つ効率的に把握するため、平成25年度に創設
した「建築物石綿含有建材調査者講習」制度に
基づき、調査者の育成を行ってきており、30
年度には、さらなる充実を図るため、当該制度
を厚生労働省及び環境省との共管制度とした。
令和4年度には新たに『工作物石綿事前調査者』
制度を設けた。また、「建築基準法」により、
建築物の増改築時における吹付けアスベスト等
の除去等を義務付けており、既存建築物におけ
るアスベストの除去等を推進するため、社会資
本整備総合交付金等の補助制度を行っているほ
か、各省各庁の所管の既存施設における除去・
飛散防止の対策状況についてフォローアップを
実施している。さらに、アスベスト含有建材情
報のデータベース化、建築物のアスベスト対策
の普及啓発に係るパンフレット等により情報提
供を推進している。

建設施工における環境対策
公道を走行しない建設機械等に対し、「特定

特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」等
により排出ガス（NOx、PM等）対策を実施

している。また、最新の排出ガス規制等に適合
する環境対策型建設機械の購入に対して低利融
資制度等の支援を行っている。

� �第7節 � 地球環境の観測・監視・予測

地球環境の観測・監視
（１）気候変動の観測・監視
気象庁では、地球温暖化の原因となる温室効

果ガスの状況を把握するため、大気中のCO2
を国内3地点で、北西太平洋の洋上大気や表面

海水中のCO2を海洋気象観測船で観測してい
るほか、航空機を利用して北西太平洋上空の
CO2等を観測している。また、世界気象機関
（WMO）温室効果ガス世界資料センターとし

6

� �第7節 � 地球環境の観測・監視・予測� 地球環境の観測・監視・予測

1

【関連データ】
日降水量 200mm 以上の年間日数
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/fi le000010.html

第7節　地球環境の観測・監視・予測

第
7
章

美
し
く
良
好
な
環
境
の
保
全
と
創
造

Ⅱ

国土交通白書　2023 255



て、世界中の温室効果ガス観測データの収集・
提供を行っている。

（２）異常気象の観測・監視
気象庁は、我が国や世界各地で発生する異常

気象を監視して、極端な高温・低温や多雨・少
雨などが観測された地域や気象災害について、
定期及び臨時の情報を取りまとめて発表してい
る。
また、社会的に大きな影響をもたらした異常

気象が発生した場合は、特徴と要因、見通しを
まとめた情報を随時発表している。
さらに、気象庁では、アジア太平洋地域の気

候情報提供業務支援のため、世界気象機関
（WMO）の地区気候センターとしてアジア各
国の気象機関に対し、異常気象の監視・解析等
の情報を提供するとともに、研修や専門家派遣
を通じて技術支援を行っている。

（３）静止気象衛星による観測・監視
気象庁は、静止気象衛星「ひまわり8号・9号」

の運用を継続して実施している。「ひまわり8
号・9号」の2機体制によって長期にわたる安
定的な観測体制を確立し、東アジア・西太平洋
地域の広い範囲を、24時間常時観測している。
これらの衛星では、台風や集中豪雨等に対する
防災機能の向上に加え、地球温暖化をはじめと
する地球環境の監視機能を世界に先駆けて強化
している。

（４）海洋の観測・監視
海洋は、大気と比べて非常に多くの熱を蓄え

ていることから地球の気候に大きな影響を及ぼ
しているとともに、人類の経済活動により排出
されたCO2を吸収することによって、地球温
暖化の進行を緩和している。このことから、地
球温暖化をはじめとする地球環境の監視のため

には、海洋の状況を的確に把握することが重要
である。気象庁では、国際的な協力体制の下、
海洋気象観測船により北西太平洋において高精
度な海洋観測を行うとともに、人工衛星や海洋
の内部を自動的に観測する中層フロート（アル
ゴフロート）によるデータを活用して、海洋の
状況を監視している。
その結果については、気象庁ウェブサイト「海

洋の健康診断表」により、我が国周辺海域の海
水温・海流、海面水位、海氷等に関する情報と
ともに、現状と今後の見通しを解説している。
海上保安庁では、日本周辺海域の海況を自律

型海洋観測装置（AOV）、漂流ブイ及び海洋短
波レーダーにより常時監視・把握するとともに、
観測結果を公表している。また、日本海洋デー
タセンターにおいて、我が国の海洋調査機関に
より得られた海洋データを収集・管理し、関係
機関及び一般国民へ提供している。

（５）オゾン層の観測・監視
気象庁では、オゾン・紫外線を観測した成果

を毎年公表しており、それによると世界のオゾ
ン量は2000年以降ではわずかな増加がみられ
るが、1970年代と比較すると少ない状態が続
いている。
また、国民の有害紫外線対策に資するため、

気象庁ウェブサイト「紫外線情報」において、
現在の紫外線の強さ（紫外線解析値）を毎時間
提供し、当日または翌日の紫外線の強さの予測
（紫外線予測値）を毎日提供している。紫外線
の強さには、有害紫外線の人体への影響度を示
す指標（UVインデックス）を用いている。

（６）南極における定常観測の推進
気象庁は、昭和基地でオゾン、日射・赤外放

射、地上、高層等の気象観測を継続して実施し
ており、観測データは南極のオゾンホールや気

【関連データ】
海洋気象観測船による地球環境の監視
URL：https://www.mlit.go.jp/statistics/file000010.html
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候変動等の地球環境の監視や研究に寄与するな
ど、国際的な施策策定のために有効活用されて
いる。国土地理院は、南極地域観測隊の活動、
地球環境変動の研究及び測地測量に関する国際
的活動等に寄与するため、GNSS連続観測等に
より位置の基準を整備し、地形図の作成・更新、
衛星画像図の整備等を実施している。海上保安

庁は、海底地形調査を実施しており、観測デー
タは、海図の刊行、氷河による浸食や堆積環境
等の過去の環境に関する研究等の基礎資料とし
て役立てられている。また、潮汐観測を実施し、
地球温暖化と密接に関連している海面水位変動
の監視にも寄与している。

地球環境の予測・研究
気象研究所では、世界全体の炭素循環過程等

を含む地球システムモデルや、日本付近の気候
の変化を詳細に予測可能な地域気候モデルの開
発等を行い、気候変動の予測研究を行うととも
に、世界気候研究計画（WCRP）等の国際研
究計画に積極的に参加している。文部科学省と
気象庁が公表した「日本の気候変動2020」（令
和2年12月公表）では、日本の気候変動につ
いて、今後の世界平均気温が2℃上昇シナリオ
及び4℃上昇シナリオで推移した場合の将来予
測をとりまとめている。また、気象庁は「日本
の気候変動2020」に基づき、都道府県レベル
における気候変動の将来予測をとりまとめ公表
している（3年度）。加えて、文部科学省と気

象庁では気候変動の影響評価研究者や地方公共
団体、民間企業等の様々な分野で気候変動対策
に活用できるデータをとりまとめた「気候予測
データセット2022」及び解説書を公表した（令
和4年12月）。
このような取組みにより、気候変動の自然科

学的根拠について観測成果や予測結果を提供
し、気候変動影響評価報告書（令和2年12月
公表）、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
第6次評価報告書（3～ 5年公表）、地球温暖
化対策計画（3年10月閣議決定）や気候変動
適応計画（3年10月22日閣議決定）に基づき、
地方公共団体等による適応策策定に向けた取組
み等に対し積極的に貢献した。

地球規模の測地観測の推進
VLBI（天体からの電波を利用してアンテナ

の位置を測る技術）やSLR（レーザ光により
人工衛星までの距離を測る技術）を用いた国際
観測、験潮、絶対重力観測、電子基準点による

GNSS連続観測等を通じて全球統合測地観測シ
ステム（GGOS）に参加し、地球の形状と動
きの決定に貢献することで、地球規模の測地基
準座標系（GGRF）の構築を推進している。

2
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第8章 戦略的国際展開と国際貢献の強化

� �第1節 � インフラシステム海外展開の促進

政府全体の方向性
新興国を中心とした世界の膨大なインフラ需
要を積極的に取り込むことにより、我が国の経
済成長につなげていくため、政府は平成25年
3月に国土交通大臣を含む関係閣僚を構成員と
する「経協インフラ戦略会議」を設置し、政府
一体となってのインフラ海外展開に取り組んで
きた。
その一方で、新興国企業の台頭により競争環
境が激化しているほか、新型コロナウイルス感
染拡大への対応を機に、世界全体でデジタル化
が加速しているなかで、これに伴うインフラ
ニーズの変容も想定される。加えて、カーボン
ニュートラルの実現や、ロシアのウクライナ侵
略等による経済安全保障が国際的な関心事とな

る中、インフラシステム海外展開においても、
これらへの貢献に向けた取組みの一層の促進が
期待されている。
このような状況を踏まえ、令和4年6月に

は、政府全体のインフラシステム海外展開の方
向性を示した「インフラシステム海外展開戦略
2025」の追補が策定され、今後の重点戦略を
①ポストコロナを見据えたより良い回復からの
着実な実現、②脱炭素化社会に向けたトランジ
ションの加速、③自由で開かれたインド太平洋
（FOIP）を踏まえたパートナーシップの促進
の3つの柱として整理し、政府全体で「質の高
いインフラシステム」の海外展開に取り組んで
いる。

国土交通省における取組み
国土交通省では、政府の方針である「インフ
ラシステム海外展開戦略2025」に基づき、関
係者と情報・戦略を共有し、官民一体となった
取組みを進めるため、「国土交通省インフラシ
ステム海外展開行動計画」を毎年策定している。
具体的には以下の（１）～（７）を主な施策とし
て精力的に推進しているところである。

（１）「川上」からの継続的関与の強化
我が国企業が確実に案件を獲得するために、
案件が成立するか不明な「川上」の段階から相
手国に働きかけ、我が国企業が参入しやすい環
境を整備する必要がある。このため、相手国の
国土計画・マスタープラン等の上位計画に係る

調査事業への協力やトップセールス、二国間枠
組みによる政府間対話等のGtoGによる情報発
信等に取り組んでいる。

（２）PPP 案件等への対応力の強化
世界の膨大なインフラ需要を公共投資だけで

賄うことは困難であり、対外債務増加に消極的
な国もあることから、民間資金を活用する官
民連携（PPP：Public-Private Partnership）
への期待が高まっている。しかしながら、PPP
案件を円滑に進めるための相手国における法制
度が未整備な場合や、相手国政府における官民
の適正なリスク分担に対する理解が不十分な場
合もあることから、政府としても相手国の状況

� �第1節 � インフラシステム海外展開の促進� インフラシステム海外展開の促進
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を十分に踏まえ、環境整備を働きかけている。

（３）我が国の強みを活かした案件形成
我が国の「質の高いインフラシステム」は、

①使いやすく長寿命かつ低廉なライフサイクル
コスト、②技術移転、人材・企業育成等相手国
発展のための基盤づくりの実施、③工期等契約
事項の確実な履行、及び④環境や防災、安全面
にも配慮した経験に基づいた技術の導入を特長
として有し、これらの強みを活かした案件形成
や「川下」の姿を見据えた案件形成後の継続的
なフォローを行う。

（４）�我が国コンサルタントによる調査等の質
の向上

案件形成を円滑に進めるためには、我が国コ
ンサルタントによる成果の質のさらなる向上を
図る必要がある。このため、第三者による技術
的助言への支援、事業調査の早期段階における
我が国企業の知見の聴取及びコンサルタントの
業務実施環境の整備等に取り組む。

（５）我が国企業の競争力の強化
競合国企業は、海外展開事業の規模と実績に
おいて我が国企業を大きく上回っており、価格
面及び提供する商品の質の柔軟性を含めた供給
能力面において、我が国企業の競争力を強化し
ていく必要がある。そのため、現地ローカル企
業との連携の促進、海外での設計・製造拠点
の設置や現地職員の活用並びにM&Aによる現

地・海外企業の取得といった取組みを支援する
とともに、国際標準化等に係る戦略的取組みを
推進する。

（６）�我が国企業の海外展開に係る人材の確保
と環境の整備

我が国企業が海外案件に従事するに当たり、
海外展開に従事できる能力を有する人材が不足
しているため、我が国企業の人材流動化を促進
する観点から、技術者の海外工事・業務の実績
を国内事業で活用できるよう認定するととも
に、優秀なものを表彰する「海外インフラプロ
ジェクト技術者認定・表彰制度」の運用等を行っ
ているほか、「海外インフラ展開人材養成プロ
グラム」や中堅・中小建設業海外展開推進協議
会（JASMOC）を通じた中堅・中小建設企業
の海外展開を支援している。

（７）案件受注後の継続的なフォローアップ
海外案件においては、相手国からの金銭の支

払いが遅延する等のトラブルが潜在的なリスク
と見込まれており、事業価格の高騰等を招いて
いる。このようなトラブルの解決を働きかける
相手方が相手国政府や自治体、公的機関になる
ことも多く、我が国企業の独力での解決は困難
を伴いがちである。
このため、トラブル発生時のトップクレーム

等働きかけや相談窓口の設置、政変・騒乱等や
感染症拡大への対応支援を行っている。

国土交通省のインフラシステム海外展開に係るアプローチ
国土交通省は、具体的には以下の（１）～（４）

を利用して、企業が海外インフラ展開に参入し
やすい環境を形成するために、様々な形で支援
を行っている。

（１）�トップセールスによる案件形成への働き
かけ

政務レベルによるトップセールスは、インフ
ラ案件獲得等に重要な役割を有しており、コロ
ナ禍においてはオンライン会議等による相手国
への働きかけを実施してきた。一方で、対面で
の取組みによって我が国の「質の高いインフラ
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システム」に対する理解を醸成する重要性も再
認識された。往来の再開に向けた動きが本格化
してきていることを踏まえ、国土交通省として
も、オンライン会議等による情報発信に引き続
き努めることに加え、政務レベルのトップセー
ルス等による政府間対話を本格的に再開し、我
が国企業の参入・受注に向けた活動を支援して
いる。

（２）官民ファンドによる事業支援
海外における交通・都市開発分野の事業は、

初期投資が大きく資金回収までに長い期間を要
することに加えて、政治リスク、需要リスク等

の様々なリスクが存在するため、民間だけでは
参入が困難なケースもみられる。
（株）海外交通・都市開発事業支援機構

（JOIN）は、このようなリスクを分担し、出資
や人材派遣等を通じて事業参画を行う、ハンズ
オン機能を有する官民ファンドとして平成26
年に設立され、これまでに40事業への支援決
定を行っている（令和5年3月末時点）。
令和4年度においては、デジタルや脱炭素等

のポストコロナの投資ニーズを踏まえつつ、北
米における航空旅客向け自動運転車椅子移動
サービス事業や米国における環境配慮型都市開
発事業等の支援を行った。

（３）�官民合同の協議会等による情報提供やビ
ジネスマッチングの機会提供

我が国のスタートアップ企業、地方・中小企
業が高い技術力やノウハウを有していながら、
海外進出を具体化するに及んでいないケースも

考えられることから、インフラシステム海外展
開の担い手の裾野を広げることを目指し、支援
を進めてきた。
中堅・中小建設企業を対象とした海外展開に

係る情報提供や技術PR等のプロモーション、

日系自動車メーカーの自動運転技術の海外展開にお
いては、我が国の主導する様式による高精度３次元道
路地図の普及が一つの鍵となっています。

JOINでは、日本国内で高精度３次元道路地図整備
を行う我が国企業とともに特別目的会社を通じて、現
地事業体に出資することで、北米及び欧州における高

精度３次元道路地図を整備する事業を支援しています。
本事業により、日本、北米及び欧州の自動車市場で

統一された様式の高精度３次元道路地図を提供し、車
両のシステム開発などの負担の軽減や日系自動車メー
カーが北米及び欧州において自動運転車を展開する際
の足がかりを築くことが期待されています。

高精度３次元道路地図のイメージ図 高精度３次元道路地図の測量風景

【関連リンク】
海外交通・都市開発事業支援機構ウェブサイト
URL：https://www.join-future.co.jp/investments/achievement/index.php?c=investment_view&pk=1628151475

Column コラム
JOINの交通分野におけるデジタル技術の海外展開支援
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ビジネスマッチング等の機会提供といった取
組みを推進していく。具体的には、JOINがス
タートアップ企業、中堅・中小企業や地方企業
からの相談を受ける窓口を設置するとともに、
JOINの支援施策を知る機会が限られる地方企
業を対象とした説明会を各地方ブロックごとに
開催している。

（４）国際標準化の推進と戦略的活用
海外展開を有利に進める上で、我が国の技術・

ノウハウの国際標準化は極めて重要であり、国

際標準や国際機関で決定される国際基準を戦略
的に活用し、我が国企業が受注しやすい環境を
整備する必要がある。それぞれの分野の実情を
踏まえて戦略的に行う必要があるため、①国際
標準化機関（ISO、IEC等）における国際標準
の獲得、国連機関等での基準化、②国際標準と
なった後、相手国での採用を働きかけ他国との
差別化を確保、③国際標準未取得の場合、日本
規格のデファクトスタンダード化、を柱に取組
みを進める。

各国・地域における取組み
①東アジア・大洋州
中国については、日中経済パートナーシップ

協議を通じて、中国の観光に係る規制緩和を求
めるとともに日中間の往来回復等について議論
し、中国によるシップ・リサイクル条約の早期
締結を呼びかけた。
モンゴルについては、令和4年5月に渡辺国

土交通副大臣（当時）が訪日したバトエルデネ
自然環境・観光大臣と会談し、二国間の観光分
野の交流・協力や航空路線の拡大への期待につ
いて情報・意見交換を行った。また、同年11
月に日モンゴル首脳会談が実施され、今後10
年間の日モンゴルの行動計画を発表し、国土交
通分野においては、観光・航空等の分野で協力
を推進することで一致した。
大洋州については、本邦企業が建設・運営に

参画しているパラオ国際空港に関し、令和4年
5月にウィップス大統領出席の下で、完工式典
を開催した。また、同年9月の同大統領訪日に
合わせ、国土交通省とパラオ共和国公共基盤・
産業省、人的資源・文化・観光・開発省との間
で、交通・観光分野についての協力を総合的に
推進する枠組みを構築するための協力覚書を締
結した。

②ASEAN地域
（ア）インドネシア
令和4年6月、斉藤国土交通大臣は訪日した

ブディ運輸大臣と会談を行い、二国間で進めて
いる港湾・鉄道・自動車に係るインフラ案件に
ついて意見交換を行った。同年10月、ブカシ
自動車認証試験場の整備・保守事業に関し、
JOINを含む日系コンソーシアムがインドネシ
ア政府とPPP契約を締結した。また、同年10
月、パティンバン港のコンテナターミナル拡張
事業（パッケージ6）、同年12月には同港自動
車ターミナル拡張事業（パッケージ5）をそれ
ぞれ日系コンソーシアムがインドネシア政府と
契約を締結し、建設工事を受注した。
令和4年11月、インドネシアにおける更な

る都市高速鉄道の整備を促進するため、国土交
通省とインドネシア運輸省はジャカルタMRT
東西線整備に関する協力覚書を締結した。
令和5年2月、インフラメンテナンスに関す

るセミナーをジャカルタにて対面、オンライン
のハイブリッド形式で開催し、日本企業のイン
ドネシアにおけるインフラメンテナンス事業へ
の参画・協働に向けたネットワーク構築を支援
した。同年3月、「第9回日・インドネシア建
設次官級会合」をオンラインで開催し、両国に
おける「質の高いインフラ投資」、「持続可能な
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都市開発」の2つのテーマを中心に、両国の取
組みの現状、課題及び今後の計画等を共有する
とともに、両国の協力を推進していくことで一
致した。

（イ）カンボジア
令和4年3月の日柬首脳会談において、両首

脳は1990年代後半より我が国政府が継続的に
開発を支援しているシハヌークビル港について
地域における中核港として機能させるべく協力
していくこと等について一致した。
加えて、官民双方の連携を強化し、都市開発・

不動産開発分野における課題の解決に貢献する
ことを目的としてカンボジア国土整備・都市化・
建設省との間で設立した「日カンボジア都市開
発・不動産開発プラットフォーム」について、
第3回会合を令和4年2月にオンラインで開催
した。
熊本市で開催された第4回アジア・太平洋水

サミットを契機とし、令和4年4月23日に水
資源気象省と水及び気象分野に関する協力覚書
に署名し、今後、二国間の協力を強化すること
を合意した。

（ウ）シンガポール
令和4年9月、豊田国土交通副大臣は、訪日

したチー運輸省上級国務大臣と会談し、海事・
港湾分野における脱炭素化の取組みについて意
見交換を実施した。

（エ）タイ
令和4年11月の日タイ外相会談において、

両国の今後5か年の経済分野での協力の方向性
を定めた「日タイ戦略的経済連携5か年計画」
が策定された。この中で、国土交通分野におい
ては、鉄道、空港、道路、都市開発などのイン
フラ分野や観光分野について、協力を行うこと
で一致した。同年12月には、斉藤国土交通大
臣は訪日したサックサヤーム運輸大臣と会談
し、インフラ分野における両国間の協力につい

て意見交換したほか、両省間において鉄道分野
における協力覚書の締結、両省間及びUR都市
機構、タイ国鉄においてバンスープロジェクト
の協力に関する覚書の更新確認等を行った。

（オ）フィリピン
平成30年から円借款を供与し進めてきたマ

ニラ首都圏鉄道（MRT）3号線改修事業に関し、
令和4年3月に改修工事完了に係る式典をドゥ
テルテ大統領出席の下で開催した。
平成28年から円借款を供与し進めてきた

フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化事
業（フェーズII）による97m級の大型巡視船2
隻の供与に関し、令和4年6月に巡視船引き渡
しに係る式典をドゥテルテ大統領出席の下で開
催した。また、4年10月、「道路トンネルの建設・
O&Mに関するビジネスワークショップ」の開
催に加え、新たな協力覚書を締結し、道路トン
ネル技術の共有やビジネスマッチングのための
ワークショップの継続開催、定期的な意見交換
の会合の実施、日本の高速道路会社のビジネス
活動の支援についての協力を確認した。
令和5年2月に発生したタンカーからの油流

出被害に対し、国際緊急援助隊・専門家チーム
のメンバーとして、海上保安庁職員の派遣を
行った。

（カ）ベトナム
令和4年5月の日越首脳会談において、両首

脳は、3年11月の越・チン首相の訪日以降、
両国間で、鉄道・航空・道路・港湾・都市開発
等のインフラ分野や人的交流、ビジネス等の各
分野における協力について、二国間協力案件の
進捗が図られたことを確認した。
令和4年12月には斉藤国土交通大臣は訪日

したタン交通運輸大臣と会談し、鉄道を中心と
した交通インフラ分野の協力案件に関する両国
の取組み・課題及び5年の日越外交樹立50周
年に向けた協力について意見交換を行った。さ
らに同月、西田国土交通大臣政務官が訪越し、
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国土交通省とベトナム建設省で開催する「第4
回日・ベトナム建設副大臣級会合」と「第8回
日・ベトナム建設会議」に出席し、両国におけ
る建設・不動産分野の課題・経験を共有すると
ともに、今後も両国の協力を推進することを確
認した。また、ベトナム計画投資省、農業農村
開発省、運輸省及び建設省の各大臣等と会談し、
両国間の協力案件について意見交換を行った。
令和5年2月には、国土交通省とベトナム農

業農村開発省間の水防災等の協力覚書に基づく
防災協働対話を開催し、同分野における二国間
関係を強化した。

（キ）マレーシア
令和4年9月、マレーシアにおける3L水位

計の展開を図ることを期待し、日本企業の参画
の下、3L水位計の導入に向けた観測性能・維
持管理性能等の検証を行う試験施工を現地にて
開始した。

（ク）ミャンマー
ミャンマー国内で日本企業により実施されて

いた建設等のプロジェクトについて、現下の情
勢を踏まえ、引き続き今後の事態の推移を注視
し対応を検討していく。

③南アジア
（ア）インド
令和5年3月に行われた日印首脳会談におい

て、両首脳は、ムンバイ・アーメダバード間高
速鉄道事業の3,000億円の円借款に署名が行わ
れたことを歓迎し、引き続き、日印の旗艦プロ
ジェクトである本事業を推進していくことを確
認した。
同年3月に「第13回都市開発に関する日印

交流会議」を開催し、下水道、スマートシティ、
アフォーダブル住宅分野について、意見交換を
行うとともに、日本企業が各社の技術をアピー
ルした。4年12月に「第8回日印道路交流会議」
を開催し、日本における道路点検技術、道路ト

ンネル維持管理技術等について紹介し、意見交
換を実施した。
また、同年12月に「第1回日インド水資源

管理に関する合同実施部会」を開催し、両国で
署名した協力覚書に基づき令和3年12月に開
催した合同作業部会での合意内容を踏まえた、
今後の水分野に関する協力の具体的な内容につ
いて、意見交換を行った。

（イ）バングラデシュ
PPP庁との覚書に基づき日本バングラデ

シュ・ジョイントPPPプラットフォームを構
築し、政府間協力のもとでバングラデシュ側の
関係省庁と我が国関心企業による各種プロジェ
クトの案件形成を支援している。

④北米・欧州
（ア）米国
令和4年5月の日米首脳会談では、「日米競

争力・強靱性（コア）パートナーシップ」の下
での協力の進展が確認されており、競争力とイ
ノベーションの推進、グリーン成長・気候変動
の分野にて、国土交通関係でも協力が進められ
ている。
カリフォルニア州サンフランシスコで第5

回日米インフラフォーラムが開催された。本
フォーラムでは、国土交通省、米国運輸省及び
カリフォルニア州より日米間のインフラ分野に
おける協力関係の発展への期待が示された。ま
た、日米企業による脱炭素化・デジタル化に係
る取組みの紹介やブース展示を通じて、カリ
フォルニア州におけるインフラ市場への日本企
業の参画を支援した。また、令和3年4月の日
米首脳会談では、両国首脳が「日米競争力・強
靱性（コア）パートナーシップ」に合意してお
り、競争力とイノベーションの推進、グリーン
成長・気候変動の分野において、国土交通分野
の更なる協力の推進が望まれる。
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（イ）カナダ
令和4年12月に、第32回日本・カナダ次官

級経済協議がオンライン形式で開催された。
日本側から、我が国のインフラ関連事業者や
JOINの取組みを通じてカナダにおけるインフ
ラの向上に引き続き貢献したい旨を表明した。

（ウ）欧州
令和5年3月、第17回日EU運輸ハイレベル

協議を東京にて開催し、交通分野における相互
理解及び協力の促進を図るため、次官級による
意見交換を行った。

⑤中南米
令和2年9月に、海事局は、Web形式の局

長級会合を通じ、パナマ運河庁に対し、水不足
に起因する運河の水位低下による船舶通航量の
調整を目的とした上水サーチャージ導入経緯の
説明を求めるとともに、今後我が国がどのよう
な協力ができるか検討する旨伝えた。このよう
な背景から3年度より、「パナマ運河の水不足
問題の解消に向けた調査」を開始し、4年度に
おいては、パナマ運河流域周辺の水循環モデル
を構築し、水不足の要因を特定するための調査
を実施した。

⑥中東（トルコ）
令和4年12月、日・トルコの防災協働対話

の枠組みを活用し、官民による日トルコの防災
協力を一層強化するとともに、日本企業のトル
コ進出を支援するため、西田国土交通大臣政務
官出席の下、「日・トルコ防災セミナー」をト
ルコ・アンカラにて、対面、オンラインのハイ

ブリッド形式で開催した。
令和5年2月に発生した大地震に対し、国際

緊急援助隊・救助チームや専門家チームのメン
バーとして、国土交通省職員の派遣を行った。

⑦アフリカ
第6回アフリカ開発会議（TICADⅥ）にあ

わせて平成28年8月に開催した「日・アフリ
カ官民インフラ会議」を契機として設立した「ア
フリカ・インフラ協議会（JAIDA）」と連携し、
アフリカにおける「質の高いインフラ投資」を
推進するため、我が国の「質の高いインフラ」
を支える技術や経験等について積極的に情報発
信するとともに、相手国との官民双方の関係構
築を促進している。
令和3年度までにアフリカ13か国において

「官民インフラ会議」（閣僚級）を開催してきた
のに加え、これまでに官民インフラ会議を開催
した国との関係を継続・発展させることを目的
とした、「質の高いインフラ対話」を開催して
いる他、実務者レベルでテーマを絞って議論す
ることを目的とした「分科会」、これまで官民
インフラ会議を開催していない国との新たな関
係構築に向けたセミナー等を開催している。
新型コロナウイルス感染症の影響により、長

らくアフリカでの会議開催は見送られてきたも
のの、令和4年8月にチュニジアで開催された
第8回アフリカ開発会議（TICAD8）に併せ
て開催した「第3回日・アフリカ官民インフラ
会議」を契機として、今後は、官民インフラ会
議等の現地開催を本格的に再開することとして
おり、5年3月にはカメルーンにおいて初めて
の官民インフラ会議を開催した。
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� �第2節 � 国際交渉・連携等の推進

経済連携における取組み
（１）経済連携協定 /自由貿易協定（EPA/FTA）
我が国は、アジア・太平洋地域、東アジア地

域、欧州等との経済連携を戦略的に推進してい
る。令和5年3月現在、24か国・地域と21の
EPA/FTA等について、発効済み・署名済みで
あり、EPA/FTAを活用し、我が国の運輸、建
設業等の国際競争力の強化及び海外展開の推進
の観点から、相手国の外資規制の撤廃・緩和等
を通じたサービス分野の自由化、相手国の政府
調達に関する参加機会の拡大に取り組んでいる。
このほか、英国とは日EU・EPAに代わる日

英EPAを令和3年1月に、ASEAN諸国等の15
か国による地域的な包括的経済連携（RCEP）
協定を4年1月に発効した。

（２）世界貿易機関（WTO）
WTOは、多角的貿易体制の中核であり、①

貿易自由化・ルール形成のための交渉の場、②
加盟国によるWTO協定の履行状況の監視、
③加盟国間のWTO協定上の貿易紛争を手続
に従って解決する制度の運用という機能を果た
している。

国際機関等への貢献と戦略的活用
（１）アジア太平洋経済協力（APEC）
APECは、アジア太平洋地域の持続可能な

成長と繁栄に向けて、貿易・投資の自由化、ビ
ジネスの円滑化、経済・技術協力等の活動を行
う経済協力の枠組みであり、国土交通省では、
APECの交通・観光分野に係る大臣会合及び作
業部会に出席し、APEC域内における効率的で
シームレスな輸送システムの構築に積極的に取
り組んでいる。
APECの交通分野を取り扱う作業部会

「APEC交通ワーキンググループ」について
は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら対面での開催が見送られていたが、令和4年
9月に第52回がバンコクにて対面開催され、
APEC域内の交通分野における強靭性・接続
性、コロナからのより良い回復等について議論
された。

（２）�東南アジア諸国連合（ASEAN）との協力
国土交通省は、ASEANにおける「質の高い

交通」をさらに推進するため、日本とASEAN
の交通分野の協力枠組みである「日ASEAN交

通連携」の下、陸上、海上、航空にわたる様々
な協力プロジェクトを実施している。これらの
プロジェクトの進捗状況を確認し、今後の方向
性、新たなプロジェクトについて議論するた
め、「日ASEAN交通大臣会合」等の会合が毎
年開催されている。令和4年10月、「第20回
日ASEAN交通大臣会合」がインドネシア・バ
リ島で開催され、我が国からは西田国土交通大
臣政務官が出席した。本会合においては、「日
ASEAN交通連携」の具体的実施計画である「日
ASEAN交通連携ワークプラン2022-2023」
とともに、新規協力プロジェクトとして「日
ASEAN航空保安プロジェクトワークプラン
（2023 ～ 2027年）」が承認された。さらに、
これまでのプロジェクトの成果物として、「港
湾保安マニュアルの付属資料（優良事例集）」
と「橋梁維持管理技術参考資料」の2つが承認
された。
また、ASEAN各国のスマートシティ実現に

向けたプラットフォームである「ASEANス
マートシティ・ネットワーク（ASCN）」への
協力の一環として、ASCNと連携して「ASEAN　
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Smart City Planning Guidebook」を策定し、
令和4年6月に公表した他、同年12月、「第4
回日ASEANスマートシティ・ネットワーク　
ハイレベル会合」をASEAN各国、国内関係省
庁、関係自治体と連携して、福島県にて開催し
た。本会合では、我が国とASEAN双方におけ
るスマートシティの取組みの共有、我が国によ
るスマートシティ支援策（Smart JAMP）で取
り組んでいるプロジェクトの進捗共有、パネル
ディスカッション等を通じて、スマートシティ
の社会実装に向けた課題と解決方法の方向性に
ついての認識を共有し、ASEANでのスマート
シティ実現に向けて引き続き協力をしていくこ
とを確認した。

（３）経済協力開発機構（OECD）
国土交通省は、OECDの活動のうち、国際

交通フォーラム（ITF）、造船部会（WP6）、
地域開発政策委員会（RDPC）、開発センター
（DEV）、観光委員会等における議論に参画し
ている。
ITFは、加盟64か国が全交通モードを対象

に交通政策に関する議論・研究を行っており、
年1回開催されるITFサミットにおいて、各国
の交通担当大臣が著名な有識者・経済人を交え
た議論を行っている。令和4年5月に開催され
たサミットでは、「包摂的な社会のための交通」
をテーマとして議論が行われたほか、我が国を
含む有志国が、ロシアによる大規模な侵略を受
けたウクライナとの連帯等で一致し、共同声明
を発出した。また、ITFの調査研究部門である
交通研究委員会（TRC）に我が国から多くの
専門家が参画し、国際的な研究活動の推進に貢
献している。
WP6は、造船に関する唯一の多国間フォー

ラムとして、国際造船市場に関する政策協調の
ための重要な役割を担っており、公的支援の適
正化や透明性確保、輸出信用等に関する議論を
行っている。令和4年11月の会合では、我が
国の提案により、世界的な鋼材等の価格高騰を

踏まえた適切な船舶の価格設定のあり方等の議
論を行い、鉄鋼、造船、海運業界等がコストを
適切に価格に反映していくことの重要性が認識
された。また、環境にやさしい船舶への融資等
を促進するための国際的なルールの改正に向け
て、特別会合を開催し検討を開始することが合
意された。引き続き、政策協調のための議論を
継続的に実施し、加盟国間による公的支援の相
互監視等を通じて、公正な競争条件の確保に努
める。
RDPCでは、国土・地域政策等に関する各

加盟国の政策レビューや、東南アジアにおける
持続可能な都市政策ファイナンスの促進に関す
る調査等に積極的に取り組んでいる。また「ス
マートシティと包括的成長に関するOECDプ
ログラム」の一環としてスマートシティのデー
タ利活用に関する調査に取り組んできた。
DEVは、開発にかかる様々な問題・経済政

策に関する調査・研究、先進国、新興国及び途
上国による対話やセミナーを通じた知見・経験
の共有・普及、政策オプションの提供等を行う
機関であり、今後の開発に関する議論を行うと
ともに、セミナー等により質の高いインフラの
途上国への普及・実施についても取り組んでい
る。令和4年12月には、政策対話の場において、
災害に対する強靱性に着目した質の高いインフ
ラに関するセッションを国土交通省と共催し、
我が国の取組みを共有した。
観光委員会では、各国の観光関連政策のレ

ビューや、観光統計データの整備及び分析等を
行っている。我が国は同委員会の副議長国とし
て活動しており、同委員会と積極的に連携して
いる。
令和4年には、加盟国およびパートナー国に

おける新型コロナウイルス感染拡大及びロシア
によるウクライナ侵攻の影響を受けた観光の動
向に関して調査・分析し、「OECD諸国の観光
動向と政策2022年」を発刊した。より強靱で
持続可能な観光の再構築に向けた優先政策への
提言をまとめており、我が国も関連する施策や
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取組み等を共有している。

（４）国際連合（UN）
①国際海事機関（IMO）
IMOは、船舶の安全・環境等に関する国際

ルールを定めている国連の専門機関である。我
が国は、世界の主要海運・造船国として同機関
の活動に積極的に参加しており、令和4年12
月まで環境関係の条約を採択する委員会の議長
を日本人が務めるなど、世界の海事分野のルー
ル作りをリードしている。
特に、世界的に関心が高まっている気候変動

対策を海運分野で強力に進めるべく、我が国は
国際枠組みの整備を牽引している。令和4年度
には、具体的な国際海運からのGHG削減対策
（経済的手法）として、ゼロエミッション船の
早期導入を促進するため、化石燃料船に対して
課金（fee）し、ゼロエミッション船に対して
還付（rebate）を行うfeebate制度をIMOに
提案した。
また、安全面においては、水素やアンモニア

を燃料とする船舶の構造・設備や船員の教育訓
練に関する安全ガイドラインの検討が進められ
ており、我が国は、実証事業や研究開発の成果
を活用し、これらガイドラインの策定に向けた
審議に積極的に貢献してきている。特に、令和
4年度は、我が国、シンガポール等の提案によ
り、アンモニア燃料船の安全ガイドラインの策
定作業が開始された。

②国際民間航空機関（ICAO）
ICAOは、国連の専門機関の一つであり、国

際民間航空の安全・保安・環境などに関する国
際標準の策定、各国の安全監視体制の監査など
の取組みを実施している。令和4年9～ 10月
に開催された第41回総会では、我が国が理事
国に再選されるほか、我が国がリードしたタス

クグループの報告書がベースとなり、「国際民
間航空分野で2050年までのカーボンニュート
ラルを目指す」こととする長期目標が採択され
るなど、国際民間航空の発展に寄与している。

③国連人間居住計画（UN-Habitat）
UN-Habitatは、人間居住問題を専門に扱う

国連の基金・計画の一つである。我が国は、設
立以来の理事国としてUN-Habitatの諸活動
に積極的に参加し、我が国の国土・地域・居住
環境改善分野での経験、知見を活かした協力を
通じ、世界、特にアジアでの人口爆発、急激な
都市化に伴う人間居住問題の改善に貢献してい
る。
令和4年度は、4年6月にポーランドにて

開催されたUN-Habitatが事務局を務める第
11回世界都市フォーラムや、4年7月にUN-
Habitat福岡本部（アジア太平洋担当）が福岡
市と共催した第13回アジア太平洋都市サミッ
トに参加し、「強靱なインフラ」をテーマとし
たサイドイベントを開催するなど、持続可能な
都市化のための世界共通の目標である「ニュー・
アーバン・アジェンダ」の達成に向けた強靱
なインフラの構築を通じた災害リスク低減
（DRR）の重要性を世界へ発信した。

④国連における水と防災に関する取組み
令和5年3月に、国連本部にて国連水会議

2023が開催された。同会議では、世界の水問
題に対して具体的な行動を起こすための議論が
行われ、5つのテーマ別討議のうち、気候変動
下における水の強靱性がテーマとなった討議の
共同議長を日本とエジプトが務めた。同討議に
おいて、日本の水防災の知見を活かして議論を
主導し、世界が今後取り組むべき水の強靱化に
向けた提言をとりまとめた。

【関連リンク】
第 11 回世界都市フォーラム
URL：https://spp-pr.com/conferences/WUF11/
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⑤国連における地理空間情報に関する取組み
国土地理院は、国連経済社会理事会に設置

されている「地球規模の地理空間情報管理に
関する国連専門家委員会（UN-GGIM）」に防
災WG共同議長として、また、UN-GGIMの
地域委員会の1つである「国連地球規模の地理
空間情報管理に関するアジア太平洋地域委員会
（UN-GGIM-AP）」に副会長として、更には、
「国連地名専門家グループ（UNGEGN）」に参
加し、我が国で培った技術や経験を活かして、
地球規模の測地基準座標系（GGRF）の普及や、
地理空間情報によるパートナーシップの推進等
により貢献している。

（５）G7交通大臣会合
令和5年、我が国はG7議長国となり、5月

に開催される広島サミットのほか、14の関係
閣僚会合が全国各地で開催される。
交通分野については、同年6月に三重県志摩

市において、「G7三重・伊勢志摩交通大臣会合」
の開催を予定している。新型コロナウイルスの
感染拡大後、初めて対面で開催される予定の本
会合では、「イノベーションを通じた、誰もが
アクセス可能で持続可能な交通の実現」をテー
マとし、交通分野における今日的な課題につい
て議論を行う予定である。

（６）G7都市大臣会合
令和4年9月に、ドイツ・ポツダムにおいて

初めて開催されたG7都市大臣会合に、国土交
通大臣が出席した。5年7月に香川県高松市に
おいて、「G7香川・高松都市大臣会合」の開
催を予定している。同会合では、「レジリエンス・
カーボンニュートラル」や「デジタル技術の活
用（スマートシティ）」等をテーマに、価値観
を共有するG7各国との間で「持続可能な都市
の発展」に係る都市政策の重要性について国際

的な共通理解を図る。

（７）世界銀行（WB）
令和4年10月、「アフォーダブル（手頃な価

格の）住宅」を主題とした「都市開発実務者向
け対話型研修（テクニカル・ディープ・ダイブ）」
が、世界銀行により開催された。同研修におい
て、国土交通省は、各国の住宅・都市開発担当
者を対象に、日本における住宅政策の変遷や住
宅確保要配慮者のための住宅供給政策等に関す
る知見を紹介した。

（８）アフリカ開発会議（TICAD）
アフリカにおける「質の高いインフラ投資」

を推進するために、「アフリカ・インフラ協議
会（JAIDA）」と連携し、官民インフラ会議の
開催等の取組みを進めてきたところ、令和4年
8月にチュニジアで開催された第8回アフリカ
開発会議（TICAD8）に併せて、チュニジア
設備・住宅省との共催により「第3回日・アフ
リカ官民インフラ会議」を開催した。本会議で
は、我が国企業のアフリカ進出・事業拡大に当
たっては、現地の信頼できるビジネスパート
ナーを見つけることが不可欠であり、企業の
トップ同士が対面で話し合うことが極めて重要
との考えから、日・アフリカのインフラ関係企
業の交流機会を設けること等を通じて、我が国
企業の現地進出を支援するとともに、アフリカ
各国における「質の高いインフラ」への理解促
進を図った。

（９）アジア欧州会合（ASEM）
ASEMは、アジア・欧州関係の強化を目指

して平成8年に発足した対話と協力の場であ
り、アジア側参加メンバー（21か国と1機関）、
欧州側参加メンバー（30か国と1機関）の合
計51か国と2機関によって構成されている。
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各分野における多国間・二国間国際交渉・連携の取組み
（１）国土政策分野
アジア各国等において、政府関係者、国際機

関等様々なステークホルダーをネットワーク化
し、会議、ウェブサイト等により国土・地域政
策に係る課題や知見を共有する仕組みである
「国土・地域計画策定・推進支援プラットフォー
ム（SPP）」の第5回会合を、令和5年2月にネ
パールにおいて、ネパール政府、国連人間居住
計画（UN-Habitat）福岡本部と共催した。本
会合では、各国の国土計画の実効性や気候変動
への対応にかかる課題等について議論したほ
か、開催国であるネパールの国土計画に関する
ブレインストーミングや、各国の報告に基づく
ケーススタディを実施した。

（２）都市分野
国際的な不動産見本市である「MIPIM」（令

和5年3月フランス・カンヌ開催）において、
日本の都市開発・不動産市場のPRを行い、シ
ティセールス等を図っている。
タイでは、同国運輸省の要請を受け、クルン

テープ・アピワット中央駅周辺（バンスー地区）
における都市開発推進について、現地JICA専
門家を通じて技術協力を行うとともに、令和4
年度には国土交通省、独立行政法人都市再生機
構、タイ王国運輸省、タイ国有鉄道の4者で、
2年度に交換した事業推進に関する協力覚書の
更新（2年延長）を行い今後の協力継続を確認
した。
カンボジアでは、令和3年にプノンペン都

から、地元ディベロッパーが進める「ING
City」プロジェクトへの日本企業参画につい
て提案を受け、日本企業と当該地元ディベロッ
パーとのビジネスマッチングイベントを4年
11月に開催した。

また、我が国企業の海外展開促進を図るた
め、独立行政法人都市再生機構による調査や
セミナー等の取組みを行っている。令和4年度
はオーストラリアにおいて、平成30年に同国
ニューサウスウェールズ州と交換した覚書に基
づき、令和8年開港予定の西シドニー国際空港
周辺地域におけるエアロトロポリス開発計画に
ついて、日本企業を対象とした現地セミナーを
開催した。
さらに、J-CODE（海外エコシティエコシ

ティプロジェクト協議会）による案件形成推進
等の取組みを支援している。

（３）水分野
水問題は地球規模の問題であるという共通認

識のもと、国際会議等において問題解決に向け
た議論が行われている。令和4年4月には、熊
本市で第4回アジア・太平洋水サミットが開催
され、岸田内閣総理大臣をはじめとするアジア
太平洋地域31カ国の首脳級・閣僚級のほか、
国内外からオンラインも含めて約5,500人が参
加し、「持続可能な発展のための水～実践と継
承～」をテーマに水に関する諸問題の解決に向
けた議論がなされた。首脳級会合では、岸田総
理より気候変動適応策・緩和策、基礎的生活環
境の改善に資する質の高いインフラ整備を通じ
た日本の貢献策「熊本水イニシアティブ」が発
表され、参加国首脳級の決意表明である「熊本
宣言」が採択された。国土交通省からは、斉藤
国土交通大臣、中山国土交通副大臣（当時）、
加藤国土交通政務官（当時）が開会式や首脳級
会合に出席したほか、各セッション・分科会に
登壇し、アジア太平洋地域の水問題の解決に向
けた国土交通省の貢献可能な取組み、健全な水
循環の維持・回復を図ることは社会の持続可能

3

【関連リンク】
国土・地域計画策定・推進支援プラットフォーム（SPP）
URL：https://spp-pr.com/conferences/index.html
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性、強靭性、包摂性を保つ上で最も重要な要素
の一つであること、継続的な生態系調査やグ
リーンインフラの推進の重要性などを発信した。
それに加え、水資源分野では、独立行政法人

水資源機構を事務局とし関係業界団体や関係省
庁からなる「水資源分野における我が国事業者
の海外展開活性化に向けた協議会」を活用して
相手国のニーズや課題を把握し、治水機能や
CO2削減に資する発電を含む利水機能の向上
を図るダム再生事業の案件形成に向けた調査を
行うなど、水資源分野の案件形成に向けた取組
みを実施した。

（４）防災分野
世界の水関連災害による被害の軽減に向け
て、災害予防が持続可能な開発の鍵であるとい
う共通認識を形成するため、我が国の経験・技
術を発信するとともに、水災害予防の強化に関
する国際連帯の形成に努めている。また、相手
国の防災課題と日本の防災技術をマッチングさ
せるワークショップ「防災協働対話」をインド
ネシアやベトナム、ミャンマー、トルコで実施
している。現在、既存ダムを有効活用するダム
再生や危機管理型水位計などの本邦技術を活用
した案件形成を進めているところである。また、
国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマ
ネジメント国際センター（ICHARM）では、
統合洪水解析システム（IFAS）や降雨流出氾
濫（RRI）モデル等の開発、リスクマネジメン
トの研究、博士課程及び修士課程を含む人材育
成プログラムの実施、UNESCOやアジア開発
銀行、及び世界銀行のプロジェクトへの参画及
び国際洪水イニシアチブ（IFI）事務局として
の活動等を通じ、水災害に脆弱な国・地域を対
象にした技術協力・国際支援を実施している。
また、砂防分野においては、イタリア、韓国、
スイス及びオーストリアと砂防技術に係る二国

間会議を開催しているほか、JICA専門家の派
遣等や研修の受入を通じて土砂災害対策や警戒
避難、土地利用規制などの技術協力を行ってい
る。

（５）道路分野
世界道路協会（PIARC）の各技術委員会等

に継続的に参画し、国際貢献に積極的に取り組
んでおり、令和2年からは4年間の戦略計画が
スタートし、加盟国による調査研究が進められ
ている。
また、日ASEAN交通連携の枠組みの下、

ASEAN地域における橋梁維持管理の質の向上
を目指した「橋梁維持管理技術共同研究プロ
ジェクト」に取り組んでおり、令和4年7月に
専門家会合を開催し、同年10月に日ASEAN
交通大臣会合にて成果物として「橋梁維持管理
技術参考資料」が承認された。

（６）住宅・建築分野
国際建築規制協力委員会（IRCC）、日米加

建築専門家会合（BEC）等への参加など、建
築基準等に係る国際動向について関係国間での
情報交換を行った。また、カンボジアからの要
請を受け、建築物の構造安全や火災安全に関す
る建築技術基準の策定支援に取り組んでいる。

（７）鉄道分野
令和4年度も、インド高速鉄道に関する合同

委員会や日英鉄道協力会議の開催、JICA専門
家の派遣を通じた技術協力など、二国間での連
携に向けた取組みを実施している。

（８）自動車分野
平成27年の第13回日ASEAN交通大臣会合

にて承認された、「自動車基準・認証制度をは
じめとした包括的な交通安全・環境施策に関す

【関連リンク】
国際機関への参画　（１）世界道路協会（PIARC）
URL：https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/kokusai/sankaku/index02.html
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る日ASEAN新協力プログラム」に基づく取組
みとして、アジア地域官民共同フォーラムを開
催する等により、アジア地域における基準調和・
相互認証活動、交通安全・環境保全施策などに
ついて情報交換を行っている。

（９）海事分野
海事分野では、IMOにおける世界的な議題

への対応の他、局長級会談等を通じた二国間協
力、CSG会議（海運先進国当局間会議）や日
ASEAN交通連携を通じた多国間協力の取組み
等を実施している。
令和4年9月のCSG会議において、我が国

から、パナマ運河の新料金体系やスエズ運河の
通航料改訂について問題提起を行い、海運先進
国間の連携を呼びかけた。
我が国は、ASEAN等新興国・途上国に対す

る海上保安能力向上や公共交通インフラの整備
として巡視船や旅客船等の供与を行っており、
令和4年6月にはフィリピンに対して大型巡視
船2隻、同年11月にはサモアに対して新造貨
客船を供与した。この他、平成29年10月より、
マラッカ・シンガポール海峡の共同水路測量調
査への専門家派遣等、技術協力を実施している。
また、日ASEAN交通連携協力プロジェ

クトの一環として、ASEAN域内の内航船等
において低環境負荷船を普及促進させるた
め、「ASEAN低環境負荷船普及戦略」に基づ
き、令和4年9月の海上交通WGにおいて、
ASEAN各国の具体的取組み等を共有した。
さらに、東南アジアでの浮体式洋上風力発電

のニーズが高まっている中、我が国の優れた海
事技術である洋上浮体技術の海外展開に取り組
んでいる。

（10）港湾分野
我が国の質の高い港湾技術の発信、世界の

様々な港湾技術に関する最新の知見の取得、
技術基準等の海外展開・国際標準化の推進の
ため、国際航路協会（PIANC）や国際港湾協

会（IAPH）等と協調し、各種研究委員会活
動に積極的に参画している。特に、PIANC、
IAPHには、日本から副会長を輩出し、政府自
らその会員となり各国の政府関係者等との交流
を行っている。
また、港湾分野の脱炭素化の推進のため、

令和4年3月、日米間のカーボンニュートラル
ポート（CNP）に関する初めての具体的な協
力として、日米CNPワークショップを開催し
た。さらに、同年8月にサンフランシスコで開
催された第5回日米インフラフォーラムでは、
日米両国の官民関係者が参加し、両国港湾の
CNP取組み状況や最新技術の知見について意
見交換を行った。

（11）航空分野
令和4年4月には、EUとの間で「航空業務

に関する日本国と欧州連合構成国との間の協定
の特定の規定に関する日本国と欧州連合との間
の協定」について、同年11月には、クロアチ
ア共和国政府との間で日・クロアチア航空協定
について、それぞれ実質合意に至るなど、航空
分野における条約の締結に向けた進展が見られ
た。
また、令和4年7月に韓国で開催された第57

回アジア太平洋航空局長会議において、航空安
全、航空保安、航空管制等に関するアジア太平
洋地域各国の取組みについて意見交換を行った
ほか、同年9月にはICAOの第41回総会に参
加した各国政府代表団との間で14件の個別会
談を実施、12月には、フランス航空当局との
間で3年ぶりの作業部会を開催、シンガポール
航空当局との間で対話を開催し協力覚書を締結
するなど、コロナ禍において中断していた多国
間・二国間における航空当局間の連携強化に取
り組んでいる。

（12）物流分野
日中韓物流大臣会合における合意に基づき、

北東アジア物流情報サービスネットワーク
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（NEAL-NET）の加盟国・加盟港湾の拡大等、
日中韓の物流分野における協力の推進について
中韓と議論を進めた。令和4年11月及び5年
3月には日中韓物流課長級会合を開催し、3年
に開催された第8回日中韓物流大臣会合で採択
された共同声明及び行動計画の進捗状況や、
第9回日中韓物流大臣会合に向けた今後のスケ
ジュールについて意見交換を行った。
また、ASEANとの関係では、令和5年1月

にタイ、同年2月にインドネシアとの間で物流
政策対話を開催し、両国政府の物流関連政策や
物流課題等について情報交換を行った。さら
に、同年3月にはASEAN各国の物流担当の行
政官との間で日ASEAN物流専門家会合を開催
し、日ASEAN交通連携の下で推進しているプ
ロジェクトの進捗について各国と議論を進めた。

（13）地理空間情報分野
ASEAN地域等に対し、電子基準点網の設置・

運用支援等を行っている。具体的にはインドネ
シアを対象に、電子基準点の利活用に関する調
査検討業務を実施し、インドネシアの状況調査、
政府関係者の理解促進に取り組んだ。

（14）気象・地震津波分野
気象庁は、世界気象機関（WMO）の枠組

みの下、気象観測データや予測結果等の国際的
な交換や技術協力により各国の気象災害の防
止・軽減に貢献しており、令和5年1～ 2月に
アジア各国の国家気象水文機関の専門家を東京
に招いて、気象レーダーの整備・運用等に関す
るワークショップを開催した。
また、国際連合教育科学文化機関（UNESCO）
政府間海洋学委員会（IOC）の枠組みの下、
北西太平洋における津波情報を各国に提供し、
関係各国の津波防災に貢献している。

さらに、国際協力機構（JICA）等と協力して、
開発途上国に対し気象、海洋、地震、火山など
の様々な分野で研修等を通した人材育成支援・
技術協力を行っている。

（15）海上保安分野
海上保安庁は、世界海上保安機関長官級会合、

北太平洋海上保安フォーラム、アジア海上保安
機関長官級会合といった多国間会合や、二国間
での長官級会合、連携訓練等を通じて、捜索救
助、海上セキュリティ対策等の各分野で海上保
安機関間の連携・協力を積極的に推進している。
また、シーレーン沿岸国における海上保安能

力向上支援のため、国際協力機構（JICA）や
公益財団法人日本財団の枠組みにより、海上保
安庁Mobile Cooperation Team（MCT）や
専門的な知識を有する海上保安官を専門家とし
て各国に派遣しているほか、各国の海上保安機
関等の職員を日本に招へいし、能力向上支援に
当たっている。
また、海上保安政策に関する修士レベルの教

育を行う海上保安政策プログラムを開講し、ア
ジア諸国の海上保安機関職員を受け入れるなど
して各国の連携協力、認識共有を図っている。

 図表Ⅱ-8-2-1  ジブチ沿岸警備隊に対する能力向
上支援
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� �第3節 � 国際標準化に向けた取組み

注 1　 海上における人命の安全のための国際条約

（１）自動車基準・認証制度の国際化
我が国は、安全で環境性能の高い自動車を早

期に普及させるため、国連自動車基準調和世界
フォーラム（WP.29）等に積極的に参加し、
安全・環境基準の国際調和を推進するとともに、
その活動を通じ、高度な自動運転技術などの優
れた日本の新技術を国際的に普及させていくこ
ととしている。令和5年のWP.29では我が国
が欧州以外から初めて副議長を務めるととも
に、引き続き、①日本の技術・基準の戦略的国
際標準化、②国際的な車両認証制度（IWVTA）
の実現、③アジア諸国の国際基準調和への参加
促進、④基準認証のグローバル化に対応する体
制の整備の4つの柱を着実に実施し、自動車基
準認証制度の国際化を積極的に推進している。

（２）鉄道に関する国際標準化等の取組み
欧州が欧州規格の国際標準化を積極的に推進

する中、日本の優れた技術が国際規格から排除
されると、鉄道システムの海外展開に当たって
大きな障害となる可能性があるなど、鉄道分野
における国際競争力へ大きな影響を与えること
から、鉄道技術の国際標準化を推進することが
重要である。このため、鉄道関係の国際規格を
一元的に取り扱う組織である公益財団法人鉄道
総合技術研究所「鉄道国際規格センター」にお
いて、鉄道の更なる安全と鉄道産業の一層の発
展を図るべく、活動を行っている。
このような取組みの結果、国際標準化機構

（ISO）の鉄道分野専門委員会（TC269）では
議長として国際標準化活動を主導し、国際電気
標準会議（IEC）の鉄道電気設備とシステム専
門委員会（TC9）と併せ、それぞれにおける
個別規格の提案・審議等の国際標準化活動で中
心的な役割を担い、成果を上げている。引き続
き、これら国際会議等における存在感を高め、

鉄道技術の国際標準化の推進に取り組むことと
している。
また、国内初の鉄道分野における国際規格の

認証機関である独立行政法人自動車技術総合機
構交通安全環境研究所は、鉄道認証室設立以来、
着実に認証実績を積み重ね、鉄道システムの海
外展開に寄与している。

（３）船舶や船員に関する国際基準への取組み
我が国は、海運の環境負荷軽減や安全性向上

を目指すとともに、我が国の優れた省エネ技術
等を普及するため、国際海事機関（IMO）に
おける「SOLAS条約注1」、「MARPOL条約」、
「STCW条約」等による基準の策定において議
論を主導している。
また、海上保安庁は、国際水路機関（IHO）

での海図や水路書誌、航行警報等の国際基準に
関する議論に参画している。さらに、船舶交通
の安全を確保するとともに、船舶の運航能率の
より一層の増進を図るため、国際航路標識協会
（IALA）ENAV委員会において新たな海上デー
タ通信方式であるVDESの国際標準化に関す
る議論を主導している。

（４）�土木・建築分野における基準及び認証制
度の国際調和

土木・建築・住宅分野において、外国建材の
性能認定や評価機関の承認等の制度の運用や、
JICA等による技術協力等を実施している。ま
た、設計・施工技術のISO制定に参画するなど、
土木・建築分野における基準及び認証制度の国
際調和の推進に取り組んでいる。

（５）高度道路交通システム（ITS）の国際標準化
効率的なアプリケーション開発や国際貢献、

国内の関連産業育成のため、ISO等の国際標準

� �第3節 � 国際標準化に向けた取組み� 国際標準化に向けた取組み

第3節　国際標準化に向けた取組み

第
8
章

戦
略
的
国
際
展
開
と
国
際
貢
献
の
強
化

Ⅱ

国土交通白書　2023 273



化機関におけるITS技術の国際標準化を進めて
いる。
特にISOのITS専門委員会（ISO/TC204）

に参画し、ITS関連サービスの役割機能モデル
に関する標準化活動を行っている。また、国連
の自動車基準調和世界フォーラム（WP29）
の自動運転に係る基準等について検討を行う各
分科会等の共同議長等又は副議長として議論を
主導している。

（６）地理情報の標準化
地理空間情報を異なる地理情報システム

（GIS）間で相互利用する際の互換性を確保す
ることなどを目的として、ISOの地理情報に関
する専門委員会（ISO/TC 211）における国
際規格の策定に積極的に参画している。あわせ
て、国内の地理情報の標準化に取り組んでいる。

（７）�技術者資格に関する海外との相互受入の
取決め

APECアーキテクト・プロジェクト、APEC
エンジニア・プロジェクトでは、一定の要件を
満たすAPEC域内の建築設計資格者、構造技
術者等に共通の称号を与えている。APECアー
キテクト・プロジェクトでは、我が国は、オー
ストラリア、ニュージーランドとの二国間相互
受入の取決めの締結、APECアーキテクト中央
評議会への参加等を通じ、建築設計資格者の流
動化を促進している。

（８）下水道分野
我が国が強みを有する下水道技術の海外展開

を促進するため、現在、「水の再利用」に関す
る専門委員会（ISO/TC282）、「汚泥の回収、
再生利用、処理及び廃棄」に関する専門委員会
（ISO/ TC275）、「雨水管理」に関するワーキ

ンググループ（ISO/TC224/WG11）等へ積
極的・主導的に参画している。

（９）物流システムの国際標準化の推進
コールドチェーン物流への需要の拡大が見込

まれるASEAN等を念頭に置いて、我が国の質
の高いコールドチェーン物流サービスの国際標
準化を推進している。
具体的には、日本式コールドチェーン物流

サービス規格（JSA-S1004）のASEAN各国
への普及を推進するため、令和2年度に策定し
た普及戦略に基づき、ASEAN各国のアクショ
ンプランを策定している。コールドチェーンの
重要性等について理解を醸成するため、5年1
月にはタイ政府、同年2月にはインドネシア政
府との共催により、現地物流事業者等を対象と
したコールドチェーン物流ワークショップを開
催した。また、同規格をベースとした当該分野
の国際規格化に向けて、国際標準化機構（ISO）
に設置された技術委員会（TC315）において、
我が国は議長国として議論を主導している。

（10）港湾分野
日ベトナム間で、平成26年に署名し、29年

及び令和2年に更新した「港湾施設の国家技術
基準の策定に関する協力に係る覚書（MOC）」
に基づき、我が国のノウハウを活用した、ベト
ナムの国家技術基準の策定協力を実施してお
り、これまでに、8項目の国家技術基準の発行
に至った。また、令和2年度からは、ベトナム
政府からの要請に基づき、新たな設計基準（防
波堤、浚渫・埋立）について、策定を進めており、
ベトナム国内の審査段階に至っている（4年度
末までに発行予定）。なお、5年度以降もMOC
を更新し、基準等の策定及び普及に係る支援を
引き続き予定している。
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第9章 DX及び技術研究開発の推進

� �第1節 � DXによる高度化・効率化

国土交通行政のDX
社会全体のデジタル化は喫緊の課題であり、

政府として、デジタル庁の創設やデジタル田園
都市国家構想といった政策が進められていると
ころ、国土交通省においても必要な取組みを、
より一層加速させる必要がある。このため、
国土交通行政のDXを推進すべく、全省的な推
進組織として、令和3年12月に「国土交通省
DX推進本部」を設置し、所管分野における業
務、ビジネスモデルや国土交通省の文化・風土
の変革、行政庁としての生産性向上に取り組ん
でいる。

（１）インフラ分野のDX
インフラ分野のDXは、デジタル技術を活用

して、管理者側の働き方やユーザーに提供する
サービス・手続なども含めて、インフラまわり
をスマートに変容させるものである。例えば、
3Dハザードマップを活用したリアルに認識で
きるリスク情報の提供、現場にいなくても現場
管理が可能になるリモートでの立会いによる監
督業務やデジタルデータを活用した配筋検査の
省力化、及び自動・自律・遠隔施工等に取り組
んでいる。令和4年3月には「インフラ分野の
DXアクションプラン」を策定し、個別施策毎

� �第1節 � DXによる高度化・効率化� DXによる高度化・効率化

1

 図表Ⅱ-9-1-1 　インフラ分野のネクスト・ステージ

インフラ分野全般でDXを推進するため 分野網羅的

業
界
内
外
・
産
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も
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て
組
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横
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的

に取り組む

に
取
り
組
む

～現場にしばられずに
現場管理が可能に～

1.「インフラの作り方」の変革 2.「インフラの使い方」の変革

データの力によりインフラ計画を高度
化することに加え、i-Construction
で取り組んできたインフラ建設現場
（調査・測量、設計、施工）の生
産性向上を加速するとともに、安全
性の向上、手続き等の効率化を実
現する

インフラ利用申請のオンライン化に加え、
デジタル技術を駆使して利用者目線
でインフラの潜在的な機能を最大限に
引き出す（Smart）とともに、
安全（Safe）で、持続可能
（Sustainable）なインフラ管理・
運用を実現する

「国土交通データプラットフォーム」をハブ
に国土のデジタルツイン化を進め、わかり
すく使いやすい形式でのデータの表示・提
供、ユースケースの開発等、インフラまわり
のデータを徹底的に活かすことにより、仕
事の進め方、民間投資、技術開発が促
進される社会を実現する。

3. 「データの活かし方」の変革

自動化建設機械による施工

ハイブリッドダムの取組による
治水機能の強化と水力発電の促進

地図・地形
データ

気象データ

交通（人流）
データ 防災データ

エネルギー
データ

施設・構造物
データ

国土交通データプラットフォームでのデータ公開

周辺建物の被災リスクも考
慮した建物内外にわたる
避難シミュレーション

３D都市モデルと連携した
３D浸水リスク表示、都市
の災害リスクの分析

データ連携による情報提供推進、施策の高度化

自動化・効率化による
サービス提供

今後、xROAD・サイバーポート（維持管理情報）等と連携拡大
空港における地上支援業務
（車両）の自動化・効率化

VRカメラで撮影した線路を
VR空間上で再現

VRを用いた
検査支援・効率化

～賢く”Smart”、安全に“Safe“、
持続可能に“Sustainable”～

～より分かりやすく、
より使いやすく～

～現場にしばられずに
現場管理が可能に～

公共工事に係るシステム・手続きや、
工事書類のデジタル化等による
作業や業務効率化に向けた取組実施
・次期土木工事積算システム等の検討
・ICT技術を活用した構造物の出来形確認
等
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の取組概要や目指す姿、令和7年度までの具体
的な工程等といった実行計画をとりまとめた。
今後は、取組みを更に深化・加速化させ、イン
フラDXアクションプランのネクスト・ステー
ジとして分野網羅的・組織横断的な取組みを推
進するため、「インフラの作り方」や「インフ
ラの使い方」、「データの活かし方」の変革に取
り組む。令和5年はDXによる変革を一層加速
させる「躍進の年」として、引き続き取組みを
進めていく。
建設業は社会資本の整備の担い手であると同

時に、社会の安全・安心の確保を担う、我が国
の国土保全上必要不可欠な「地域の守り手」で
ある。人口減少や高齢化が進む中にあっても、
これらの役割を果たすため、建設業の賃金水準
の向上や休日の拡大等による働き方改革ととも
に、生産性向上が必要不可欠である。国土交通
省では、前述のインフラ分野のDXの取組みに
先駆けて、インフラ分野のDXを推進する上で
中核となるi-Constructionを平成28年度より
推進しており、ICTの活用等により調査・測
量から設計、施工、検査、維持管理・更新まで
のあらゆる建設生産プロセスにおいて、抜本的
な生産性向上に取り組んでいる。
i-Constructionのトップランナー施策の一

つでもあるICT施工については、平成28年度
の土工から始まり、舗装工、浚渫工、河川浚渫
工、地盤改良工、法面工、構造物工へICTを
導入した他、舗装修繕工や点検などの維持管理
分野や、民間等の要望も取り入れながら逐次対
象工種を拡大しており、土工では3割以上の時
間短縮効果が確認された。また、直轄工事にお
けるICT施工を経験した建設企業の割合は大
手で9割を超える一方で、中小では約5割程度
に留まっているため、自治体に対する専門家
の派遣、小規模な現場へのICT施工の導入、
ICT施工を行うことのできる技術者の育成等、
自治体や中小企業が更にICTを導入しやすく
なるような環境整備等も行っている。また、今

後はICTによる作業の効率化からICTによる
工事全体の効率化を目指し、更なる生産性の向
上を図る。
また、生コンの製造から現場打込みまでの情

報について、これまで紙管理としていたものを
電子媒体化し、クラウド上で関係者が共有可能
な取組みを令和4年度の直轄土木工事で試行し
た。5年度はJIS規格の改正を踏まえた取組み
を継続して進めていく。
さらに、内閣府の官民研究開発投資拡大プロ

グラム（PRISM）の予算を活用して、建設現
場のデータのリアルタイムな取得・活用などの
革新的技術を導入・活用するモデルプロジェク
トを令和4年度は22件実施するなど、革新的
技術を活用した建設現場の一層の生産性向上を
推進した。
建設現場の生産性向上に関するベストプラ

クティスの横展開に向けて、平成29年度より
「i-Construction大賞」を実施しているが、令
和4年度には、この取組みをさらに拡大するた
め「インフラDX大賞」と改称し、インフラの
利用・サービスの向上や建設業界以外の取組み
についても含めて広く募集した。また、インフ
ラ分野におけるスタートアップの取組みを支援
し、活動の促進、建設業界の活性化へつなげる
ことを目的に、これまでの「国土交通大臣賞」
「優秀賞」の他、新たに「スタートアップ奨励賞」
を設置した。令和4年度は計25団体（国土交
通大臣賞4団体、優秀賞19団体、スタートアッ
プ奨励賞2団体）を表彰しており、引き続きイ
ンフラDXの普及促進に取り組んでいく。

（２）行政手続のDX
行政手続のオンライン化を加速し、国民等の

利便性向上や行政の業務効率化等に資する国土
交通行政のDXを推進するため、申請受付から
審査、通知などの申請業務に係るプロセスを一
貫して処理できるシステムの拡充等を実施する。

第1節　DXによる高度化・効率化 　
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� �第2節 � デジタル技術の活用によるイノベーションの推進
デジタル庁と連携し、「デジタル社会の実現

に向けた重点計画」（令和4年6月7日改定）
に掲げられた国土交通分野におけるデジタル化
施策を推進している。

ITS の推進
ITSは、高度な道路利用、ドライバーや歩行

者の安全性、輸送効率及び快適性の飛躍的向上
の実現とともに、交通事故や渋滞、環境問題、
エネルギー問題等の様々な社会問題の解決を図
り、自動車産業、情報通信産業等の関連分野に
おける新たな市場形成の創出につながっている。
また、令和4年6月に閣議決定された「デジ

タル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、
交通安全対策・渋滞対策・災害対策等に有効と
なる道路交通情報の収集・配信に係る取組み等
を積極的に推進している。

①社会に浸透した ITS とその効果
（ア）ETC の普及促進と効果
ETCは、今や日本全国の高速道路及び多く

の有料道路で利用可能であり、車載器の新規
セットアップ累計台数は令和5年3月時点で約
8,228万台、全国の高速道路での利用率は令和
5年3月時点で約94.3％となっている。従来高
速道路の渋滞原因の約3割を占めていた料金所
渋滞はほぼ解消され、CO2排出削減等、環境
負荷の軽減にも寄与している。さらに、ETC
専用ICであるスマートICの導入や、ETC車
両を対象とした料金割引等、ETCを活用した
施策が実施されるとともに、有料道路以外にお
いても駐車場やドライブスルーでの決済等への
応用利用も可能となるなど、ETCを活用した
サービスは広がりと多様化を見せている。

（イ）道路交通情報提供の充実と効果
走行経路案内の高度化を目指した道路交通情

報通信システム（VICS）対応の車載器は、令
和5年3月時点で約7,859万台が出荷されてい
る。VICSにより旅行時間や渋滞状況、交通規
制等の道路交通情報がリアルタイムに提供され
ることで、ドライバーの利便性が向上し、走行
燃費の改善がCO2排出削減等の環境負荷の軽
減に寄与している。

②新たな ITS サービスの技術開発・普及
（ア）ETC2.0 の普及と次世代の ITS 推進
平成27年8月より本格的に車載器の販売が

開始されたETC2.0は、令和5年3月時点で約
928万台がセットアップされている。
ETC2.0では、全国の高速道路上に設置され

た約1,800箇所のETC2.0路側機を活用し、渋
滞回避支援や安全運転支援等の情報提供の高度
化を図り、交通の円滑化と安全に向けた取組み
を進めている。また、収集した速度や利用経路、
急ブレーキのデータなど、多種多様できめ細か
いビッグデータを活用して、ピンポイント渋滞
対策や交通事故対策、生産性の高い賢い物流管
理など、道路ネットワークの機能を最大限に発
揮する取組みを推進している。
更なる取組みとして、自動運転時代を見据え、

道路利用者の安全・利便性を飛躍的に向上させ
るため、車両内外のデータをセキュアに連携さ
せる基盤を構築し、次世代のITSを推進する。

� �第2節 � デジタル技術の活用によるイノベーションの推進� デジタル技術の活用によるイノベーションの推進

1

【関連リンク】
ETC 総合情報ポータルサイト 
URL：https://www.go-etc.jp/

【関連リンク】
ETC 2.0
URL：https://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/etc2/
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（イ）先進安全自動車（ASV）プロジェクトの
推進

産学官の連携により、先進技術を搭載した自
動車の開発と普及を促進する「先進安全自動車
（ASV）推進プロジェクト」では、第7期ASV
推進計画を立ち上げ、事故実態の分析を通じて、

注 1　空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報（当該情報に係る時点に関する情報を含む）及びこの情報に関連づけら
れた情報。Ｇ空間情報（Geospatial Information）とも呼ばれる。

車両間の通信により、遮蔽物のある交差点での
出会い頭の事故等を防止する安全技術、歩行者
等の交通弱者と通信を行い、交通弱者が被害者
となる事故を防止する安全技術等がより安全に
寄与する事故形態の検討を行った。

自動運転の実現
国土交通省では、交通事故の削減や高齢者の
移動支援等に資する自動運転の実現に向けて、
「環境整備」、「技術の開発・普及促進」及び「実
証実験・社会実装」の3つの観点から取組みを
進めている。
「環境整備」については、令和4年6月に国連
WP29において合意された高速道路での車線維
持機能を有する自動運行装置の要件の改正を保
安基準に取り入れるとともに、同年4月に道路
交通法の一部を改正する法律が成立し、レベル
4に相当する運転者がいない状態での自動運転
を可能とする制度が創設されたことを踏まえ、
運転者が不在となる場合を想定した保安基準の
整備を行った。また、旅客/貨物自動車運送事
業者が、従来と同等の輸送の安全等を確保しつ
つ、レベル4の自動運転車を用いて事業を行う
ことを可能とするために必要となる法令の整備
を実施した。さらに、自動運転に対応した区画
線の要件案や、車載センサでは検知困難な前方
の道路情報を車両に提供するための仕様案の作
成に向け、官民連携の共同研究を進めている。

「技術の開発・普及促進」については、衝突
被害軽減ブレーキ等の安全運転支援機能を備え
た車「安全運転サポート車（サポカー）」の普
及啓発、高速道路の合流部等での情報提供によ
る自動運転の支援、自動運転を視野に入れた除
雪車の高度化等に取り組んでいる。
「実証実験・社会実装」については、国土交
通省及び経済産業省において「自動運転レベル
4等先進モビリティサービス研究開発・社会実
装プロジェクト」を立ち上げ、運転者が存在せ
ず、遠隔監視のみにより運行する自動運転移動
サービスの事業モデルの検討や、自動運転移動
サービスの横展開にあたって車両開発等の効率
化を図るための走行環境やサービス環境の類型
化などを行った。また、自動運転による地域公
共交通実証事業を実施しその持続可能性につい
て検証したほか、新たに全国8箇所において自
動運転サービスの実証実験における技術的支援
を行い、和歌山県太地町においては本格導入に
移行した。

地理空間情報を高度に活用する社会の実現
誰もがいつでもどこでも必要な地理空間情
報注1を活用できる「Ｇ空間社会（地理空間情報
高度活用社会）」の実現のため、令和4年3月
に閣議決定された「地理空間情報活用推進基本

計画」に基づき、地理空間情報のポテンシャル
を最大限に活用した多様なサービス創出・提供
に向けた取組みを産学官民が一層連携して推進
している。

2

3
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（１）�社会の基盤となる地理空間情報の整備・
更新

電子地図上の位置の基準として共通に使用さ
れる基盤地図情報注2及びこれに国土管理等に必
要な情報を付加した国の基本図である電子国土
基本図注3について、関係行政機関等と連携して
迅速な整備・更新を進めている。また、空中写
真、地名に関する情報、都市計画基礎調査によ
り得られたデータや国土数値情報等の国土に関
する様々な情報の整備、GIS化の推進等を行っ
ている。

（２）地理空間情報の活用促進に向けた取組み
各主体が整備する様々な地理空間情報の集

約・提供を行うG空間情報センターを中核と
した地理空間情報の流通の推進、Web上での

注 2　電子地図上における地理空間情報の位置を定める基準となる、測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画等
の位置情報。項目や基準等は国土交通省令等で定義される。国土地理院において、平成 23 年度までに初期整備が行われ、
現在は電子国土基本図と一体となって更新されている。

注 3　これまでの 2 万 5 千分 1 地形図をはじめとする紙の地図に代わって、電子的に整備される我が国の基本図。我が国の
領土を適切に表示するとともに、全国土の状況を示す最も基本的な情報として、国土地理院が整備する地理空間情報。

注 4　国土地理院の運用するウェブ地図（https://maps.gsi.go.jp/）。国土地理院が整備した地形図、写真、標高、地形分類、
災害情報等の地理空間情報を一元的に配信。

注 5　「オンライン利用率引き上げに向けた基本計画」（令和３年 12 月 10 日）に基づいて算出。

重ね合わせができる地理院地図注4の充実等、社
会全体での地理空間情報の共有と相互利用を更
に促進するための取組みを推進している。さら
に、近年激甚化しつつ多発する自然災害を受
け、地形や明治期の低湿地データ、地形分類図、
自然災害伝承碑等の地理院地図を通じて提供す
る地理空間情報が、地域における自然災害への
リスクを把握する上で極めて有用であることか
ら、防災・減災の実現等につながるそれらの地
理空間情報の活用力の向上を意図して、地理院
地図の普及活動を行った。また、地理空間情報
を活用した技術を社会実装するためのG空間
プロジェクトの推進のほか、産学官連携による
「G空間EXPO」の開催など、更なる普及・人
材育成の取組みを行った。

電子政府の実現
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（以
下「重点計画」）等に基づき、デジタル社会の
実現に向けた取組みを行っている。特に、国・
地方を通じた行政全体のデジタル化により、国
民・事業者の利便性向上を図る施策については、
「重点計画」を踏まえ、政府全体で取組みを進
めており、国土交通省においても積極的に推進
している。また、「規制改革実施計画」（令和4
年6月閣議決定）において、原則として全ての
手続についてオンライン化を行うこととされて
おり、国土交通省所管手続についてもこれに基
づき速やかに対応を進めているところである。
自動車保有関係手続に関しては、検査・登録、

保管場所証明、自動車諸税の納付等の諸手続を

オンラインで一括して行うことができる「ワン
ストップサービス（OSS）」を平成17年から
新車の新規登録を対象として、関係省庁と連携
して開始し、以後、対象地域や対象手続の拡大
を進めてきた。OSSの利用は、新規登録手続
について令和2年度で131.3万件（32.9％）、
3年度で126.5万件（34.1％）、継続検査につ
いて2年度で714.4万件（33.3％）、3年度で
821.1万件（38.7％）となっている注5。
OSS利用率の更なる向上のため「オンライ

ン利用率引上げに係る基本計画」（令和3年12
月改定）において目標利用率を設定した上で、
OSSの利用促進策を講じているところ。具体
的には、令和5年1月の自動車検査証の電子化
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に伴い、継続検査等の手続において、OSSで
申請を行った場合に運輸支局等以外でも自動車
検査証のICタグ情報の記録等を可能とするこ

とにより、自動車検査証の受取のための運輸支
局等への来訪が不要となり、完全オンラインに
よる手続が可能となった。

公共施設管理用光ファイバ及びその収容空間等の整備・開放
令和4年3月時点で、国の管理する河川・道
路管理用光ファイバのうち、芯線約18,000km

を民間事業者等へ開放した。

水管理・国土保全分野におけるDXの推進
水管理・国土保全分野においては、防災・減
災対策や河川等の整備・管理において、デジタ
ル技術の積極的な活用による変革を進めている。
例えば、本川・支川が一体となった洪水予測
による予測の高度化やAIを用いたダム運用の
高度化に向けた技術開発・実装を進めているほ
か、小型で安価なセンサによる浸水範囲のリア
ルタイム把握に向けた実証に取り組んでいる。
また土砂災害等に対し、夜間・悪天候時でも利
用可能な人工衛星等を用いた迅速かつ安全な情
報収集を行い、的確な警戒避難につなげている
ほか、高速通信技術を用いた無人化施工による
安全性等の向上に取り組んでいる。下水道分野
では、局地的な大雨等に対して、センサ、レー
ダー等に基づく管路内水位、雨量、浸水等の観
測情報の活用により、既存施設の能力を最大限

活用した効率的な運用、地域住民の自助・共助
の促進を支援する取組みを進めている。
また、これまで目視等で行っていた河川・

砂防・海岸のインフラ施設等の維持管理につい
て、ドローン等により取得した画像や三次元点
群データを活用した点検により、点検レベルを
維持・向上しつつ省力化を図るための技術開発
を進めている。
さらに、デジタル技術を活用したイノベー

ション推進のため、実績の河川情報等、技術開
発に資するデータのオープンな提供に取り組ん
でいるほか、官民連携によるオープンイノベー
ションにより、洪水予測や治水対策効果の「見
える化」等の技術開発を促進するため、仮想空
間に流域を再現した実証実験基盤の整備を進め
ることとしている。

5
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ビッグデータの活用
（１）�交通関連ビッグデータを活用した新たな

まちづくり
移動に関するビッグデータやシミュレーショ
ン技術、調査結果の利活用方策等の都市交通調
査体系のあり方を検討するため、令和3年度か
ら「新たな都市交通調査体系のあり方に関する
検討会」を開催している。
令和4年度は、シミュレーション技術を活用
した都市交通調査手法の開発や、調査結果の利

活用に必要な統合プラットフォームの構築等の
今後の方向性を示した中間とりまとめを公表し
た。今後は中間とりまとめで示した改善策の実
現に向けた検討を進めていく。

（２）�ビッグデータを活用した電子国土基本図
の修正

電子国土基本図は、国土の基本図として様々
な地図のベースとして利用されている。この電

気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化を踏まえ
た治水対策とともに、2050年カーボンニュートラルに
向けた取組を加速するため、「ハイブリッドダム」の取
組みを開始しました。
「ハイブリッドダム」では、気象予測技術の進展によ

るダム運用の高度化、最新の土木技術を活用したダム改
造等により、治水機能の強化と水力発電の促進の両立を

図ります。このうち洪水時のダム操作の工夫等により発
電量を増やすダム運用の高度化については、令和４年
度に６つのダムで行った試行により215万kWhを増電
し、令和５年度は対象ダムをさらに拡大して実施します。

また、官民連携で取り組むことで、ダム立地地域の振
興への貢献も目指しています。

ダム運用高度化のイメージ

【関連リンク】
国土交通省水管理・国土保全局ホームページ（ハイブリッドダム）
URL：https://www.mlit.go.jp/river/dam/hybridsounding.html

Column コラム
ハイブリッドダムの推進（流域防災DX）

7
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子国土基本図の登山道をより正確に表示するた
め、民間事業者との協力協定により提供され
た、登山者がスマートフォンで取得した経路情

報（ビッグデータ）を活用して、登山道の修正
に取り組んでいる。

気象データを活用したビジネスにおける生産性向上の取組み
ビッグデータである気象データを活用して企
業の生産性向上を図るべく、気象庁では、産学
官連携の「気象ビジネス推進コンソーシアム
（WXBC）」における「気象ビジネスフォーラム」
や各種セミナーの開催等の取組みを行っている。
また、「気象データアナリスト」の育成のため、

教育内容等が一定以上の水準を満たすと認めら
れる民間講座を「気象データアナリスト育成講
座」として認定し、気象データ等を活用したビ
ジネス創出や課題解決など産業界における気象
データ利活用促進に努めている。

まちづくりDXの推進
人口減少・少子高齢化の中で豊かで多様な暮
らし方を支える「人間中心のまちづくり」を実
現するため、3D都市モデルの整備・活用・オー
プンデータ化、デジタル技術を用いた都市空間
再編、エリアマネジメントの高度化、データを
活用したオープンイノベーション創出等を進め
るなど、まちづくり分野のDXを推進する。
（１）スマートシティの推進
先進的技術や、官民データをまちづくりに取
り込み、地域の抱える課題解決、新たな価値の
創出を図るスマートシティについて、国土交通
省においては、「スマートシティモデルプロジェ
クト」として、令和元年度より全国の牽引役と
なる先駆的な取組みについて、都市サービスの
導入に向けた実証実験への支援を行っている。
令和4年度は「スマートシティ実装化支援事
業」として14地区を選定するなど実証事業の
支援を行った。また、スマートシティモデル事
業等推進有識者委員会を開催し、モデル事業等
から得られた知見の整理等を行うとともに、先
進事例の横展開等により、スマートシティを強

力に推進していく。

（２）3D都市モデル（PLATEAU）
国土交通省ではこれまで、令和4年度に創設

した地方公共団体に対する新たな補助制度であ
る「都市空間情報デジタル基盤構築支援事業」
の活用等により、全国約130都市で3D都市モ
デルを整備し、さらに100件程度の多様な分
野における3D都市モデルのユースケース開発
の実証に取り組んできた。加えて、4年度には、
土木構造物や水部、地下構造物の標準データモ
デルを策定するとともに、オープンデータを活
用した新たなビジネスやイノベーションの創
出のため、データ利用環境の改善（SDK開発
等）、チュートリアルの充実、ハッカソン・ピッ
チイベントの開催等を実施してきた。今後も、
PLATEAUと建築・不動産に係るデジタル施
策を一体的に進める「建築・都市のDX」をは
じめ、3D都市モデルの整備・活用・オープン
データ化の取組みを一層推進していく。

8

【関連リンク】
気象データアナリスト育成講座の認定制度について
URL: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/shinsei/wda/

【関連リンク】
気象ビジネス推進コンソーシアム（WXBC）
URL: https://www.data.jma.go.jp/developer/consortium/
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国土交通データプラットフォーム
国土に関するデータ、経済活動、自然現象に

関するデータを連携させ、分野を跨いだデータ
検索・取得を可能とすることで業務の効率化や
スマートシティなどの施策の高度化、産学官連
携によるイノベーション創出等を実現するため
のデータ連携基盤として「国土交通データプ
ラットフォーム」の構築を進めている。
令和2年4月に、国や地方公共団体等が保有

するデータと連携し、APIを活用して同一地
図上で表示・検索・ダウンロードを可能とし
た「国土交通データプラットフォーム」を一般
公開した。その後も連携データの拡充や機能改
良等に取り組んでおり、5年4月にリニューア

ル公開した「国土交通データプラットフォーム
ver3.0」においては、工事基本情報約5万件や、
BIM/CIMデータや3次元点群データ、3D都
市モデル（PLATEAU）等の様々なデータと
連携している他、利用者の使用性向上に向けた
類似語検索・地図範囲内検索の実装、Webペー
ジの大幅な改良等、検索性やUI等の抜本的な
見直し・充実を図ったところである。今後も、
データ連携や機能の充実に取り組むとともに、
国土交通データプラットフォームをハブとした
視覚化機能の強化に向けた各種データのデジタ
ル地図化やデータ形式の標準化等に取り組んで
いく。

� �第3節 � 技術研究開発の推進

技術政策における技術研究開発の位置づけと総合的な推進
国土交通省では、事業・施策の効果・効率を

より一層向上させ、国土交通に係る技術が広く
社会に貢献することを目的として、「国土交通
省技術基本計画」で技術政策の基本方針を示し、
技術研究開発の取組みを推進している。今般、
「科学技術・イノベーション基本計画」（令和3
年3月閣議決定）等の政府全体の方針に基づき、
社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科
会技術部会での議論を踏まえ、「第5期国土交
通省技術基本計画」（期間：令和4～ 8年度）
を策定した。
第5期では、技術研究開発等を通じて実現を

目指す将来の社会イメージを新たに作成した。

（１）�施設等機関、特別の機関、外局、国立研
究開発法人等における取組み

施設等機関、特別の機関、外局や国土交通省

所管の国立研究開発法人等における主な取組み
はリンク先のとおりである。国立研究開発法人
においては、我が国における科学技術の水準の
向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公
益に資するため研究開発の最大限の成果を確保
することを目的とし、社会・行政ニーズに対応
した研究を重点的・効率的に行っている。

（２）地方整備局における取組み
技術事務所及び港湾空港技術調査事務所にお

いては、管内の関係事務所等と連携し、建設工
事用材料及び水質等の試験・調査、施設の効果
的・効率的な整備や維持管理に関する調査・検
討等、地域の課題に対応した技術開発や新技術
の活用・普及等を実施している。

10

【関連リンク】
国土交通データプラットフォーム　
URL：https://www.mlit-data.jp/platform
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（３）�建設・交通運輸分野における技術研究開
発の推進

建設技術に関する重要な研究課題のうち、特
に緊急性が高く、対象分野の広い課題を取り上
げ、行政部局が計画推進の主体となり、産学官
の連携により、総合的・組織的に研究を実施す
る「総合技術開発プロジェクト」において、令
和4年度は、「建築物と地盤に係る構造規定の
合理化による都市の再生と強靱化に資する技術
開発」等、計4課題について、研究開発に取り
組んだ。
また、交通運輸分野においても、安全環境、
人材確保難等の交通運輸分野が抱える政策課題
解決に資する技術研究開発を、産学官の連携に
より推進しており、令和4年度は、「SBASの
他の交通モードでの利活用に向けた調査研究業
務」に取り組んだ。

（４）民間企業の技術研究開発の支援
民間企業等の研究開発投資を促進するため、
試験研究費に対する税額控除制度を設けている。

（５）公募型研究開発の推進
建設分野の技術革新を推進していくため、国

土交通省の所掌する建設技術の高度化及び国際
競争力の強化、国土交通省が実施する研究開発
の一層の推進等に資する技術研究開発に関する
提案を公募する「建設技術研究開発助成制度」
では、政策課題解決型技術開発公募（2～ 3年
後の実用化を目標）の公募を行い、令和4年度
は新規6課題、継続11課題を採択した。また、
スタートアップの技術開発支援を目的に『ス
タートアップタイプ』を新設した。
また、交通運輸分野については、安全安心で

快適な交通社会の実現や環境負荷軽減等に資す
るイノベーティブな技術を発掘から社会実装ま
で支援する「交通運輸技術開発推進制度」にお
いて、新規8課題、継続5課題を実施した。ま
た、令和4年度第2次補正予算を活用し、本制
度の充実化を図った。さらに、同制度の成果の
普及・促進等を図るため、「交通運輸技術フォー
ラム」を5年3月に開催した。

【関連リンク】
国土地理院
URL：https://www.gsi.go.jp/cais/index.html

【関連リンク】
国土交通政策研究所
URL：https://www.mlit.go.jp/pri/gaiyou/kenkyutheme.html

【関連リンク】
建築研究所
URL：https://www.kenken.go.jp/english/pdf/pamphlet.pdf

【関連リンク】
交通安全環境研究所
URL：https://www.ntsel.go.jp/main.html

【関連リンク】
国土技術政策総合研究所
URL：http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/youran.htm

【関連リンク】
気象庁気象研究所
URL：https://www.mri-jma.go.jp/Research/project/plans.html

【関連リンク】
海上・港湾・航空技術研究所（分野横断的な研究）
URL：https://www.mpat.go.jp/news/index.html

【関連リンク】
海上・港湾・航空技術研究所（船舶に係る技術及びこれを活用し
た海洋の利用等に係る技術に関する研究開発）
URL：https://www.nmri.go.jp/study/research_organization/

【関連リンク】
海上保安庁
URL：https://www.kaiho.mlit.go.jp/soshiki/soumu/center/center.html

【関連リンク】
土木研究所
URL：https://www.pwri.go.jp/jpn/about/pr/publication/index.html

【関連リンク】海上・港湾・航空技術研究所
（港湾、航路、海岸及び飛行場等に係る技術に関する研究開発）
URL：https://www.pari.go.jp/about/summary/

【関連リンク】
海上・港湾・航空技術研究所（電子航法に関する研究開発）
URL：https://www.enri.go.jp/research/research_index.htm
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公共事業における新技術の活用・普及の推進
（１）公共工事等における新技術活用システム
民間事業者等により開発された有用な新技術

を公共工事等で積極的に活用するための仕組み
として、新技術のデータベース（NETIS）を
活用した「公共工事等における新技術活用シス
テム」を運用しており、令和4年度は公共工事
等に関する技術の水準を一層高める画期的な新
技術として推奨技術等を6件選定した。

（２）新技術の活用促進
公共工事等における新技術の活用促進を図る

ため、実用段階前の要素技術について現場実証
を行うとともに、各設計段階において活用の検
討を行い、活用の効果の高い技術については工
事発注時に発注者指定を行っている。加えて、
発注者や施工者が新技術を選定する際に参考と
なる技術の比較表を、関係業界からの提案も踏
まえながらテーマ毎に作成・公表している。ま
た、現場ニーズと技術シーズのマッチングにつ
いて、令和3年度に実施要領を改訂し現場施行
を実施している。さらに直轄土木工事において
新技術の活用を原則義務化している。

� �第4節 � 建設マネジメント（管理）技術の向上

公共工事における積算技術の充実
公共工事の品質確保の促進を目的に、中長期

的な担い手の育成及び確保や市場の実態の適切
な反映の観点から、予定価格を適正に定めるた

め、積算基準に関する検討及び必要に応じた見
直しに取り組んでいる。

BIM/CIMの取組み
BIM/CIM（Bui lding/Construct ion 

Information Modeling, Management）とは、
建設事業で取扱う情報をデジタル化することに
より、調査・測量・設計・施工・維持管理等の
建設事業の各段階に携わる受発注者のデータ活
用・共有を容易にし、建設事業全体における一
連の建設生産・管理システムの効率化を図るこ
とを言う。令和5年度から全ての直轄土木業務・
工事（小規模なもの等は除く）にBIM/CIMを
原則適用する。また、3次元モデルを活用・
共有することによる受発注者の生産性向上を目
指すと共に、これまでの検討から上げられる課
題について検討・解決することで更なるBIM/
CIMの適用拡大を図っていく。
官庁営繕事業においては、令和5年度より、

新営事業にEIR（発注者情報要件）を原則適用

とすること等により、設計業務及び工事の品質
の確保及び事業の円滑化を図るとともに、BIM
活用の考え方や手続等を「官庁営繕事業におけ
るBIM活用ガイドライン」等の技術基準とし
て示すことにより、受発注者におけるBIM活
用の円滑化・効率化を図っている。
また、官民一体となってBIMの推進を図る

「建築BIM推進会議」（事務局：国土交通省）
を令和元年6月から開催し、「建築BIMの将来
像と工程表」をとりまとめたほか、設計・施工・
維持管理のワークフロー等を整理したガイドラ
インを策定した。その後、モデル事業による試
行・検証や推進会議における議論を踏まえ4年
3月にガイドライン、5年3月に将来像と工程
表の改定を行った。

2
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� �第5節 � 建設機械・機械設備に関する技術開発等
（１）建設機械の開発及び整備
国が管理する河川や道路の適切な維持管理、

災害復旧の迅速な対応を図るため、維持管理用
機械及び災害対策用機械の全国的な整備及び老
朽化機械の更新を実施している。また、治水事
業及び道路整備事業の施工効率化、省力化、安
全性向上等を図るため、建設機械と施工に関す
る調査、技術開発に取り組んでいる。

（２）�機械設備の維持管理の合理化と信頼性向上
災害から国民の生命・財産を守る水門設備・
揚排水ポンプ設備、道路排水設備等は、その多
くが高度経済成長以降に整備されており、今後、
建設から40年以上経過する施設の割合は加速
度的に増加する見込みである。これらの機械設
備は、確実に機能を発揮することが求められて
いるため、設備の信頼性を確保しつつ効率的・
効果的な維持管理の実現に向け、状態監視型の
保全手法の適用を積極的に推進している。
また、河川機械設備については、令和4年7
月にとりまとめられた社会資本整備審議会答申
「河川機械設備のあり方について」においてシ
ステム全体の信頼性の確保、担い手不足等に対
応した遠隔化・自動化・集中管理への移行、技
術力の維持向上の観点から提言された内容を踏
まえ、量産品のエンジンを採用したマスプロダ
クツ型排水ポンプの開発等を推進することで、

総合信頼性の向上を目指している。

（３）建設施工における技術開発成果の活用
大規模水害、土砂災害、法面崩落等の二次災

害の危険性が高い災害現場において、安全で迅
速な復旧工事を行うため、遠隔操作が可能で、
かつ、分解して空輸できる油圧ショベルを開発
し、災害復旧活動に活用している。

（４）�建設施工への自動化・自律化技術の導入
に向けた取組み

建設機械施工の自動化・自律化・遠隔化技術
は、建設機械を人が搭乗することなく稼働させ
るものである。本技術は、1人のオペレーター
が複数の建設機械を稼働させることや、遠隔地
から建設機械を稼働させることを可能にするも
のであるため、建設現場の抜本的な生産性向上
や働き方改革に資する技術として期待されてい
る。
本技術の普及を産官学一体となって推進して

いくことを目的として、関係する省庁、業界団
体、研究機関が参画する「建設機械施工の自動
化・自律化協議会」を令和3年度に設置した。
本協議会では、自動・自律・遠隔施工の技術開
発の促進に資する協調領域や機能要件の策定、
現場導入の促進に資する安全の制度や施工管理
基準の整備に向けた検討を実施している。

� �第5節 � 建設機械・機械設備に関する技術開発等� 建設機械・機械設備に関する技術開発等

【関連リンク】
建設機械施工の自動化・自律化協議会
URL：https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000049.html
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